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本資料は、砂防事業等の土砂災害対策事業現場におけるニーズの把握を目的として、第20回砂

防研究報告会の概要および平成 18 年度に実施された全国各地における砂防関係調査の概要を取

りまとめたものである。 

This report presents outlines of the 20th Sabo Research Conference and of sabo related studies in all nations 
and regions during 2006 in order to clarify the needs of organizations implementing sediment-related disaster 
prevention measures. 

Key Words: sediment-related disaster prevention measures, needs research, 
20th Sabo Research Conference 
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まえがき 
 
 我が国では、近年、年平均約 1,000 件に及ぶ土砂災害の発生により数多くの人命や財産

が失われている。このため、砂防えん堤、がけ崩れ防止施設等の土砂災害防止施設の整備

が進められているが、その整備率は 2 割程度であり、今後とも施設整備を進めていく必要

がある。一方で、ソフト対策による土砂災害の被害の軽減が重要となっている。また、砂

防事業においては多様な自然環境の保全や創出が望まれているところである。 
 全国で実施されている土砂災害対策事業では、地域の自然特性や社会条件に応じて、多

様な工法・手法を用いた事業が実施されるとともに、新工法の適用等の新たな取り組みに

より、効率的かつ適切な事業の推進が試みられている。 
 効率的かつ適切な土砂災害対策事業の実施のためには、国土交通省河川局砂防部、砂防

関係研究機関、地方整備局、直轄砂防事務所、都道府県砂防所管課等が、それぞれで抱え

る問題やその解決方策、新たな調査手法や新技術・新工法等について、幅広く議論し情報

を共有化するとともに、現在事業実施上懸案となっている課題を、関係技術者とディスカ

ッションすることにより、問題点を抽出しその解決策を検討することが重要である。 
 本資料は、このような背景から平成 19 年 10 月に開催された「第 20 回砂防研究報告会」

の概要及び国土交通省の砂防事業担当事務所、地方自治体の砂防所管課等が平成 18 年に実

施した調査概要を取りまとめたものである。 
 本資料の「平成 18 年度に実施された砂防関係調査の概要」は国土交通省の砂防事業担当

事務所、地方自治体の砂防所管課等に作成をご協力頂いた。関係諸氏に御礼を申しあげま

す。 
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第20回（平成19年度）砂防研究報告会 実施日程 

 

日  時：平成19年10月3日13:00～17:45，4日9:00～16:30 

 

開催場所：砂 防 会 館 

 

● 第１日目 10月3日（水） 

13:00–13:05  開会の挨拶 国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター長 

古賀 省三  

13:05–13:55    講  話 「砂防行政の現状」 

  国土交通省砂防部砂防計画課長       中野 泰雄  

 

13:55–15:25    特別講演 「失敗学のすすめ」 

           （株）畑村創造工学研究所（東京大学名誉教授） 

   畑村 洋太郎 

 

15:25–15:35    分科会の討議方針の説明 

       独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ火山・土石流チーム主任研究員 

                 山越 隆雄 

  15:35–15:45    休憩 

 

  15:45–17:45    分科会討論 

第１分科会 砂防設備の影響検証を含めた総合的な土砂管理のため

の土砂移動モニタリング        （３Ｆ 六甲） 

第２分科会 砂防施設の維持、修繕技術について   （１Ｆ 木曽） 

第３分科会 トータルコストに配慮した土砂災害対策 （３Ｆ 立山） 
第４分科会  土砂災害情報提供と警戒避難における課題について 

                                             （３Ｆ 穂高） 
           第５分科会 大規模土砂災害の対応について      （３Ｆ 霧島） 
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● 第２日目 10月4日（木） 

9:00 – 12:00     分科会討論 

 

12:00 – 13:00    昼食 

 

13:00 – 13:15    砂防調査研究の概要と国土技術政策総合研究所危機管理技術研究セン 

ター 

 砂防研究室の研究について 

   国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター砂防研究室長 

小山内 信智 

                        

13:15 – 13:45    独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループの研究について 

独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ火山・土石流チーム上席研究員    

田村 圭司 

独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ地すべりチーム上席研究員   

藤澤 和範 

   独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ雪崩・地すべり研究センター所長  

花岡 正明 

       

13:45 – 14:45    平成18年度の砂防調査の紹介（15分×4課題） 

 １．渓流環境評価検討業務 

           国土交通省東北地方整備局新庄河川事務所調査課砂防調査係長 

三上 真範 

 ２．下の沢土砂生産観測解析業務 

           国土交通省関東地方整備局日光砂防事務所調査課専門調査員 

薄井 道則 

 ３．多治見砂防設備維持管理検討業務 

           国土交通省中部地方整備局多治見砂防国道事務所砂防調査課係員 

村瀬 満記 

 ４．高知県における過去の降雨データを用いた土砂災害警戒情報の検証 

           高知県土木部防災砂防課主幹           武田 悦寿 

 

14:45 – 15:00    フランスにおける土砂災害対策の現状 

       独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ火山・土石流チーム主任研究員   

山越 隆雄 

15:00 – 15:10    休憩 

 

15:10 – 16:10    全体会議（各座長より分科会討議結果の報告（15分×5課題）） 

 

16:10 – 16:30    講評 

国土交通省砂防部砂防計画課砂防計画調整官 

西山 幸治 

国土交通省砂防部保全課保全調整官 

渡 正昭 

16:30 – 16:35    閉会の挨拶  

独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ長 

                 寺田 秀樹 
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平成19 年度砂防研究報告会 分科会趣旨 
 
 

第１分科会 （会場：３Ｆ 六甲） 
課題名：砂防設備の影響検証を含めた総合的な土砂管理のための土砂移動モニタリング 
趣旨：  
 
○ 土砂移動に伴う地形の変化によって、土砂の氾濫や洪水、ダム貯水池の容量の減少、越波、生

物の生息場の喪失、景観の喪失など、『防災』、『環境』、『利用』上の問題が生じている。そのよ

うな土砂移動に係わる問題が顕著に生じている流砂系においては、土砂の供給や除去、構造物

の設置などの対策を講じて、土砂移動を望ましい状態へと導くことにより、現状の地形を望ま

しい地形に復元し、それを維持する必要がある。 
○ 土砂移動に関わる問題がどの程度改善されたのか，あるいは，対策の実施が流砂系に副作用的

な影響（負の影響）を与えていないかといった点をモニタリングする必要がある。つまり，問

題が改善されない場合や副作用的な影響が生じた場合には，別の対策を検討し実施しなければ

ならない。このような臨機応変なマネジメントを通じて，土砂移動に関わる問題に対処してい

くことになる。 
○ 上記のようなマネジメントを実施するためには，蓄積された過去のデータと，現在の状況を把

握するためのデータが必要となる。第一分科会では，モニタリングすべきデータの種類、モニ

タリング手法、そして、得られたデータのデータベース化手法について討議する。特に、土砂

移動に関わる問題（防災・環境・利用）のうち防災と環境に関係する問題に焦点を当て，流砂

系の内の砂防領域での対策、すなわち砂防設備の土砂移動に与える防災的、環境保全的影響に

着目して討議するものとする。 
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第 2 分科会 （会場：１Ｆ 木曽） 
課題名：砂防施設の維持、修繕技術について 
趣旨： 
○ 土砂災害を防止、抑制することを目的とした砂防事業において、コンクリートなどを用いた構

造物による対策が取り入れられるようになり、およそ１３０年が経過している。これまで、全

国各地に砂防、地すべり対策、急傾斜地崩壊対策にかかるそれぞれの施設が数多く築造されて

いる。 
○ 対して、我が国においてはその地形・地質、気候条件などに起因し、山地からの土砂生産が著

しく、これら対策施設のほとんどはほぼ半永久的にその機能を発揮し続けることが期待されて

いる。そのため、これら施設の機能を持続させるための適切な維持管理を行う必要があり、こ

れを効率的に行うためのマネジメント技術が求められている。 
○ そこで、本分科会では、砂防、地すべり対策、急傾斜地崩壊対策にかかる施設について、現状

でその機能を維持することが困難であるような問題点や課題の抽出、共有をはかり、これら問

題点の解決策として、「機能維持のための修繕技術」及び、施設点検など「施設管理にかかるマ

ネジメントの考え方」などについて、情報共有及び議論を行う。 
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第 3 分科会 （会場：３Ｆ 立山） 
課題名：トータルコストに配慮した土砂災害対策 
趣旨： 
○ 財政状況が厳しくなるなど、より効率的・効果的な施設の配置計画策定、設計、維持管理の手

法を構築することが急務であると考えられる． 
○ そこで、本分科会では、「トータルコスト」の観点から、今後の施設の計画、設計、維持管理の

あり方について議論する． 
○ ①施設を維持管理するための必要な技術・課題、②トータルコストを考慮した施設配置計画の

取り組み事例、について議論を深めていきたい．具体的には、えん堤の形式選定手法、えん堤

の除石手法などを対象にして議論する． 
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第 4 分科会 （会場：３Ｆ 穂高） 
課題名：土砂災害情報提供と警戒避難における課題について 
趣旨： 
○ 全国で土砂法による警戒区域等の指定が進み、警戒避難ガイドラインなどが策定されるなど、

警戒区域内における警戒避難体制の整備に向けた取り組みを進めているところである。 
○ また、都道府県の土砂災害担当部局からは、気象庁と連携した土砂災害警戒情報の発表やその

補足情報としての土砂災害危険度情報、雨量観測局ごとのスネークライン等土砂災害について

の警戒避難に活用できる情報をホームページ等により積極的に提供している。 
○ これらの情報が住民の警戒避難行動に効果的に活用され、より確実な警戒避難体制の確立に向

け検討すべき事項や解決すべき課題について検討を行う。 
○ そこで分科会においては先進的な事例や実際の課題等をもとに、より確実な情報伝達手段の確

保、わかりやすい土砂災害情報の提供と市町村におけるその活用方策、危険斜面における監視

手法等土砂災害に対する警戒避難体制のあり方について議論を行う。 
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第 5 分科会 （会場：３Ｆ 霧島） 
課題名：大規模土砂災害の対応について 
趣旨： 
○ 日本列島は等しく、巨大地震や火山の噴火及び地球温暖化に伴う異常気象による大洪水や土砂

災害などにより、近い将来に広域に渡る大災害が発生するリスクを持っている。具体には、全

国で発生している風水害の他、近年は雲仙普賢岳や有珠山、三宅島の火山活動による災害や兵

庫県南部地震、芸予地震、新潟県中越地震、福岡県西部地震など地震が多発している。 

○ しかし、既往最大の被害等を防ぐという目標で進めてきたインフラ整備は未だ道半ばである上、

各機関の防災担当者の多くが今まで経験したことがない広域に渡る大規模土砂災害には十分な

対応ができていない。また、今後どのような自然現象が生じるかについてはある程度予想され

ているが、このような大災害への対処方法は十分に検討されているとは言えない。 

○ 以上を踏まえ、最近発生した新潟県中越沖地震や本年３月に発出された『大規模土砂災害に対

する危機管理のあり方について（提言）』を参考に、全国における過去に発生した事例やその場

での危機管理対応を検証し、今後の減災に向けた具体的な方策を検討する。 
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参加者数： 86

№ 氏名 所属・役職 分科会

1 西山　幸治 国土交通省河川局砂防部砂防計画調整官 フリー

2 國友　優 国土交通省河川局砂防部砂防計画課企画専門官 フリー

3 塩井　直彦 国土交通省砂防部砂防計画課課長補佐 4

4 巌倉　啓子 国土交通省砂防部砂防計画課課長補佐 1

5 渡　正昭 国土交通省砂防部保全課保全調整官 フリー

6 蒲原　潤一 国土交通省砂防部保全課企画専門官 3

7 近藤　秀樹 国土交通省砂防部保全課課長補佐 2

8 綱川　浩章 国土交通省砂防部保全課課長補佐 5

9 谷口　清 国土交通省北海道開発局建設部河川計画課計画第3係長 3

10 野嶽　秀夫 国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課砂防係長 3

11 河村　勇太 国土交通省北海道開発局旭川開発建設部旭川河川事務所砂防建設係 2

12 長内　章匡 国土交通省北海道開発局石狩川開発建設部工務課第3工務係長 3

13 大西　正容 国土交通省北海道開発局石狩川開発建設部計画課第2計画係主任 5

14 八木　勝良 国土交通省北海道開発局帯広開発建設部治水課砂防専門官 2

15 佐川　弘明 国土交通省北海道開発局帯広開発建設部治水課砂防係長 3

16 清水　幹博 国土交通省北海道開発局帯広開発建設部工務課砂防係長 1

17 堀内　久夫 国土交通省室蘭開発建設部海岸砂防専門官 5

18 佐藤　伸吾 国土交通省東北地方整備局河川部河川計画課建設専門官 1

19 佐藤　正明 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所工務第一課長 5

20 小林　清史 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所工務第一課調査係技官 4

21 佐藤　健一 国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所荒川砂防出張所技術係長 2

22 長岐　孝司 国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所調査第一課水防企画係技官 1

23 大平　知秀 国土交通省東北地方整備局河川部河川計画課総合土砂災害対策係長 4

24 笹木　一信 国土交通省東北地方整備局河川部河川計画課総合土砂災害対策係主任 5

25 金子　光義 国土交通省東北地方整備局新庄河川事務所工務第二課工務第一係長 5

26 三上　真範 国土交通省東北地方整備局新庄河川事務所調査課砂防調査係長 5

27 林　孝標 国土交通省関東地方整備局河川計画課建設専門官 1

28 一場　敏 国土交通省関東地方整備局地域河川課 整備第二係長 4

29 工藤　卓也 国土交通省関東地方整備局河川計画課総合土砂災害対策係長 5

30 笠原　治夫 国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務所調査課課長 5

31 宮崎　英樹 国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務所工務課専門員 2

32 薄井　道則 国土交通省関東地方整備局日光砂防事務所調査課専門調査員 1

33 小峰　正 国土交通省関東地方整備局日光砂防事務所調査課専門員 5

34 野口　明義 国土交通省関東地方整備局渡良瀬川河川事務所砂防調査課課長 1

35 五十嵐　和明 国土交通省関東地方整備局渡良瀬川河川事務所工務第二課工務係長 2

36 赤沼　隼一 国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所調査課長 1

37 淺野　貴浩 国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所調査課総合土砂管理係長 4

38 山本　悟 国土交通省北陸地方整備局河川計画課建設専門官 5

39 岡嶋　康子 国土交通省北陸地方整備局神通川水系砂防事務所工務課設計係長 2

40 野村　昌弘 国土交通省北陸地方整備局神通川水系砂防事務所調査課専門員 4

41 田村　利晶 国土交通省北陸地方整備局阿賀野川河川事務所調査課長 2

42 石田　哲也 国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所環境対策課設計係長 1

43 宮澤　和久 国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所調査課専門員 1

44 櫟　　清彦 国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所調査課調査係長 2

45 小竹　利明 国土交通省北陸地方整備局湯沢砂防事務所調査課長 1

46 尾上　直子 国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所工務課設計係長 4

47 川合　康之 国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所調査課調査係長 1

48 中川　雅允 国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所調査課 2

国土交通省・内閣府参加者名簿
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№ 氏名 所属・役職 分科会

49 村中　俊久 国土交通省北陸地方整備局黒部河川事務所工務課砂防係長 2

50 水道　　剣 国土交通省北陸地方整備局黒部河川事務所調査課専門員 1

51 伊藤　誠記 国土交通省中部地方整備局河川計画課建設専門官 3

52 古瀬　友紀 国土交通省中部地方整備局天竜上流河川事務所砂防調査課調査係長 5

53 中嶋　健作 国土交通省中部地方整備局天竜上流河川事務所砂防調査課係員 1

54 安間　朋寿 国土交通省中部地方整備局静岡河川事務所工務課工務第2係長 2

55 吉川　敦師 国土交通省中部地方整備局多治見砂防国道事務所妻木出張所技術係長 2

56 村瀬　満紀 国土交通省中部地方整備局多治見砂防国道事務所砂防調査課係員 5

57 野畑　秀也 国土交通省中部地方整備局沼津河川国道事務所工務第二課専門職 1

58 大前　秀明 国土交通省中部地方整備局越美山系砂防事務所調査課調査係長 3

59 土屋　郁夫 国土交通省中部地方整備局富士砂防事務所調査課火山対策計画係長 5

60 中村　英利 国土交通省中部地方整備局河川部河川計画課係員 5

61 森下　淳 国土交通省近畿地方整備局河川計画課建設専門官 2

62 木村佳則 国土交通省近畿地方整備局河川部地域河川課整備第二係長 4

63 松本沙矢花 国土交通省近畿地方整備局河川部河川計画課技官 2

64 石尾　浩市 国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所調査課長 2

65 坂根　健一 国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所調査課長 1

66 川端　知憲 国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所工務第二課工務係長 4

67 小林　正 国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所工務第二課工務係 3

68 日野　健 国土交通省近畿地方整備局木津川上流河川事務所名張砂防出張所技術係長 2

69 野村　利巳 国土交通省近畿地方整備局福井河川国道事務所工務第一課砂防係長 3

70 森田　耕司 国土交通省中国地方整備局河川計画課建設専門官 4

71 瀧口　茂隆 国土交通省中国地方整備局太田川河川事務所調査設計第二課長 3

72 西村　崇士 国土交通省中国地方整備局太田川河川事務所工務第二課砂防工務係長 2

73 細木　修 国土交通省中国地方整備局日野川河川事務所工務課砂防係長 1

74 藤井　貴宏 国土交通省中国地方整備局日野川河川事務所工務課砂防係 1

75 灘脇　篤郎 国土交通省中国地方整備局倉吉河川国道事務所調査設計第一課設計係長 5

76 三宅　和志 国土交通省四国地方整備局河川計画課建設専門官 2

77 矢野　慎二 国土交通省四国地方整備局河川計画課調査第二係長 1

78 清水　正仁 国土交通省四国地方整備局四国山地砂防事務所調査課砂防調査係長 4

79 岩舘　知哉 国土交通省九州地方整備局河川計画課建設専門官 5

80 小野　宏紀 国土交通省九州地方整備局地域河川課整備第一係 4

81 中村　良一 国土交通省九州地方整備局川辺川ダム砂防事務所工務第二課工務係長 2

82 上野　正弘 国土交通省九州地方整備局大隅河川国道事務所調査第二課砂防調査係長 5

83 稲葉　茂道 国土交通省九州地方整備局大隅河川国道事務所調査第二課砂防調査係 4

84 水田　貴夫 国土交通省九州地方整備局雲仙復興事務所調査課専門員 4

85 繁冨　友也 国土交通省九州地方整備局雲仙復興事務所砂防課工務係 5

86 安仁屋　勉 内閣府沖縄総合事務局水資源開発調整官 4
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参加者数： 28

№ 氏名 所属・役職 分科会

1 鈴木　秀明 宮城県土木部防災砂防課技術主査 2

2 是永　匡徳 茨城県土木部河川課ダム砂防室技師 4

3 渡辺　賢孝 栃木県砂防水資源課主査 2

4 時田　清一 群馬県県土整備局砂防課砂防整備グループ主幹 2

5 山科　昭宏 埼玉県河川砂防課荒川上流域砂防担当主査 4

6 田村　智由 千葉県県土整備部河川環境課副主査 4

7 藤橋　知一 東京都建設局河川部計画課計画調査係長（課長補佐） 4

8 野村　美博 神奈川県県土整備部砂防海岸課主査 1

9 田上　弘喜 神奈川県県土整備部砂防海岸課主任技師 3

10 門倉　貴巳 神奈川県県土整備部砂防海岸課技師 2

11 原　貴史 神奈川県県土整備部砂防海岸課技師 4

12 若林　辰明 新潟県土木部砂防課技師 4

13 大代　武志 富山県土木部砂防課副係長 4

14 秋山　雅樹 山梨県土木部砂防課保全担当 4

15 大山　誠 山梨県土木部砂防課保全担当 2

16 西山　広一 長野県土木部砂防課調査管理係主査 4

17 山田　恒 岐阜県県土整備部砂防課企画担当 4

18 袴田　朋秀 静岡県静岡県建設部河川砂防局砂防室副主任 3

19 山﨑　雅樹 愛知県建設部砂防課主任 2

20 萩　裕也 三重県県土整備部河川・砂防室技師 1

21 鶴野　聡 兵庫県県土整備部土木局砂防課砂防係主査 3

22 橋本　真也 島根県土木部砂防課主幹 4

23 矢野　隆 徳島県県土整備部砂防課整備担当・技師 3

24 石川　清隆 愛媛県土木部河川港湾局砂防課砂防係専門員 3

25 武田　悦寿 高知県土木部防災砂防課 4

26 力武　正浩 福岡県砂防課防災係主任技師 4

27 樽木　肇 熊本県土木部砂防課主任技師 4

28 甲斐　謙二 大分県土木建築部砂防課砂防班主任 5

都道府県参加者名簿
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参加者数： 31

№ 氏名 所属・役職 分科会

1 古賀　省三 国土交通省国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター長 フリー

2 小山内　信智 国土交通省国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター砂防研究室長 フリー

3 清水　孝一 国土交通省国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター砂防研究室主任研究官 3

4 秋山　一弥 国土交通省国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター砂防研究室主任研究官 5

5 水野　秀明 国土交通省国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター砂防研究室主任研究官 1

6 小嶋　伸一 国土交通省国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター砂防研究室主任研究官 4

7 伊藤　英之 国土交通省国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター砂防研究室研究官 5

8 清水　武志 国土交通省国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター砂防研究室研究官 5

9 松下　智祥 国土交通省国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター砂防研究室研究員 5

10 稲村　貴志 国土交通省国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター砂防研究室交流研究員 1

11 寺田　秀樹 独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ長 フリー

12 田村　圭司 独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ火山･土石流チーム上席研究員 フリー

13 内田　太郎 独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ火山･土石流チーム主任研究員 3

14 山越　隆雄 独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ火山･土石流チーム主任研究員 1

15 武澤　永純 独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ火山･土石流チーム研究員 2

16 鈴木　隆司 独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ火山･土石流チーム交流研究員 3

17 盛　伸行 独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ火山･土石流チーム交流研究員 2

18 松岡　暁 独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ火山･土石流チーム交流研究員 5

19 柳町　年輝 独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ火山･土石流チーム交流研究員 4

20 松田　如水 独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ火山･土石流チーム交流研究員 1

21 藤澤　和範 独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ地すべりチーム上席研究員 フリー

22 永田　雅一 独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ地すべりチーム統括主任研究員 2

23 石田　孝司 独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ地すべりチーム主任研究員 4

24 笠井　美青 独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ地すべりチーム研究員 5

25 小原　嬢子 独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ地すべりチーム研究員 3

26 池田　学 独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ地すべりチーム交流研究員 5
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 皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました国土交通省の砂防計画課長、中野で

ございます。私も３、４年前つくばにおりまして、この会に２年間参加させていただきまし

た。先ほど綱木センター長がおっしゃったような現状はその通りでございます。これから

45 分時間をいただきましたので、最近の砂防行政の状況、課題についてお話しいたしまし

て、このつくば会議でのご議論の参考にして頂ければ幸いと思っております。それではさっ

そく話を始めさせていただきます。 

 １枚目の写真です。これは昭和 41 年 9 月 25 日、今から 40 年前、富士五湖の一つである

山梨県西湖の根場（ねんば）という集落での土石流災害です。この災害は台風によって起こ

ったのですが、秋雨前線の豪雨が相当ありまして、そしてこの台風によってもたらされた雨

で土石流災害が起こりました。この写真はその災害の被災の状況です。ほとんどの家がつぶ

されています。この災害ではこのように大きな犠牲者が出ました。これは足和田村全体で、

根場だけではありませんが、死者 81 名、行方不明 13 名、全壊の家屋が 79 世帯というふう

に、非常にダメージの大きい災害でした。 

 私は先週の月曜日に、富士河口湖町が主催した 40 周年記念の行事に出席してまいりまし

た。前の日から行きまして現場を見せていただきました。今は観光施設としてのかやぶき屋

根がほぼ半分でき上がっております。この災害が起こったときは、ほとんどがかやぶき屋根

の農家でしたが、平成 21 年度中にはそれが復元されるということです。 

 なぜこの災害について今お話ししたかというと、40 周年ということもあるのですが、こ

の災害をきっかけに土石流の危険渓流、あるいはその後、地すべり、がけ崩れの危険箇所調

査が始められ、土石流対策のハードとソフトの対策が本格的にこの災害をきっかけに実施さ

れたというエポックの災害だからです。 

 この文章は、41年のこの災害が起こった約 1ヵ月後、1ヵ月もたっておりませんが、本省

から出された文章です。一番下の取りまとめ要領のところに書いてありますが、「台風 26

号により被災した山梨県西湖根場のごとく集落が扇状地、谷の出口に存在し、土石流発生と

同時に直接その被害を受ける集落を言う」。こういう集落は全国にいくつあるのかという調

査をして、1 の目的に書いてある通り、対応した予防、砂防ダムが必要であるということの

予算要求上の資料にして、そして土石流対策が始まったということです。 

 これが 40 年前の災害ですが、ここから最近の災害のお話をさせていただきます。これは

よく見られる絵ですが、16 年に台風 10 個が上陸。災害を起こす自然の条件が非常に最近厳

しいというか、悪い条件になってきているということを示しています。それから台風や豪雨 
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によりもたらされる雨。特に土石災害は、皆さんご存じの通り、短時間のほうが土石移動に

大きく関与するということですので、上のほうの時間雨量 50 ミリ、下のほうの 100 ミリと

いうのが 10 年ごとの平均を見ると、最近になればなるほど多くの雨になっている。短時間

の雨量強度が非常に大きくなっているというのが特徴です。 

 これは昨年の 9 月に九州の西岸を進んで行った台風 14 号による九州の雨です。総雨量が

1200～1300ミリ。そういう雨です。先ほど申しました16年の台風によってもたらされた雨

も、多い台風で1000ミリぐらいだったと思いますが、昨年の14号はゆっくり進んだという

こともありまして、それ以上の1300ミリ。ここには載っていませんが、もっと1500ミリ近

く降ったところもあるという話もあります。とにかく総雨量、短時間の雨量が両方とも多く

なっているというのが特徴です。 

 台風 14号の被害を受けたところを示しています。九州地方を中心に土砂災害で 22名の方

が亡くなったり、行方不明になったりしています。これは宮崎県の耳川という二級水系の地

すべりと言っていいかと思いますが、こういう巨大な深いところから滑る地すべり、山崩れ

が随所で発生しています。大量の雨ですので、それだけ規模の大きいものが出ているという

のが特徴です。 

 全般的に16年、17年、18年と、山のほうで起こっている災害が多いのですが、こういう

ところはだいたい共通した点として、山間地の過疎化、高齢化が進んでいるところで、ご存

じの通り、山の手入れがあまりできていない。いざ災害というときには道路が寸断されて、

なかなか現地に救助に行けない、あるいは連絡が取れないというふうな特徴がありまして、

そのために被災者の救出あるいは復旧に非常に時間が掛かっているということです。 

 自然災害はここに書いてありますが、左のほうから書いてある社会経済的変化、過疎化。

都市のほうでは過密というのがありますが、少子化、高齢化という社会的な条件。それから

右のほうに矢印で示している自然の条件。いま申し上げました雨の条件。そういう中で、あ

る地域を取り出しますと、都市部では都市化の進展が起こり、山のほうでは過疎化が起こっ

ている。いろんな地域の構造が変わってきている。 

 例えば都市であれば都市区域の拡大をしている。山のほうは森林の荒廃が進む。そして災

害に対する脆弱性が知らず知らずのうちに高まっている。そのときに今まで申し上げたよう

な雨が降ったり、あるいは地震が起こったり、火山噴火が起こったりしますと、災害となっ

て顕在化している。これが災害の出てくるパターンです。今年もこの例に漏れず、7 月の豪

雨による災害を代表例として示していますが、この一連の豪雨で全国で 21 名の方が土砂災
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害で亡くなっております。九州の鹿児島、中部の長野県などの方が犠牲になっておられま

す。 

 この写真は長野県の諏訪湖周辺の岡谷市で起こった土石流災害です。右のこの写真を見て

いただきますと、諏訪湖がここにあって、山や沢がこうありますが、土石流が出てきたのは、

この斜面崩壊が起こって、こういうふうルートで来たわけです。ここは扇状地形になってい

て、見ていただいて分かりますが、諏訪湖の湖面のすぐ近くです。災害当時、ここに住んで

いる方々は、ほとんどは何に関心があったかと言うと、諏訪湖の水位を非常に気にしておら

れた。諏訪湖の水位で家が浸かるんじゃないかというほうの心配をされた方が多かったので

すが、実はこの背後から山崩れが起こり、土石流化したものが町を襲ったわけです。 

 ここは中央道が走っておりまして、中央道の下をくぐって土石流が流れてきています。こ

の上流には砂防施設がございません。ほとんど道路の側溝みたいなところを中心に流路とし

て流れてきて、そして下流の扇状地に来て、分派して被害をもたらしたという災害です。雨

の量はトータルで約 400 ミリ。土石流が発生したときの時間雨量は 20 ミリ強です。朝方に

発生しています。 

 この災害を含めて、この 7 月豪雨の特徴をまとめるとこういうことになります。一つは砂

防堰堤の整備がされていた。21 名の死者が出たところの状況として、砂防堰堤などの砂防

設備ができているところが全然なかったというのが非常に大きな特徴です。施設が整備され

ていない。二つ目は、危険箇所で災害が発生したところが 7 ヵ所で、危険箇所でなかったと

ころも 6 ヵ所あります。 

 これは今後の、特に今つくば会議という研究・調査を中心に議論するところでは、危険箇

所ではないところでも人が亡くなっている、いったいどういう原因であるのか。今、危険箇

所を中心に皆さん方で対策を、ハード、ソフトを進められていると思いますが、そうでない

ところでも起こっている。この原因をやはり究明しないといけません。当面の対策はそれぞ

れの県でやっておられると思いますが、そういうことも非常に大事なことです。 

 それから、とりあえず死者をなくすために、いま土砂災害警戒情報あるいは土砂災害防止

法として各県で取り組んでいただいておりますが、残念ながら亡くなった方が出た箇所のう

ち、災害前に市長、村長さんが避難勧告を出されたところは 13 ヵ所のうちの 3 ヵ所しかな

かったわけです。ここが我々としては非常に頭の痛いところで、これをどういうふうに促進

していくかというのが今のソフト対策の大きな課題です。 

 それから亡くなった方、21 名中 11 名の方が災害時要援護者。ほとんど 65 歳以上の高齢
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者の方を今回はこの中に含んでいるということですが、高齢者の犠牲者が多い。これも最近

の特徴です。それから一番下は、この災害が起こった箇所で、土砂災害防止法による区域指

定がされていたところがあったかということを調べましたが、これはゼロでした。そういう

ことが特徴として分かってきております。 

 そして先ほど申しました中の避難勧告が出されていないという傾向は、経年的にそういう

傾向があります。これは平成 16 年の土砂災害で被害があったところ 199 ヵ所を分母にして

調査をしたものですが、災害発生前に避難勧告が出されたところは 13％しかありません。

発生後に避難勧告が出されている。発生後に避難勧告が出されているというのは、何のため

に役に立つのだろうかとお思いになるかもしれませんが、要は、被害を受けたところ以外の

ところでもまだ起こるということを前提として首長さんは出されております。しかし、これ

はやはり発生前に出すべきだというのは皆さん同じ思いだと思います。 

 自主避難をしている人たちも 30％ございます。このことも大事ですが、全体として見る

と、避難をせずというのが約半分の方。つまり避難も何もしないで家の中で土石流、がけ崩

れ、地すべりで亡くなったり、けがをした人が多いということです。 

 今年の今までの災害が起こっているペース、件数などを見てみますと、こういうふうにな

っています。今年がこうでありまして、同じ時点で見てみますと、ここのレベルです。平成

16 年が抜群に多い。統計を取って以来最大の 2500 件という土砂災害が起こっていますが、

今年は 8 月 4 日時点までで 1100 件の土砂災害が起こっております。水色で塗っているとこ

ろに 21 名と書いてありますが、これは亡くなった人の数です。経年的に見ていただきます

と、この青いところですので、今年の死者の数が非常に多いことがお分かりいただけるかと

思います。 

 それから先ほど、亡くなったところでは施設ゼロだと、整備されていなかったと申し上げ

ましたが、施設整備がされていると、これは砂防堰堤ですが、土砂、流木が止まりまして、

この下流の住宅が守られる。やはり施設整備の効果があるということを全国各地で報告して

いただいております。これは崖の擁壁ですが、上の防護柵で、上から落ちてきた土砂災害が

かろうじてここで止まっている。こちらのほうも同じです。 

 こういう今年の災害、近年の災害をまとめて教訓的に言いますと、こういうことが言える

のではないか。一つは施設整備。これをやっているところと、やっていないところでは非常

に差がある。被害に大きな差があるということで、いま予算が非常に厳しい状況。公共事業

全体が厳しく、その中で人の命を守るための安全、安心の予算さえ厳しい状況で、マイナス
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になっているわけです。やはりこの状況を打破して、施設整備をきちんとしなければいけな

いということです。 

 二つ目は、先ほどから申しております避難勧告の発令。あるいは雨量の情報などを確実に

伝達する。こういうことが大事です。それからここが同じように雨量の伝達です。もう一つ

は、雨量の伝達とか、危ないという避難勧告を出すためにはいろんな情報が要るのですが、

もう一つはどこが危ないかということを特定しかないといけない。土砂災害防止法の指定と

いうことが、このことにつながっていくわけです。対象区域を絞るということです。また後

でもう少し詳しくお話しします。 

 いま雨の話をしましたが、来年度の予算の中で地震対策をやっていこうとしておりますの

で、少し地震の話をします。これは 16 年の中越地震。信濃川の本川ですが、よくテレビの

ニュースで見られた、皆川優太君のお母さんの車がこのトンネルのところをずっと抜けてい

くときに、この斜面がガサッと上から落ちてきたということです。 

 この山の地形を見ていただきますと、尾根部でありまして、地震によるがけ崩れと雨によ

るがけ崩れはいったいどういうところが違うのだろうかということがございます。皆さんは

よくご存じだと思いますが、地震ではこういう孤立峰というのでしょうか、尾根部。こうい

うところが尾根の高い位置。つまり雨ですと、このへんの集水域はしれているのですが、地

震の場合は、この上のほうが揺すられ、そしてがけ崩れを起こすというパターンで、ここも

そういうパターンで起こったのではないかと思われます。こういう地震で崩壊する山の斜面

はどういうところか、これから調査をしていこうと思っております。 

 これは現地の JR の線です。地震によってレールが曲がっている様子。あるいは液状化で

マンホールが吹き上がる。これは芋川というところですが、地すべり、多くの山崩れも発生

して、天然ダムという可動閉塞を起こしているときの写真です。 

 これは湯沢砂防という直轄の事務所です。今日来られている方がいらっしゃるかどうか分

かりませんが、その管内で起こりました。北陸地整が中心になって復旧活動をして、今かな

り安定化してきている状況です。 

 地震には原因別に大きく二つあります。海底のプレート運動を地球の中でやっているわけ

ですが、それが日本列島のちょうど太平洋側で潜り込むところがあります。この潜り込むこ

とを普通はずっとやっているのですが、それが逆に跳ね上がる。今まで抑えられていたもの

が、かなり圧縮が効いているのですが、あるとき跳ね上がる。その跳ね上がりが地震になる

というのが海溝型の地震です。東海地震、東南海・南海地震とか、仙台沖の地震とか、そう
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いうのはみんなこのパターンです。中越地震を起こしたのは、こちらの陸側で起こっている

地震です。これは断層が横にずれるというようなことが起こって、これが原因で地震が起こ

る。大きくはこの二つです。 

 先に言いました海溝型地震というのは、かなり短い間隔で、と言いましても 100 年とか

150 年を超える地震だそうですが、繰り返すという特徴があります。それから海が震源地の

場合が多いわけで、津波が来襲する。それから海に近いところでは、そこの揺れが激しくな

るということです。それから内陸活断層の地震は、いま全国で、オーダーとしてはここに

2000本と書いてありますが、こういう 2000本の活断層があって、そのうちのどの断層で、

いったいどれくらいの時期に、どれくらいの地震が起こるかというのが調査されている最中

です。 

 この地震は海溝型に比べますと、これは周期100年から150年に１回と言われているので

すが、数百年から数千年に１回という、やや長い間隔で起こります。そしてその活断層が原

因で起こります。代表例としては、先ほどの中越地震、それから阪神淡路大震災を起こした

兵庫県の南部地震があります。 

 それからエネルギーについては、こちらのほうは海溝型よりやや小さいという特徴があり

ます。そして内陸活断層の地震、ここに赤く書いてあるのが地震ですが、いま約100の活断

層について、文科省の地震調査研究推進本部のホームページを見ていただくと分かりますが、

地震の調査がされているところです。 

 これが全国ベースで分布している地震で、色が赤いところが地震の発生確率が大きいとこ

ろです。例えば 41 番、糸魚川－静岡構造線断層帯、いわゆるフォッサマグナのところです

が、これから 30 年以内の発生確率としてマグニチュード 8.0 が 14％。こういうふうにそれ

ぞれの断層に起因する地震の大きさ、発生確率が調べられています。次から次へと出てきま

すが、こういう地震がございます。 

 これが海溝型の地震です。水色で示したところが海溝型地震の発生領域です。日本列島の

周りは全部発生領域と言っても過言ではない。特に太平洋側です。これがマグニチュードと

発生確率ですが、例えばいま一番下の三陸沖北部と書いてありますが、これなんかはマグニ

チュード８前後で、確率が 90％と非常に発生確率が高い。宮城県沖地震も同じです。 

 それから関東の地震に関係する相模トラフの地震。このへんは確率は少ないのですが、か

なり近海で起こってマグニチュードはそれなりの大きさを持っているということです。それ

から日本海側はこういうところ。それから太平洋側、東海、東南海・南海地震ですね。これ
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は西日本の九州まで影響します。これは説明は省きますが、先ほど申しました海溝型の地震

の周期のことで、東海地震というのは、周期からいきますと、もういつ発生してもおかしく

ない状況であることを示しています。 

 砂防としては、いま申し上げたような地震に対して、今まではがけ崩れ対策で地震の対策

もしていたのですが、特に南海・東南海の地震などの逼迫性が言われておりますので、これ

らの地震で、いったいどの地域のどの崖が地震による崩壊を起こすかということを推定して、

そして概ね 10 年間でこの対策を進めようということを、いま財務省に要求しているところ

です。 

 大きな区域で、どこで起こるかという図上の予測は国総研でやっていただくことになって

おりまして、その成果の下に、今日来ていただいている県の方々で歩いていただいて、ほか

の危険箇所等はどうなんだろうかというような比較をしていただいて、対策をする必要のあ

るところを拾い出していただくということをお願いしたいと思っております。 

 次に、豪雨、雨の対策。先ほど申しました災害が起こっているところの対策でありますが、

一つ発生時間を特定しないと避難勧告も出せないし、住民も逃げられないということがあり

ますので、この発生時間をどう特定するかということをいま各県で取り組んでいただいてお

ります。 

 ここに書いてありますのは、避難勧告を発令するための土砂災害警戒情報。これをいま全

国各地の気象台と県の間で中身をつくっていただいています。現段階では八つの府県ででき

上がって運用をしていただいておりまして、来年の出水期前には 22あるいは 23ぐらいの県

ででき上がるというふうに聞いております。 

 この土砂災害警戒情報のよい点を申しますと、土砂災害情報、地方気象台と都道府県の砂

防部局で発令をするのですが、マスコミの発表は地方気象台からテレビ、ラジオを通じて住

民に伝えられます。それからこの情報は県の砂防部局を通じて、出先機関を経由して市町村

の役場あるいは住民にも伝えられます。この２ルートで伝えられるということです。さらに

都道府県の消防部局にも伝えられることになっています。 

 テレビなんかでは、これは鹿児島の例ですが、各市町村ごとに、「いま非常に土砂災害が

発生する、多くの雨が降っている」ところを地図上で示したものがテレビ、あるいはこれを

解説するところをテレビ、ラジオでやっていただくということになっております。 

 これは昔からと言いますか、県でおやりいただいていたものですが、雨の量。横は累加の

雨量です。地中の量ですので、土の中のタンクを想定して、そこの水位を測っていくとうふ
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うに考えていいと思うのですが、縦軸が短時間の雨量。横軸が長時間累加の雨量を示してい

ます。 

 例えばこれは三重県の宮川村です。16 年に台風 21 号による災害が起こったところです。

これがスネーク曲線です。昔のやつですので、WL、EL、CL と書いてあります。クリティ

カルラインというのがこれで、ここを超えると土砂災害がいつ発生してもおかしくない。こ

のときのスネークは、ここを超えて、この段階。９月 29 日の朝９時の段階で土石流、山崩

れが起こりました。ですから、この情報を市あるいは住民の人がつかんでいて避難をしてい

たら、このとき犠牲になった人はもっと少なかっただろうと思えます。 

 基本的には今の図と同じような考え方で、縦軸に短時間の雨量、横軸に累加の雨量。そし

てこれは気象庁のレーダー雨量のデータから、その地域の実効雨量をここに表示しています。

そしてさらに１時間後、２時間後。ここが先ほどの CL ラインに相当するところですが、地

域によってと言いますか、ほとんどその地域で土砂災害の実例がないところが多いわけで、

これは今まで降った最大雨量の包絡線。これを超えると、その地域ではいつ土砂災害が起こ

ってもおかしくないというところを示しています。 

 したがいまして、こういう情報が仮に市町村の役場に行きますと、市長、村長、首長さん

は、これでいくと２時間後に CL ラインを越しそうだということが分かりますので、それで

はこれから避難の準備、あるいはもう避難勧告を出そうということを、これによって決断で

きるということです。 

 この情報がきちっと伝わるかどうかというところがまた大事なところで、災害時には、市

町村役場はいろんなところからいろんな情報が来ます。例えばファクスでこれを送る。白黒

で送ることになると思いますが、その場合にこういうコメントを付けて出そうと。つまりこ

の図だけ見ても逼迫性が分からない。だからこういうコメントを付ける。あるいはファクス

だけではなく電話でも同時に連絡をして、村長さん、今もう雨は土砂災害が発生する限界に

来ていますというふうなことを伝えて避難勧告を出していただこうということを、いま進め

ようとしております。 

 二つ目は、タイミングと場所です。場所の特定は、これから土砂災害防止法の区域指定の

話をしますが、それによって区域が限定されていくことが大事だということです。もう一つ

は、これは土砂災害防止法、5 年前に改正されていますが、施行されたきっかけは広島で起

こった災害です。ここでは何が起こっていたか。 

 これは 5、6 年間隔の空中写真です。広島市の中心はこのあたりにありまして、太田川の

国総研資料　第 516 号



河口に町ができています。その周りには柔らかい花崗岩の丘陵地があります。この山のとこ

ろを見ていただきますと、1966 年は森林で覆われていました。74 年の時点では、この中の

一部、山の開発がされ、住宅の区画割りができている。その次の段階では、この区画割りの

中に家が建った。そしてこれが 1999年、平成 11年の状態です。家が建ったところの斜面の

下、赤くポツポツとしてあるのが土砂災害の危険箇所です。土石流であったりがけ崩れであ

ったり。 

 つまり宅地開発がこういう山の裾でされることによって危険箇所が増えたということです。

上のグラフを見ていただきますと、このだいだい色の棒グラフが危険箇所の増え方です。最

初に足和田村の災害の話をしましたが、それ以降、土石流、がけ崩れ。これは崖ですが、が

け崩れ、地すべりの危険箇所をほぼ５年ごとにずっと調査をしてきました。そのたびに危険

箇所が増えてきている。 

 一つの大きな原因は、こういう開発が全国各地でされて、都市がスプロール化したからで

す。この危険箇所に対して、先ほど予算の話をしましたが、砂防堰堤とか、あるいはがけ崩

れの場合は擁壁をつくったりします。その整備状況がこれです。この分母とこれを見ていた

だきますと、これでは危険箇所にまったく整備が追い付いていないことがお分かりだと思い

ます。そして今の状況が、これは曲がりなりにもちょっと右肩上がりで箇所数が増えていま

すが、今は予算が減っていますので、これがずっと下がっていっているわけです。相対的に

増えないということです。そういう分母を増やさない努力を土砂災害防止法は担っているわ

けです。 

 これは東京都の田畑の面積と宅地の面積の両方を重ねています。緑で示したのが田畑の面

積です。都市を撮れば撮るほど田畑の面積が減りまして、その代わり宅地がこういうふうに

増えてきた。都市化をしている市町村はみんなこういう構図です。先ほどの広島も同じです。

こういうことが全国で起こって土砂災害の危険箇所が増えたということです。そしてこの土

砂災害防止法というのは、じゃあ今までの砂防法とか地すべり防止法とか急傾斜法と何が違

うのかという説明をします。 

 ここに書いてある法律が、いま私が言った法律ですが、これらの法律は、これは斜面ある

いは渓流と見ていただければいいのですが、原因地で砂防堰堤をつくったり、あるいはがけ

崩れの擁壁をつくったりするための法律です。それから砂防法では、例えば土石の採取の行

為制限。ここで石を取ったりして、雨が降ったらすぐ崩れやすくなるようにしないようにと

いうことをこの法律でやってきておりました。 
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 そして土砂災害防止法は、先ほど見ていただきました広島の例で分かりますように、被害

地をどうするかという法律です。ソフト対策で警戒避難体制をつくったり、あるいは開発行

為を規制したりというのが、この法律の分担であり中身です。これを絵にすると、こういう

ふうになります。既存の法律はハード対策をやり、そして場所は原因地でやるものです。そ

れに対して土砂災害防止法というのは被災地でやるソフト対策です。 

 今日、県の方がだいぶいらっしゃっているようですが、いま県で一生懸命調査をしていた

だいておりますが、大事な点を申しますと、目的は危険箇所の増加を抑制する。それから危

ないところに災害時要援護者の施設を建設することをやめる。それから皆さんに逃げていた

だく体制。この三つなんです。 

 そしてこれはゾーン別に書いてありますが、上の二つはレッドゾーンで行いますし、警戒

避難体制は全体をカバーするイエローゾーンでやるわけです。それでぜひやっていただきた

いのは、まず調査。いま各県の調査、指定状況を見ていますと、全部が全部ではないのです

が、レッドとイエローと、イエロー先行型でやっているところがあります。そうではなくて、

調査はレッドとイエローと同時にやっていただきたい。なぜかというと、警戒避難体制にも

レッドのところで、どういう危ない家が、どの人の家が掛かってくるのかということが分か

らないと、警戒避難体制の根幹部分ができ上がらないからです。 

 それから増加の抑制という立地建築規制。1 の増加の抑制をするためには、レッドのとこ

ろが一番危ないわけで、ここを抜きにして作業をしても片手落ちと言わざるを得ません。し

たがいまして、ぜひお帰りになって、レッド、イエローの同時調査、同時指定をぜひおやり

いただきたいというのが私からのお願いです。 

 そしていま県でおやりいただいておりますが、実際の調査、あるいは市町村との間の調整

は出先の機関にやっていただいております。ここを大事にしないといけないし、それから市

町村の首長さんとか担当者の人にもよく分かっていただく。県庁の中でも、関係する消防と

か都市計画、開発行為の窓口、建築。こういうところに、この法律の中身、それから指定を

して、どうしたらチェックができるのかということもきちっと体制を組んでやっていただき

たい。それから全体の指定は、今から５年前に法律ができたのですが、10 年たったら、各

県がやらないといけないところは、ほぼ概成しているというくらいに持っていかないといけ

ないんじゃないかと考えております。 

 そのために土砂災害防止法の基本指針を最近改定して、もう告示をしました。この中にも、

土砂災害防止法による指定を可及的速やかにやっていただきたいということが書かれていま
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す。これが全国の指定状況です。先ほど申しましたイエローとレッドと色分けしていますが、

これからはイエローの数で集計を数えるのではなくて、レッドの数で集計していこうと思っ

ています。全国で52万5000ヵ所の対象箇所があります。もっと上かもしれませんが、これ

を分母に、現在はレッドのほうで言うと 8000ぐらいあります。イエローで１万 7000。非常

にまだ小さい。指定の数としては少ない状況ですので、指定の促進をぜひお願いしたいとい

うことです。 

 もう一つ最後に、いま各県で市町村合併が進んでいます。これは広島県の例です。合併の

もっと前ですと 90を超えていたと思いますが、市町村がいま 23になっています。この市町

村の広域化がいま進んでおりまして、こうなると、区域を特定する、発信時間を特定すると

いう災害情報の伝達が末端までうまくいくのかどうかということを懸念しています。 

 したがいまして合併前に例えば四つの町に分かれていたところが一つになりましたという

ところで、従来は旧市町村のこういう単位で防災体制をつくっておられたと思うんです。こ

ういうものをぜひ生かして、町の隅々まで災害情報が行き、そして危ないときは逃げられる

ようにご配慮いただきたいと思います。特に県の方にはお願いしたいと思いますし、それか

ら直轄の方々はこういうことのために、土砂災害防止法の区域指定の基礎調査。これは非常

にお金が掛かるし時間も掛かります。直轄としてやれることはぜひ手伝ってあげていただき

たいというのが私からのお願いでございます。 

 市町村合併は、一つこれからの我が国全体の体制が決まっていくベースになります。これ

から道州制とか、そういうものが進んでいく。一番住民に近い単位として市町村というのが

ある。要するに財政的にも体制としてもしっかりしないと国として立ち行かないということ

で、まず市町村合併が始まっております。いま申し上げましたような災害に対して、この合

併がマイナスに働かないように、ぜひ皆さんのところで、ここに書いてある先ほど申し上げ

たことを考えていただいて、住民の方が安全に暮らせるようにご尽力をいただきたいと思い

ます。 

 時間がまいりました。以上で私のお話を終わらせていただきます。ご清聴どうもありがと

うございました。 
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1

「砂防行政の現状」

国土交通省河川局砂防部
砂防計画課長

中野 泰雄

2

自然条件

3

陸域活断層で発生する地震
（18911891年の濃尾地震や19951995年兵庫県南部地震など）

プレート運動

プレート境界地震（海溝型地震）
（19231923年関東地震や南海トラフ沿いの地震など）

4

２種類の地震の特徴

○○海溝型地震海溝型地震
・・比較的短い間隔で大規模な地震が繰り返し発生比較的短い間隔で大規模な地震が繰り返し発生

例：例：

○○陸域活断層で発生する地震陸域活断層で発生する地震
・活断層では数百年～数千年の間隔で地震が発生・活断層では数百年～数千年の間隔で地震が発生
・全国で既に・全国で既に20002000本の活断層が発見。数が多いため、本の活断層が発見。数が多いため、
たびたび地震が発生。例：兵庫県南部地震たびたび地震が発生。例：兵庫県南部地震

・未発見の伏在断層も多くあると考えられる。・未発見の伏在断層も多くあると考えられる。
・エネルギーは海溝型の・エネルギーは海溝型の1/201/20～～1/301/30

東南海地震
東海地震

１００～１５０年

5

○福岡県西方沖地震（玄界島）や宮城県北部地震等において急傾斜地崩壊による被害が生じている。
○中央防災会議による首都直下地震の被害推定では、全体死者数のうち約２割以上ががけ崩れによるものとされている。

地震による崩壊の防止に係る急傾斜地崩壊対策事業の推進

全体死者数全体死者数
42004200人人

○首都直下推定
（東京湾北部震源 風速3m/s 正午発生）H17福岡県西方沖地震

中央防災会議による被害推定結果地震による斜面崩壊

２１．４％２１．４％
がけ崩れに
よる死者数

900人

○中央防災会議による地震防災戦略が策定されている地域を対象に、地震加速度、がけ地の地形的特徴から地震による
崩壊の危険度を評価し、甚大な被害を及ぼす恐れのある箇所について、概ね１０年間で対策を完了すべく地震急傾斜
地崩壊対策緊急事業を実施する。

想定震源

地震時に崩壊の恐れのある箇所を抽出

地震時崩壊危険度評価システムにより崩壊危険度評価

（地表面）

凹型斜面凸型斜面
平衡斜面

危険度大危険度中 危険度小

H15宮城県北部地震

崩壊発生確率

10%

1%

ランクＡ

ランクＢ

ランクＣ

崩壊発生確率

10%

1%

ランクＡ

ランクＢ

ランクＣ

6

緊急地震速報（１０月より開始）

首都直下地震（東京湾北部地震）

最大 約１０００人

東南海・南海地震（同時発生）

最大 約２１００人

東海地震

最大 約７００人

各地震で想定される土砂災害による死者数

○家の中でも、がけから離れた部屋に移動する

○山やがけ付近では落石やがけ崩れに注意

地震発生時には

緊急地震速報の原理

中央防災会議資料より

気象庁資料より
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7

火山情報の高度化

噴火時等の避難行動等の防災対応を踏まえ、各区分（レベル）にキーワードを設定し、
５段階に区分した噴火警戒レベルの導入（気象庁）

平成19年11月に導入予定の火山：樽前山、北海道駒ヶ岳、岩手山、吾妻山、草津白根山、浅間山、富士山、伊豆大島、
九重山、雲仙岳、阿蘇山、霧島山、桜島、薩摩硫黄島、口之永良部島、諏訪之瀬島

砂防部局では、気象庁と連携し、火山監視機器の整備やリアルタイムハザードマッ
プの提供等火山における警戒避難体制の強化を進める予定。 8

N32°

N28°

N24°

E140° E144
°

ｱﾄｻﾇﾌﾟﾘ

雌阿寒岳

十勝岳

有珠山

北海道駒ヶ岳

樽前山

恵山

岩木山

岩手山

秋田焼山

蔵王山

安達太良山

鳥海山

秋田駒ヶ岳

那須岳

富士山

箱根山

三宅島

伊豆大島

伊豆東部火山群

八丈島

焼岳

白
山
御嶽山

磐梯山

鶴見岳･伽藍岳

九重山

雲仙岳

阿蘇山

霧島山桜島

薩摩硫黄島

口永良部島

諏訪之瀬島

草津白根山

浅間山

吾妻山

南西諸島

新潟焼山

由布岳

倶多楽

火山噴火緊急減災対策砂防計画の策定対象火山（２９）

火山情報に噴火警戒レベルを平成19年11月以降導入予定の火山（１６）

（名称を記した火山は観測が行われている火山（４０））

活火山（１０８）

日本の活火山分布

9(小池原図)

世界の６月の月降水量分布（梅雨、台風）

10

社会的条件

11

西暦 森林、災害 社会の動き 対策

7-8世紀 都、寺院造営のための樹木伐採 ゆるやかな中央集権国家
の成立

天武天皇が勅令を出し南渕山等の伐採を禁じた
（保護林の起源、677年）

「河岸の林木伐採禁止令」(水源涵養・土砂扞止
のため、806年)

荘園制度・舟運

17-19世紀 居住地周辺における燃料確保の

ための伐採

「諸国山川掟」制定 (1666年)

治山・治水の思想

各地で災害発生

活発化 化石燃料の出現

19-20世紀 近代国家の成立 (1868年)

はげ山多くなる 県単独砂防始まる（1881年）

人工林の増加

都市化、人口集中

最初のコンクリート砂防堰堤竣工（芦安堰堤、

1916年）

20世紀半ば

高度経済成長

足和田村土石流災害（1966年） 土石流危険渓流調査について通達発出（1966
年）

呉市のがけ崩れ災害（1967年） 「急傾斜地法」制定 (1969年)

長崎災害（1982年） 土石流危険渓流周辺における警戒避難体制の整備
に関する通達発出（1984年）

21世紀 広島土砂災害（1999年） 「土砂災害防止法」制定 (2000年)

{
「砂防法」制定 (1897年)
「河川法」制定 (1896年)

「森林法」制定 (1897年)
} 治水

三法

人間の活動と土砂災害対策
Human activities and sediment disaster prevention measures

デレーケ来日（1873年）

（ヨーロッパ）

12

・都の造営

・製塩

・陶器（陶土の採取、燃料）

・砂鉄、精錬

人間の活動（土砂流出）
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滋賀県では、河川上流部の山
地が風化の進んだ花こう岩等の
地質であり、出水時に多量の土
砂が流出することから、堤防内の
砂礫堆積が進行し河床面が周辺
平野部より高くなっている、いわ
ゆる天井川と呼ばれる河川が多
い。

特に、JR琵琶湖線や国道1号
が河川の下をくぐる草津川は有
名。

天井川の発達が顕著な箇所

凡例

由良谷川

大砂川

家棟川

大津

今津

彦根

近江八幡野洲川

日野川

草津川

百瀬川

家棟川切り下げ工事区間

滋賀県の主な天井川

高時川

長浜 東海道新幹線

国道８号

14

堀込河川

事業着手前

天井川 本事業により最大１０ｍを
切り下げ

事業完了

家棟川における天井川の解消

（H16．11 撮影）（H7．4 撮影）

国道8号の上を流れる家棟川 切り下げにより、道路の下を流れる家棟川

（流向）

15

完成予想図

（H18．4 撮影）

家棟川

天井川の切り下げが完成した家棟川

最大10ｍ切り下げ

家棟川における天井川の解消

国道８号

東海道新幹線

16

堂々川

広島県

塩田の開発塩田の開発

復旧的砂防

えん堤

土砂

芦田川支川堂々川６番砂留（広島県）芦田川支川堂々川６番砂留（広島県）

17

明治39年（1907年）10月 施工前 明治40年（1908年）８月 植栽直後 大正14年（1925年）10月 同所定点写真
図1.4 保見村（現在の愛知県豊田市の北部）上伊保字北山におけるはげ山の復旧（鈴木雅一,2002）

0 200,000 400,000 600,000 800,000

昭和10年（1935年）

昭和15年（1940年）

昭和20年（1945年）

昭和25年（1950年）

昭和30年（1955年）

昭和35年（1960年）

・　　　　

平成12年（2000年）

ha

図1.5 戦中戦後のわが国の森林伐採面積の推移
（林野庁,1964 林野庁,2002）

(1) 木材需要の増加に伴う天然林の伐採・減少 ･･･事例１
(2) 薪炭林、農用林の管理停止に伴う蓄積量の増加 ･･･事例２
(3) 都市の拡大に伴う森林（特に薪炭林・農用林）の消失 ･･･事例２
(4) 治山砂防工事等の推進による荒廃山地（はげ山）の減少 ･･･事例３、１
(5) 耕地の拡大による天然林の減少 ･･･事例４
(6) 焼畑耕作の停止に伴う土地利用（ここでは人工林）の変化 ･･･事例５

現在の森林相を形成した主要な森林変化の事例

戦争による国土の疲弊と復興（昭和初期 ）

陶器の製造陶器の製造

18

最近の災害
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最近の土砂災害最近の土砂災害最近の土砂災害最近の土砂災害

国道８号線
青海川集落

JR信越本線 青海川駅

Ｈ１９年新潟県中越沖地震における土砂災害
（新潟県柏崎市）

国道２２０号

垂水方向

郵便局の屋根

平成19年台風第４号及び梅雨前線における土
砂災害 （鹿児島県垂水市）

20

栃尾市北荷頃
地すべり災害

（３／１）

平成1６年８月
台風１０・１１号豪雨
（７／３１～８／２）

台

16

村田町平地区
地すべり災害

（４／２６）

台

6

台

4

台

18

台

15

平成1６年７月福井豪雨
（７／１８）

白峰村別当谷
土石流災害
（５／１７）

台

11

台

10

平成1６年７月新潟・福島豪雨
（７／１３）

台

21

平成1６年９月
台風２１号豪雨

（９／２９）

台

22

平成1６年８月
台風１５号豪雨

（８／１７～８／１９）台

23

新潟県中越地震災
害

（１０／２３）

平成1６年１０月
台風２３号豪雨

（１０／２０）

例年の約４倍の台風が

日本に上陸（１０個：過去最大数）し、
各地で土砂災害が発生

平成１６年の台風上陸１０個

【参考】

台風の平均発生個数：26.7個※

〃 上陸個数： 2.6個※

H15までの最大上陸数：６個(H2,H5)

※1971年から2000年までの30年間の平均値

21

頻発する集中豪雨

0

100

200

300

1. 時間雨量 ５０ ㎜以上の降雨の発生回数

2. 時間雨量 １００ ㎜以上の降雨の発生回数

S51525354 555657 585960 61 6263 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 131415

H8～17

平均平均288288回回平均平均 234234 回回

S61～H7

平均 209回

S51～60

（回/年）

0

5

10

S51525354 555657 58 5960 6162 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 131415

H8～17

平均平均44..77回回
平均平均22..33回回

S61～H7

平均平均22..22回回

S51～60（回/年）

500

１時間降雨量における年間延べ件数

（全国のアメダス地点 約1,300箇所より）

400

1617

1617

22

人口減少社会の到来と急速な高齢化への対応人口減少社会の到来と急速な高齢化への対応人口減少社会の到来と急速な高齢化への対応人口減少社会の到来と急速な高齢化への対応

○ 他の主要先進諸国では例を見ないスピードで人口減少や急速な高齢化が進行。

○ 人口減少、少子高齢化の進行により、労働力の不足、消費・投資の減少などによる経済活力の低下、社会保
障負担の増加等を通じての国民生活への影響や財政制約の拡大などが懸念される。

○ 我が国の持続的な発展を図るためには、少子・高齢社会に対応した子育て環境、バリアフリー社会を形成す
ることが必要。

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

（年）

（％）

韓国

フランス

ドイツ

イタリア

日本

英国

米国

資料） 日本：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年）」、
　　　　 UN 「World Population Prospects The 2004 Revision」より作成

51.1％

65.8％

40.5％

20.1％

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

平成17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 （年）

（万人）

0

10

20

30

40

50

60

70

（％）

14歳以下人口

15～64歳人口

65歳以上人口

生産年齢（15～64歳）人口割合

高齢化率（65歳以上人口割合）

8,993

3,646

4,595

752

資料）総務省「平成17年国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年）」より作成

1,752

8,409

2,567

12,777

我が国の将来人口推計 高齢化率の推移の国際比較

23

【集落機能の維持が困難な集落における社会基盤等の荒廃状況（主なもの）】

出典：平成１５年度版「過疎対策の現況」より

○中山間地域では集落維持が困難と考える市町村が増加。住民への生活サービス低下や国土管理上の問題が発生。
集落が消滅する可能性ありと答えた市町村は全体の２割。
集落維持困難市町村では商店街の廃業、バス路線の廃止、公的機関の移転など生活サービスの提供が困難。
耕作放棄地の増大、獣害の発生、森林の荒廃等の国土管理上の問題が発生。

出典：全国市町村アンケート調査結果（2004年8月）をもとに作成

出典：「集落消滅の可能性がある」と回答した市町村に対する追加アンケート調査結果（2005年2月）より
作成

東北地方の日本海側

道南地方

北海道の内陸部

中部地方の内陸部

半島の端部

四国の内陸部

中国地方の日本海側

京浜葉大都市圏

中京大都市圏

道東地方

○○

○○

消滅の可

消滅の可

100％

56%

29%

15%

８２都市圏

1910(100％)

984(50%)

59(31%)

388(19%)

総計

39%消滅の可能性なし

100％合計

35%どちらとも言えない

26%消滅の可能性あり

自然共生
地域

集落消滅に関する

自治体の回答

100％

56%

29%

15%

８２都市圏

1910(100％)

984(50%)

59(31%)

388(19%)

総計

39%消滅の可能性なし

100％合計

35%どちらとも言えない

26%消滅の可能性あり

自然共生
地域

集落消滅に関する

自治体の回答

京阪神大都市圏

北部九州

九州の中央部

61%

○○

○○

消滅の可能性あり

消滅の可能性なし

集落消滅の危機感をもつ自治体
問2-2　地域からの撤退が問題となっている生活サービス

10%

3%

2%

2%

2%

0%

1%

21%

14%

14%

5%

6%

2%

0%

8%

12%

6%

7%

3%

3%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

身近な買い回り品の
商店の廃業

バス路線の廃止

郵便局、農協、金融機関の
移転や撤退

医療機関の廃止

日常サービス店の廃業

バス以外の交通サービス
事業者の撤退

その他

特定集落

複数集落

市町村全体

【地域からの撤退が問題となっている生活サービス】
（ｎ＝集落消滅の可能性がある市町村２１４）

23.3

23.6

23.9

30.1

36.2

39.7

60.7

0 20 40 60 80

住宅の荒廃

棚田・段々畑等の景観の荒廃

伝統的祭事の衰退

森林の荒廃

管理放棄林の増大

獣害の発生

耕作放棄地の増大

（％）

注）

特定集落・・市町村内の特定の集落で問題化

複数集落・・市町村内の複数の集落で問題化

市町村全体・・市町村全域で問題化

限界集落限界集落限界集落限界集落

24

年

我が国の人口の長期的推移

（出典） 総務省「国勢調査報告」、同「人口推計年報」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成14年１月推計）」、
国土庁「日本列島における人口分布変動の長期時系列分析」（1974年）をもとに国土交通省国土計画局作成

我が国の総人口は、2006年をピークに減少に転じ、2050年には１億59万人と予測され
ている（中位推計の場合）。
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予算の減少

砂防関係予算には河川等関公、特定治水を含み、各年前年度剰余金等を含んでいる。
H17～H19については、河川局予算の倍率を使用している。

0.8000
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↑
2,217億円

※ H２を１．００とした場合

↑
2,834億円

↑
2,159億円

0.948

0.878

砂防関係予算

国全体
一般公共事業

土石流、地すべり、がけ崩れ対策の約６割
は近年災害発生箇所での対応

予防対策
３９％

災害対応
６１％

0.8000
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1.4000
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↑
2,217億円

※ H２を１．００とした場合

↑
2,834億円

↑
2,159億円

0.948

0.878

砂防関係予算

国全体
一般公共事業

土石流、地すべり、がけ崩れ対策の約６割
は近年災害発生箇所での対応

予防対策
３９％

災害対応
６１％

26

■砂防施設整備状況

■危険箇所の増加

■平成１８年の土砂災害

■自然災害の死者・行方不明者に占める土
砂災害の割合(昭和42年～平成17年，阪神・淡
路大震災における死者・行方不明者数を除く）

土砂災害
４２％その他の

自然災害
５８％

・４６都道府県で、1,４４１件の土砂災
害が発生
・うち、９府県の１６箇所で２５名の
死者が発生
・死者が発生した１６箇所の全てが砂
防堰堤が未整備であった。

追いつかない施設整備

（平成１８年度末）

箇所数 整備率

土石流危険渓流
約８９，５００
（平成１４年公表）

約２１％

地すべり危険箇所
約１１，３００
（平成１０年公表）

約２２％

急傾斜地崩壊危険箇所
約１１３，６００
（平成１４年公表）

約２５％

計 約２１４，０００ 約２３％

27

都市の拡大と土砂災害

急傾斜地崩壊危険箇所24箇所に

○市街地の無秩序なスプロール化の進展により、土砂災害の危険性は急激に高まっている。

《宅地開発の現状（広島市佐伯区の事例）》

急傾斜地崩壊危険箇所は４箇所

開発により山麓にまで及んだ住宅地を襲った土石流・がけ崩れ災害
（平成11年６月末豪雨による広島市の被災状況）
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28

○施設整備が基本

○土砂災害防止法の指定 危険な区域を知らせる

危険な区域を増やさない

○雨量情報等の提供

○避難勧告の早期発令・確実な伝達

最近の災害の教訓

29

ハード対策

30

土砂災害危険箇所のうち災害時要援護者施設が箇所内にある割合

危険箇所総数：約13,000箇所

災害要援護者が24時間滞在する施設がある箇所(約3,000箇所)

図．平成14年～18年で発生した土砂災害による
死者・行方不明者のうち災害時要援護者の割合

災害時要援護者関連施設の対策

写真．がけ崩れの直撃を受けた花倉病院
（平成５年８月豪雨 鹿児島県吉野町）

けくら

施設整備の重点化

その他
４１ %

災害時要援護者
５９ %
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ソフト対策
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土砂災害関係法律の位置づけ

土砂災害の発生源

地すべり等防止法

砂防法

急傾斜地法

ハード対策
○砂防工事
○地すべり防止工事
○急傾斜地崩壊防止工事

土砂災害の危険地域

土砂災害防止法

ソフト対策
○ 警戒避難体制の整備
○ 開発行為の規制
○ 建築物の構造規制
○ 移転等の勧告

ソフト対策
土石の採取等の行為制限
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土砂災害警戒区域等指定数の増加

土砂災害警戒区域
等の指定は近年急
激に伸びている。
しかし、全ての土
砂災害危険箇所に
指定するまでには
更なる促進が必要
である。

対象となる土砂災害：急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り

土砂災害防止対策基本指針の作成[国土交通大臣]

・土砂災害防止に基づき行われる土砂災害防止法に関する基本的な事項

・基礎調査の実施について指針となるべき事項

・土砂災害警戒区域等の指定について指針となるべき事項

・土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転等の指針となるべき事項

土砂災害防止対策基本指針の作成[国土交通大臣]

・土砂災害防止に基づき行われる土砂災害防止法に関する基本的な事項

・基礎調査の実施について指針となるべき事項

・土砂災害警戒区域等の指定について指針となるべき事項

・土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転等の指針となるべき事項

基礎調査の実施[都道府県]

①都道府県は、土砂災害警戒区域の指定等の土砂災害防止対策に必要な基礎調査を実施

②国は、都道府県に対して費用の一部を補助

基礎調査の実施[都道府県]

①都道府県は、土砂災害警戒区域の指定等の土砂災害防止対策に必要な基礎調査を実施

②国は、都道府県に対して費用の一部を補助

土砂災害警戒区域の指定[都道府県知事]
（土砂災害のおそれがある区域）

●警戒避難体制の整備

●警戒避難に関する事項の住民への周知

土砂災害特別警戒区域の指定[都道府県知事]
（建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危険が生じるおそれがある区域）

●特定開発行為に対する許可制

対象：住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為

●建築規制（都市計画区域外も建築確認の対象）

●移転等の勧告

●移転者への融資、資金確保

＜警戒避難体制＞

・市町村地域防災計画

（災害対策基本法）

＜建築物の構造規制＞

・民家を有する建築物の構造
耐力に関する基準の設定

（建築基準法）

＜移転支援＞

・住宅金融公庫融資等

土砂災害警戒区域の指定[都道府県知事]
（土砂災害のおそれがある区域）

●警戒避難体制の整備

●警戒避難に関する事項の住民への周知

土砂災害特別警戒区域の指定[都道府県知事]
（建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危険が生じるおそれがある区域）

●特定開発行為に対する許可制

対象：住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為

●建築規制（都市計画区域外も建築確認の対象）

●移転等の勧告

●移転者への融資、資金確保

土砂災害警戒区域の指定[都道府県知事]
（土砂災害のおそれがある区域）

●警戒避難体制の整備

●警戒避難に関する事項の住民への周知

土砂災害特別警戒区域の指定[都道府県知事]
（建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危険が生じるおそれがある区域）

●特定開発行為に対する許可制

対象：住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為

●建築規制（都市計画区域外も建築確認の対象）

●移転等の勧告

●移転者への融資、資金確保

土砂災害特別警戒区域の指定[都道府県知事]
（建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危険が生じるおそれがある区域）

●特定開発行為に対する許可制

対象：住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為

●建築規制（都市計画区域外も建築確認の対象）

●移転等の勧告

●移転者への融資、資金確保

土砂災害特別警戒区域の指定[都道府県知事]
（建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危険が生じるおそれがある区域）

●特定開発行為に対する許可制

対象：住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為

●建築規制（都市計画区域外も建築確認の対象）

●移転等の勧告

●移転者への融資、資金確保

＜警戒避難体制＞

・市町村地域防災計画

（災害対策基本法）

＜建築物の構造規制＞

・民家を有する建築物の構造
耐力に関する基準の設定

（建築基準法）

＜移転支援＞

・住宅金融公庫融資等

土砂災害警戒区域等の指定イメージ
（土石流）

土砂災害防止法の概要
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域

指
定

数

特別警戒区域

警戒区域

H19.8.31
時点

全危険箇所数 約52万箇所

土砂災害
危険箇所数
等

約５２万

49,385
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土砂災害警戒区域

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが

あると認められる区域

４．建築物の移転等の支援措置

土砂災害特別警戒区域

３．宅地建物取引における措置
宅地建物取引主任者は、当該宅地又は建物の売買等に当たり、土砂災害警戒区域であ
る旨について、重要事項説明を行うことを義務付け。（宅地建物取引業法第35条第1項第2
号、第14号、同法施行規則第16条の4の2第1項第2号）

住宅宅地分譲や、社会福祉施設、医療施設等の建築のための開発行為は、都道府県知事の許可が必要

居室を有する建築物については、建築確認が必要

①住宅金融支援機構の融資（移転・建設資金）

③不動産取得税の特例（課税控除）
②住宅・建築物耐震改修等事業による補助（建物助成約4,000千円、除去780千円）

④日本政策投資銀行の融資（工事費、用地費の３０％）

宅地建物取引主任者は、都道府県知事の許可を受けた後でなければ、当該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、ま
た、特定開発行為の制限に関する事項の概要について、重要事項説明を行うことを義務付け。

（宅地建物取引業法第33条、36条、同法施行令第2条の5第22号の2、同法第35条第1項第2号、同法施行令第3条第1項第23号の2）

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域

２．建築物の構造の規制

３．宅地建物取引における措置

１．警戒避難体制の整備

１．特定開発行為に対する許可制

２．土砂災害ハザードマップによる周知の徹底 土砂災害に関する情報の伝達方法等を記載したハザードマップを住
民に配布することを市町村長に義務付け。

市町村地域防災計画に警戒避難体制に関する事項を定める。災害時要援護者関連施設に対する
情報伝達方法を定める。

安全な土地利用への誘導

関
係
部
局
（建
築
・都
市
・住
宅
開
発
）と
の
連
携
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都道府県名 都道府県名
うち人家５戸以上 うち人家５戸以上 土砂災害警戒うち人家５戸以上

**** うち特別 うち特別 うち特別 うち特別 市町村数

北海道 4,995 1,607 6,466 3,158 437 11,898 5,202 北海道 2 2 57 55 0 0 59 57 15

青森県 1,130 645 2,812 1,318 63 4,005 2,026 青森県 237 146 761 695 0 0 998 841 9

岩手県 7,198 2,204 6,959 1,792 191 14,348 4,187 岩手県 310 233 358 349 0 0 668 582 11

宮城県 3,413 1,359 4,964 1,841 105 8,482 3,305 宮城県 112 80 74 73 0 0 186 153 12
秋田県 4,187 1,692 3,236 1,318 262 7,685 3,272 秋田県 249 0 283 0 0 0 532 0 8

山形県 2,216 1,268 1,325 585 230 3,771 2,083 山形県 389 242 199 192 1 0 589 434 11
福島県 4,272 1,678 4,274 1,435 143 8,689 3,256 福島県 172 107 187 181 0 0 359 288 17

茨城県 1,665 537 2,309 1,105 105 4,079 1,747 茨城県 69 62 164 153 0 0 233 215 7

栃木県 3,299 1,043 3,529 887 96 6,924 2,026 栃木県 545 393 721 701 12 0 1,278 1,094 18
群馬県 3,015 1,863 4,188 1,667 213 7,416 3,743 群馬県 83 75 143 138 0 0 226 213 6

埼玉県 1,202 585 2,907 825 110 4,219 1,520 埼玉県 96 75 249 155 0 0 345 230 8

千葉県 641 212 9,071 1,613 52 9,764 1,877 千葉県 0 0 61 61 0 0 61 61 2

東京都 703 391 3,057 2,046 26 3,786 2,463 東京都 106 0 248 0 1 0 355 0 2

神奈川県 960 705 7,163 2,511 37 8,160 3,253 神奈川県 37 29 24 0 0 0 61 29 3
山梨県 1,986 1,653 2,715 1,412 104 4,805 3,169 山梨県 637 499 969 944 76 0 1,682 1,443 14
長野県 5,934 4,043 8,910 3,205 1,241 16,085 8,489 長野県 1,340 1,137 2,903 2,553 0 0 4,243 3,690 30

新潟県 3,945 2,544 3,986 1,975 860 8,791 5,379 新潟県 261 56 285 47 70 0 616 103 14

富山県 1,430 556 2,835 1,004 194 4,459 1,754 富山県 198 126 430 412 65 0 693 538 8
石川県 2,002 1,030 1,841 1,177 420 4,263 2,627 石川県 127 113 13 13 1 0 141 126 12

岐阜県 5,515 2,934 7,416 2,957 88 13,019 5,979 岐阜県 401 332 0 0 0 0 401 332 3
静岡県 4,247 2,311 10,763 3,749 183 15,193 6,243 静岡県 193 99 503 266 0 0 696 365 22

愛知県 5,181 1,555 12,527 2,910 75 17,783 4,540 愛知県 76 61 190 179 0 0 266 240 32
三重県 5,648 2,693 10,473 4,090 85 16,206 6,868 三重県 12 0 5 0 0 0 17 0 1

福井県 3,111 2,080 3,601 1,588 146 6,858 3,814 福井県 2,002 1,507 1,849 1,774 0 0 3,851 3,281 17

滋賀県 2,129 1,421 2,719 1,317 62 4,910 2,800 滋賀県 539 193 682 537 0 0 1,221 730 23
京都府 5,024 2,328 3,765 1,637 58 8,847 4,023 京都府 84 59 171 162 19 0 274 221 4

大阪府 1,859 1,009 2,357 896 145 4,361 2,050 大阪府 0 0 332 332 0 0 332 332 27

兵庫県 6,912 4,310 13,550 5,557 286 20,748 10,153 兵庫県 1,067 0 1,827 0 0 0 2,894 0 12

奈良県 3,136 1,136 4,944 1,289 106 8,186 2,531 奈良県 48 0 137 0 0 0 185 0 4
和歌山県 5,745 2,526 12,247 3,144 495 18,487 6,165 和歌山県 8 8 7 0 0 0 15 8 1

鳥取県 2,593 1,626 3,481 1,530 94 6,168 3,250 鳥取県 999 0 1,272 2 0 0 2,271 2 12

島根県 8,120 3,041 13,912 2,874 264 22,296 6,179 島根県 4,530 0 7,107 0 0 0 11,637 0 7

岡山県 6,441 3,019 5,360 2,475 198 11,999 5,692 岡山県 429 34 543 40 0 0 972 74 21

広島県 9,964 5,607 21,943 6,410 80 31,987 12,097 広島県 1,164 961 1,699 1,653 0 0 2,863 2,614 13
山口県 7,532 2,655 14,431 3,865 285 22,248 6,805 山口県 37 0 24 0 0 0 61 0 1

徳島県 2,244 1,129 10,166 2,097 591 13,001 3,817 徳島県 58 0 38 0 0 0 96 0 12

香川県 2,902 1,592 3,953 929 117 6,972 2,638 香川県 164 0 15 0 0 0 179 0 3

愛媛県 5,877 3,540 8,807 2,750 506 15,190 6,796 愛媛県 311 268 123 123 0 0 434 391 7
高知県 4,852 1,939 13,084 4,175 176 18,112 6,290 高知県 315 0 624 0 0 0 939 0 2

福岡県 4,553 2,508 8,382 3,566 215 13,150 6,289 福岡県 5 5 6 0 0 0 11 5 1
佐賀県 3,068 1,760 6,266 1,759 200 9,534 3,719 佐賀県 1 0 2 0 0 0 3 0 1

長崎県 6,196 2,785 8,866 5,121 1,169 16,231 9,075 長崎県 101 80 313 300 0 0 414 380 1

熊本県 3,920 2,120 9,463 3,552 107 13,490 5,779 熊本県 404 304 131 129 0 0 535 433 16

大分県 5,125 2,543 14,293 4,927 222 19,640 7,692 大分県 97 81 166 165 0 0 263 246 12

宮崎県 3,239 1,413 8,314 2,823 273 11,826 4,509 宮崎県 117 0 311 0 0 0 428 0 24
鹿児島県 4,301 2,160 11,818 4,231 85 16,204 6,476 鹿児島県 1,610 70 3,190 122 0 0 4,800 192 17

沖縄県 236 163 708 465 88 1,032 716 沖縄県 0 0 2 0 0 0 2 0 1

合計 183,863 89,518 330,156 113,557 11,288 525,307 214,363 合計 19,742 7,437 29,398 12,506 245 0 49,385 19,943 504
注：＊　平成14年度公表

　　＊＊　平成14年度公表
　　＊＊＊　平成10年度公表

計

    ＊＊＊＊ 土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所のうち人家５戸以上の箇所と地すべり危険箇所の合計

土石流危険渓流
*

急傾斜地崩壊危険箇所
**地すべり危

険箇所
***

計土石流 急傾斜 地すべり

土砂災害警戒区域等の指定（戦略的指定）

土砂災害危険箇所数 土砂災害警戒区域等の指定状況

平成１９年８月３１日現在 36

３．留意点【指定後も意識して！】

・都道府県、都道府県（出先機関）、市町村の連携

・都道府県庁内（消防、都市計画、開発行為、建築）の連携

４．指定完了 法施行後１０年（平成２２年度末）

土砂災害防止法の目的・進め方

都道府県 市町村

都道府県（出先機関）

住民

国総研資料　第 516 号
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○土砂災害警戒区域等の危険箇所
土砂災害警戒区域及び特別警戒区域等の一覧表

○情報の収集及び伝達体制

雨量情報、土砂災害警戒情報、避難所開設状況、住民からの前兆現象や近隣の災
害発生情報等についての情報の収集及び伝達体制

○避難勧告等の発令
土砂災害警戒情報をメインとする。（新居浜市 等）

○避難所の開設・運営
土砂災害に対して安全な避難所の一覧表、開設・運営体制

○災害時要援護者への支援
災害時要援護者関連施設、在宅の災害時要援護者に対する情報の伝達体制
災害時要援護者情報の共有

○防災意識の向上
住民説明会、防災訓練、防災教育等の実施

市町村の地域防災計画への記載（法７条関係）
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【土砂災害警戒情報の伝達経路 】

土砂災害警戒情報

気象台からの情報の流れ （気象警報等）

住

民
都道府県

（消防防災部局）

テレビ・ラジオ

市町村

地方気象台地方気象台 気象業務法に基づき伝達

土砂災害警戒情報

都道府県砂防部局

（土木部等）

都道府県砂防部局

（土木部等）

切迫性のある情報
※
もあわせて提供

※土砂災害発生危険性の時間的推移がわ
かる情報と簡明な説明文を記載したもの

都道府県

出先機関

都道府県

出先機関

直轄砂防事務所

【土砂災害警戒情報の伝達経路 】

土砂災害警戒情報

気象台からの情報の流れ （気象警報等）

住

民
都道府県

（消防防災部局）

テレビ・ラジオ

市町村

地方気象台地方気象台 気象業務法に基づき伝達

土砂災害警戒情報

都道府県砂防部局

（土木部等）

都道府県砂防部局

（土木部等）

切迫性のある情報
※
もあわせて提供

※土砂災害発生危険性の時間的推移がわ
かる情報と簡明な説明文を記載したもの

都道府県

出先機関

都道府県

出先機関

直轄砂防事務所

発表基準

当該市町村の5kmメッ
シュの危険度が監視基
準を予測で超過、もしくは、
実況で超過

発表単位

市町村を基本とする。
合併前の旧市町村単
位とすることも可

2時間後
60
分
積
算
雨
量

土壌雨量指数 (mm)

(mm/hr)
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20

0

0 100 200 300

現在

1時間後予測値

2時間後予測値

観測値

予測値

危険度高↑

危険度低↓

6 非常に高い

5 高い

4 やや高い

3 やや低い

2 低い

1 非常に低い

1時間後

現在

予測値

土砂災害警戒情報（連携案）による判定は、5kmメッシュの土壌雨量指数と1kmメッシュの60
分積算雨量によって行うため、5kmメッシュデータを活用することが望ましい

土砂災害警戒情報

５ｋｍメッシュデータによる危険度の分布や時間推移の把握

２時間後

①

□□県土砂災害警戒情報第×号 　　　平成△△年□月□日□時□分

△△県　△△地方気象台　共同発表
警戒対象市町村：○○市、××町
今後2時間以内に、大雨による土砂災害の危険度が非常に高くなる見込みです。
土砂災害危険箇所及びその周辺では厳重に警戒して下さい。警戒対象市町村

での今後３時間以内の最大1時間雨量は多いところで60mmです。

問い合わせ先
○○○-○○○-○○○○(□□県砂防課)
×××-×××-××××(□□地方気象台)

20km/h

30km/h

実況強雨域
（1時間30mm以上）

△△地震の際に震度 4
以上となった地域

凡例

発表対象市町村

長さは1時間の

移動距離に対応

5km

実況で超過
１時間後

に超過

２時間後

に超過

○町

土砂災害警戒情報の提供

5km

市町村
界

5km
5km

地すべり

土石流

急傾斜

凡例
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提供中

平成19年度末までに提供開始予定

青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、群馬県、
神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、石川県、静岡県、愛知県、三重県、
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、
島根県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、
大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

北海道、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、富山県※、岐阜県、奈良
県、兵庫県、鳥取県

提供中の府県

平成19年度末までに提供
開始予定の府県

※平成19年９月末までに提供開始予定

３７府県

１０都道県

土砂災害警戒情報の提供状況 （平成19年９月１日現在）
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北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重
県、静岡県、福井県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、大分県

山形県、大阪府、兵庫県、高知県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県

連携案方式
（３９都道府県）

AND方式 （8
府県）

提供開始済（37府県）

平成19年度末までに提供開始予定（１０都道県）

連携案方式を採用している都道府県
（３９都道府県）

AND方式を採用している都道府県

（８府県）

提供開始済（37府県）

平成19年度末までに提供開始予定（１０都道県）

連携案方式を採用している都道府県
（３９都道府県）

AND方式を採用している都道府県

（８府県）

AND/OR方式と連携案方式（都道府県採用状況）
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砂防部局：
土砂災害警戒避難基準雨量

気象庁 ：
土壌雨量指数

実
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量
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実効雨量（実効雨量（T=72hrT=72hr））

土砂災害発生危険基準線土砂災害発生危険基準線
（（Critical Line:CLCritical Line:CL））

AND/OR方式と連携案方式
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AND/OR方式 連携案方式

砂防部局、気象庁それぞれの指標を独立に判定し、
・両方の指標が基準を超えた場合（AND)、あるいは
・片方の指標が基準を超えた場合（OR)

に情報発表の基準を超えたと判断するもの。

砂防部局、気象庁それぞれの指標を組み合
わせた新しい指標を用いる。

CLCL

縦軸：短期降雨指標として60分間雨量
横軸：長期降雨指標として土壌雨量指数

CLは直線ではなく、曲線（RBFNで引く）

過
去
の
履
歴
情
報

土 壌 雨 量 指 数
現在の土壌中の水分量と履歴順位

大雨注意報・警報への活用　
防災気象情報の高度化

レーダー・アメダス解析雨量
降水短時間予報

第 １タン ク

第 ２タン ク

第 ３タン ク

過
去
の
履
歴
情
報

土 壌 雨 量 指 数
現在の土壌中の水分量と履歴順位

大雨注意報・警報への活用　
防災気象情報の高度化

レーダー・アメダス解析雨量
降水短時間予報

第 １タン ク

第 ２タン ク

第 ３タン ク

（提言案の場合）

（土壌雨量指数の値そのものではなく、値が
過去何番目に大きな値となったかを意味する
「履歴順位」で基準超過を判定）

土
壌

雨
量

指
数

時間経過

基準値

土
壌

雨
量

指
数

時間経過

基準値
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絶えざる検証が必要
土砂災害警戒情報発表から土砂災害発生までの時間と軽減率

（件数）

調査対象：平成19年7月1日～7月17日に発生した土砂災害のうち、7月24日
までに報告のあった136件

（国土交通省砂防部調査）

（％）

（時間）
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垂水市では、それ以前の降雨もあり、迫り来る台風
による豪雨も想定されたため、急傾斜地崩壊危険箇
所及び土石流危険渓流を有する地域に対して避難
勧告を発令。土砂災害警戒情報がいずれ発令され
るのを見越し、避難時間を確保するために早めの発
令に努めた。

【発令理由】

郵便局など全壊４棟。ただし、人的被害はなし。
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日時

土石流発生

土砂災害警戒情報

13日14:00

14日12:00

383㎜

13日15:30

避難勧告

時
間

雨
量

連
続

雨
量

14日12時

住民との連携による被害の軽減
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児童を対象とした説明会（H18統一防
災訓練・和歌山県九度山町）

自主防災組織による夜間防災訓練の実施（広島
県安佐南区伴地区自主防災会）

住民主体の手作りハザードマップ防災教育

土砂災害警戒区域等に関する住民説明会
（H18統一防災訓練・高知県土佐市）

住民への説明会 防災訓練

群馬県みなかみ
町粟沢地区

く ど やま

住民との連携による被害の軽減
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土砂災害特別警戒区域等の指定と安全なまちづくり

①土砂災害特別警戒区域の指定

②市街化区域の逆線引き
・都計法施行令第８条第１項２号「・・市街化区域に
は・・次に掲げる区域は含まない。」「溢水、湛水、・・
災害の発生のおそれのある土地の区域」
・同「都市計画運用指針」
土砂法特別警戒区域が該当する旨解説

②ハード対策の実施

事業の進め方

現在の市街化区域

見直し後の
市街化区域 逆

線
引
き

グリーンベルト

（公園化）

グリーンベルト（公園、緩衝樹林帯等） 46

おわり

ご清聴ありがとうございました
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第１分科会 
 

砂防設備の影響検証を含めた総合的な土砂管理

のための土砂移動モニタリング 
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第一分科会の報告 
 

第一分科会の座長を務めた関東地方整備局河川計画課建設専門官の林でございます。 
第一分科会では、砂防施設の影響と総合的な土砂管理、今後の土砂移動モニタリングに

ついて議論したので、その報告をします。 
 

分科会の進行 

分科会はつくばの研究機関と事業実施者の情報共有と情報の交換の場であるため、ディ

スカッションを中心として分科会を進行しました。一日目は、参加者全員が総合的土砂管

理の業務にずっと携わってきたわけではないため、これまでの総合的な土砂管理の経緯を、

国総研と土研から既往の資料を中心として紹介して頂いた。それにより、参加者の予備知

識を高めた。参加者には、分科会における事例紹介として紹介するため事前にアンケート

を行ってもらった。このアンケートは、管内に係る土砂移動の問題としてどんなことが起

こっているか、それに対する対応策、環境への影響はどの程度か、と尋ねたものです。こ

のアンケートに基づき一日目と二日目に事例紹介をしてもらった。10 程度の事例を紹介で

き、論点は大きく 4 つに分類できた。残りの時間で、この論点について、ディスカッショ

ンを実施した。論点 1 つ目は土砂移動に係る問題として実際どんなことが起こっているの

か、ということで、2 つ目は総合的な土砂管理を進めるにあたってどういう体制でどういう

進め方をしているのか、どう進めたらよいか、さらに、総合的土砂管理を具体的に進める

にあたってモニタリング等の計画を立てるが、その際の技術的な課題が 3 つ目の論点、行

政的な課題、地域性を伴うような課題が 4 つ目の論点として整理された。これらの点につ

いて議論を行い、参加者全員でとりまとめを行った。 
 

土砂移動に係る問題について 

はじめに、参加者が関わっている流域や流砂系土砂移動に係る問題について議論した。

砂防流域における渓流の連続性の分断、つまり閉塞型砂防えん堤が満砂するまでの土砂の

蓄積によって、土砂の移動の連続性が分断されているのではないか、という課題がでたが、

これは疑問符をつけています。その理由は、もともと総合的土砂管理の目的で砂防えん堤

を設置しているわけではなく、治水安全上の理由によるため、満砂してしまうまで土砂を

流さないのは必然であるからである。また、水系で考えた土砂移動に比べれば、砂防えん

堤１機や数基の貯砂量は微量なのではないか、という意見もあったためです。スライドの 2
番目からは、砂防域だけではなく河川域の課題です。河床低下に伴う河床構造物の基礎部

の不安定、澪筋の固定による河道の樹林化が見られているが、これは河川流域のみではな

く砂防流域においても流路工や床固工の事業を実施しているところでも見られるという事

例が紹介されている。次に、ダムの貯水池の上流の流出土砂で河床が上昇し、流下能力不
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足による治水安全上懸念される場所がある。例えば、四国の那賀川の長安口ダムや、黒部

川の出し平ダムの上流域との報告があった。さらに、ダムの貯水池で堆砂して利水容量、

治水容量が減少してしまう事例が全国的に出ている。同じく長安口ダムや日光の五十里（い

かり）ダム、川俣ダムといったところでもみられます。また、渡良瀬川では、水資源機構

が作った草木ダムでもそういった傾向が見られる。漂砂系の域、土砂の最終的な到着点す

る場所でも海岸侵食があると一般的に言われているが、具体的にどんな土砂移動に関わる

問題が起こるのかを上げていきます。富士川の富士海岸では、白砂青松が破壊される景観

の問題がある。また、日野川の下流の皆生海岸では、観光資源の消失、海水浴場の消失が

事例として紹介された。 
 

土砂移動に係る問題を解消するための体制について 

土砂移動に係る問題点が明確な流域ではこの問題を解消するための体制ができている所

もある。例えば、阿武隈川や富士川、鬼怒川においては、関係する行政機関で、年に 1 回

程度、連絡調整会議を開催し情報交換をしている。相模川の流砂系では大学、住民、NPO
を交えた検討会が開催されている事例も紹介された。黒部川ではダムの連携排砂をしてい

るが、黒部川河川事務所の中で、ダムと連携し、河川と砂防を両方やっているなど、連携

をわざわざとる必要はないところもある。総合的な土砂管理をしているが会議といったも

のをやっていない所もある。以上のことから、体制や検討する場は重要ではないかという

意見がでた。今後総合的土砂管理を進めるにあたって、PDCA（Plan Do Check Action）の

管理サイクルを回さないといけないため、その場として調整会議や検討会を有効活用して、

総合的な土砂管理を進めていくべきという意見があった。PDCA の中で、Plan や Check の

段階で必要になってくるのが、土砂移動の実際の動きの把握となる。 
 

問題解消のための技術的な課題 

土砂移動の実際の動きを把握する技術的な課題は、土砂移動モニタリングやシミュレー

ションによる将来変化の推定が重要事項として整理された。土砂移動モニタリングについ

ては、実際の河川の中の土砂移動を図る手法が確立されていない。地形や道路の条件を考

慮してデータ自動取得・転送システムの開発を考える必要がある。また、掃流砂を計測す

るにはハイドロフォンが一般的に有効であるという提案がされている。また、実際の流砂

を蓄積したデータベースが必要ではないか、と言われている。モニタリングをするにして

も、具体的な課題に対して何をするために実施するのかが重要である。流速の速いところ

での観測手法の開発も必要である。シミュレーションに関しては、セディグラフ、つまり

どういう土砂をインプットするかをしっかりする必要があるが、そこが不明である。また、

連携排砂や置砂でもその効果をどうやって予測をすればよいかは現在では不明である。 
 

問題解消のための行政的課題 
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行政的課題については、土砂移動に係る問題が明確化されている場合は調整する場があ

る場合があるが、不明確な場合を中心に関係者との意思疎通をする場が構築されていない

課題が挙げられた。また、黒部川の事例では、排砂後に環境影響評価をして環境に悪影響

がないことを地元の方に説明しているが理解はなかなか得られない、といった問題があり

ます。総合的土砂管理を実施しているという広報も必要ではないかという意見がでました。

今後は行政的な課題や技術的な課題について、短期的なもの中長期的に考えるべきものを

分類してしっかり考えていく必要がある。今回の分科会のように行政担当者と研究者との

意思疎通を行う場を設けて、総合的土砂管理の意識を高めておくことが必要ということが

まとめられた。 
 以上、第一分科会の報告とさせて頂きます。 
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林 孝標
関東地方整備局河川部建設専門官

1

• 自己紹介

• 本省からの挨拶（巖倉課長補佐）

• 総合的な土砂管理に関するこれまでの経緯と
成果（0.5時間）：
国総研（前々回直技(20分)）
土研（前回直技(20分)）

• 総合的な土砂管理の方向性（1.5時間）
○事例紹介（各参加者：アンケートの紹介：60
分）
管内における土砂移動に関わる問題・対応策・そ
の対策が環境に及ぼす影響などを紹介してもらう。

2

事例紹介（続き：１時間）

ディスカッション（1.5時間）
論点
１）土砂移動に係る問題
２）検討体制
３）技術的課題
４）行政的課題
等

全体会議への報告とりまとめ（0.5時間）
○これまでの議論のとりまとめ→PPT
○参加者全員による確認

3

砂防領域における渓流の連続性（満砂するまで
流砂を）分断？

河床低下に伴う河川構造物（橋脚・護岸）の基
礎部不安定化、澪筋の固定による河道の樹林化
（砂防領域・河川領域）

ダム貯水池上流での河床上昇に伴う流下能力の
低下（那賀川、黒部川）

ダム貯水池での堆砂（貯水池の上流における堆
砂）による利水容量・治水容量の減少（長安口
ダム、日光砂防、渡良瀬）

海岸浸食に伴う景観（白砂青松）の破壊（富士
川）、観光資源の消失（海水浴場と温泉源の消
失）（日野川）

4

関係する行政機関（国・県（港湾部局も含
む））間の連絡調整会議を定期的（例。年に
１回）に開催している（阿武隈川、富士川、
鬼怒川）

相模川流砂系では住民も含めた検討会を開催
している。

5

（スリット化も含めて）砂防設備による土砂移動の制御
効果を把握するための土砂移動モニタリング手法（観測
機器・時期（頻度））が確立していない。

河口から漂砂域に流出する土砂量を把握するための土砂
移動モニタリング技術の開発

自動化を図る必要がある（地形的制約・道路上の制約）

ハイドロフォンによる観測精度（掃流砂）も向上してき
ているが、さらなる向上必要。粒径を計測するためのポ
ケットの維持が必要。

土砂移動モニタリングの「手法」（データベースとして
記録するための仕様）及び「観測結果を蓄積する方法」
（データベース仕様の統一）の開発

土砂移動モニタリングの目的（使い道）を示す必要があ
る。土砂移動に係る問題毎に何を計るかを示す。

横断方向の土砂移動モニタリング手法の開発

6
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上流域からの生産土砂量を設定する手法（流砂
量の時間変化（セディグラフ）（境界条件）の
設定方法）が不明である。

連携排砂、置き砂が下流域に及ぼす影響を予測
できる手法を開発する必要がある。

7

下流域の河川管理者・海岸管理者、他省庁と
意思疎通する場が構築されていない。

排砂後に環境影響評価を実施し、生態系に影
響の無いことを説明しているが、利害関係者
に理解が得られにくい。

行政担当者、研究機関との意思疎通を行う場
を（定期的に）開催することが必要。

総合的な土砂管理としての対策の広報（住民
にやっていることを知ってもらうこと）が必
要

8

技術的課題、行政的課題を短期的に解決すべ
きもの、中長期的に解決すべきものに分類し
て、対応する。

行政担当者、研究機関との意思疎通を行う場
を（定期的に）開催する。

9
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国土交通省国土技術政策総合研究所国土交通省国土技術政策総合研究所
危機管理技術研究センター砂防研究室危機管理技術研究センター砂防研究室

安倍川流砂系における土砂移動モニタリング

• 安倍川における土砂移動モニタリング箇所

• 安倍川での土砂移動モニタリングシステム

• 観測の手順

• 安倍川で用いた可搬式観測機器の概要

国土交通省国土技術政策総合研究所国土交通省国土技術政策総合研究所
危機管理技術研究センター砂防研究室危機管理技術研究センター砂防研究室

安倍川における土砂移動モニタリング箇所

丸山橋
（河床勾配1/10）

玉機橋
（河床勾配1/120）

手越（安倍川橋）
（河床勾配1/212）

藁科
（河床勾配1/180）

国土交通省国土技術政策総合研究所国土交通省国土技術政策総合研究所
危機管理技術研究センター砂防研究室危機管理技術研究センター砂防研究室

安倍川での土砂移動モニタリングシステム

• 流砂を採取する装置（可搬式観測機器）と、観測機器を水中に投
入し回収する装置（投入回収装置）からなる。

投入回収装置

可搬式観測機器

-- トラッククレーントラッククレーン
-- 棒棒
-- ワイヤー（ウインチ）ワイヤー（ウインチ）
等等

-- 土研式掃流砂採取器土研式掃流砂採取器ⅡⅡ型型
-- 金網式掃流砂採取器金網式掃流砂採取器
-- 自吸式ポンプ自吸式ポンプ
-- 河川水採取器河川水採取器
等等

国土交通省国土技術政策総合研究所国土交通省国土技術政策総合研究所
危機管理技術研究センター砂防研究室危機管理技術研究センター砂防研究室

安倍川流砂系における土砂移動モニタリング結果
～（１）浮遊砂～

• 浮遊砂の土砂容積濃度の分布は河床面に近いほど高くなる河床面に近いほど高くなる
場合や、低くなる低くなる場合が見られた。
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手越 手越

玉機

玉機

図．浮遊砂の観測結果の
一例

（平成１７年９月７日～８
日）

国土交通省国土技術政策総合研究所国土交通省国土技術政策総合研究所
危機管理技術研究センター砂防研究室危機管理技術研究センター砂防研究室

安倍川流砂系における土砂移動モニタリング結果
～（２）掃流砂～

• 浮遊砂の土砂容積濃度の分布は河床面に近いほど高くなる河床面に近いほど高くなる
場合や、低くなる低くなる場合が見られた。

図．掃流砂の観測結果の
一例（手越）
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国土交通省国土技術政策総合研究所国土交通省国土技術政策総合研究所
危機管理技術研究センター砂防研究室危機管理技術研究センター砂防研究室

計算結果
～（１）玉機橋～

• 浮遊砂の土砂容積濃度に関する比較
-玉機橋では、計算値は実測値に概ね近い値概ね近い値であった。

国土交通省国土技術政策総合研究所国土交通省国土技術政策総合研究所
危機管理技術研究センター砂防研究室危機管理技術研究センター砂防研究室

計算結果
～（２）藁科～

• 浮遊砂の土砂容積濃度に関する比較
-藁科では、計算値は実測値よりかなり大きい値かなり大きい値であった。

国土交通省国土技術政策総合研究所国土交通省国土技術政策総合研究所
危機管理技術研究センター砂防研究室危機管理技術研究センター砂防研究室

計算結果
～（３）手越～

• 浮遊砂の土砂容積濃度に関する比較
-手越では、計算値は実測値よりかなり大きい値かなり大きい値であった。
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第二分科会の報告 
 

第２分科会の議長を務めました四国地方整備局の建設専門官の三宅でございます。砂防

施設の維持修繕技術というテーマを約３０名で議論した。 

 

テーマの背景 

砂防施設はコンクリートを用いることで大型化が進んだ。砂防施設が建設され始めてか

ら約１３０年の年月が経過し多数の施設が作られた。日本の気象や地形条件を考えると、

砂防施設は半永久的に機能を発揮すべき施設であると考えられる。施設の機能を効果的に

発揮するためには、適切な維持管理を継続的に実施することが重要である。しかし、国や

地方自治体は、財政的な問題もあり維持管理を十分に実施することが難しいのが現状であ

る。その中で、維持管理の負荷を軽減する新技術の開発が求められている。 

 

本分科会の進め方 

本分科会の進め方は６項目について、基調講演や話題提供で事例を紹介してもらい、議

論をして、適切な維持管理に関する情報を共有し意識の向上をはかることを目的とした。 

 

基調講演や話題提供の内容 

基調講演は2人に実施してもらった。1つ目は、既存社会資本の維持管理の最適化と題す

る講演である。既存施設の維持管理に関する課題、限られた予算の中で適切な維持管理を

する方法、また、維持管理の最適化に対する取り組みとしてアセットマネジメントの3つの

話題が中心であった。各施設のアセットマネジメントの取り組み事例を紹介し、維持修繕

を効果的に行うことで延命するという話や、事例として橋のクラックを定期的に維持修繕

することで延命化する話をしてもらった。 

次に、地すべり防止施設の維持管理と称して講演してもらった。地すべり防止施設の機

能障害の現状として、横ボーリングからスライムなどの付着物が出てきて困る、という事

例や、地すべり防止施設の効果的な点検要領として基準や手法を取りまとめている資料の

解説が主な内容である。 

ここからは話題提供として、鋼製砂防構造物の維持管理について、発表して頂いた。鋼

製砂防堰堤のへこみ変形に対する基準や事例について紹介していただいた。また補修判断

の考え方と基準についての話があり、へこみが１０％なら補修は不要だが４０％なら必要

という話があった。へこみが発生したら周りから補修した事例の紹介があった。 

つづいて歴史的砂防堰堤の維持管理について、紹介があった。砂防施設の巡視点検の説

明があり、それに関する事務所の活動を紹介していただいた。もうひとつは歴史的砂防堰

堤の安全性の評価ということで、有形登録文化財として登録している砂防堰堤の評価の仕
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方として、満砂になっている場所で堆砂を考慮した安定性評価の事例の紹介があった。 

 除石管理型砂防堰堤の整備という話題提供を頂いた。崩壊の恐れのある斜面が住宅に近

いため除石が必要な場所における問題、事務所が作成した除石管理の手引きを元に管理を

実施する方法、管理基準や管理用道路の整備、に関する紹介があった。 

 話題提供の最後として、地域住民参加型による砂防施設の管理について紹介があった。

地域住民の参加管理型の事例紹介として、地域の方が管理の協議会を作って維持管理をし

ている事例が紹介された。これは、工事の段階から維持管理の段階まで地元と話合いを行

いながら事業を実施した地域であるため、ゴミ拾いや事務所長との意見交換会を年１回実

施してよりよい環境をつくろうとする住民が多い、という話であった。 

 

話題提供を基にした討議内容 

 以上の話題提供に関して討議をした内容を列挙すると以下のようになった。 

アセットマネジメントに関しては、劣化を考えながら維持管理を考える必要がある。 

地すべりの維持管理については、大口径のスライムがつきにくいものを採用するのがよ

いだろうということである。 

鋼製砂防堰堤は５０年程度が寿命といわれているが、適切な維持管理が延命化につなが

るだろうということになった。 

礫の衝突などのへこみについては、タイヤなどで補強する必要があることが議論された。 

歴史的な砂防堰堤では、自治体独自のものだけではなく、全国で統一的な指針の必要性

が議論された。 

維持管理道路については、砂防堰堤の一部として用地も買収して実施していこうと議論

された。また管理用道路以外の方法は除石の必要性からないだろうという結論になった。 

地域住民との協調に関しては、施行前から話合いを行うことによって、維持管理にも理

解が得られる結果となった。河川事業では河川管理という項目があるが、砂防事業では明

確になっていないのが問題である、という議論もあった。 

現在、砂防堰堤はたくさん設置してあるものの、維持管理が追いついてないのが現状で

ある。ランク付けをした管理手法などの工夫をして点検管理をしているが、全国的な管理

指針が不整備で苦慮していることが多い。また、体制も整っていない場合もある。一方、

面的な土地管理には地域住民と協力するのが有効である。今後基本的に除石を基本とした

計画をたてる必要があるため、管理用道路の整備も重要である。 

新技術の開発や地域住民との協力を検討しながら、適切な維持管理をめざし、管理指針

の作業も進めていただきたい。 

 以上です。 
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砂防研究報告会
第２分科会

砂防施設の維持、修繕技術について砂防施設の維持、修繕技術について

座 長
四国地方整備局

建設専門官
三宅 和志

第2分科会 （32名）

背 景

 砂防施設にコンクリートなどが用いられ、大型の構造物が

設置されるようになってから130年が経過し、国内各所に数

多くの施設が築造されている

 地形・地質的条件、気象条件などからわが国の土砂生産、

流出は著しく、砂防施設は半永久的にその機能を発揮する

ことが求められている

 また、米国の落橋事故の様に、維持管理の不備により大き

な被害を及ぼすケースも散見される

背 景

• 機能を効果的に発揮し続けるための適切な維持管理を継

続的に実施していくことが必要

 しかし、国、都道府県ともに財政状況は厳しく、維持管理に

十分な予算を充当することが困難

 限られた予算内において、蓄積したストックの機能維持をは

かるため、新たな工夫やメンテナンス負荷を軽減するような

新技術の開発などが求められる

本分科会の進め方

以下のトピックについて講演や事例紹介を頂き、分科会参加者により議論

・ アセットマネージメント

・ 継続的な効果発揮が期待される地すべり防止施設の機能維持

・ 鋼製砂防構造物の管理基準

・ 歴史的砂防施設の安全性評価

・ 除石管理型砂防えん堤の考え方

・ 地域住民協働型の施設周辺管理

施設の適切な維持管理に関する情報を共有

それぞれのトピックに対する議論を通じて

維持管理における意識の向上

基調講演
■ 「既存社会資本の維持管理の最適化について」

国土技術政策総合研究所 建設システム課 主任研究官 武田 浩一 氏

・ 既存施設の維持管理における課題 → 限られた予算内での効率的な管理

・ 維持管理の最適化に向けた取り組み → アセットマネージメント（LCCの縮減）

・ 各種構造物におけるアセットマネージメントの取り組み事例

経年

健
全
度

管理水準限界

モデルＡ

モデルＢ

モデルＡの1サイクル

モデルＢの1サイクル

更
新

更
新

修
繕

修
繕

修
繕

修
繕

予防保全的な修繕

＜予防保全＞

損傷がより深刻化する前の軽微なうちに対策を実施

基調講演
■ 「地すべり防止施設の維持管理」

土木研究所 土砂管理研究グループ 総括主任研究員 丸山 清輝 氏

・ 地すべり防止施設における機能障害の現状 → 集水管のスライム付着など

・ 地すべり防止施設における効果的な点検要領 → 基準、頻度、手法など
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話題提供
■ 「鋼製砂防構造物の維持管理」

砂防鋼構造物研究会 葛西 俊一郎 氏

鋼製砂防えん堤の補修事例

・ 鋼製砂防えん堤の凹み変形に対する基準

・ 鋼製砂防えん堤が破損（凹み含む）した具体例の紹介

・ 補修判断の考え方及びその基準

・ 具体の補修事例の紹介

鋼製砂防えん堤の破損（凹み変形）事例

話題提供
■ 「歴史的砂防施設の維持管理について」

中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 吉川 敦師 氏

・ 砂防施設の巡視点検に関する手引き（案）

・ 歴史的砂防施設の安定性評価 （有形登録文化財における具体例）

→ 堆砂状況を配慮にいれて安定性を評価

堆砂圧

水圧

洪水水深

自重

◆歴史的砂防施設

（通常は満砂）

◆現行の安全基準

（河川砂防技術基準（案））

※新規施設を対象

地盤反力

堆砂圧

水圧

洪水水深

これから土砂・水が貯まるので、

施設竣工後、外力が最大に

作用する状況

を想定している。

堆砂敷が満砂等により、

外力条件が固定化している。

→調査で把握できる。

地盤反力

自重堆砂圧

水圧

洪水水深

自重

◆歴史的砂防施設

（通常は満砂）

◆現行の安全基準

（河川砂防技術基準（案））

※新規施設を対象

地盤反力

堆砂圧

水圧

洪水水深

これから土砂・水が貯まるので、

施設竣工後、外力が最大に

作用する状況

を想定している。

堆砂敷が満砂等により、

外力条件が固定化している。

→調査で把握できる。

地盤反力

自重

話題提供
■ 「除石管理型砂防えん堤の整備について」

中国地方整備局 太田川河川事務所 西村 崇士 氏

・ 除石管理型砂防えん堤の考え方 → 地形的条件から除石管理が必要

・ 砂防えん堤における除石管理計画の手引き

→ 管理基準面の設定

→ 管理用道路の諸元、重機の選定など

１，基準面の設定

常時土砂が堆積する空間
（除石を行わない空間）

計画堆積量

▼管理基準面（上限）

▼管理基準面（下限） 原則 １．０ｍ

土砂が管理基準面(上限）に達した場合、

管理基準面（下限）までの除石を行う。

計画流出
土砂量

１，基準面の設定

常時土砂が堆積する空間
（除石を行わない空間）

計画堆積量

▼管理基準面（上限）

▼管理基準面（下限） 原則 １．０ｍ

土砂が管理基準面(上限）に達した場合、

管理基準面（下限）までの除石を行う。

計画流出
土砂量

管理用道路の設置事例

話題提供
■ 「地域住民参加による砂防施設の周辺管理について」

北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所 岡嶋 康子 氏

・ 地域住民参加型管理の事例紹介 （管理協議会の設置）

→ 当該砂防施設を設置する前から協議会（はじめは促進協議会）を設置

→ 地域住民によるゴミ拾いや流木、雑木の除去

平成元年８月 たから流路工事業化

北陸地方建設局の「景観モ
デル事業」に選定

平成２年度

たから流路工竣工
平成10年6月

記念式典開催

蒲田川流路工周辺整備
構想検討会

昭和63年度 3回 事務所・地元関係者等

たから流路工整備促進協
議会

平成元年11月～平成10年7月 地域代表者等

水辺のふるさとづくり検討会
平成３年２月～平成4年３月 2回

たから流路工整備促進協議会
解散 （平成10年7月）

たから流路工管理協議会設立
（平成10年7月）

平成元年８月 たから流路工事業化

北陸地方建設局の「景観モ
デル事業」に選定

平成２年度

たから流路工竣工
平成10年6月

記念式典開催

蒲田川流路工周辺整備
構想検討会

昭和63年度 3回 事務所・地元関係者等

たから流路工整備促進協
議会

平成元年11月～平成10年7月 地域代表者等

水辺のふるさとづくり検討会
平成３年２月～平成4年３月 2回

たから流路工整備促進協議会
解散 （平成10年7月）

たから流路工管理協議会設立
（平成10年7月）

たから流路工整備促進協議会
解散 （平成10年7月）

たから流路工管理協議会設立
（平成10年7月）

住民によるゴミ拾い

事務所との意見交換

議論の内容
■ アセットマネージメント

• 適正なアセットマネージメントを行うためには、施設の劣化予測を行い予防保全を行

う必要がある。

■ 地すべり防止施設の維持管理

• 大口径の排水ボーリングの活用やスライムの付着しづらい素材など新技術の活用、

開発が望まれる。

• 都道府県などにおいては、予算の制約から適切な維持管理が困難な状況である。

• 北陸地方以外の全国での事例収集を行い、更なる検討を行う。

■ 鋼製砂防えん堤の維持管理

• 鋼材の腐食に対しては普通50年程度が耐用年数といわれるが、定期的に塗装を繰

り返すことにより延命化が図れる。

• 礫などの衝突する頻度が高い箇所にはタイヤなどのゴム製品を設置することにより

鋼製構造物の裂傷、凹みを緩和することが可能。

議論の内容
■ 歴史的砂防施設の維持管理

• 有形文化財登録だけであれば、修繕時に文化庁などと協議をする必要はないが、重

要文化財に指定される場合には、文化庁から様々な注文を付けられる。

• 施設管理の手引きについては、各事務所や県ごとではなく局内もしくは全国統一的

な指針やマニュアルが必要である。

■ 除石管理型砂防えん堤

• 管理用道路は砂防施設の一部として砂防指定地をかけ、用地も買収したうえで設置

したほうが良いが、一般市民の進入も想定し安全管理を行う必要がある。

• 管理用道路以外の手法（索道など）についても考えられるが、迅速な除石に対応する

必要がある場合には管理用道路を設置しておいたほうが都合が良い。

■ 地域住民参加型周辺管理

• 施工前から地域の中に組織ができており、継続的にかかわってもらうことができたた

め、地域住民が積極的に維持管理作業に参加してもらえた。

• 砂防事業で行うべき「管理」の範囲を明確にすべきである。

• 地域の人に必要な経費が支払われる仕組みが必要である。
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まとめ

今後は、新技術の開発やマネージメントの工夫、地域との協働などを十分検討し、

効率的な管理を目指すとともに、必要な予算の確保、管理指針などの作成が必要

・ 砂防施設のストックは著しく増加しているが、維持管理がこれに追いついていない

・ 事務所によっては、施設の管理の必要性をランク分けするなどの工夫をしながら点検、

管理を行っているところ

・ しかし、全国統一的な管理指針が未整備であり、苦慮しているところも多い

・ また、管理に必要な体制が整わず、十分な維持管理を行えないケースも考えられる

・ 面的な管理（土地管理）については、地域との協働などについて検討する必要がある

・ 今後、基本的には除石を前提とした計画を策定する必要があり、そのため、管理用道

路の設置や土捨て場の確保など計画的に検討する必要がある
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既存社会資本の維持管理
の最適化について

国土技術政策総合研究所
建設システム課 主任研究官

武 田 浩 一

説 明 の 内 容

① 既存施設の維持管理における課題への対応

② 既存施設の維持管理の

最適化に向けた取組み

③ 各種構造物の予防保全への取組み

④ ライフサイクルコストの縮減効果の評価

国道７号本荘大橋 （昭和４１年完成）

８月３１日：秋田河川国道事務所 記者発表資料

国道２３号木曽川大橋（昭和３８年完成）
６月２０日：三重河川国道事務所記者発表資料

相次ぐ鋼トラス橋損傷事故
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社会資本のストック額 社会資本の内訳 

既存施設の維持管理における課題
増加する社会資本

1925
1930

1935
1940

1945
1950

1955
1960

1965
1970
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架設年次
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1400
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橋梁 延長

鋼橋

ＲＣ橋

ＰＣ橋

その他

橋梁延長

建設年代別道路橋数
（棒線：橋数、点線：橋梁延長）

直轄道路の高齢橋割合の予測

道路橋の老朽化

大量更新時代の到来

対象：
道路、港湾、空港、

公共賃貸住宅、下水道、
都市公園、治水、海岸

「荒廃するアメリカ」

アセットマネジメント導入

厳しい財政事情

適切な維持管理によるライフサイクルコスト
の縮減を図りつつ、延命化等により厳しい
予算制約下での着実な更新を実施。

公共事業費の削減が進めば、既存社会資
本の利便性・安全性等の確保にも困難が
生ずる。

これまで蓄積されてきた社会資本ストック
の老朽化が急速に進み、維持管理・更新
費の増大は必至

70～80年代に落橋等による通行止めが頻発。

マイヤナスブリッジ落橋（1983）

既存施設の維持管理における課題への対応

国土交通省所管の社会資本の維持管理費・更新費の推計

出典：平成17年度国土交通白書

アセットマネジメントとは
定義（案）

他事例 対象施設 アセットマネジメントの定義（検討の内容） 目的・導入効果

土木学会(ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
導入への挑戦) 全施設

国民の共有財産である社会資本のストックを資産（アセット）とみなし、国民の利益向上の
ために、長期的視点に立って、効率的、効果的に管理・運営する体系化された実践活動。

①LCC最小化
②価値とコストの差の極大化

国交省道路局
(道路構造物の今後の管
理・更新等のあり方提言)

道路
道路を資産としてとらえ、道路構造物の状態を客観的に把握・評価し、中長期的な資産の
状態を予測するとともに、予算的制約の中でいつどのような対策をどこに行うのが最適で
あるかを考慮して、道路構造物を計画的かつ効率的に管理

LCC最小化

国交省道路局
（中期ﾋﾞｼﾞｮﾝ）

道路
建設後50年以上となる約28,400橋をはじめとする道路に対し、適切な時期に必要な維
持・修繕・更新を実施

LCC最小化

国交省港湾局
(港湾施設のｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄについて)

港湾施設 適切な維持・補修実施による施設投資の低減・平準化 LCC最小化

東京都
(道路ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ)

道路（舗装、橋梁、ﾄﾝﾈﾙ）
各種の道路施設を資産と捉えて、最適な対策を行うことで、都民に最大の道路サービス
を提供するマネジメント

①将来を的確に把握した計画的管理
②LCC最小化
③アカウンタビリティ向上

静岡県
(土木施設長寿命化計画)

ﾄﾝﾈﾙ、橋梁、舗装、ﾀﾞﾑ、
水門・陸こう、斜面、係留
施設等、電気機械通信機
器等、管路

資産として施設を的確に把握し、管理目標設定→実施→評価→改善というサイクルを着
実に繰り返しながら、限られた予算下で合理的かつ効果的、効率的な維持管理を進める
行政手法

①LCC最小化
②予算の平準化
③建設廃棄物の発生を抑制
④価格とコストの差の最大化

日本下水道事業団(下水
道におけるｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
手法導入検討報告)

下水道
「下水道」を資産として捉え、下水道施設の状態を客観的に把握、評価し、中長期的な資
産の状態を予測するとともに、予算制約を考慮して下水道施設を計画的、かつ、効率的
に管理する手法

①LCC最小化
②予算の平準化
③サービス水準の確保
④アカウンタビリティ

首都高速道路（株）(ｱｾｯﾄ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの検討)

橋梁（舗装、塗装、RC床
版）

膨大かつ老朽化の進む構造物等の維持管理をより合理的・効率的に行う維持管理シス
テム

①要補修箇所の抽出
②補修の優先度評価

阪神高速道路（株）
(橋梁ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ(H-
BMS)について)

橋梁（舗装） 構造物の維持管理を、より合理的、効率的かつ計画的に行っていく支援システム
①長期的な維持管理費用の算出
②維持管理計画のための参考資料
③アカウンタビリティ

大阪市(橋梁維持管理ｼｽ
ﾃﾑ(BMS)の構築)

橋梁(ｺﾝｸﾘｰﾄ床版、鋼桁
塗装、舗装、伸縮装置)

橋梁のサービス水準を効率的、効果的に維持していくための、劣化予測に基づいた精度
の高い将来予測手法によるシステム

LCC最小化

・ 参考事例

（１） ライフサイクルコストの最小化 （２） 性能維持の最適化インフラ資産を長期的な視点で効率的、
効果的に管理・運営する体系化された
活動

目的（案）

・初期投資、維持管理費、修繕費をトータルで最小化

・計画的な維持と修繕による既存施設の延命化

・地域ニーズに対応した管理水準の設定
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施設の現状把握

　・既存施設のデータ蓄積

　・データベース構築・運用

対象構造物の性状把握

　 ・損傷劣化メカニズムの解明
　 ・点検・診断手法の確立
　 ・補修工法の開発・評価
　 ・損傷劣化の予測
　 ・健全度評価指標の策定

人的・予算的制約への対応

　・体制の確立

　・更新の集中回避

　　　調　整

計画の策定

　・管理水準の設定

　・維持管理計画の策定

社会的変化への対応

　・利用者便益の評価

　・管理水準の最適化

　・合意形成

　・公会計への対応

施  策  の  実  施  （  現  場  ）

ＰＤＣＡ
サイクル

アセットマネジメントに向けた取組み

計画の策定

・管理水準の設定

・維持管理計画の

策定

対象施設の選定
・計画な維持管理が

必要な施設

《準備段階》

《計画段階》

《実施段階》

人的・予算的制約への対応

・体制の確立

・更新の集中回避

施策の実施（現場）

管理方法 対策の時期 劣化予測 適用構造物

事後保全 壊れた、もしくは機能
が損なわれた際に対
策実施

劣化予測は行わな
い

壊れてからの対応でも、
第三者等に害を及ぼさ
ないもの

（照明、ガードレール等付
帯設備）

予防管理 壊れる、もしくは機能が
損なわれる直前に対策
を実施

対策が必要となるま
での年数を予測

壊れる直前の段階に
対策した方が経済的な
もの

対策費用が劣化の段
階で異ならないもの

（トンネル、斜面等）

予防保全 ライフサイクルコストが
最小となる維持補修計
画にもとづき対策実施。

劣化予測を行う 早期対策を行うことで、
ライフサイクルコストが
経済的となるもの

劣化進行に伴い対策
費用、社会的損失が高
額となるもの

（橋梁、舗装等）

施設の管理体系

経年

健
全

度

管理水準限界

モデルＡ

モデルＢ

モデルＡの1サイクル

モデルＢの1サイクル

健全度の考え方（例）

更

新

更

新

修

繕

修

繕

修

繕

修

繕

健全度 ８ ６ ４ ２

管理水準の設定

管理水準

使用者から求められる性能の
水準を下回らないように設定さ
れた修繕、更新時期などマネ
ジメントの意思決定の基準

・求められる性能：安全性 能、
快適性、美観・景観など

・安全性は、構造物の劣化等
を示す健全度等を指標とする。

【事後保全】

• 橋梁を１０種類に分類
• 各タイプの橋梁について、適切な修繕時期、修繕内容を設定

• 寿命：60年
• 年間あたりのコスト：0.19億円/年
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
経過年数

累
積

補
修

費
（
億

円
）

更新

更新更新

更新

【予防保全】

• 寿命：100年
• 年間あたりのコスト：0.16億円/年

▽修繕

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
経過年数

累
積

補
修

費
（
億

円
）

更新更新

▽修繕

橋梁における維持管理計画の検討（例）

出典：国土技術政策総合研究所

0
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3
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兆円

0
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兆円

更新

修繕
更新

修繕

2006 2016 2026 2033
0

1

2

3

2006 2016 2026 2033
0

1

2

3 兆円

兆円

【十分なメンテナンスを行わない場合】

【適切な時期にメンテナンスを行う場合】

・橋梁は、十分なメンテナンスが行われなければ、平均60年程度で寿命となるが、適
切な時期にメンテナンスを実施することで約100年に延命し、トータルコストを縮減す
ることが可能となる

橋梁における予防保全の効果（試算）

大分類 中分類 小分類

ストックの効率
的運用

計画の策定

社会的変化
への対応

管理水準の設定

維持管理計画の策定

公会計への対応

利用者便益の評価

更新の集中回避

体制の確立

施設の現状把握

既存施設のデータ蓄積

データベース構築・運用

補修工法の開発・評価

点検・診断手法の確立

ストックの計画
的維持管理

人的・予算的
制約への対応

損傷劣化メカニズムの解明

対象構造物の
性状把握

合意形成

管理水準の最適化

損傷劣化の予測

健全度評価指標の策定

既存施設の維持管理の最適化に向けた取組み維持管理の最適化に向けた取組みメニュー
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損傷劣化メカ
ニズムの解明

点検・診断手
法の確立

補強工法の開
発・評価

健全度評価指
標の策定

損傷劣化の
予測

既存施設の
データ蓄積

データベー
ス構築・運用

管理水準の
設定

維持管理計
画の策定

体制の確立
更新の集中

回避

管渠

処理場

舗装

橋梁

トンネル

防波堤・岸
壁・臨港交通
施設

航路・泊
地

空港
　　国土交通省 滑走路

堤防

護岸

水門・樋門・
樋管

ダム

堰堤・山
腹工（砂
防）
集水井・排水
トンネル工
（地すべり防
止）

擁壁・法枠(急
傾斜地崩壊
対策)

海岸
　　国土交通省
　　都道府県
　　市町村

堤防・護
岸等

　　　　【凡例】

　　　　　【注】　　　　　本資料は、各研究部への調査をもとに作成したものである。

河川
　　国土交通省

砂防
　  国土交通省

　　　　　　　　　進捗度（中）（研究・データ蓄積・実施に向けた対応がある程度進捗）　　　　　　　　　進捗度（低）（メカニズム解明が途上、データ欠落が顕著、実施に向けた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対応が途上）

　　　　《空白》　　未着手、詳細不明

人的・予算制約への対応

下水道
　　都道府県
　　市町村

道路
　
　　国土交通省

港湾

　　国土交通省
　　都道府県
　　市町村
　　一部管理組合

施　設　名
調査対象としてイメージ

した施設管理者

対象構造物の性状把握 施設の現状把握 計画の策定

維持管理の最適化に向けた各分野の進捗状況

橋梁・舗
装が先行

従来の維持管理・修繕 予防保全的な修繕

対象施設に対する現在のアセットマネジメントの実績・実施状況対象施設に対する現在のアセットマネジメントの実績・実施状況

担当部局：道路局

対象施設名： 橋梁

約 ６０ 年

平均余命年数（検討中）

①①対象施設耐用年数対象施設耐用年数

対象施設情報

②②対象施設の管理指標等対象施設の管理指標等

対象施設のイメージ（写真等）対象施設のイメージ（写真等）

 
橋 梁

＜事後保全＞
損傷がより深刻化してから対策を実施

＜予防保全＞
損傷がより深刻化する前の軽微なうちに対策を実施

・健全度の把握（橋梁点検の実施・推進）
・橋梁マネジメントシステムの活用による予防保全の実施

アセットマネジメントの事例

従来の維持管理・補修のイメージ従来の維持管理・補修のイメージ 予防的修繕の導入

対象施設に対する現在のアセットマネジメントの実績・実施状況対象施設に対する現在のアセットマネジメントの実績・実施状況

担当部局：道路局

対象施設名： 舗装

＜従来の修繕＞

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ新設 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

＜予防的修繕の導入＞

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ
ｼｰﾙ材注入

切削（こぶ取り）
新設

ｼｰﾙ材注入

切削（こぶ取り）
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

シール材注入 切削（こぶ取り）

約 １０ 年

わだち掘れ量、ひび割れ率等

①①対象施設耐用年数対象施設耐用年数

対象施設情報

②②対象施設の管理指標等対象施設の管理指標等

対象施設のイメージ（写真等）対象施設のイメージ（写真等）

舗 装

切削オーバーレイ

・健全度の把握（路面性状調査の実施）
・予防修繕工法による予防保全の実施 等

アセットマネジメントの事例 アセットマネジメントの事例

従来の維持管理・補修イメージ従来の維持管理・補修イメージ 予防保全的補修イメージ予防保全的補修イメージ

対象施設に対する現在のアセットマネジメントの実績・実施状況対象施設に対する現在のアセットマネジメントの実績・実施状況

担当部局：総合政策局・河川局

対象施設名：河川用ゲート設備

約 ４０ 年

摩耗量、錆の状況（ （腐食、劣化）

①①対象施設耐用年数対象施設耐用年数

対象施設情報

②②対象施設の管理指標等対象施設の管理指標等

対象施設のイメージ（写真等）対象施設のイメージ（写真等）

堰全景

扉体腐食状況

耐摩耗性、耐食性に優れた塗料へ変更
し塗替塗装の延命化を図る

摩耗量や錆の状況を点検等により確認し、
定期的に塗替塗装を実施

耐摩耗性、耐食性に優れた塗料へ変更し、塗替周期を従来の５年から１０年へ延長しライフサイクルコストの低
減を図っている。

実施事例 ：新塗装仕様の場合 ５５４百万円／４０年
従来の塗替の場合 ８８８百万円／４０年

５年毎に塗替
（感潮区域）

アセットマネジメントの事例

従来の維持管理・補修イメージ従来の維持管理・補修イメージ 予防保全的補修イメージ予防保全的補修イメージ

対象施設に対する現在のアセットマネジメントの実績・実施状況対象施設に対する現在のアセットマネジメントの実績・実施状況

担当部局：総合政策局・河川局

対象施設名：排水ポンプ設備

約 ４０ 年

排水能力の低下、ポンプ本体の摩耗、損傷等

①①対象施設耐用年数対象施設耐用年数

対象施設情報

②②対象施設の管理指標等対象施設の管理指標等

対象施設のイメージ（写真等）対象施設のイメージ（写真等）

補修後

点検を実施

ポンプ内部の摩
耗・損傷状況を
確認

ポンプの全更新

ポンプの構成部分において羽根車、吐出ベント管
など再利用可能な部分の効率的な活用

点検結果等より更新が必要となるものについて、再利用若しくは補修可能なものに関しては、延命措置をコスト
縮減の観点から実施。

実施事例 ：予防保全的補修による対応 ８５百万／台
従来の補修（全更新）による対応 １５０百万円／台

補修前

従来の維持管理・補修イメージ アセットマネジメントへの取り組みイメージ

対象施設に対する現在のアセットマネジメントの実績・実施状況

担当部局：港湾局

対象施設名：港湾施設（水域施設・外郭施設・係留施設・臨港交通施設）

約 ５０ 年

ひび割れ、腐食等劣化度判定

○アセットマネイジメント導入検討にあたる試行実施例（博多港等で試行を継続中）

■ライフサイクルコストの最小化を図る設計の検討として実施したモデル施設の事例は、コンクリートに防錆材を使用することにより、
建設費は１％増加するものの、供用期間中の改良・更新工事を回避することができ、約５０％のライフサイクルコストの削減が図れた。

①①対象施設耐用年数対象施設耐用年数

対象施設情報

②②対象施設の管理指標等対象施設の管理指標等

■既存施設 ■新規施設

健全度の評価（劣化予測・寿命予測）

社会的要請への対応

修繕・改良工法等に係る技術開発

対象施設のイメージ（写真等）

適時適切な改良工事等の実施

改良・更新計画の策定

〔港湾施設の維持管理上の現状把握〕
・設計、竣工時の施設の諸元
・新設・改良工事等履歴
・点検診断の実施と結果など把握、蓄積

○アセットマネイジメント導入に向けた施設の適切な維持管理の検討（維持管理計画の検討、施設のライフサイクルコスト縮減化の検討

事後保全的な維持管理・補修（改良）

対象施設の不具合確認

補修方法の検討

改良工事（補修又は更新）

対象施設

アセットマネジメントの事例
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従来の維持管理のイメージ従来の維持管理のイメージ 信頼性分析向上後のイメージ信頼性分析向上後のイメージ

対象施設に対する現在のアセットマネジメントの実績・実施状況対象施設に対する現在のアセットマネジメントの実績・実施状況

担当部局：航空局

対象施設名：航空保安無線施設等

約 １３ 年

障害頻度及び障害状況

①①対象施設耐用年数対象施設耐用年数

対象施設情報

②②対象施設の管理指標等対象施設の管理指標等

対象施設のイメージ（写真等）対象施設のイメージ（写真等）

航空保安無線施設等

・定期（予防）保守データの収集・分析
・障害情報の蓄積・分析・解析
・蓄積データによる装置の傾向分析（予測データ）

新 設
予 防
保 守

設計寿命
による判定

更新判定

更 新

Ｈ６年度から順次全国に導入を開始したＭＤＰ（Maintenance Data Processing Unit)により、全国に展開する航空保安無線施設等の定期保守
データ、障害情報の収集・蓄積が可能となり、蓄積したデータを利用してＨ１４年度から装置の傾向分析（今後の予測）を実施している。

この傾向分析により、無線施設の信頼性分析手法が大幅に向上し、装置の実力寿命の判定が実施できることとなったため、予測された実力
寿命による更新判定を実施している。

新 設
予 防
保 守

実力寿命
による判定

更新判定

更 新

ＭＤＰによる装置の
信頼性分析

アセットマネジメントの事例

従来の維持管理・補修イメージ従来の維持管理・補修イメージ 予防保全的補修イメージ予防保全的補修イメージ

対象施設に対する現在のアセットマネジメントの実績・実施状況対象施設に対する現在のアセットマネジメントの実績・実施状況

担当部局：海上保安庁

対象施設名：外洋に面した防波堤灯台

約 ３０～５０ 年

ひび割れ、鉄筋の腐食劣化等

①①対象施設耐用年数対象施設耐用年数

対象施設情報

②②対象施設の管理指標等対象施設の管理指標等

対象施設のイメージ（写真等）対象施設のイメージ（写真等）

・対象施設のデータ収集中

＜予防的修繕の導入＞
＜従来の修繕＞

建 替新 設

基 礎

壁

ｺﾝｸﾘｰﾄ増打補強

建 替新 設
コンクリート

増打補強

波浪振動による亀裂箇所の劣化

アセットマネジメントの事例

従来の維持管理・補修イメージ従来の維持管理・補修イメージ 予防保全的補修イメージ予防保全的補修イメージ

対象施設に対する現在のアセットマネジメントの実績・実施状況対象施設に対する現在のアセットマネジメントの実績・実施状況

担当部局：官庁営繕部

対象施設名：直流電源設備や交流無停電電源設備に用いる蓄電池盤

約 ２０ 年

①①対象施設耐用年数対象施設耐用年数

対象施設情報

②②対象施設の管理指標等対象施設の管理指標等

対象施設のイメージ（写真等）対象施設のイメージ（写真等）

○制御弁式据置鉛蓄電池（ＭＳＥ）を約８年
毎に更新。

○すなわち、直流電源装置としての寿命の
間に２回の更新が必要。

○長寿命ＭＳＥ（期待寿命
約１３年）の採用により、
更新回数は１回と低減。

放電時間 等

内蔵されている
ＭＳＥ蓄電池

直流電源設備

（ＭＳＥを内蔵）

・公共建築工事標準仕様書（Ｈ１９年度版）にて新たに標準化

従来形と比べ、イニシャルコストは
約３０％増。

新設 電池更新

１回目

電池更新

２回目８年 ８年

新設 電池更新

１回１３年

全体

更新

全体

更新

２１年目 ２１年目

アセットマネジメントの事例

従来の維持管理・改築イメージ従来の維持管理・改築イメージ 予防保全的管理・改築イメージ予防保全的管理・改築イメージ

対象施設に対する現在のアセットマネジメントの実績・実施状況対象施設に対する現在のアセットマネジメントの実績・実施状況

担当部局：都市・地域整備局下水道部

対象施設名：下水管渠

約 ５０ 年 （標準）

腐食程度、破損（クラック）量等

①①対象施設耐用年数対象施設耐用年数

対象施設情報

②②対象施設の管理指標等対象施設の管理指標等

対象施設のイメージ（写真等）対象施設のイメージ（写真等）

＜従来の管理＞
＜予防的管理の導入＞

新 設

苦情・事故

調 査 布設替
新 設 定期調査 修繕・改築

（延命化を含む）

管理基準

定期調査

管理基準

・対象施設のデータを収集し、劣化予測手法等を検討中。
（ただし、経年変化状況を把握する追跡データが不足している状況）
・ライフサイクルコストの最小化を検討中

（定期調査例：テレビカメラ調査） （改築例：ＳＰＲ工法）

下水管渠

修繕・改築
（延命化を含む）

アセットマネジメントの事例

経済財政諮問会議（平成１９年５月８日）配布資料より抜粋
社整審・交通政策審議会計画部会 基本問題小委員会（H19.4.23）説明資料より
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社整審・交通政策審議会計画部会 基本問題小委員会（H19.4.23）説明資料より ライフサイクルコスト（LCC)の縮減額算定方法

基本事項

～～新設及び供用中構造物の長寿命化・延命化を適正に評価～～

●対象施設

・国及び関係公団等が新設及び長寿命化・延命化等に関する計画に基づき維持管理を行う施設

●LCC縮減額計上のタイミング：上記工事の発注時点

算定手順

縮減額算定イメージ

LCC縮減額は、アクション前における仮想的なコストとアクション後におけるコストとの比較により以下
の手順で算定

①評価期間設定

・評価期間=評価時点から１サイクル

②年平均費用算出

・年平均費用=LCC/評価期間

③縮減額算定（名目値）

・毎年度縮減額=アクション後年平均

費用-アクション前年平均費用

④LCC縮減額算定（現在価値化）

・∑毎年度縮減額の現在価値
n=1

評価期間B

①アクション前の評価期間30年、アクション後の評価期間40年
②アクション前の年平均費用 ＝（300＋3×30）／30年 ＝ 13

アクション後の年平均費用 ＝（320＋4×40）／40年 ＝ 12
③毎年度の縮減額 ＝ 13－12 = 1
④LCC縮減額 ＝ 1×40年（アクション後の１サイクル） = 40
（名目値） ＝ 20.6（現在価値）

①アクション前の１サイクルを35年と想定したため評価期間35年
アクション後の１サイクルを60年と想定したため評価期間60年

②アクション前の年平均費用 ＝ 300／35年 ＝8.6
アクション後の年平均費用 ＝ (150+300)／60年 ＝ 7.5 

③毎年度の縮減額 ＝ 8.6－7.5 = 1.1
④LCC縮減額 ＝ 1.1×60年（アクション後の1サイクル） =66（名
目値） ＝ 25.9（現在価値）

ライフサイクルコスト（LCC)の縮減額算定例

新設構造物の場合（施設を10年間延命化するため、新設・維持管理費用を増額）

供用中構造物の場合（施設を25年間延命化するため、修繕を実施）

ア

ク
シ
ョ
ン

前

新設300 更新

評価終了時点

30年

ア

ク
シ
ョ
ン

後

新設320

40年

維持管理 4×40年

維持管理 3×30年

更新

評価時点

評価時点 評価終了時点

• 既存施設を長期的に、効率的・効果的に管理する
上でアセットマネジメントは有効。

• 構造物の特徴より、維持管理の方針（事後保全or
予防管理or予防保全等）を決定。

• 取組みにおいては、対象構造物の性状把握、個別
施設の現状把握、維持管理計画の策定の順に進
める。点検データに基づき劣化予測式を随時修正。

• 取組みの効果を、ＬＣＣの縮減額として評価・公表
し、説明責任を果たすとともに、アセットマネジメン
トをさらに推進。

ま と め

・ 点検データの蓄積、劣化予測精度の向上

・ 技術開発・研究の推進

劣化予測技術、補修技術

・ 人材育成、適正な人員配置

・ 更新の集中回避（予算の平準化）のルール化

・ 安全性の確保に向けた適切な判断の仕組みづくり

今後に向けた課題
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地すべり防止施設の維持管理
－ 地表水･地下水排除施設の現状と課題 －

独立行政法人 土木研究所

土砂管理研究グループ

雪崩・地すべり研究センター 丸山清輝

●お話しする項目

１．地表水･地下水排除施設の機能

２．施設設置後の現状

３．集水管に付着する目詰まり物質のスライムについて

４．集水管洗浄による集水量の変化

５．施設点検の考え方

６．施設点検の方法

７．点検結果への対応

８．今後の研究

１．地表水･地下水排除施設の機能

●施設の機能

1)地表水排除施設（水路）の機能

①流入地表水、降水、湧水、沼の水等を水路により速やかに地すべり地

外へ排水する。

2)地下水排除施設（横ボーリング、集水井、トンネル排水、暗渠）の機能

①地すべり土塊中に透水係数の大きな部分を作り、地下水を誘導排水する。

②地すべり地外から流入する地下水を、誘導排水し遮断する。

地すべり斜面の安定を保つためには、施設の機能維持が必要

施設の機能維持には、点検、修繕が重要

施設は機能低下を生じる。

２．施設設置後の現状の調査

●新潟県上越地方の泥岩地帯における8箇所の地すべり地で調査

２．１ 施設設置後の現状（横ボーリング）

雑草に覆われた横ボーリング

詰まった集水管の状況

集水マスへの木の葉等の堆積

漏水

陥没

越流

水路と集水マ
スの

接続部のズレ

傾動

集水マスの割れ等

落ち葉等の堆積

スライムの付着
や閉塞

集水管の
抜け

や破損

●横ボーリングで異常が発生していた箇所

施 設 調査数 調査項目

有り 150箇所 破損変形（割れ） 1 軽微な破損変形 3
無し 53 箇所

有り 159箇所 破損（集水枡割れ） 2 落ち葉等の堆積8 軽微な破損変形 1 1/2～1/3の堆積 79

水路など 38 箇所 落ち葉等の堆積2 軽微な破損変形 1 1/2～1/3の堆積 2
無し 6 箇所

集水管 塩ビ(189箇所) 945孔 スライムの付着 69 軽微な破損変形 28 スライム少 223

保護壁

集水マス
203箇所横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

確認数 主に確認された問題点 その他
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腐食したタラップ

２．２ 施設設置後の現状（集水井）

傾いた井筒

破損した柵

植生に覆われた集水井

ライナープレートが腐食した井筒

２．３ 施設設置後の現状（集水井）

スライムにより詰まった集水管

排水管が破損し、水が貯まった集水井

●集水井で異常が発生していた箇所

施 設 調査数 調査項目

ｺﾝｸﾘｰﾄ 59 箇所 著しい破損・変形 6 湛水 14 軽微な破損・変形 11

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 23 箇所 著しい破損・変形 1 湛水 7 軽微な破損・変形 4 軽微な腐食 17

塩ビ(40箇所) 622 孔 スライム付着 50 閉塞 18 スライム少 127

鋼管（2箇所） 24 孔 スライム付着 8 軽微な腐食 18 スライム少 5

塩ビ 5 箇所

鋼管 50 箇所 スライム付着 1 軽微な腐食 22 スライム少 9

著しい腐食 1 農業用水 5 垂れ流し 2

らせん 30 箇所 著しい破損・変形 2 著しい腐食 6 軽微な破損・変形 4 軽微な腐食 18

直はしご 11 箇所 著しい破損・変形 2 著しい腐食 3 軽微な破損・変形 1 軽微な腐食 6

直はしご(ｽﾃｰｼﾞ) 38 箇所 軽微な腐食 11

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞ 24 箇所 著しい破損・変形 5 著しい腐食 8 軽微な破損・変形 3 軽微な腐食 12

鉄蓋 6 箇所 軽微な破損・変形 2 軽微な腐食 5

ｺﾝｸﾘｰﾄ 52 箇所 軽微な破損・変形 1

鋼製 41 箇所 著しい破損・変形 7 著しい腐食 3 軽微な破損・変形 5 軽微な腐食 21

木製 5 箇所 著しい破損・変形 4 著しい腐食 4 軽微な破損・変形 1 軽微な腐食 1

確認数 主に確認された問題点 その他

天蓋

井筒

柵

集水管

排水管

タラップ

集水井 82箇所
歪み

腐食（サビ）

欠損スライムの付着
閉塞

排水管の閉塞

補強材取付け金具
等の破損

地中部
陥没

集水管の破損

スライムの付着

傾動

腐食（サビ）

扉閉開不能

欠損
歪み

異常な湛水

隙間、亀裂

地上部

柵の変形・破損
柵の腐食

●集水井で異常が発生していた箇所

２．４ 施設設置後の現状（水路）

目地の開いた水路 腐食した鋼製水路

落ち葉により閉塞した水路 傾いた落差壁

土砂で埋まった水路表層崩壊による破損状況

２．５ 施設設置後の現状（水路）
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漏水

漏水

漏水

陥没

植物等の堆積

植物等の堆積

植物等の堆積

越流

飛散

水路の割れ、ズレ等

目地の開き

水路と集水マスの
接続部のズレ（開き）

水路と集水マスの
接続部のズレ（押し）

閉塞

●水路で異常が発生していた箇所

施設
問題発生箇

所数

割れ、傾
動、押し潰
れ、屈曲等

目地、接合
部の開き

植物等の
全面堆積

植物等の1/2
～1/3の堆積

その他

水路(開水路) 81 33 44 9 13

集水ます 18 2 14 2 9

落差工 14 7 4 1 4 暗渠工の閉塞4

その他 1 1 0 0 0

重複有り

ケース１

ケース２

ケース３

ケース４

３．集水管孔口へのスライム付着状況と集水管内部の状況との関係

管内観察カメラによる集水管内部へのスライム付着状況調査結果

（横ボーリング8箇所における集水管23本の調査結果）

●集水管孔口へのスライム付着量から内部の付着量を推定でき、孔口の

観察により目詰まり状況が推定可能である。

孔
口

先
端

スライム

４．スライムの顕微鏡観察結果

スライム内に存在が確認された鉄細菌

ガリオネラ･フェルギネア レプトスリックス･オクラケア

鉄細菌  地下水中に生息し、２価の鉄イオン（Ｆｅ2+）を３価の鉄イオン（Ｆｅ３+）

に酸化する時に得られるエネルギーを活動源にしており、スライムを

生成すると言われている。

５．スライムの成分

スライムの成分  無機物 約80％ 強熱減量（有機物 ）約20％

無機物で多いもの 酸化第二鉄（Fe２Ｏ3）、二酸化ケイ素

（ＳｉＯ２）

重量％

６．１ 集水管洗浄による集水量の変化（平均集水量の頻度）

集水量  集水管の洗浄により0㍑/minの集水管の頻度が減り、

それ以外の各階級の頻度が増えている。

集水管が目詰まりを起こしており、洗浄により集水機能が回復している。

６．２ 集水管洗浄による集水量の変化（増加集水量）

･増加集水量は、施設設置後の経過年数が長い程大きくなる傾向はない。

･洗浄により集水量が、10㍑/min以上増加するものがある。

･施設設置後３～４年で、集水管が目詰まりしているものがある。

･集水管の目詰まりが、一律に施設設置後何年で起こるかは分からない。

･集水管の目詰まり状況を把握するためには、定期的な点検が必要である。
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７．まとめ
(1) 異常が発生していた箇所

１）横ボーリング
･施設周辺の変状（崩壊、亀裂、陥没等）、 保護壁、集水マスの破損
･集水マスへの土砂等の堆積
･集水管孔口へのスライム付着

2)集水井
･施設周辺の変状（崩壊、亀裂、陥没等）、柵、天蓋、扉、

井筒の破損と腐食
･集水管、排水管孔口へのスライム付着

3)水路
･水路周辺の変状（崩壊、亀裂、浸食等）、水路、集水マス、落差壁の破損

･集水マスへの土砂等の堆積

(2) 集水管孔口へのスライム付着が大きな課題であり、スライム付着量から内部の

付着量を推定でき、孔口の観察により目詰まり状況が推定可能である。

(3) スライムの生成には鉄細菌が関与している。

(4) 集水管洗浄前後の集水量調査結果から、集水管が目詰まりを起こしており、洗

浄により集水機能が回復することが確認された。

(5) 集水管の目詰まり状況を把握するためには、定期的な点検が必要である。

８．施設点検の考え方
地表水・地下水排除施設の点検を効率的に実施するためには、

概査点検と詳細調査に分けて実施することが考えられる。

概査点検
目的：集水井、横ボーリング、水路の異常の有無の把握
点検方法：地表部から目視調査

詳細調査
目的：状況把握のための調査
点検方法：集水管の検尺、集水井内への立入調査等

施設の補修や点検頻度の変更等

データの整理・保管

９．施設点検の方法
9.1 点検頻度

保 護 柵 天 蓋 タ ラ ッ プ 井 筒 排 水 管 集 水 管

周 辺 住 民 の 安 全 に 集 水 井 の 機 能 低 下 に
関 係 す る 項 目 関 係 す る 項 目

※ 集 水 管 に つ い て は 、 排 水 ト ン ネ ル も 含 む 割 合

補
修

必
要

箇
所

の
割

合

保 護 柵 天 蓋 タ ラ ッ プ 井 筒 排 水 管 集 水 管

周 辺 住 民 の 安 全 に 集 水 井 の 機 能 低 下 に
関 係 す る 項 目 関 係 す る 項 目

※ 集 水 管 に つ い て は 、 排 水 ト ン ネ ル も 含 む 割 合

補
修

必
要

箇
所

の
割

合

天蓋、排水管、集水管で５年以上経過、柵、タ
ラップ、井筒で26年以上経過で補修や洗浄が
必要になる場合で出てくる。

概査点検は、基本的に1年
1回の実施を提案する。

集水井の施工後経過年数と補修の必要箇所の割合

9.2 点検頻度

設置後20年経過した鋼管製集水管の腐食事例

･集水井及び横ボーリングでは、施設の異常が設置後５年程度で生じてくることから5年に

1回程度の詳細調査の実施が望ましい。

9.3 点検時期及び点検者

10月に撮影した集水井の状況
植生が繁茂し点検困難 5月に撮影した集水井の状況

植生の繁茂はなく点検しやすい

点検時期  積雪地域では、融雪直後４～５月に実施した方がよい。
太平洋側では、冬期は積雪や植生の障害はないが、地下水位が低いため
施設からの排水量の確認ができないので、４～５月に実施した方がよい。

点検者  国、都道府県の管理者、または委託を受けた者であるが、地元住民やボラン

ティアの協力を得ることも考えられる。

9.4 点検対象施設の優先順位(1)

集水管の目詰まりのしやすさ

地下水中の全鉄の量で判断可能

レベル１：スライム無し。
レベル２：スライム無し。孔口に赤褐色の堆積物が少

量認められる。
レベル３：スライム付着。孔口の25％程度以下にスラ

イムが付着し、スライムの垂れ下がり等が
認められる。

レベル４：スライム付着。孔口の25～50%程度の高さ
で付着している。

レベル５：スライム付着。孔口の50%程度以上の高さ
で付着している。

目
詰
ま
り
し
や
す
い

保全対象の重要度や施設の
機能低下の生じやすさを考慮
し優先順位を付ける。

効率的な点検の実施
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●集水管へのスライム付着レベル ●地下水中の全鉄の量は、簡便な水質分析で求められる。

鋼製施設の腐食のしやすさ

地下水のｐＨで判断可能

酸性 アルカリ性

0
0

10,000

20,000

腐
食

量
（
g/

m
２
/年

）

30,000

酸性 アルカリ性酸性 アルカリ性

0
0

10,000

20,000

腐
食

量
（
g/

m
２
/年

）

30,000

9.5 点検対象施設の優先順位(2)

pHと金属腐食量との関係

9.6 効率的な点検の方策

効率的な点検  施設点検の体制の整備が必要  管理用通路や既往資料の整備、

地元住民との連携が必要

Ｎｏ．
名称
長さ×本数
施工年月
施主 等

水路両側をコンクリートにし、植生に
よる閉塞と管理を容易にした事例
（新潟県）

必ず施設の確認のためにプレートを付ける。

10．施設の具体的な点検方法(1) 

●概査点検  安全のため2人以上で地表部から実施  集水井内部については、酸欠

や有毒ガスの危険あるので、異常があった場合にのみ必要に応じて入る。

主な点検項目

(1)集水井

1)施設周辺の変状（崩壊、亀裂、陥没等）、柵、天蓋、扉、井筒の破損･腐食

2)集水管、排水管孔口へのスライム付着の有無や排水量の大きな変化の有無

(2)横ボーリング

1)施設周辺の変状（崩壊、亀裂、陥没等）、 保護壁、集水マスの破損の有無

2)集水マスへの土砂の堆積の有無

3)集水管孔口へのスライム付着の有無や排水量の大きな変化の有無

(3)水路

1)水路周辺の変状（崩壊、亀裂、浸食等）、水路、集水マス、落差壁の破損の有無

2)集水マスへの土砂等の堆積の有無

11．施設の具体的な点検方法(2)

●詳細調査  概査で異常が認められた場合に、その異常を取り除くために異常の状態を

詳細に調査する。

1)崩壊、施設の破損  規模、範囲の計測

2)集水管へのスライム付着  水質調査、集水管内部の閉塞状況調査（検尺棒、管内観

察カメラ等）

3)井筒の腐食、集水井排水管の閉塞  井筒内への立ち入りによる腐食や排水管閉塞の

状況調査（酸欠、有毒ガス、タラップの強度劣化

に注意する）

腐食が進んだ集水井 スライムの付着した集水井の集水管
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12．点検結果への対応

●異常が認められた場合は、必要に応じて応急処置や破損箇所の補修･修繕を行う。

(1)集水井

1)集水管、排水管の詰まり  洗浄または再ボーリングする。

2)井筒の変形  補強（不可能な場合は、栗石等を井筒内に充填し変形を防ぐ）

3)柵、天蓋、扉の腐食、破損  補修、交換する。

(2)横ボーリング

1)集水管の目詰まり  洗浄または再ボーリングする。

2)集水マスの破損  補修する。

3)集水マスへの土砂等の堆積  排除する。

(3)水路

1)水路の閉塞  土砂等の排除、草刈り、樹木の伐採などをする。

2)水路の沈下、陥没、接合部の漏水 補修する。

3)落差壁周辺の地表面浸食  流水飛散防止のカバー等を設ける。

13．点検結果の整理

･点検結果は、施設毎にまとめて時系列的に整理する。

･集排水管の洗浄や施設の補修等を実施した場合は、対応状況を記録しておく。

･点検結果は、次回の点検時に携行し、施設の状況変化の判断に活用する。

●参考資料
･土木研究所資料 第３９４１号 地すべり地の地表水・地下水排除施設の維持管理に

関する研究

14.今後の研究

地すべり地における地下水排除施設の適正な維持管理に関する研究（地すべり地における地下水排除施設の適正な維持管理に関する研究（ H20H20～～2222））

研究の背景
●地下水施設の目詰まりによる機能低下

と地すべりへの支障の懸念

●目詰まりの実態が明らかでなく、点検体
制が未整備

●適正な維持管理計画の確立

研究成果（達成目標）

研究方法

民間技術を活用した共同研究

例①：集排水管内の目詰まりの実態調査（ボアホールカメラ）

例②：集水井で発生する転落・酸欠事故を防ぐ、点検・観察用カ
メラの開発

①集排水管の機能低下及び対処方策の実態と課題の把握

②代表的な事例による機能低下要因の解明と機能維持方策の評価

③効率的かつ安全な地下水排除施設の点検手法の提案

④適正な施設管理計画手法（地元住民も活用した）の提案

●ライフサイクルを考慮したコストの縮減

＋＋
スライムの付着

集水管の破損

目視できない

機能不全

水位上昇によ

る地すべりの

不安定化

？？？

スライムの付着

集水管の破損

目視できない

機能不全

水位上昇によ

る地すべりの

不安定化

？？？

集排水管内目詰まりの実態
（ボアホールカメラ）

地域住民の活用

集水機能低下に関する基礎研究

砂防ボラン
ティアなど
地域と共同
した効率的
な維持管理

地下水排除施設の目詰まりの実態と現時点の対応策

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄに着目した技術提案（イメージグラフ）

孔内洗浄工

リボーリング

大孔径化
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レベル１：スライム無し。
レベル２：スライム無し。孔口に赤褐色の堆積物が少

量認められる。
レベル３：スライム付着。孔口の25％程度以下にスラ

イムが付着し、スライムの垂れ下がり等が
認められる。

レベル４：スライム付着。孔口の25～50%程度の高さ
で付着している。

レベル５：スライム付着。孔口の50%程度以上の高さ
で付着している。

洗浄時期の最適化
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多治見砂防設備
維持管理検討業務

多治見砂防国道事務所
村瀬 満記

多治見砂防国道事務所の砂防事業の経緯

土岐川流域

窯業の燃料採取による
山林伐採

山林のはげ
山と土砂流出

の活発化
（昭和初期）

河道埋塞にともなう

多治見市・土岐市等
の洪水頻発

木曽川流域

四ツ目川で
土石流

中津川市街地で
甚大な災害

後続の土砂流出
に対して対策の

必要性

昭和１２年：直轄砂防事業着手 事業着手後、70年にわたって
多数の砂防施設を整備してきた

（昭和７年） 四ツ目川災害

上流部は昭和53年に
直轄砂防区域に編入

管内砂防施設の構造タイプの多様性
石積砂防施設 コンクリート砂防施設土堰堤（堰堤袖部に施工）

鋼製砂防施設
（流木止め含む）

山腹工

 

管内には多様な施設が存在
する。

事務所はこれらの施設を適切
に管理しなくてはならない。

・施設巡視点検
・構造物の安定性確保 等

破損例）土堤部の崩壊破損例）石積の崩壊

破損例）ｺﾝｸﾘｰﾄの劣化

施設点検における従来の点検要領等の規程事項

①ひび割れ、護岸の開き
②剥離、損傷
③材料の劣化（コンクリート、目地材等）
④沈下、移動、陥没、洗掘
⑤観測施設、センサー等の作動状況
⑥その他（流木、ゴミ等）

・えん堤・床固の劣化（剥離）
・クラック
・漏水（堤体）
・摩耗（破損）
・変形変位（はらみ出し）
・風化（基礎岩盤の風化）
・漏水（基礎地盤、取付部）
・洗掘（基礎地盤）
・崩落、地すべり（周辺地山の状況）
・護岸工・側壁等の背面土砂の沈下、流出

本省通知
＜構造物の状況＞記載項目

事務所の運用
破損等レベル設定項目

従来の点検要領類

コンクリート構造物（および周辺地盤）を
対象とした記述が主

 他のタイプの施設は点検者の主観に依存

従来の点検の問題

・点検者による判断の不統一
・点検の質が点検者によって
左右される

巡視点検手引き（案）に記した構造タイプ別の記述
（新規）

■ 点検のチェックポイント
・ コンクリート重力式砂防えん堤
・鋼製砂防えん堤、流木止め
・土えん堤
・渓流保全工
・山腹工
・魚道
・一般利用の可能性

■ 歴史的な価値を有する砂防設備の
巡視点検

（石積砂防施設について記述）

施設構造タイプごとに追記した
記載項目

今回作成した点検手引きの記載

構造タイプ別に点検主な着眼点をイラスト・写真付きで解説した

記載内容の例（鋼製砂防えん堤）

キャンプ、ハイキング等
の利用があるか確認
 安全利用点検の実施

巡視点検手引き（案）に記した判断基準の記述

破損・劣化状況ごとに破損レベル（Ａ・Ｂ・Ｃ）を
再設定し、手引き書（案）に明記

レベル（Ａ・Ｂ・Ｃ区分）の課題
・正式な規定類に記述がない。
（非公式の文書のみ）
・レベル区分の説明が簡易であった
・点検時の状況のみで判断
（破損の進行状況をみていない）

・破損状況の事例写真を掲載
・判断基準の記述を充実（根拠等含め、見直しも実施）
・過去の点検結果との比較（進行状況）実施を追記

「・・・進行度合いにより判断」

記述の充実化

事例写真を掲載点検者が変わっても適切な点検が継続的にできるように工夫した

※各レベルの基
本的考え方
Ａ：要補修
Ｂ：要観察

Ｃ：軽微な破損
あり
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「歴史的砂防施設」とは、完成後50年以上を経過した砂防施設で、

①技術的・学術的意義をもつもの

②模範的意義をもつもの

③歴史的意義をもつもの

④地域性・景観に優れたもの

⑤地域の発展に貢献したもの

管内の歴史的砂防施設

土岐川流域

浦山第２

木曽川流域

二ヶ滝第１

山神

管内に40基が
選定されている。

このうち３基が登録
有形文化財に登録。

例：施設の築造により、「耕作地・宅地が増えた」等

デザイン
が優れて
いるもの

歴史的砂防施設の安定性確保について

施設が現在受けている（出水時に想定される）状況を

反映させた外力設定が望まれるのではないか？

歴史的砂防施設の外力条件

貯砂空間の堆砂等により固定化している。

◇ 通常は、河川砂防技術基準等（以下、現行基準）の基準値到達に

よって判断

◇ 現行基準は、新設えん堤の設計条件として、堆砂や越流水等からの

外力が最大（設計上安全側）に作用する状況を想定

◇ 歴史的砂防施設は、現行基準を満たしていないものも多い。

今回、安定性評価ケーススタディーを実施

歴史的砂防施設の安定性評価は、

ケーススタディー対象施設

堤高（Ｈ） ： 8.0ｍ

天端幅（Ｂ） ： 2.0ｍ

上流法勾配 ： 1：0.35

下流法勾配 ： 1：0.2

堆砂状況 ： 満砂

元河床勾配 ： 1/12

施設名称 ： 山神砂防えん堤

施工期間 ： 昭和12～15年

積石型式 ： 練石積

型式 ： 重力式粗石コンクリート

基礎地盤 ： 砂礫基礎

平成１８年１０月 登録有形文化財として登録

歴史的砂防施設の安定性評価実施方針

堆砂圧

水圧

洪水水深

自重

◆歴史的砂防施設

（通常は満砂）

◆現行の安全基準

（河川砂防技術基準（案））

※新規施設を対象

地盤反力

堆砂圧

水圧

洪水水深

これから土砂・水が貯まるので、

施設竣工後、外力が最大に

作用する状況

を想定している。

堆砂敷が満砂等により、

外力条件が固定化している。

 調査で把握できる。

歴史的砂防施設の安定性評価実施方針
「調査によって得られた外力条件等の実態を反映して評価する」

地盤反力

自重

洪水水深（洪水時）の設定

◆山神砂防
えん堤

湛水池の溢流による越流水深

2.29m

◆現行基準

洪水水深 洪水水深

堆砂敷勾配による開水路水深

1.05ｍ

湛水池 堆砂敷

洪水時に
水位上昇

満砂

洪水水深は、水位上昇分を除いて設定

※既に満砂した歴史的砂防施設
の場合、洪水水深は、堆砂敷勾
配による開水路として算出

調査結果に基づく安定性評価設定条件

33.1kN

洪水水深による
天端への鉛直力

堤体の
平均密度：

2.32tf/m3

0kN

79.7kN

-106.6kN

-10.9kN

-3.3kN

20.1kN

146.4kN

1.05m

498.1kN

172.6kN

44.9kN

水圧分布
（水平力）

土圧（水平力）

土圧
（鉛直力）

水圧
（鉛直力）

洪水水深

0kN

-89.1kN

堆砂敷の各層の物性を
反映させて算出

堆砂敷調査から
静水圧分布として算出

密度検層の
平均値として設定

密度検層

ボーリング
作業状況
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安定性評価
転倒 滑動 地盤反力

偏心距離
(m)

判
定

安全
率

判
定

(kB/m2) 判
定

現行基準 1.628 × 1.02 × 401.78 ○

調査結果
による検証

0.79 ○ 1.34 ○ 290.83 ○

<基準値> ≦1.067 ≧1.20 ≧0

要因
・満砂状態の反映に伴う水深設定値の低減
・堆砂敷の土圧の低減

※土石流に対しては、水通しへスムーズに導くための

導流堤や護床工等の対策が有効である。（袖部を保護）

本ケーススタディーによる検討の成果

◇歴史的砂防施設の安定性評価において、

調査等に基づく現況を反映した条件設定を実施。

 安定性確保に有利な結果が得られる可能性

がある。

◇補強工事において、

・文化的価値喪失の回避・軽減

・工事費用の軽減

の効果がある。

今後の展望

歴史的砂防施設に対する安定性評価手法（ケーススタディー）

◇本手法の発展可能性

・山神砂防えん堤以外の歴史的砂防施設への適用可能性

・他の現行基準を満たさない一般砂防施設への適用可能性

 現行基準による評価が本来、基本であり、他施設に展開する

うえで、本手法を適用するときの条件等を整理する必要がある。

砂防施設の巡視点検手引き（案）

・点検の精度を保持し、砂防施設の機能を適切に確保するため、

組織としての管理要領（案）の作成が必要である。（事務所独自

でなく、局・本省レベル）

・運用実態を踏まえ、より実用的な運用手引きの作成が必要である。
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「除石管理型砂防堰堤の整備について」

H19.10.3～4 第20回砂防研究報告会
（第２分科会：砂防施設の維持、修繕技術について）

中国地方整備局 太田川河川事務所
工務第二課 砂防工務係 西村 崇士

広島西部山系直轄砂防マスコット

土石流危険渓流

広島県

広島西部山系直轄砂防事業とは？

直轄砂防事業
実施エリア

事業実施箇所
（H19時点）

広島西部山系直轄砂防事業
◆地域の特徴

崩壊を起こしやすい
特殊土壌「マサ土」

山麓部まで進展した宅地開発

狭隘な平野部に集中する
主要交通網

平成１１年６月２９日の土砂災害で２４名の犠牲者

さらなる施設整備を推進し地域の保全を促進するため
広島西部山系直轄砂防事業広島西部山系直轄砂防事業に着手（平成13年4月）

広島県は土砂災害危険箇所数が日本一

000000000 555555555 10 km10 km10 km10 km10 km10 km10 km10 km10 km

N

宮園四季が丘地区

三鎗谷地区

湯舟地区

八木地区

緑ヶ丘地区

赤土地地区

武田山地区
大町地区

戸坂新町地区

現在着手地区数：１８地区

玖波地区

広島西部山系直轄砂防事業区域

広島西部山系直轄砂防事業区域図

川角地区

宮内明石地区

中野地区

相田地区

綾ヶ谷地区

凡 例
： 広島西部山系

直轄砂防区域

位置図

広島県

高取地区

利松地区

上原地区

堰堤サイトの特徴 その１
・直下流には、住宅地が近接  堰堤サイトの候補地が限定 ・急峻な地形、渓床  計画捕捉量の確保が困難

堰堤サイトの特徴 その２

θｐ＝θｎ

となり、計画捕捉量＝０となるT.T

計画補足量

常時土砂が堆積する空間
（除石を行わない空間）

現渓床勾配θ0が１／３
かつ

除石を行わない場合

除石管理型砂防堰堤を計画！

そこで
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常時土砂が堆積する空間
（除石を行わない空間）

除石管理型砂防堰堤とは？

計画堆積量

除石により維持する河床面として「管理基準
面」を設定し、これより上方に堆砂した土砂は
速やかに除石することにより、常に計画堆積
量を維持する砂防堰堤。

▼管理基準面

平成17年11月
「広島西部山系直轄砂防事業除石管理の手引き（案）」

を策定。

【内容】

【はじめに】
・除石管理の必要性

【計画編】
・基準面の設定
・除石管理の方法
・重機の選定
・管理道路の設定

【維持管理編】
・日常の維持管理
・除石における留意点

１，基準面の設定

常時土砂が堆積する空間
（除石を行わない空間）

計画堆積量

▼管理基準面（上限）

▼管理基準面（下限） 原則 １．０ｍ

土砂が管理基準面(上限）に達した場合、
管理基準面（下限）までの除石を行う。

計画流出
土砂量

計画流出土砂量を満足する河床位を管理基
準面（上限）とし、その１．０ｍ（原則）下に管理基
準面（下限）を設定。

【計画編】
２，除石管理の方法

速やかに除石を行うため、砂防堰堤サイトまでアクセス出

来る管理用道路を設置。

□堆砂地まで管理道を設置 ■砂防堰堤直下まで管理道
を設置

□ 縦断勾配・舗装構成
□ 基本幅員
□ 重機設置に必要な面積の確保

（砂防堰堤直下まで管理道を設置した場合）

３，重機の選定

□堆砂地まで管理道を設置した場合

○ 掘削＋押し土 ・・・・ ブルドーザ、バックホウ（0.8m3）
○ 掘削＋積込み ・・・・ バックホウ（0.8m3）
○ 運搬 ・・・・ ダンプトラック（10t）

■砂防堰堤直下まで管理道を設置した場合

● 重機吊り上げ ・・・・ ホイールクレーン（25t）
● 掘削＋押し土 ・・・・ ブルドーザ（小型）、バックホウ（小型）
● 掘削＋積込み ・・・・ クラムシェル、ホイールクレーン
● 運搬 ・・・・ ダンプトラック（10t）

４，管理道の設定

※ここで記載した重機は参考

□ 土捨て場の確保
□ 重機の調達先

■ 特に土石流発生後の除石については、二次災害の防止

１，日常の維持管理

□計画補足量を常時確保するため、

砂防堰堤上流面に堆砂計測板を
設置し、特に降雨後には土砂の堆積
状況の点検を行う。

２，除石における留意点

【維持管理編】

堆砂計測板
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今回使用した用語や定義は、平成17年11月に策定した

○「広島西部山系直轄砂防事業除石管理の手引き（案）」

によるものであり、

●「砂防基本計画策定指針（H19.3）」

における除石の概念は反映されていない。
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地域住民参加地域住民参加によるによる砂防施設砂防施設のの
周辺管理周辺管理についてについて

～「～「たからたから流路工」流路工」をを事例事例としてとして～～

第第2020回砂防研究報告会回砂防研究報告会22分科会分科会 事例紹介事例紹介

北陸地整北陸地整 神通川水系砂防事務所神通川水系砂防事務所

工務課工務課 岡嶋康子岡嶋康子

目目 次次

１１．．たからたから流路工流路工のの概要概要

２２．．たからたから流路工管理協議会流路工管理協議会についてについて

３３．管理協議会．管理協議会のの活動内容等活動内容等

４４．今後．今後のの課題課題

北
ア
ル
プ
ス

ア
ル
プ
ス

高
原
川

高
原
川

神
通
川

神
通
川

蒲
田
川

蒲
田
川

平
湯
川

平
湯
川

１．１１．１ 位置図位置図
焼岳

たからたから流路工流路工

L=L=２０１０２０１０ｍｍ

奥飛騨温泉郷：

年間150150万人万人もも
のの観光客観光客

１．２１．２ たから流路工の概要たから流路工の概要

•• 平成元年平成元年1212月着工、平成月着工、平成1010年年33月完成月完成

•• 流路工流路工 ２２，，０１００１０ｍｍ

•• 計画川幅（水通計画川幅（水通しそこしそこ幅）幅） ８０８０ｍｍ

•• 床固工床固工 ９９基基

•• 帯工帯工 １１基基

•• 遊砂地工遊砂地工 ２２箇所箇所

•• 現地巨石現地巨石のの利用利用によるによる魚道魚道のの

設置設置・・瀬瀬とと淵淵のの保存（全国保存（全国にに先駆先駆けてけて取取りり組組むむ））

•• 護岸背後地護岸背後地のの植樹植樹によるによる環境対策環境対策

•• ほたるほたる川川のの人工造成人工造成

•• 背後地背後地のきめのきめ細細やかなやかな整備整備

（旧上宝村（旧上宝村とと平行平行したした整備）整備）

着工前：平成元年55月

完成後：平成1010年44月

現在：平成1616年66月 １１．．３３ たからたから流路工整備流路工整備のの経緯等経緯等

平成元年８月 たからたから流路工事業化流路工事業化

北陸地方建設局北陸地方建設局のの「景観「景観モモ
デルデル事業」事業」にに選定選定

平成平成２２年度年度

たからたから流路工竣工流路工竣工
平成1010年66月

記念式典開催

蒲田川流路工周辺整備
構想検討会

昭和6363年度 33回回 事務所事務所・・地元関係者等地元関係者等

たから流路工整備促進協
議会

平成元年1111月～平成1010年77月月 地域代表者地域代表者
等

水辺水辺のふるさとづくりのふるさとづくり検討会検討会

平成３年２月～平成44年３月 22回

たからたから流路工整備促進協議会流路工整備促進協議会
解散解散 （平成（平成1010年77月）

たからたから流路工管理協議会設立流路工管理協議会設立
（平成1010年77月）
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１．３１．３ 管理施設等の整備管理施設等の整備
護岸天端護岸天端のの管理用通路管理用通路

山側の管理用通路案内看板案内看板のの設置設置

１．４１．４ 施設の愛称施設の愛称
砂防用語による施設名（第●号床固工）は温かみがなく、背

後地の利用を考え、地域の方々から愛称を募集し、親しみやす
い名称とした。

施設の傍らに間伐材を利用した標注で記している。
（文字は地元の中学生による）

１．５１．５ 一斉植樹一斉植樹
完成間近完成間近のの平成平成99年1010月月にに、沿川住民、沿川住民のの方々方々によりにより、、このこの地地にに
相応相応しいしい幼木幼木をを11人11本選定本選定しし植樹。植樹。

計280280本本のの木々木々にはには個人個人のの名前名前をを記記したした札札をを掲掲げたげた。。

１．６１．６ 周辺整備（平成周辺整備（平成44年度～年度～99年度）年度）

「地方特定河川等環境整備事業」「地方特定河川等環境整備事業」としてとして、旧上宝村、旧上宝村がが「「たからたから
流路工」背後地流路工」背後地をを整備整備

広場広場のの整備整備

露天風呂露天風呂のの整備整備

（荒神（荒神のの湯）湯）
広場広場・・歩道等歩道等のの整備整備

１１．．７７ 砂防学習村宣言（旧上宝村）砂防学習村宣言（旧上宝村）

旧上宝村は、地域災害情報の早期把握と住民に対する啓
蒙・自然を守りながら景観に溶け込む砂防事業の推進・砂防
事業の円滑なる推進のための協力をキャッチフレーズに、平
成９年６月に「砂防学習村」を宣言

２２．．１１ たからたから流路工管理協議会流路工管理協議会のの立立ちち上上げげ

「たから流路工整備促進協議会」の解散と同時に、たから流路
工を、各地区が主体となって維持管理するための組織を結成

（平成1010年77月）

・・各地区各地区のの区長他、地元代表者区長他、地元代表者でで結成結成
・・地元地元のの「「ほたるほたる研究会」「研究会」「ちちこちちこ（（カジカカジカ）研究会」）研究会」もも会員会員
・・顧問顧問としてとして、神通砂防、旧上宝村長、古川土木事務所長、神通砂防、旧上宝村長、古川土木事務所長

計計 ２５２５名名
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２．２２．２ 管理協議会の規約（抜粋）管理協議会の規約（抜粋）

（目的）（目的）

第２条第２条 協議会は、たから流路工（以下「流路工」という。）協議会は、たから流路工（以下「流路工」という。）
の適切な維持管理について協議するとともに、その実の適切な維持管理について協議するとともに、その実
現に努め、もって地域づくりと一体となった流路工の実現に努め、もって地域づくりと一体となった流路工の実
現に資することを目的とする。現に資することを目的とする。

（活動内容）（活動内容）

第第３３条条 協議会協議会はは、前条、前条のの目的目的をを達成達成するためするため次次のの事項事項
についてについて協議協議しし、、そのその実現実現にに必要必要なな活動活動をを行行うう。。

一一 流路工及流路工及びび周辺地周辺地のの美観美観のの保持保持にに関関するする事項事項

二二 流路工利用者流路工利用者のの安全確保安全確保にに関関するする事項事項

三三 関連施設関連施設のの管理管理にに関関するする事項事項

四四 そのその他、目的達成他、目的達成にに必要必要なな事項事項

・・ 総会総会

・・ 神通砂防事務所神通砂防事務所とのとの懇談会（年数回）懇談会（年数回）

→→ 事業整備事業整備にに関関するする意見交換等意見交換等

・・ 草刈草刈りり、木、木のの伐採、伐採、ゴミゴミ拾拾いい等等

・・ ほたるほたる人工水路人工水路のの維持維持

・・ 先進地視察先進地視察によるによる技術向上技術向上

３３．．１１ 協議会協議会のの主主なな年間活動年間活動

砂防事業砂防事業はは維持管理費維持管理費のの費用費用をを持持っていないためっていないため、河積阻害、河積阻害のの
対処対処としてとして管理協議会管理協議会がが自主的自主的にに伐採等伐採等をを実施実施しているしている

神通砂防事務所
との懇談会

（砂防事業に対
する意見交換）

先進地視察

（立山砂防管内、他）

支障木（流木）支障木（流木）のの撤撤
去去・・伐採伐採やや草刈草刈りり等等

流路工のゴミ拾い

山側管理用通路の点
検・ゴミ拾い

４．１４．１ 今後の課題今後の課題

危険周知危険周知のためののための防止柵等防止柵等のの設置設置やや、施設、施設そのもののそのものの補修補修はは神通砂防神通砂防でで実施実施

来訪者に危険箇所を周知するための表示をつけるようになった
が、利用の全てを規制することが目的ではない。
（利用者の安全は利用者自身が気をつけて欲しい）

管理課という体制が無い中で利用者が安全に親しんでもらうた
めの、施設の管理について日々頭を悩ませています。
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おお わわ りり

～ご静聴ありがとうございました～～ご静聴ありがとうございました～
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第 3 分科会 
 

トータルコストに配慮した土砂災害対策 
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第三分科会の報告 
 

トータルコストに配慮した土砂災害対策として中部地方整備局の建設専門官の伊藤より

報告いたします。 

 

背景 

橋梁部局や港湾部局ではトータルコストに配慮した事業展開をしている。砂防部局では

例えば、土石流対策指針の改訂に伴って除石をする計画をたてる必要があり施設を有効利

用ができると規定された一方で、管理用道路が必要などコストを考慮する必要が今まで以

上に生じてきており、トータルコストの考え方に配慮した事業展開について考える必要が

ある。 

さらに、一番重要な背景としては、財政状況が厳しくなるなか、効果的な維持管理を実

施する必要があることがあげられる。 

今回の分科会では、課題の抽出、今後の現場事務所や行政担当者や研究所の検討の方向性

を議論した。 

 

課題の抽出 

ひとつ目の課題はトータルコスト算出に関することである。その一つに砂防設備の耐用

年数の把握がある。現在砂防堰堤の耐用年数の予測はあるがトータルコストに耐えるよう

な精度の情報ではないため、これを精度高く把握する必要がある。算出にあたってのもう

一つの課題は土砂移動現象の把握である。土石流対策指針で除石をすると明記されたが、

トータルコストは算出するためには経年的な土砂の堆積量が把握できないといけない。 

それから課題の２として、砂防事業だけではなく一般的な課題として、算出する際に、

将来のコストの現在価値化することによって、一般的にイニシャルコストを安くして将来

のランニングコストを高くするというのがトータルコストの面から有利になると考えられ

ていることである。これを易しくいうと、機能が同じものでも現在に近いと価格が高く将

来にいくほど価格が安いという考え方である。そうした場合、イニシャルコスト、つまり

砂防堰堤の設置費用を安くして遠い将来大規模な改修をする方が原理的には安くなるが、

こういった考え方は、我々の後輩に対してツケを残す問題なので、トータルコストの算出

方法そのものに課題があると考えられる。 

３つ目は事業実施上の課題。これは実際にトータルコストを考えた時に実行性を伴うか

どうかという課題である。一つ目としてはトータルコストを考えて継続的な維持管理をし

た時に維持管理予算の確保や管理スタイルの変更に伴う維持管理の不連続、つまり直轄か

ら補助へ移管するときに一貫した管理ができるかどうかという問題。２番目は継続的な除

石ができるか、という問題。つまり管理用道路や山の奥深くにある堰堤の維持をトータル
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コスト面から考えても実際に実行性があるかどうかという問題である。 

 

議論した内容 

 これらの課題に対して、第三分科会の提案は以下の通り。 

 砂防設備のトータルコスト算出のための耐用年数や土砂移動現象の把握に関しては、巡

視点検の充実が必要である。トータルコストの算出や砂防設備の点検に有効な巡視点検の

方法の確立が重要である。さらに、研究的な側面が強い課題であるが、砂防施設の診断技

術の確立がある。砂防施設がどのような状況であるかという診断技術も必要ということ。 

 ２番目のトータルコスト算出方法、つまり将来コストの現在価値化の問題や実行性があ

る除石ができるかどうかという課題に対しては、まずは経験や実績の積み上げが重要であ

る。これはトータルコストやライフサイクルコストは早急に結論が出る問題ではないため

である。また、いろいろな問題を関連させて考えることも重要である。継続的な維持管理

としての除石の捨て場としては、総合的な土砂管理とリンクして、例えば海岸に砂を置く、

といった利用方法が考えられる。 

 主としては以上ですが、その他３点ほど以下に列挙する。 

 上述の問題提起や提案に対するトータルコストを考慮することのメリットは施設配置計

画や工法選定の効率化である。 

 また、巡視点検は言うは易いが実際はとても困難である。例えば、災害後の人員や予算

の確保の問題や2次災害の危険性の回避の問題などがあるためである。 

 さらに、二酸化炭素の削減という観点から間伐材等をみると、個別の問題や地域の問題

ではなく、日本全体の問題としても考えられるという視点は、トータルコストを考えるう

えで参考になる。 

 以上です。 
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トータルコストに配慮した土砂災
害対策

砂防研究報告会第三分科会

現状

• 橋梁・港湾等でトータルコスト取り入れた事業
展開が図られている

• 砂防事業においても、土対針の変更により、
除石を見込んだ全体計画を策定する必要

• 具体には、「除石の効果」と「除石にかかわる
コスト（土砂処分場・管理用道路等）」を評価
する必要性等が生じた

本分科会の目的

• 財政状況が厳しくなるなど、より効率的・効果
的な施設の配置計画・維持管理手法の構築
が急務

• トータルコストの概念を砂防事業に取り入れ
るにあたり、課題の抽出と今後現場及び土
研・国総研による検討の方向性を議論した

トータルコスト算出の課題

①トータルコスト算出に必要な砂防事業の課題

・砂防設備の耐用年数の把握
・一般的なコンクリート構造物

・ソイルセメント

・地すべり防止施設（集水井、アンカー工等）

・土砂移動現象の把握
・平年流砂量の把握

・

トータルコスト算出の課題

②トータルコスト算出手法の問題

・将来のコストの現在価値化により、一般的
にイニシャルコストを低く、遠い将来のランニ
ングコストを高くすることがトータルコストの面
から有利となる

事業実施上の課題
（実効性を伴うかどうかの課題）

①継続的な維持管理の必要性

・維持管理予算の確保

・管理主体の変更に伴う維持管理の不連続

②継続的な除石実施の必要性

・土捨て場の確保・管理用道路の設置・維持
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提案
①トータルコスト算出に必要な砂防事業の課題

・砂防設備の耐用年数の把握

・一般的なコンクリート構造物

・ソイルセメント

・地すべり防止施設（集水井、アンカー工等）

・土砂移動現象の把握

・平年流砂量の把握

 巡視点検の充実

・トータルコスト算出に活用可能・砂防計画への反映
可能な巡視点検手法確立

 砂防施設の診断技術の開発

提案

②トータルコスト算出手法の問題

・将来のコストの現在価値化により、一般的にイニシャルコストを低く、遠
い将来のランニングコストを高くすることがトータルコストの面から有利となる

③継続的な維持管理・除石の必要性

•経験・実績の積み上げ

（土研地すべりチームが研究予定）

•総合土砂管理とのリンク

その他の討議内容

• トータルコストを考慮することにより、施設配
置計画や工法選定の効率化が可能（課題のアウトプット）

• 巡視の困難性（道・人・金）

• CO２削減（地球温暖化防止）
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石狩川黒岳沢川第石狩川黒岳沢川第１１号号えんえん堤堤のの除石事例除石事例についてについて

石狩川は、大雪山系石狩岳にその源を発し、大小７０あまりの支川を
合わせ日本海に注ぐ日本三大河川の一つである。旭川までの石狩川上
流域は石狩岳に始まり、層雲峡温泉に代表される大雪山国立公園区域
を流下し、上川盆地に入る。その後北海道第２の都市旭川市を貫流し
忠別川と美瑛川をあわせ、神居古潭の狭窄部を経て石狩平野への移る。

黒岳沢川第１号えん堤黒岳沢川第１号えん堤

黒岳沢川は、大雪山系黒岳、桂月岳から北東へ流れ、層雲峡にて石狩川に合流する流域面積４．８２K㎡の
小渓流で流域形状は細長い紡錘形を示し、地形が急峻でV字谷を成しており、平均河床勾配は1/4である。切

り立った溶結凝灰岩の崖や崩壊地が多く、土砂生産が極めて盛んな北海道でも最も荒廃の進んだ渓流の一つ
でのある。直轄の黒岳沢川第１号えん堤の上流では治山事業の床固工群が整備されているが、現在も地すべ
り、崩落を繰り返しており、小規模な降雨でも容易に土砂が流出し、最下流の黒岳沢川第１号えん堤の堆積

が著しい。

黒岳沢川の概要及び土砂流出の要因・土砂流出状況

流域の概要

黒岳沢川第１号えん堤黒岳沢川第１号えん堤 黒岳沢川黒岳沢川のの荒廃状況荒廃状況

層雲峡温泉街層雲峡温泉街

黒岳沢川第１号えん堤正面黒岳沢川第１号えん堤正面

黒岳沢川第黒岳沢川第１１号号えんえん堤正図面堤正図面

• 黒岳沢川第１号えん堤の諸元・費用

・・施工年度施工年度 ：昭和：昭和５８５８年度～昭和年度～昭和６３６３年度年度

・流域面積・流域面積 ：４．８２：４．８２KK㎡㎡

・・計画縦断勾配計画縦断勾配 ：：１１：：２０２０

・・計画流量計画流量 ：：１００１００ｍｍ33/sec/sec

・・計画貯砂量計画貯砂量 ：：１１７１１７，，００００００ｍｍ33

・・計画扞止量計画扞止量 ：：１３１３，，８００８００ｍｍ33

・計画調節量・計画調節量 ：６５，６００ｍ：６５，６００ｍ33

・えん堤構造・えん堤構造 ～型式：重力式コンクリート、えん堤高：２２．０ｍ～型式：重力式コンクリート、えん堤高：２２．０ｍ

堤頂長：堤頂長：１３６１３６．．００ｍ、堤体積：ｍ、堤体積：４１４１，，６１８６１８ｍｍ33
・費用・費用 ～事業費：～事業費：2,616.42,616.4百万円百万円

黒岳沢川砂防施設平面図黒岳沢川砂防施設平面図

黒岳沢川では、全体で３基のえん堤により土砂流出を抑制する計画であり、現在はその内１基が完成している。

黒岳沢川第１号えん堤の除石土砂運搬ルート

黒岳沢川第１号えん堤の除石実施概要

除石土砂量 運搬距離 除石費用 ｍ3当り除石費用

( ) (㎞) (千円) (円)
Ａ 14,300 レキ質土 9.3 34,748 2,430 町有地（上川町）
Ｂ 10,300 レキ質土 26.2 47,017 4,565 町有地（上川町）
Ｃ 7,300 レキ質土 24.3 26,501 3,630 町有地（上川町）
Ｄ 7,300 レキ質土 30.6 20,529 2,812 町有地（上川町）

※費用は直工のためｍ3当り費用に経費（1.4)を乗じて平均すると、 3,359円 となる。

土砂処分先土質年度

黒岳沢川では、全体で３基のえん堤計画のうち１基が完成しているが、中小洪水等での上流の荒廃渓流からの土砂
流出が著しく、土石流発生にともなう下流層雲峡温泉街の警戒、避難体制等の防災面から地元自治体の要望もあり、

下記のとおり過去に除石を実施している。

黒岳沢川第１号えん堤の土砂堆積及び除石状況

土石流発生状況土石流発生状況 土石流による土砂堆積状況土石流による土砂堆積状況

土砂堆積状況土砂堆積状況 除石実施後の状況除石実施後の状況
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「除石・透過型えん堤検討事例」

H19.10.3～4 第20回砂防研究報告会
第３分科会

中国地方整備局 太田川河川事務所
調査設計第二課 瀧口 茂隆

広島西部山系直轄砂防マスコット

本日の発表内容

１．広島西部山系の概要、特徴

２．旧土対針に基づくコスト比較による施設計画検討事例

２．新土対針に基づくコスト比較による施設計画検討事例

土石流危険渓流

広島県

広島西部山系直轄砂防事業

直轄砂防事業
実施エリア

事業実施箇所
（H19時点）

広島西部山系直轄砂防事業
◆地域の特徴

崩壊を起こしやすい
特殊土壌「マサ土」

山麓部まで進展した宅地開発

狭隘な平野部に集中する
主要交通網

平成１１年６月２９日の土砂災害で２４名の犠牲者

広島西部山系直轄砂防事業広島西部山系直轄砂防事業に着手（平成13年4月）し、
集中的に土石流危険渓流対策を実施

広島県は土砂災害危険箇所数が日本一

000000000 555555555 10 km10 km10 km10 km10 km10 km10 km10 km10 km

N

宮園四季が丘地区

三鎗谷地区

湯舟地区

八木地区

緑ヶ丘地区

赤土地地区

武田山地区
大町地区

戸坂新町地区

現在着手地区数：１９地区

玖波地区

広島西部山系直轄砂防事業区域

広島西部山系直轄砂防事業区域図

川角地区

宮内明石地区

中野地区

相田地区

綾ヶ谷地区

凡 例
： 広島西部山系

直轄砂防区域

位置図

広島県

高取地区

利松地区

五月が丘

上原地区

堰堤サイトの特徴 その１
・直下流には、住宅地が近接  堰堤サイトの候補地が限定
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・急峻な地形、渓床  計画補足量の確保が困難

堰堤サイトの特徴 その２

θｐ＝θｎ

となり、計画補足量＝０となる

計画補足量

常時土砂が堆積する空間
（除石を行わない空間）

現渓床勾配θ0が１／３
かつ

除石を行わない場合

除石管理型砂防堰堤を計画

施設配置の際の基本的考え方
（旧土石流対策技術指針）

・基本は、不透過型の調節量により、土砂を処理
（いわゆるメンテナンスフリー型）する。

・ただし、渓床勾配が急な場合、透過型＋除石道
路でもコスト的に有利な場合には、除石管理型
を採用

余裕量（土砂処理の端数）

除石管理型砂防堰堤とは？

計画堆積量

除石により維持する河床面として「管理基準面」
を設定し、これより上方に堆砂した土砂は速やか
に除石することにより、常に計画堆積量を維持す
る砂防堰堤。

▼管理基準面

速やかに除石を行うため、現地の状況に応じ砂防堰堤サイトま

でアクセス出来る管理用道路を設置。

□堆砂地まで管理道を設置 ■砂防堰堤直下まで管理道
を設置

コスト比較例（旧土対針）

Ａ＝０．２３５ｋｍ２

計画流出土砂量

Ｖ＝１３，１１０ｍ３を３基
の不透過型砂防えん堤
で処理

最上流えん堤

不透過型（Ｈ＝１４．５ｍ）ＶＳ透過型（Ｈ＝１０．５ｍ）

＋管理用道路５３０ｍ

のコスト比較により不透過型を採用

新土対針に基づくえん堤検討事例
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土石流対策技術指針の変更

・除石重視

 平常時・緊急時除石計画の策定

・計画流出土砂量等の最低値の規定

 最低値１，０００ｍ３

主な変更点

対応

・既に設置したメンテフリー型えん堤には、追加の除石道路は設置しな
い。（緊急時に調節量のみ除石）

・新規に計画するえん堤は、基本的に除石道路を設置

・最低計画流出土砂量等の変更による水通し断面の変更

本年度配置計画再検討、修正設計を実施中

コスト比較検討事例（新土対針）

【位置】広島市街地北部の住宅団地に近接する小規模な土石流危険渓
流群の一渓流

【流域緒元】

・流域面積 ０．０１９ｋｍ２

・渓床勾配 １／２．９（１９．０３°）

※計画渓床勾配が１／６以上

谷出口に適地があったことから、堆積工とえん堤をコスト比較
・えん堤工・・・本体＋えん堤直下までの管理用道路

・堆積工・・・本体＋えん堤上流までの管理用道路

 これらの工種について、本体施工費用＋管理用道路施工費用＋除石費用を含むトータルコストの比較を行った。

分科会注） ここでは、特に除石費用がＣ（トータルコスト）に与える影響について提示いただいた。

除石道路を含めたトータルコストを比較検討する際のポイント

・えん堤を乗越す線形とするか、下流法面直下までとするか

□堆砂地まで管理道を設置した場合の除石方法

○ 掘削＋押し土 ・・・・ ブルドーザ、バックホウ（0.8m3）
○ 掘削＋積込み ・・・・ バックホウ（0.8m3）
○ 運搬 ・・・・ ダンプトラック（10t）

■砂防堰堤直下まで管理道を設置した場合

● 重機吊り上げ ・・・・ ホイールクレーン（25t）
● 掘削＋押し土 ・・・・ ブルドーザ（小型）、バックホウ（小型）
● 掘削＋積込み ・・・・ クラムシェル、ホイールクレーン
● 運搬 ・・・・ ダンプトラック（10t）

・除石を行う頻度

上流部に崩壊地等がある場合、メンテナンス費用が必要

【コスト比較にあたっての条件】

①用地費及び伐木除根費を過去の実績からコスト比較に加える。

②管理用道路は、堰堤の場合は下流面まで、沈砂地の場合は乗
り越しで施工費を想定。

③除石費用については、堰堤の場合と沈砂地の場合で掘削方法
が異なることから、単価に差をつけている。（沈砂地：バックホウ＋
１０ｔダンプ、堰堤：クレーン＋ミニバックホウ＋１０ｔダンプ）

基準面の設定

・常時土砂が堆積する空間の算出手法

・除石頻度を加味したトータルコストの検討

計画堆積量

▼管理基準面（上限）

▼管理基準面（下限） 原則 １．０ｍ

土砂が管理基準面(上限）に達した場合、
管理基準面（下限）までの除石を行う。

計画流出
土砂量

【現行】

計画流出土砂量を満足する河床位を管理基準面
（上限）とし、その１．０ｍ（原則）下に管理基準面
（下限）を設定。

【今後の課題】

日常の維持管理

□計画補足量を常時確保するため、

砂防堰堤上流面に堆砂計測板を

設置し、特に降雨後には土砂の堆積状
況の点検を行う。

【参考】

堆砂計測板
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第 4 分科会 
 

土砂災害情報提供と警戒避難における 
課題について 
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第四分科会の報告 
 

 土砂災害情報提供と警戒避難における課題について中国地方整備局の建設専門官の森田

が報告いたします。 

 

背景 

 土砂災害は、①突発的に発生し、②家屋や人的な被害が発生すること、③水位の上昇が

わかる河川と異なり危険度が把握しにくいこと、という特徴を持つ。また、発生の条件が

複雑で、時間や場所の予測が困難である。そのため、住民が危険性を把握しにくく避難が

難しいという問題がある。 

 現在の土砂災害情報提供と警戒避難に関する取り組み状況は、気象庁との連携施策とし

て土砂災害警戒情報の整備が各県で実施されている、また、土砂災害防止法に基づいて土

砂災害警戒区域の指定も全国で５万件の行われている、という具合である。 

 本分科会では、このような取り組みを実施していくにあたって生じる問題について情報

を交換し討議した。 

 

現状について 

 本分科会のメンバーとして普段は土砂災害警戒情報の業務に携わっていない方もいるの

で、基礎講座として現状について発表していただいた。内容は、土砂災害警戒情報の取り

組み状況と土砂災害の傾向、あるいは、土砂災害警戒区域の指定と警戒避難体制の状況、

今年度策定された警戒避難ガイドラインの概要に関することである。基礎講座後の議論の

場では以下のような意見が出た。すなわち、避難勧告が空振りになった場合はあったもの

の避難勧告の基準（数値）を事前に知らせていたため問題がなかった、というものや、土

砂災害警戒情報について、現在は試行段階だが、土砂災害が発生した場所では確かに発表

の基準値を超えていた事例があるため、このような実績をもって市町村に説明し避難勧告

に役立ててもらうのが効果的であろう、というものである。 

 

警戒避難の研究事例 

 次に警戒避難の研究に関する話題が3件あった。1つ目は、わかりやすい土砂災害情報提

供のあり方の話題提供であり、土石流、地すべり、がけ崩れを土砂移動マグニチュードと

いう統一的な指標をもって規模を表すと、ほかの災害との現象の大きさの比較ができるの

ではないかという説明があった。被害のレベルの表現手法については今後の課題であると

していた。 

 次に危険斜面の計測手法として危険斜面のモニタリングの研究事例紹介があった。これ

は、夜間でもトータルステーションで危険斜面を把握できるように、ボーガンのようなも
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のを使って蛍光塗料で位置づけをして、その場所の観測を行うというものである。 

 続いて、光ファイバーを用いた地すべりモニタリングシステムについて話題提供して頂

いた。地すべりでは、落雷や電気ノイズの影響の除去や面的なモニタリングを可能にした

コストを押さえた手法という紹介があった。 

 

土砂災害警戒情報の運用と避難実態 

 土砂災害警戒の運用と避難の実態に関する話題提供があった。昨年の６月から１１月の

豪雨によって、発生した土砂災害（治山も含む）は、CL超過後のものが全体の７３％あり、

そのうち影響の大きな５０立米以上のものが全体の８５％あった、と報告された。その他、

時間的にいつ発生したか、という点について、２時間以内に発生したのが７割、１０時間

以内はほぼ１００％の割合で、確認ができた、と報告された。一方、土砂災害警戒情報を

発表するにあたり、予測降雨ではCLを超過するが、実際は超過しなかったものが６０％。

この逆は１０％あった、という報告があった。 

 この発表に対して次のような意見が出た。今後このような事例の収集が必要になってく

るが、問題は土砂災害の発生時刻が精確に分からないことになる。そうしないと、時間変

化が的確に把握できない。また雨量データについても、災害後すぐに気象庁にいえばデー

タがもらえるが、時間が経つと入手ができなくなる可能性があり、早めに確保する必要が

ある。降雨予測の精度については、大規模な前線などについては良い精度で予測できてい

るが、小規模なものや短時間のものはうまく予測で予測できていない。さらに、３時間先

の予測雨量は精度が悪いようだということが分かった。 

 

情報提供の方法の紹介 

 つぎに、わかりやすい土砂災害情報の実証実験と題して話題提供があった。消防団に携

帯電話を貸与して、作成したホームページによって情報提供するという内容である。検索

する場合はプル型、雨が降っているときには強制的にアラートで知らせるプッシュ型とし

て、効果的に情報提供ができたのではないか、という紹介があった。さらに、普通の住民

に対する広報の仕方として、なぜ避難しなければいけないのか、どうなったら危険なのか、

いつどこで危険なのか、避難などの具体的な行動、という４つのポイントを伝えるために、

被害の情報や危険箇所の情報、現在の雨量情報、予測雨量と危険度情報とともに、どこに

逃げればよいのか、まで含めて、視覚的に示すシステムを作成したら効果があったという

ことであった。 

 最後の話題提供として、諏訪市における警戒避難等の実情について、話題提供がされた。

諏訪市では有線放送の普及率が高いため、防災チャンネルで防災情報の提供を行ったとこ

ろ、非常に効果的であった。特にパソコンや携帯電話が使用できない高齢者に有効であっ

たこと、画像をつくっているため情報提供だけでなく情報共有までも効果的であったこと

が紹介された。地元の自治体が災害時要援護者などを記したマップを作成し、防災訓練を
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実施しているということで、市の動きとして非常に参考になる事例である。 

 

総括 

 全体をとおして、土砂災害警戒情報、警戒避難区域の整備ということに関してまとめる。 

 土砂災害警戒情報の発表基準は精度向上にむけて、災害データと今後の蓄積が必要であ

る。 

 土砂災害警戒情報の活用について、最近の土砂警戒情報の発表事例から、その有効性を

しっかりと市町村に理解してもらう必要がある。 

 土砂災害に関する警戒避難体制の整備にあたっては、消防部局などの関係者を巻き込ん

だ市町村説明会が効果的効率的である。 

 住民への情報提供は細かいことをすべて出すのではなく、住民が必要な情報を選択して

提供することが重要である。 

 また、都道府県が提供している５kmメッシュの危険度情報は、危険箇所がどこに含まれ

ているのかなどをきめ細かく情報提供できるようにすることが重要である。 

 今後の課題としては、①地域特性を考慮したCLの設定、②予測雨量の精度向上、③解析

雨量としてレーダー雨量を用いているがこれまで地方自治体が整備してきた地上雨量計の

データもキチンと反映したい、といったことがあげられた。 

以上です。 
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土砂災害情報提供と
警戒避難における課題について

中国地方整備局 建設専門官
森田 耕司

第20回(平成19年度）砂防研究報告会
第4分科会 背景（土砂災害の特徴）

局所的・突発的に被害が発生

家屋の破壊・人的被害が発生しやすい

危険度の上昇が実感しにくい

複数の素因・誘因が関係しており、危険性の
判断、精度の高い発生予測が困難

住民が危険性を認識しにくいため、避難しない

背景、討議内容

国土交通省砂防部と気象庁予報部の連携施策「土
砂災害警戒情報に関する伝達の推進」

「土砂災害警戒情報」の発表

土砂法に基づく土砂災害警戒区域の指定が進み、
「警戒避難体制の整備」を推進

 
土砂災害の警戒避難について、より有効な

「土砂災害警戒情報」と警戒避難体制の整備
に向けた取り組みや課題について討議

本分科会の進行

■基礎講座

「土砂災害警戒情報及び警戒避難体制の整備に
関する全国的な現状について」

砂防部砂防計画課 塩井課長補佐

・土砂災害警戒情報の取り組み状況と土砂災害の傾向

・土砂災害警戒区域の指定と警戒避難体制の整備状況

・「土砂災害警戒避難ガイドライン」の概要

（意見交換）

・避難勧告の基準（数値）を事前に設定し、周知していたため、避難勧告が
空振りとなっても苦情はなかった。

・（土砂災害警戒情報は未実施であったが）今年、土砂災害の発生した地
域ではその基準値を超えており、土砂災害警戒情報の有効性について
の理解促進と警戒避難との連携に効果的では。

本分科会の進行

・危険箇所における先進的なモニタリングに関する研究事例紹介

RE・MO・TE２

（夜間でもトータルステーションでの危険な斜面状況の監視が可能）

３）光ファイバーセンサーを活用した地すべりモニタリングシステム
土木研究所 樋口交流研究員

２）危険斜面の緊急計測手法
（独）土木研究所 石田主任研究員

■「警戒避難に関わる調査研究の取り組み」
１）わかりやすい土砂災害の情報に関する調査

国土総合技術政策研究所 小嶋主任研究官
・各種土砂災害の規模についての統一した表現の検討
（土砂移動マグニチュード、被害レベル）

・危険箇所における先進的なモニタリングに関する研究事例紹介

「地すべりモニタリングシステム」OTDR光ファイバ方式地盤伸縮計
（落雷や電気ノイズによるデータへの影響、長期間の観測、面的な状況の
監視が可能でコストを抑えた手法）

本分科会の進行

平成18年6月から11月の土砂災害（森林関係含む）

・土砂災害のうちCL超過後発生：73%（247件/339件）

（土砂量50m3以上の土砂災害では85%（29件/34件） ）
・CL超過後2時間以内の土砂災害発生： 70%、

10時間以内 ： 98%
・予測のみが超過64%、実況雨量が先にCLを超過10%

（意見交換）
・発生日時の把握、雨量データの保管
・降雨予測の精度（大規模の降雨・小規模な強雨域の予測の適否）

（ 3時間先の予測精度等）

■土砂災害警戒情報の運用と避難の実態
１）土砂災害警戒情報と危険度情報の検証

島根県砂防課 橋本主幹
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本分科会の進行

２）わかりやすい土砂災害情報に関する実証実験
四国山地砂防事務所 清水係長

・「なぜ避難しなければいけないのか」
・「どうなったら危険なのか」
・「いつ、どこで危険になるのか」
・「避難などの具体的な行動」

３）諏訪市における警戒避難等の実情について
諏訪市危機管理室 笠原

・CATVでの情報提供が効果的（高齢者等）
住民への情報提供だけでなく情報共有が可能に

・地元が動いて「ささえあいマップ」を作成
・今年、防災訓練（机上の防災訓練）も実施。

■土砂災害警戒情報の運用と避難状況の実態

 被害状況・危険箇所の状況
 現在の雨量状況等
 予測雨量、危険度情報と

避難場所を合わせて表示

消防団、市役所の方に携帯電話を貸与し、HPを作って情報提供
 PULL型とPUSH型を組み合わせた効果的な情報提供が可能

討議結果(1)(1)
土砂災害警戒情報・警戒避難体制の整備について

・土砂災害警戒情報の発表基準については、精度向上に向
けた今後の雨量・災害データを蓄積と検証が重要

・土砂災害警戒情報の活用においても、最近の土砂災害発
生時の事例の検証結果等を用いてその有効性をしっかり
と市町村に理解してもらうことが必要

・土砂災害に関する警戒避難体制の整備にあたっては、消
防防災部局等関係部局との連携が重要であり、関係者を
巻き込んだ市町村説明会がより効果的、効率的

・住民への情報提供については、全ての詳細な情報ではな
く住民の必要とする情報を提供

・対象市町村へのきめ細やかな情報提供

討議結果(2)(2)

土砂災害警戒情報の今後の課題について

１）地域特性を考慮したCLの設定
地形、地質や災害履歴等の反映

２）予測雨量の精度向上
局所的な降雨や予測のみがCLを超過への対応

３）雨量局による実測雨量の評価（反映）
実際に現地で測定されている雨量の反映
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わかりやすい土砂災害情報について

はじめに

土砂災害警戒避難対策等ソフト対策の拡充

土砂災害警戒避難の課題

①情報の過小評価により、避難が遅れる

②避難の過程で多くの困難を伴う

課題の解決

・危険を判断し、自発的行動ができる

「わかりやすい土砂災害情報」の提供

実証実験の概要

情報伝達情報伝達のの実験実験 事後事後アンケートアンケート事前アンケート

平成平成1717年年88月月 99月月 1010月月 1111月月 1212月月 平成平成1818年年11月月

情報伝達の実験
事前アンケート

事後アンケート

対象地域 ：高知県土佐郡土佐町

対象者 ：土佐町職員・消防団員計17名

実施期間 ：平成17年9月12日～11月30日

対象地域 ：高知県土佐郡土佐町、長岡郡本山町

対象者 ：町職員・消防団員・住民 計42名

実施期間 ：平成18年6月1日～10月31日

趣旨説明など

参加者説明会 情報伝達情報伝達のの実験実験

実験ホームページによる情報伝達

事後アンケート降雨時降雨時のヒアリングのヒアリング

実際に利用頂いた際
のご意見をヒアリング

実験参加者
の一部

…

…

土木研究所
担当者

実運用の際の利点・
課題・要改良点を調査

平成平成1818年年55月月 66月月 77月月 88月月 99月月 1010月月 1111月月

実験準備
★

5/末
説明会

情報伝達の実験

事後アンケート
降雨時のヒアリング

現在提供されている土砂災害情報

平常時向け（静的な情報）
・土砂災害の現象についての説明

・土砂災害と降雨の関係の説明

・警戒が必要な雨量

・避難の際の留意事項

・土砂災害の危険箇所

・過去の災害事例 ・・・等

現在提供されている土砂災害情報
・警戒時向け（リアルタイム情報）

レーダ雨量計 各種センサ類

テレメータ雨量計

連携案方式による
警戒避難基準雨量

短
期
降
雨
指
標

長期降雨指標
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わかりやすい土砂災害情報に必要な要素

降雨情報
の知覚

降雨状況
の理解

降雨を
予測・行動雨量情報

土砂災害
情報の
知覚

土砂災害
情報

土砂災害
を予測・
行動

土砂災害
情報の
理解

いつ、どこが、
どのくらい

(：具体的な危険度)

なぜ（：根拠としての雨量）

土砂災害
の特徴の
理解

なぜ（：特徴の事前理解） どうすればよいか
(：避難先)

「○○県×× 地方に
大雨警報が発表
されています」

今日の運動会は
大雨で中止かな

会場に行かず
家にいようか

わかりやすい土砂災害情報に必要な要素

「なぜ」 ：特徴の事前理解

「なぜ」 ：根拠としての雨量

「いつ・どこが・

「どうすればよいか」：避難先・避難経路

どのくらい」
：具体的な危険度

「なぜ」（特徴の事前理解）

土砂災害の
起こりやすい

地形条件

土砂災害発生と
降雨の関係をア

ニメで説明

過去の災害事例
写真

「なぜ」（根拠としての雨量）

砂防事務所の設置する
詳細な地上雨量計情報

面的なレーダー
雨量情報

降雨の予測：広域のレーダー雨量

広域のレーダー
雨量情報を3時間前～2

時間半後まで表示

局地的豪雨の把握：町内の詳細な雨量
町内のレーダー
雨量情報を3時
間前～2時間半

後まで表示

地上雨量情報の
一覧表を表示、
10分毎に更新
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避難場所と

災害時要援護
者施設を表示

危険箇所ごとに
危険度で着色、

10分ごとにリアルタイム
で更新

「いつ、どこが、どのくらい」（危険度）
「どうすればよいか」（避難先）

レーダー雨量による面的な危険度判
定

雨量メッシュ毎の危険度判定

突
合
せ

危険

警戒

注意

通常
字界

危険箇所へ着色表示

避難場所
災害時要援護者施設

通常
注意

警戒
危険

避

援

危険な地区の判断：町内危険度一覧

地区毎に危険度で
着色、10分毎にリア

ルタイムで更新

必要な情報伝達手段

端末

－平常時も警戒時も身近にある機器

情報伝達の形態

－いつでもどこでも得たい情報を探せること

－タイミングよく気づいてもらうこと

プルプル型型とプッシュとプッシュ型型のの併用併用

携帯電話携帯電話のの活用活用

プッシュ型 自動アラートメール

事前登録した
町職員/住民へ
自動送信。

自動アラートメール

アンケート結果

【情報の効果について】

「これだけ詳細な情報は他になく、重宝している。」

「広域のレーダー、町内の地上雨量、町内のレーダー、
町内危険度一覧の順番で情報を確認する。」

「危険度の詳細図は、消防団員が一般住民を誘導す
る際に、説得・説明材料として用いると有効と思われ
る。」

【情報の改善案】

「レーダー雨量と地上雨量が同一画面上に表示される
とより有効。」

「メール配信は、町内全域を対象に、段階的に数回程
度の配信が適切。」

「危険度の一覧図で、危険箇所の位置も確認できると
良い。」
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まとめ

具体的なプル型コンテンツの有効性

「いつ避難すべきか」のわかりやすさについて
は、予測雨量や土砂災害前兆現象の活用等
改善の余地がある

アラートメールによる、昼夜問わずのプッシュ
型情報配信については、抵抗感は少ない
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わかりやすい土砂災害情報に
関する調査 について

国土技術政策総合研究所
砂防研究室 小嶋 伸一

土砂災害の種類

土石流 地すべり がけ崩れ

土砂災害では、色々な土砂移動の形態があり、様々な
被害が発生します。

土砂災害の大きさを表すわかりやすい指標が必要

研究目的

①国民への災害情報を提供する上で、災害が発
生したときの土砂災害規模をわかりやすく正
確に表現することが重要である。

②海外の土砂災害と比較する上で、土砂災害の
報告様式を統一することが重要。

①わかりやすい土砂災害指標の作成

②国際的な土砂災害報告様式の作成

土砂災害の規模の
わかりやすい表現手法

１．日本における台風、地震の表現方法

台風に関する情報の中では
台風の大きさ※１と強さ※２を
組み合わせて，「大型で強
い台風」のように呼びます。
※１：風速15m以上の半径
※２：最大風速

大きな地震が発生すると、
震源の位置だけでなく、マグ
ニチュードや震度等も発表し
ています。

２．土砂災害の規模のわかりやすい表現方法

土砂災害の規模を大きさと強さで示す

○大きさ

土量、土砂移動の形態、材質、土砂
移動速度、発生箇所数等の土砂移動
現象の大きさを示す指標とする。

○強さ

人的被害、物的被害、鉄道・道路の
不通等の被害の大きさを示す指標と
する。
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２．１ 土砂移動現象の大きさの指標について
土砂移動現象の大きさを表す指標として、土砂移動マ

グニチュード（内田ら、2005）が提案されている。

• 土砂移動マグニチュード（Ｍ）

→ 土砂災害の種類や発生形態を考慮せずに土

砂移動現象の大きさを客観的に表現すること

が可能

→  ρｇをかけることで、エネルギーにより他の現

象と比較可能

VHM 10log
V:移動土塊の量(m３) H:土塊の移動比高差(m)

1.1×109 (J)
ただし、エネルギーの多くは光と音になる

被害：工場、アパート半壊
土塊の単位堆積重量1.7ｔ/m3

崩壊の高さ約25m
崩壊の土量約500ｍ３

土砂移動マグニチュードＭ＝4.1
エネルギー：2.1×108（J）

土砂移動マグニチュード
の計算結果

雷

2×108 (J)

火薬(TNT)
50kg

地震
M＝２～３

６×107 ～２×109 (J)

アパートの被災状況

同程度のエネルギー
を持つ現象

他の現象と被害のイメージが概ね一致

○土砂移動現象の大きさを表す指標

土砂移動マグニチュードで、土砂災害の種
類等によらず土砂移動現象の大きさを表すこ
とが出来る。

また、土砂災害マグニチュードにより、土
砂災害の怖さを他の現象で表すことがわかる。

→土砂移動現象を表す指標として適切

○課 題

台風や豪雨では、土砂災害が多発する場合があ
り、災害全体の土砂移動現象の大きさを表す方
法の開発が必要

土量 比高 Ｍ

…… …… ……

…… …… ……

…… …… ……

…… …… ……

…… …… ……

…… …… ……

災害報告より平均

土砂移動ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ

母集団平均値の区間推定

n
sntx

n
sntx )1()1( 025.0025.0

土砂移動発生箇所数

空中写真や母集団の
比率の推定

× ＝

全
体
の
土
砂
移
動
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

n
ppp

n
ppp )1(96.1)1(96.1

○対 応

統計的手法による土砂災害マグニチュード推
定手法の妥当性の検討

H14.7.17 朝日新聞新潟版 H13．6.30 熊本日日新聞

○課 題

一般の被害認識に応じた尺度で、被害の大きさを表現
する指標の作成が必要

２．２ 被害の大きさを表す指標について
土砂災害では、人的被害・物的被害（家屋、公共施設、

道路、鉄道等）の他にも、河道の閉塞による浸水被害、鉄
道の不通や通行止め等の多様な被害が発生する。

調
査
対
象
選
定

（
４
県
程
度
）

既
存
資
料
調
査

（
被
害
整
理
）

災
害
発
生
状
況

調
査

説
明
変
数
選
定

（
人
的
被
害
等
）

ア
ン
ケ
ー
ト
作
成

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
県
庁
職
員
）

（
目
的
変
数
の
収
集
）

数
量
化
解
析

（
被
害
レ
ベ
ル
関
数
の
作
成
）

○対 応

災害事例から、一般の方々（県庁一般職員）が感じてい
る被害の大きさをアンケート調査し、数量化解析により被
害の大きさの指標（被害レベル）を作成する。
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①災害発生状況調査結果

主な土砂災害発生県 砂防部ＨＰより

主な災害発生県

②アンケート調査による災害レベルの把握方法

被害レベルのアンケート
による把握

死者数・負傷者数(人)

人的被害

全壊・半壊・一部破損(件)

道路・鉄道の被害(ｍ、時間）

公共施設の被害(件)

耕作地の被害(m2)

土砂災害が繰り返し多発する都道府県

過去の土砂災害
被害データ提示

説明変数（未定）

物的被害

その他

新聞の報道件数（件）

経過年数（年）

目的変数

県職員（一般）へのアンケート

被害の大きさ

甚大小さい

被害ﾚﾍﾞﾙ

被
害
レ
ベ
ル
関
数
の
作
成

数量化
解析

被験者の思

う箇所に○

を記入

0

50

100

150

200

250

300

350

0 2 4 6 8 10 12 14

土
砂

災
害

レ
ベ

ル

(全
壊

＋
半

壊
＋

一
部

破
損

家
屋

数
)

土砂移動マグニチュード

がけ崩れ

土石流

地すべり

バワカラエン

レイテ島

岡谷・小田井沢川

岡谷・志平沢川

岡谷・的場川

H17台風14号九州地方土砂災害総計

世界の主な土砂災害の土砂移動マグニチュードと土砂災害レベル

３．土砂災害規模の表現手法
土砂移動マグニチュードと被害レベルを用いた土砂災

害規模の表現手法の検討

土砂災害ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ

被
害

ﾚ
ﾍ

ﾞﾙ
頻

度

※ 個々と災害全体のﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞで検討必要

• 土砂災害規模を
適切に評価できる
指標の検討

• 土砂災害規模のカ
テゴリー化の検討

• 諸外国における災
害との比較ができ
る評価軸の検討
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土砂災害警戒情報、土砂災害警戒情報、

土砂災害危険度情報土砂災害危険度情報のの検証検証

島根県土木部砂防課島根県土木部砂防課

検証の目的

目的は・・・・

土砂災害警戒情報、土砂災害危
険度情報の判定基準となるＣＬ
（土砂災害発生危険基準線）が
妥当な値であるか？

警戒情報、危険度情報の発表が
土砂災害発生の危険性を適確に
表しているか？

災害捕捉率・見逃し率

発生した災害とＣＬとの関係

発表状況と発生状況の関係

空振り率

市町村が行う防災活動や、住民の自主避難の判断材料として活用で
きるものであるかどうか

課題を整理し、改善を図る

資料の収集

検証に必要な資料は・・・

①土砂災害資料

②市町村の防災体制、避難勧告の発表状況

③降雨資料、気象予警報の発表状況

④住民、市町村アンケート

平成１８年６月から１１月に発生した土砂災害について、砂防課
及び森林整備課が保有するデータ

各降雨時の体制、避難勧告等の発表状況、発表対象事象

解析雨量、土壌雨量指数、降水短時間予報、予測土壌雨量指数、
土砂災害警戒情報、大雨警報等に関するデータ

警戒情報・危険度情報の周知度、避難情報として

（住民２２３人及び２０市町村から回答）

平成平成1818年年77月豪雨月豪雨のの検証検証
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時
間
雨
量

0

100

200

300

400

500

連
続
雨
量

解析雨量

連続雨量

観測局：多根観測局：多根 強
い
降
雨

強
い
降
雨

小
康
状
態

小
康
状
態

強
い
降
雨

強
い
降
雨

連続雨量２００連続雨量２００mmmm

連続雨量３００連続雨量３００mmmm

災害発生 災害多発

平成平成1818年年77月豪雨月豪雨のの特徴特徴

土砂災害の発生状況

土石流   (砂防課)
がけ崩れ (砂防課)
地すべり (砂防課)

土石流   (森林整備課)
がけ崩れ (森林整備課)
地すべり (森林整備課)

護岸崩壊 (砂防課)

土砂災害の発生状況

H18-1-143H18-1-143H18-1-143H18-1-143H18-1-143H18-1-143H18-1-143H18-1-143H18-1-143
H18-1-142H18-1-142H18-1-142H18-1-142H18-1-142H18-1-142H18-1-142H18-1-142H18-1-142H18-1-032H18-1-032H18-1-032H18-1-032H18-1-032H18-1-032H18-1-032H18-1-032H18-1-032

H18-1-044H18-1-044H18-1-044H18-1-044H18-1-044H18-1-044H18-1-044H18-1-044H18-1-044

H18-1-035H18-1-035H18-1-035H18-1-035H18-1-035H18-1-035H18-1-035H18-1-035H18-1-035

H18-1-033H18-1-033H18-1-033H18-1-033H18-1-033H18-1-033H18-1-033H18-1-033H18-1-033

H18-1-088H18-1-088H18-1-088H18-1-088H18-1-088H18-1-088H18-1-088H18-1-088H18-1-088

H18-1-127H18-1-127H18-1-127H18-1-127H18-1-127H18-1-127H18-1-127H18-1-127H18-1-127

H18-1-098H18-1-098H18-1-098H18-1-098H18-1-098H18-1-098H18-1-098H18-1-098H18-1-098

H18-1-061H18-1-061H18-1-061H18-1-061H18-1-061H18-1-061H18-1-061H18-1-061H18-1-061

H18-1-070H18-1-070H18-1-070H18-1-070H18-1-070H18-1-070H18-1-070H18-1-070H18-1-070

H18-1-060H18-1-060H18-1-060H18-1-060H18-1-060H18-1-060H18-1-060H18-1-060H18-1-060

H18-1-057H18-1-057H18-1-057H18-1-057H18-1-057H18-1-057H18-1-057H18-1-057H18-1-057
H18-1-095H18-1-095H18-1-095H18-1-095H18-1-095H18-1-095H18-1-095H18-1-095H18-1-095

H18-1-072H18-1-072H18-1-072H18-1-072H18-1-072H18-1-072H18-1-072H18-1-072H18-1-072

H18-1-066H18-1-066H18-1-066H18-1-066H18-1-066H18-1-066H18-1-066H18-1-066H18-1-066

H18-1-073H18-1-073H18-1-073H18-1-073H18-1-073H18-1-073H18-1-073H18-1-073H18-1-073

H18-1-081H18-1-081H18-1-081H18-1-081H18-1-081H18-1-081H18-1-081H18-1-081H18-1-081
H18-1-067H18-1-067H18-1-067H18-1-067H18-1-067H18-1-067H18-1-067H18-1-067H18-1-067

H18-1-094H18-1-094H18-1-094H18-1-094H18-1-094H18-1-094H18-1-094H18-1-094H18-1-094

H18-1-029H18-1-029H18-1-029H18-1-029H18-1-029H18-1-029H18-1-029H18-1-029H18-1-029

H18-1-017H18-1-017H18-1-017H18-1-017H18-1-017H18-1-017H18-1-017H18-1-017H18-1-017

H18-1-011H18-1-011H18-1-011H18-1-011H18-1-011H18-1-011H18-1-011H18-1-011H18-1-011

H18-1-089H18-1-089H18-1-089H18-1-089H18-1-089H18-1-089H18-1-089H18-1-089H18-1-089

H18-1-030H18-1-030H18-1-030H18-1-030H18-1-030H18-1-030H18-1-030H18-1-030H18-1-030

H18-1-054H18-1-054H18-1-054H18-1-054H18-1-054H18-1-054H18-1-054H18-1-054H18-1-054

H18-1-071H18-1-071H18-1-071H18-1-071H18-1-071H18-1-071H18-1-071H18-1-071H18-1-071

土石流
がけ崩れ
地すべり

発生状況の調査

発生位置

発生日時

災害種別

災害規模

緯度経度

５ｷﾛﾒｯｼｭNo

１ｷﾛﾒｯｼｭNo

被災状況

ほか

調査件数 ５０３件

対象期間内 ４９９件

発生日判明 ３８９件

発生時刻判明２２６件

災害規模判明１０３件

★調査項目

時間不明の場合、最大降雨時と想
定したケースあり
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警戒情報・危険度情報の発表状況

発表状況
土砂災害警戒情報

３降雨で２６回市町村

土砂災害危険度情報

１０降雨で５０回市町村

土砂災害発生危険基準線（ＣＬ）の検証

ＣＬ超過（レベル４）と発生状況の関係

ＣＬを超えると発生する可能性が高い

スネーク曲線でいつＣＬを超過するか

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

時
間
雨
量

土壌雨量指数

Ｃ
Ｌ

捕 捉：ＣＬを超えて発生

見逃し：ＣＬを超えずに発生

対象災害： ３８９件

事前にレベル４ ２４７件

６３％を捕捉

５０m3以上の災害：３８件

事前にレベル４ ２８件

７４％を捕捉

土砂災害警戒情報を発表するための土砂災害警戒情報を発表するためのCLCL（島根県）（島根県）

地形・地質や降雨の特性に基づいて設定した地形・地質や降雨の特性に基づいて設定した1212ブロックをブロックを
平地・山地で分割した平地・山地で分割した1919ブロックブロックに対してに対してCLCLを設定を設定

11

2233

44
5566

77
88

99

1010

1111

1212

土砂災害危険度情報の発表

判定結果

予測のみ超過  ６４％

半数以上がレベル３で消滅

予測精度の向上が望まれるが

・予測にも得手不得手がある

・技術にも限界がある

実況先行  １０％

突然レベル４が発表される

（１）大規模な降水域に対する予測は得意

（２）小規模な強雨域の予測は不適切な場合も

低気圧や前線などまとまった雨雲は持続性があるため、降水パターンの変
化も小さい。台風もある程度の得意分野

数十キロ範囲の雨雲は短時間に盛衰を繰り返すため、一つ一つの強雨域の
動向を適切に予測することは困難。局地的発達豪雨

（３）急速に盛衰する降雨域は予測は不十分

持続性の欠ける小規模な降水域は予測が難しい 熱雷

降水の変動には得手・不得手がある。

現状と予測両方から活用することが必要。

（４）予測の精度は時間に大きく影響される。

１時間先と２時間先と３時間先では予測精度が大きく違う。

３時間先になると精度は大きく低下する。

予測雨量について注意事項 予測雨量と解析雨量の比較（平成18年7月例）

国総研資料　第 516 号



土砂災害危険度情報の発表

予測の精度

●レベル３までで消滅

判定結果では

３２／５０回 ６４％

防災情報として活用するには
予測のみで消滅が多い

うち、大雨警報発表なしの降雨では

１８／１９回 ９４％

警報が発表されない場合には
ほとんどが予測で消滅する

７月豪雨時の判定状況では

４／１７回 ２４％

災害が多発する降雨規模の場
合はレベル４まで発表が多い

活用にあたっては、気象状況等を踏まえ、総合的に判断する必要がある

69件

29件

34件

5件

0% 50% 100%

50m3以上（ 34件）

全　　体（103件）

うち流出土砂量が判明している災害

247件(73%)

215件

23件

9件

92件(27%)

87件

4件

1件

0% 50% 100%

地すべり（ 13件）

土 石 流（ 24件）

がけ崩れ（302件）

全　　体（339件）

発表中に発生 発表外で発生

土砂災害警戒情報の災害捕捉率

警戒情報発表中に発生した災害

家屋が損壊する規模の土砂災害の８５％は警戒情報発表中に発生

発表外の９２件のうち４１件が松江市で発生している 検討が必要

内
訳

土砂災害警戒情報の災害捕捉率

警戒情報発表中に発生した災害
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地すべり 
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大雨警報 
土砂災害警戒情報 
レベル 4  
レベル 3  
レベル 2  
レベル 1  
避難勧告  

土砂災害警戒情報

大雨注意報警報

避 難 勧 告

土砂災害危険度情報

飯南町（７月豪雨） 土砂災害警戒情報

土砂災害警戒情報の災害捕捉率

警戒情報発表中に発生した災害

飯南町（７月豪雨）
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7/17 6:55～7/19 10:35
土砂災害警戒情報
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土砂災害警戒情報の災害捕捉率

警戒情報発表中に発生した災害

大田市（７月豪雨）
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土砂災害警戒情報

大雨注意報警報

避 難 勧 告

土砂災害危険度情報

土砂災害警戒情報

土砂災害警戒情報の災害捕捉率

警戒情報発表中に発生した災害

大田市（７月豪雨）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

7/
16

 1
:3

0

7/
16

 7
:3

0

7/
16

 1
3:

30

7/
16

 1
9:

30

7/
17

 1
:3

0

7/
17

 7
:3

0

7/
17

 1
3:

30

7/
17

 1
9:

30

7/
18

 1
:3

0

7/
18

 7
:3

0

7/
18

 1
3:

30

7/
18

 1
9:

30

7/
19

 1
:3

0

7/
19

 7
:3

0

時
間

雨
量

（
m

m
/
h
r）

0

100

200

300

400

500

600

700

800

累
加

雨
量

・
土

壌
雨

量
指

数
（
m

m
）時間雨量

累加雨量

土壌雨量指数

平成18年7月18日 22:30　がけ崩れ発生

7/17 6:55～7/19 10:35
土砂災害警戒情報
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土砂災害警戒情報の災害捕捉率

警戒情報発表中に発生した災害

松江市（７月豪雨）
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土砂災害警戒情報 
レベル 4  
レベル 3  
レベル 2  
レベル 1  
避難勧告  

土砂災害警戒情報

大雨注意報警報

避 難 勧 告

土砂災害危険度情報

土砂災害警戒情報

大雨警報は発表されているが
警戒情報、危険度情報の発表
がない状況で災害が多発する

土砂災害警戒情報の災害捕捉率

松江市の災害捕捉率

松江市に警戒情報が発表された日時は

１８日１７時３０分

松江市で災害が発生しはじめた日時は

１７日 ５時３０分
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土砂災害警戒情報

レベル 4
レベル 3
レベル 2
レベル 1
避難勧告

土砂災害警戒情報

大雨注意報警報

避 難 勧 告

土砂災害危険度情報

7/17 5:30 - 9:30
7/17 17:00
7/18 5:30 - 10:00
7/18 11:30 - 13:30

警戒情報発表前の発生箇所

１７日５：３０

１７日６：００

土砂災害警戒情報の災害捕捉率

松江市の災害捕捉率
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土壌雨量指数 7/18 17:30～7/19 10:35
土砂災害警戒情報

降雨状況の詳細とスネークライン
５０ｍｍ以上の短期強降雨が引き金 下限値

本来のＣＬは超過しているが下限値によりカット  警戒情報が発表されない

下限値は熱雷等により容易にＣＬを超過することを防ぐために設定したもの

今後の発生状況を要観察、再現するようであれば下限値の見直しを検討

下限値見直し

土砂災害危険度情報（５ｷﾛﾒｯｼｭ）の災害捕捉率

土砂災害が発生する前に発生地点の５ｷﾛﾒｯｼｭでレベル発表

247件(63%)

291件(75%)

299件(77%)

308件(79%) 81件

90件

98件

142件

事前にレベル１以上

事前にレベル２以上

事前にレベル３以上

事前にレベル４発表

発表 未発表

発生した災害のうち約８割で事前に危険なことを知らせている

レベル４発表後の２時間以内

レベル４発表後に再び強い降雨
災害が多発する傾向が強いので要注意

土砂災害危険度情報（５ｷﾛﾒｯｼｭ）の災害捕捉率

レベル４発表ﾒｯｼｭ数と発生状況

県内の設定メッシュ数

２９８ﾒｯｼｭ

レベル４出現ﾒｯｼｭ数

のべ１５４ﾒｯｼｭ

うち災害発生ﾒｯｼｭ数

のべ ７５ﾒｯｼｭ

レベル４が点灯した
メッシュの１／２には
災害が発生している

土砂災害警戒情報等の課題

・予測雨量の精度向上
１時間先、２時間先の精度の違い、突然のレベル３、レベル４の発生、
大きすぎる（安全サイド？）予測が多い
3時間先は誤差が多い（レベル１は情報として信頼性？）

・解析雨量の精度（実況雨量との整合性）向上
アメダスとは整合してる。・県管理雨量計と相違？解析雨量は実況？
メッシュ判定のばらつき（１ｋｍメッシュ毎）解析単位の限界？

・気象変化（熱雷）の対応
鋭敏なレベル表示、すぐに消えるレベル３、４の対応

・土壌雨量指数の地域ごとの設定
土質地域対応の土壌雨量指数（信頼性の向上）研究、地域性、降雨特性

・メッシュ表示の工夫
レベルの保持時間の調整、１ｋｍメッシュの判定方法運用の変更
土砂災害警戒情報未発表時のレベル表示

・CL付近の危険度表示（CL以下になると安全？）
危険性の度合いを表す工夫（たとえばNIGeDaS など）
CLは超過していないが土壌雨量指数が高いときも危険
CLを越えて、その後下がっても危険度はしばらく高い状態続く

・警戒情報と危険度情報のタイミング
早期避難につながる工夫、危険度計算の時間と表示の時差、判断
時のスネークは30分遅れの情報（計算時差の縮小）CL超えて２時間以内
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７月豪雨における避難勧告の発令状況

避難勧告が発令された地区２１地区
対象事象が

河川増水 ９地区

河川増水・土砂災害 ３地区

土砂災害 ９地区

警戒情報か、危険度情報が
きっかけとなった発令はなし

災害発生前、事前の避難
勧告等の発令の判断基
準が定められていないの
が現状である

・土砂災害に関する明確な避難勧告の基準を設定し
ていない。

・土砂災害の危険度が目に見えない（河川災害とは
異なる。）

・警戒避難基準雨量は発表回数（空振り）ばかり
だった信頼性のある情報かどうかわからない。

・住民の理解が得られるか心配
・ひとつの雨量計の支配範囲が広すぎる。
・地域と時間を特定できない。（どこへ いつ）
・避難勧告・指示の広報手段が確立していない。(地

域防災計画が未整備である）
・避難すること自体が危険（時間、経路、場所）

・地域防災組織が機能していない。人材、組織が足
りない。

市町村が避難勧告を出さないのはなぜ?（アンケート自由意見）

39人
(70%)

17人
(30%)

知っている
知らない

63人
(52%)

59人
(48%)

知っている
知らない

アンケート調査結果

土砂災害危険箇所
Ｑ住民－自宅が土砂災害危険箇所かどうかご存知ですか？

Ｑ市町村－土砂災害危険箇所を住民に周知していますか？

8市町村

2市町村

6市町村

4市町村

全箇所周知

ほぼ周知

一部周知

していない

一般住民（１２２人） 避難 者（５６人）

周知手法としては

説明会、防災マップなど

周知してない理由として

避難体制に整備に合わせて

不安をあおるだけでは

避難の遅れに

経験上の安全過信

危険性の認識不足

防災情報効果半減

危険性の周知不足
10市町村10市町村

全住民に周知

周知していない

47人
(22%)

170人
(78%)

知っている
知らない

95人
(43%)127人

(53%)

知っている
知らない

アンケート調査結果

土砂災害警戒情報・危険度情報
Ｑ住民－土砂災害警戒情報・危険度情報をご存知ですか？

Ｑ市町村－警戒情報・危険度情報を住民に周知したか？

土砂災害警戒情報 土砂災害危険度情報

周知手法としては

説明会、広報誌など

周知していない理由として

避難体制に整備に合わせて

避難の遅れに

危険性の不理解

防災情報の不足

防災情報効果半減

危険性の周知不足

76人

23人
9人

14人
避難したかったが夜間は危険なのでやめた

役場から何も連絡がない

これぐらいなら大丈夫だと思った

その他

アンケート調査結果

避難について
Ｑ一般住民－危険を感じても避難しなかった理由は？

44人

119人
56人

91人38人

30人
役場からの呼びかけ

隣、近所からの呼びかけ

テレビ、ラジオでの呼びかけ

自ら危険を感じたとき

土砂災害が発生したとき

その他

2人

33人

11人

36人

4人
役場からの避難の呼びかけ

隣、近所からの呼びかけ

テレビ、ラジオでの呼びかけ

自ら危険を感じたから

その他

Ｑ一般住民－もし避難するとすれば何をきっかけに？

Ｑ避難住民－今回避難されたきっかけはなんですか？

避難するかどうか

防災意識の高揚

防災情報の提供

避難勧告等発令

自ら危険性を判断

or

役場からの呼掛け

検証結果 ＣＬの妥当性

土砂災害警戒情報、危険度情報の判定基準として

危険度情報（レベル４）の捕捉率 ６３％（２４７／３８９件）

うち５０m3以上の捕捉率 ７４％（ ２８／３８ 件）

警戒情報発表中に発生した災害 ７３％（２４７／３３９件）

うち５０m3以上の災害 ８５％（ ２９／３４ 件）

松江市において警戒情報発表前に災害が４１件発生している

昨年度の結果では、ＣＬ設定のＲＢＦＮ出力値０．２は妥当な値で
あり、すぐに見直す必要はないと考えられる。しかし、下限値につ
いては松江市のような現象もあることから、今後、再現するようで
あれば見直しを行う必要がある。
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検証結果 防災情報として

土砂災害発生の危険性を適確に表しているか

発生災害うち約８０％は事前に危険度情報の５ｷﾛﾒｯｼｭ（レベル１～４）で
知らせている

レベル４が点灯した５ｷﾛﾒｯｼｭの半数で土砂災害が発生している

家屋が破損する規模の災害の８５％は警戒情報発表中に発生している

従来の警戒避難基準雨量と比較すると、土砂災害警戒情報・危険度
情報は災害発生の時期と位置を適確に表している。今後は更に、予
測精度の向上を図るとともに、分かりやすい防災情報とするために
説明会やシステムの改善を図っていく。

１ｋｍメッシュ情報の運用方法や表示システムの運用変更、計算時
間の短縮、実況雨量の評価組み込み、土壌雨量指数の細分、CLの
メッシュごと設定など今後、整理検討が必要です。

検証結果 早期避難のために

防災活動や自主避難の判断材料として

住民が避難するのは、自ら危険を感じたとき、または役場からの呼びかけが
あったとき。

土砂災害危険箇所、土砂災害警戒情報・危険度情報の周知度、理解度など
住民の土砂災害に対する防災意識には個人差がある。

災害が発生する前、事前の避難勧告等の発令基準が定められていない市町村
がほとんどである。

住民が自ら危険性を判断するには、防災意識の向上が不可欠であり、
県、市町村が連携して意識高揚を図る必要がある。また、住民は役
場からの情報を頼りにしており、避難勧告等の発令基準の作成が急
がれる。

国や県による地域の避難訓練や警戒体制の確保のための予算措置を補助す
る制度の新設も必要では

避難勧告等の発令にあたって・・・

●避難そのものに危険を伴う場合があることを考慮する

１．台風による暴風雨の襲来等が予測される場合は早めに発令

２．夜間は避難路の安全が確認できない場合があるので早めに

３．安全な避難経路、危険箇所の周知

４．わかりやすい言葉と情報（発表に勧告や指示などを明確に）

緊急性が伝わる工夫（市長、町長から呼びかけるなど）

●気象状況は刻々と変化することを考慮する

１．各種気象情報を含めて総合的に判断する

２．管内のみならず隣接する市町村の情報収集

３．予測結果のみでなく、現在の危険性をまず把握すること

避難勧告等への活用に向けて・・・

◆市町村長が的確に避難勧告等を発令するためには

１．客観的な発令基準を定めておく

各種気象情報や前兆現象など（ガイドラインの作成）

状況判断する専門部署または専門員の養成、配置

２．発令基準を住民に周知する

広報誌等への記載、避難所となる集会所等へ掲示

３．住民がとるべき行動を周知する

ハザードマップの作成、危険箇所の周知

４．避難訓練等の実施

住民が避難を体験する

職員の配置、消防団等との連携確認（情報伝達、相互確認）

５．機関の連携（県と市町村） 人員派遣、アドバイザー

県土整備事務所からのアドバイス、人員の派遣も必要か

「土砂災害警戒情報」という名称は住民や市町村に土砂災害の切
迫性を伝えるのに弱い気がします。

「警報」で住民や市町村は危険を認識します。

「情報」では一般にもわかりにくいと思います。

名称変更を行って、「土砂災害警報」として文面に市町村が避難勧
告や指示を促したり、住民が自主的に避難の判断ができるような
工夫が必要です。今のままの文面や情報では危険性が伝わりにく
い気がします。

名称変更とともに文面や図に工夫が必要です。土砂災害危険度情
報との連動や避難に触れる必要があります。

「百回の空振り当たり前、大雨でも危険箇所の数％が崩れる程度、
そのなかの人家の被災確率はそのまた数％、でも人命を守るため
には避難が必要です。当たらなくてよかったと思える意識に。」

おわりに（おまけ）
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“諏訪市における
警戒避難体制の実際について”

「砂防研究報告会」
H19.10.4

“諏訪市における
警戒避難体制の実際について”

「砂防研究報告会」
H19.10.4

諏訪市危機管理室諏訪市危機管理室

諏訪市の概要

人口：52,884人(19年3月1日現在)

65歳以上：11,806人(人口の約22％)

一人暮らし：1,074人

諏訪市の地形諏訪市の地形

諏訪湖
流入河川
３１（一級河川１５）

流出河川

天竜川 １

諏訪湖
流入河川
３１（一級河川１５）

流出河川

天竜川 １

平成18年7月豪雨災害平成18年7月豪雨災害

９：４５

中の沢川土石流
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釜口水門

水 位
釜口水門

最大流入量
733.050m3/s

（7月19日 7:00）

最大放流量413.900m3/s
（7月19日 14:00）

最大貯水位2.33m (EL=760.375m)
（7月19日13:00,14:00）

常時満水位 1.10m
警戒水位 1.70m
特別警戒水位 2.00m
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諏訪市の主な 水被害状況

中の沢川土石流状況

上諏訪駅西付近

ヨットハーバー

大手町付近

144.38ha 144.38ha 

319.58ha319.58ha
42.30ha  42.30ha  

38.77ha  38.77ha  

計計５４５５４５haha

諏訪湖周辺浸水面積

11,,105105haha 中ノ沢川土石流 片羽保育園裏土砂崩れ

災害写真（湖南中ノ沢川）災害写真（湖南中ノ沢川） 災害写真（豊田）災害写真（豊田）
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浸水地域／パトロール・救助活動浸水地域／パトロール・救助活動

中ノ沢川

S47 赤津川氾濫

S５６．７月豪雨災害

S５８台風１０号豪雨

＜災害状況＞

床上浸水

５０２戸

床下浸水

１，２９１戸

避難指示

９世帯 ２０人

避難勧告

２，４４５世帯 ５，６７３人

土砂崩落危険箇所

角間新田上 大岩二沢ほか ３２箇所

林道３２路線中 ２１路線で崩落、崩壊

避難所

６箇所設置 避難人員 ２０７世帯 ４７２名

床上・床下浸水合計

１，７９３戸

平成18年7月豪雨災害 昭和58年（台風10号）災害

死 者 － ２名

負傷者 － ９名

住

家

全 壊 － ５件

半 壊 １０件 ９件

一部破損 － ２件

床上浸水 ４９２件 １０９５件

床下浸水 ８９２件 １５０１件

小計 １３９４件 ２６１２件

非住家 ３９９件 ６２４件

計 １７９３件 ３２３６件

被害状況比較被害状況比較

平成１８年７月豪雨災害情報伝達

防災行政無線による
情報伝達

土砂災害相互通報システム
による情報交換

・災害対策本部情報収集
・関係機関からの情報提供
・市民からの情報提供

消防車両・市車両
による広報

市ホームページによる
情報伝達

諏訪市災害対策本部

行政チャンネルによる
情報伝達

土砂災害情報相互通報システム概要土砂災害情報相互通報システム概要土砂災害情報相互通報システム概要

県

転送サーバ

防災行政
無線

住

諏訪建設事務所

雨量局

ＣＴＩサーバＧＩＳ

パソコンパソコン

インターネット

電 話電 話

避難状況

災害情報

テレビテレビ

ＣＡＴＶ
13ch

雨量情報警戒区域

避難場所 災害情報

ＷｅｂＧＩＳ＋ＣＴＩ（電話応答通報装置）＝災害関連情報を地図上に表示し、地域の状況を一目で把握ＷｅｂＧＩＳ＋ＣＴＩ（電話応答通報装置）＝災害関連情報を地図上に表示し、地域の状況を一目で把握

雨量観測
データ

ホストサーバ

諏訪

ＬＣ

ＣＡＴＶ
ヘッドエンド装置

雨量情報警戒区域

避難場所 災害情報

ＣＡＴＶ
ｺﾝﾃﾝﾂ作成ｻｰﾊﾞ

雨量情報

雨量情報
砂防情報ｽﾃｰｼｮﾝ

諏訪市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
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7月
15
日
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日
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日
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日

24
日
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日
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日
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日

28
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日

30
日

31
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計

アクセス数 4 7 167 1252 2129 1349 885 418 264 424 286 81 66 69 28 43 57 7641
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7 月

アクセス数

諏訪市ホームページ“土砂災害相互通報システム”アクセス状況 諏訪市ホームページ災害情報
湖南北真志野

（中ノ沢川周辺）避難勧告発令

諏訪市内道路情報土砂災害相互通報土砂災害相互通報システムシステム 土砂災害図上訓練（H19.6.28）土砂災害図上訓練（H19.6.28）

土砂災害図上訓練（H19.6.28）土砂災害図上訓練（H19.6.28）

避
難

の
判

断
を

す
る

避難勧告など避難勧告など

土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報

市町村

長野県

長野地方気象台

防災行政無線防災行政無線

メールメール

テレビ・ラジオテレビ・ラジオ

「砂防情報ステーション」
「気象庁ホームページ」

インターネットインターネット
雨量状況
の確認

天気予報
の確認

避難情報
の確認

発表情報
の確認

〔住民〕

降雨の状況や今後の予測などから、

長野県と長野地方気象台が連携して

発表します。

発表は市町村ごとに行われます。

土砂災害警戒情報が発表されたときは、

非常に危険な状態です。

大雨注意報大雨注意報

大雨警報大雨警報

土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報

土砂災害警戒情報は
大雨警報の後に
発表されます。

土砂災害が発生する前には、様々な前兆現象がみられます。

（土砂災害の発生前には必ずこのような前兆現象がみられるわけではありません）

土砂災害の危険を感じたら、直ちに避難してください。

長時間の雨や集中的に雨が降った場合には、土砂災害が発生しやすくなります。

また、地域によっては、少量の降雨でも土砂災害が発生することがあります。

前兆現象を発見した場合は、
防災関連機関に状況や場所を
連絡してください。

【主な連絡先】

市役所 【 ５２－４１４１】

警察 〔 110 〕
消防 〔 119 〕
最寄りの建設・砂防事務所など。

早期の避難を
心がけましょう

日頃から避難場所や、避難経路を確認しておきましょう。

土砂災害警戒情報が発表されていなくても注意が必要です。

日頃から身近にある危険な場所を確認しておきましょう。

大雨や長雨時には、気象情報の入手に努め、危険を感じたら土砂災害警戒情報

の発表や避難勧告・避難指示等の有無に係わらず、早急な自主避難が必要です。

大雨や台風などのときに、住民の皆さんには様々な情報が提供されます。

それらの情報を積極的に収集して、避難の準備や自主避難に役立ててください。

土石流・がけ崩れは発生を確認してからでは、逃げきれません。

もっとも大切なことは、事前に避難することです。

雨の状況

自主避難

避難準備

土砂災害警戒情報は、
大雨による土砂災害を防ぐために、

住民の皆さんの避難準備や自主避難の
判断

市町村の避難勧告や避難指示等の発令

を支援する情報です。
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避難準備情報 避難勧告 避難指示 勧告等の決定

前日までの連続雨量
が１００ｍｍ以上あっ
た場合

当日の日雨量が５０
ｍｍを超えたとき

当日の日雨量が５０ｍｍを
超え、時間雨量が３０ｍｍ
以上の強い雨が予想され
るとき

土砂災害の前兆現
象が認められると
き

土砂災害が発生し
たとき

本部長及び副本部
長で協議決定

前日までの連続雨量
が４０～１００ｍｍの場
合

当日の日雨量が８０
ｍｍを超えたとき

当日の日雨量が８０ｍｍを
超え、時間雨量が３０ｍｍ
以上の強い雨が予想され
るとき

前日までの降雨がな
い場合

当日の日雨量が１００
ｍｍを超えたとき

当日の日雨量が１００ｍｍ
を超え、時間雨量が３０ｍ
ｍ以上の強い雨が予想さ
れるとき

その他本部長が必要と認めたとき

避難勧告等の判断基準避難勧告等の判断基準
参考資料参考資料

17日12時現在約150mm17日12時現在約150mm 18日3時現在約50mm超え18日3時現在約50mm超え 18日17:24警戒の重要変更18日17:24警戒の重要変更

シミュレーションシミュレーション

①浸水想定区域（１／１００）
②土砂災害警戒区域

（土石流・急傾斜地）
③災害履歴

①浸水想定区域（１／１００）
②土砂災害警戒区域

（土石流・急傾斜地）
③災害履歴

避難勧告・指示の判断避難勧告・指示の判断

○崖地・急傾斜地等で警戒を要する箇所
A・・・２箇所
B・・・７箇所
C・・・７箇所
要パトロール・・・３箇所

○水防上警戒を要する箇所
A・・・２箇所
B・・・１箇所
C・・・３箇所
要パトロール・・・１２箇所

○道路で警戒を要する箇所
要パトロール・・・１箇所

防災パトロール（市・県・消防・警察）防災パトロール（市・県・消防・警察）
危険度基準 《Ａランク》 人家に直接被害が予想され、早急に保安措置が必要なもの

《Ｂランク》 危険と思われるので、当面保安措置を要請または指示するもの
《Ｃランク》 改修等により危険が少なくなったもの。または、人家への直接

被害が少ないものであるが、今後も注意を促すもの

計３７箇所
警戒箇所として指定

諏訪諏訪

諏訪建設諏訪建設

釜口水門釜口水門

茅野茅野

原村原村

富士見富士見

八ヶ岳八ヶ岳

白樺湖白樺湖

蓼科蓼科

高ボッチ高ボッチ

観測所選択 （長野県諏訪地域）観測所選択 （長野県諏訪地域）
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発表時刻 発表内容 土砂災害警戒情報 発表地域

06/03 09:20 発表中 長野 、岡谷市

土砂災害危険度土砂災害危険度雨量情報雨量情報

土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報

災害履歴

土砂災害警戒情報

川の防災情報

浸水想定区域

土砂災害警戒区域

危険箇所

土砂災害危険度

雨量状況・予測

避難勧告・指示避難勧告・指示

諏訪市気象情報システム（将来構想）諏訪市気象情報システム（将来構想）

独自観測

気象庁情報

砂防情報

河川情報

　

　　

自ら身を守る

「自助」

「共助」 「公助」
地域・ボランティア 国・地方公共団体

・非常持ち出し品の準備

・避難場所の確認

・身の回りの安全対策(家具転倒防止等)
・家族との連絡方法など

・地域での救助活動

・自主防災会の強化

・防災訓練への参加など

・迅速・正確な情報伝達

・警戒避難体制整備

・啓発活動など

自
助
・共
助
・公
助
の
連
携

自主防災組織 対象地区９０ 結成率８８自主防災組織 対象地区９０ 結成率８８

支えあいマップ作成の推進支えあいマップ作成の推進

諏訪市マルチハザードマップ
データーとして災害時にも活用

１) 建築物の耐震化を促進するための地震ハザードマップ
・揺れやすさマップ
・地域危険度マップ
・地震断層マップ

2) 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域
・急傾斜地の崩壊危険箇所
・土石流危険箇所
・地すべり危険箇所

3) 洪水で河川が氾濫した場合の洪水ハザードマップ
・浸水想定区域図（１／１００）
・過去の浸水実績図
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《森林の手入れ不足により林床の植生が消失》
細く密生した人工林の災害が多い

《森林の手入れ不足により林床の植生が消失》
細く密生した人工林の災害が多い

間伐や植栽の強化

根が深く張る広葉樹を針葉樹に織り交ぜた混合林の整備

間伐や植栽の強化

根が深く張る広葉樹を針葉樹に織り交ぜた混合林の整備

災害に強い森づくり災害に強い森づくり
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第五分科会の報告 
 

大規模土砂災害の対応について、九州地方整備局の専門官の岩館が報告いたします。 

 

背景 

 近年、噴火、地震、豪雨によって、日本においては、土砂災害がどこでも発生する可能

性がある。大規模土砂災害の対策を確立すべく進んでいるところである。 

 新潟県中越沖地震の発生、また、今年の３月には大規模土砂災害の危機管理に関する提

言が出されたので、今後の大規模土砂災害の減債の具体的な方策を検討したい、というの

が本分科会の趣旨です。 

 平成１７年度は地震・火山噴火による大規模災害時の危機管理について議論が行われ、

組織間の連携のあり方について討論した。昨年の平成１８年度は同様に地震火山噴火によ

る大規模災害時の危機管理について、現時点における各関係機関や個人がどういうことが

できるか、という情報を持ち寄って討論した。そこで、今年度は、上述の提言の第３章土

砂災害における危機管理上の課題、第４章今後の土砂災害に対する危機管理のあり方、に

着目して、７月に発生した新潟県中越沖地震の対応を事例として、課題の抽出を行なった。 

提言の第３章の、基礎調査の活用、土砂災害に関する危機管理、市町村・都道府県の役割

という項目に着目して討論した。第４章については、国における危機管理のための連絡体

制のための整備と訓練、情報の整備と情報の共有化の項目に着目して討論を進めた。 

 

新潟県中越沖地震での教訓 

 新潟県中越沖地震の対応を通じて課題抽出を行った。 

 はじめに、北陸地方整備局から多数の地方整備局による土砂災害への対応状況の話題提

供をしてもらい、次に国総研より土砂災害危険箇所等の緊急点検に関して事例紹介をして

もらった。 

 これらの話題提供を通じて討論した結果、ヘリによる調査箇所の絞り込みの重要性が指

摘された。つまり、天候による撮影や、災害の発生時間、１回の飛行時間の限界、などの

問題があるため、飛ぶ際にはあらかじめ範囲やみるべき施設の絞り込みが重要であるとい

うことである。情報の共有化に関して、地方整備局間の支援実施のための災害対策図の整

備があげられた。これは、新潟県中越沖地震の際に東北地方整備局が北陸地方整備局へヘ

リの支援を要請したが、菅内図などがないため、どこを飛べばよいか分からない、という

教訓があったためである。この際には、偶然北陸地方整備局のヘリに地図や写真を一つの

袋に整理していたため、効果的に支援ができた。したがって、地方整備局ではヘリの中に

全地方整備局の管内図を整備しておくことが重要であると考えられる。また、応援は土地

勘のないものが派遣されるため、GPS（Global Positioning System）機材を貸与し位置を
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把握する必要性がある。 

さらに、組織間の情報共有について、国から県などへの支援実施のための情報共有が重

要である。実際土砂災害危険箇所の点検の際には、国の職員も調査を行うが、市町村が整

備した土砂災害危険個所カルテが必要になる。データの整理の際には電子データとして更

新をしやすくするととものに既往のものを整理しておくと便利である。現場に行くと紙の

カルテの情報が古い場合があるためである。これらを整備するには、システム作りが大切

である。 

 

大規模土砂災害に役に立つ技術の紹介 

国総研と土研から大規模土砂災害時に役立つ技術の紹介があった。国総研からはリアル

タイムハザードマップ作製システムおよび地震時の斜面崩壊危険度評価手法の紹介があっ

た。土研からは河道閉塞後の応急対策手法や危険斜面のモニタリング手法に関して話題提

供があった。 

これらの新技術をいかにして業務に反映させるかが重要である。また、既往のマニュア

ルはたくさんあるが、現場の人はどれをみればよいかわからないため、データベース化し

て欲しいときに欲しい情報が取得できるようなシステムが必要である。 

 

今後の発展のために 

以上のような討論のなかで、一番重要な点は、実は技術の継承にあることが明らかにな

った。現場には砂防や火山、河川を数年ずつ行ってきた人が多いため、ある災害ではどう

いうマニュアルを使ってどう対応したか事例を参照したい場合が多い。したがって、これ

らの事例をデータベース化し、技術継承のための研修、さらに、組織間の交流や情報共有

する場が必要と議論された。 
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第５分科会
大規模土砂災害の対応について

1

第５分科会
大規模災害時の対応について
１．趣旨

●日本列島は等しく、巨大地震や火山の噴火及び地球温暖化に●日本列島は等しく、巨大地震や火山の噴火及び地球温暖化に
伴う異常気象による大洪水や土砂災害などにより、近い将来に広伴う異常気象による大洪水や土砂災害などにより、近い将来に広
域に渡る大災害が発生するリスクを持っている。域に渡る大災害が発生するリスクを持っている。

①降雨災害（梅雨前線、台風）①降雨災害（梅雨前線、台風）

②火山災害（雲仙普賢岳や有珠山、三宅島など）②火山災害（雲仙普賢岳や有珠山、三宅島など）

③地震災害（兵庫県南部地震、新潟県中越地震、能登半島地震、中越沖地震など）③地震災害（兵庫県南部地震、新潟県中越地震、能登半島地震、中越沖地震など）

●広域に渡る大規模土砂災害への対処方法はいまだ十分に検討●広域に渡る大規模土砂災害への対処方法はいまだ十分に検討
されているとは言えない。されているとは言えない。

●最近発生した新潟県中越沖地震や３月に発出された●最近発生した新潟県中越沖地震や３月に発出された『『大規模土大規模土
砂災害に対する危機管理のあり方について（提言）砂災害に対する危機管理のあり方について（提言）』』を参考に、全を参考に、全
国における過去に発生した事例やその場での危機管理対応を検国における過去に発生した事例やその場での危機管理対応を検
証し、今後の減災に向けた具体的な方策を検討する。証し、今後の減災に向けた具体的な方策を検討する。

2

○○平成平成1717年年
議題「地震・火山噴火による大規模災害時の危機管理について」議題「地震・火山噴火による大規模災害時の危機管理について」

地震災害、火山災害それぞれにおける災害時の調査手法や災害担当地震災害、火山災害それぞれにおける災害時の調査手法や災害担当
者個人レベルの意識のあり方、一般的な組織や組織間連携のあり方につ者個人レベルの意識のあり方、一般的な組織や組織間連携のあり方につ
いて議論を行った。いて議論を行った。

○○平成平成1818年年
議題「地震・火山噴火による大規模災害時の危機管理について」議題「地震・火山噴火による大規模災害時の危機管理について」

多くの組織で大規模土砂災害を想定した訓練が実施されるようになっ多くの組織で大規模土砂災害を想定した訓練が実施されるようになっ
たが、緊急時の組織構成をはじめ、正解が判然としないことも多く、「このたが、緊急時の組織構成をはじめ、正解が判然としないことも多く、「この
対応で実際の災害に対応できるか不明」という問題意識がある。このた対応で実際の災害に対応できるか不明」という問題意識がある。このた
め、現場事務所、局（本庁）、本省に、それぞれどのような役割分担を期め、現場事務所、局（本庁）、本省に、それぞれどのような役割分担を期
待できるかについて、中越地震など実際の大規模災害での事例を収集し、待できるかについて、中越地震など実際の大規模災害での事例を収集し、
ケーススタディを実施し、参加者の所属組織なりの現状や現時点でのケーススタディを実施し、参加者の所属組織なりの現状や現時点での
ルールを整理して持ち寄り、情報交換を行った。ルールを整理して持ち寄り、情報交換を行った。
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第５分科会
大規模災害時の対応について
２．いままでの討論の内容

○○今年度今年度
議題「大規模災害時の対応について」議題「大規模災害時の対応について」
本年３月に発出された「大規模土砂災害に対する危機管理について（提言）」本年３月に発出された「大規模土砂災害に対する危機管理について（提言）」

を参考に、風水害や火山災害等、広域的対応・関係機関との連携等で問題とを参考に、風水害や火山災害等、広域的対応・関係機関との連携等で問題と
なる大規模土砂災害対策について、最近発生した災害での対応をケーススタなる大規模土砂災害対策について、最近発生した災害での対応をケーススタ
ディとして、活用可能な技術開発や、国や自治体、研究機関などの各機関のディとして、活用可能な技術開発や、国や自治体、研究機関などの各機関の
危機管理体制の現状と課題、今後のあり方について議論を行う。危機管理体制の現状と課題、今後のあり方について議論を行う。

議論の中心は以下のとおり。議論の中心は以下のとおり。
提言の提言のⅢⅢ．．土砂災害における危機管理上の課題土砂災害における危機管理上の課題 ととⅣⅣ．．今後の土砂災害今後の土砂災害

に対する危機管理のあり方に対する危機管理のあり方 を踏まえ、整備局、県、工事事務所、研究機関がを踏まえ、整備局、県、工事事務所、研究機関が
それぞれ活用できる大規模土砂災害に対する危機管理技術の現状と問題点、それぞれ活用できる大規模土砂災害に対する危機管理技術の現状と問題点、
課題の抽出を行う。課題の抽出を行う。
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第５分科会
大規模災害時の対応について
３．今回の討論の内容

大規模土砂災害に対する危機管理について（提言）大規模土砂災害に対する危機管理について（提言） H19.3H19.3
ⅢⅢ．．土砂災害における危機管理上の課題土砂災害における危機管理上の課題
（１）（１） 市町村における土砂災害の専門的知識、経験、及び土砂災害との関わり市町村における土砂災害の専門的知識、経験、及び土砂災害との関わり
（２）（２） 都道府県の土砂災害に対する危機管理体制都道府県の土砂災害に対する危機管理体制
（３）（３） 土砂災害警戒区域における基礎調査の活用土砂災害警戒区域における基礎調査の活用
（４）（４） 国（国土交通省）の土砂災害に対する危機管理国（国土交通省）の土砂災害に対する危機管理
（５）（５） 専門家派遣等の支援体制専門家派遣等の支援体制
（６）（６） 土砂災害対策用の資機材の技術開発土砂災害対策用の資機材の技術開発
（７）（７） 市町村、都道府県、国（国土交通省）の役割分担市町村、都道府県、国（国土交通省）の役割分担
（８）（８） 砂防ボランティア等の活用砂防ボランティア等の活用

提言からの抜粋5

第５分科会
大規模災害時の対応について
４．参考資料（提言）

大規模土砂災害に対する危機管理について（提言） H19.3 
Ⅳ．今後の土砂災害に対する危機管理のあり方
（１）都道府県の行う大規模土砂災害の危機管理
（２）国（国土交通省）の行う大規模土砂災害の危機管理
（３）土砂災害警戒区域における都道府県の役割
（４）土砂災害警戒区域における国（国土交通省）の役割
（５）砂防指定地、土砂災害警戒区域等の指定の促進
（６）国（国土交通省）における大規模土砂災害危機管理のための連絡体制

の整備と訓練
（７）情報収集体制の整備と情報の共有化
（８）土砂災害の専門家等の派遣体制
（９）土砂災害対策用の資機材の開発
（10）砂防ボランティア等の活動しやすい環境の整備
（11）危機管理計画の策定とＰＤＣＡサイクルによる継続的な質の向上

提言からの抜粋6

第５分科会
大規模災害時の対応について
４．参考資料（提言）
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○第１セッション「大規模土砂災害発生時の危機管理
に関する現状と課題」

事例紹介
１）地震発生後の整備局・直轄事務所の危機管理について

地震発生後の整備局・直轄事務所の危機管理の実態と課題、今後の
あり方について話題を提供あり方について話題を提供 （北陸地方整備局：山本専門官）（北陸地方整備局：山本専門官）

２）新潟県中越沖地震による土砂災害危険箇所等の緊急点検について
自治体を支援する地震発生後の緊急点検の実態とあり方について、対
策本部長の立場から話題を提供

（国総研危機管理技術研究センター：古賀センター長）

7

第５分科会
大規模災害時の対応について
５．討議結果

○○第１セッション「大規模土砂災害発生時の危機管理第１セッション「大規模土砂災害発生時の危機管理
に関する現状と課題」に関する現状と課題」

討議結果討議結果
・ヘリによる・ヘリによる一次調査実施時一次調査実施時のの絞絞りり込込みのみの重要性重要性

一度一度のフライトのフライト時間時間はは概概ねね２２HH
天候天候にに左右左右されるされる（有視界飛行）（有視界飛行）

・・情報情報のの共有共有
①地整間支援実施①地整間支援実施のためのため災害対策図等災害対策図等のの整備整備

（管内図、（管内図、ﾍﾘﾎﾟｰﾄﾍﾘﾎﾟｰﾄ一覧、一覧、へりへり画像受信画像受信エリアエリア図、図、GPSGPS等）等）
②県等②県等へのへの支援実施支援実施のためののための情報情報のの共有共有

土砂災害危険箇所情報（土砂災害危険箇所情報（ｶﾙﾃｶﾙﾃ、位置図等、位置図等 紙及紙及びび電子電子データデータ））
  現場現場とと本部本部でのでの情報共有情報共有にに資資するする（（ｶﾙﾃｶﾙﾃ番号番号でやりとりできるでやりとりできる））
  最新最新のものをのものを（情報（情報のの更新：施設整備状況更新：施設整備状況はは必必ずず））8

第５分科会
大規模災害時の対応について
５．討議結果

○○第２セッション「大規模土砂災害に活用可能な技術開発」第２セッション「大規模土砂災害に活用可能な技術開発」
事例紹介事例紹介
１）火山噴火時のリアルタイム災害情報技術について１）火山噴火時のリアルタイム災害情報技術について

噴火後の状況に応じてハザードマップを見直すための技術開発として、リアルタイム噴火後の状況に応じてハザードマップを見直すための技術開発として、リアルタイム
ハザードマップの概要と活用について紹介ハザードマップの概要と活用について紹介 （国総研砂防研究室：伊藤研究官）（国総研砂防研究室：伊藤研究官）

２）地震時の斜面崩壊危険度評価手法について２）地震時の斜面崩壊危険度評価手法について

過去の地震と実際に発生した斜面崩壊状況から作成した崩壊危険度判定法と、今後過去の地震と実際に発生した斜面崩壊状況から作成した崩壊危険度判定法と、今後
の活用法について紹介の活用法について紹介 （国総研砂防研究室：秋山主任研究官・松下研究員）（国総研砂防研究室：秋山主任研究官・松下研究員）

３）河道閉塞発生直後の応急監視手法について３）河道閉塞発生直後の応急監視手法について
河道閉塞発生直後の天然ダムの挙動を把握する監視技術について話題提供河道閉塞発生直後の天然ダムの挙動を把握する監視技術について話題提供

（土研火山・土石流チーム：松岡交流研究員）（土研火山・土石流チーム：松岡交流研究員）

４）立ち入りが危険な斜面における監視手法の開発４）立ち入りが危険な斜面における監視手法の開発

大規模崩壊等で立ち入りが困難な斜面の監視において、クロスボーを用いて測量大規模崩壊等で立ち入りが困難な斜面の監視において、クロスボーを用いて測量
ターゲットを設置する手法（リモート２）を紹介（土研地すべりチーム：池田交流研究員）ターゲットを設置する手法（リモート２）を紹介（土研地すべりチーム：池田交流研究員）9

第第５５分科会分科会
大規模災害時大規模災害時のの対応対応についてについて
５５．討議結果．討議結果

○○第２セッション「大規模土砂災害に活用可能な技術開発」第２セッション「大規模土砂災害に活用可能な技術開発」

討議結果討議結果
・開発技術普及への取り組み・開発技術普及への取り組み
・各種対応マニュアル整理（一覧等の整備）・各種対応マニュアル整理（一覧等の整備）

10

第５分科会
大規模災害時の対応について
５．討議結果

○○第第３３セッションセッション 「大規模土砂災害「大規模土砂災害のの対応対応についてについて」」

討議結果（全体討議結果（全体のまとめのまとめ））
・・技術技術のの継承（砂防経験者継承（砂防経験者はは少少ないない））

①過去①過去のの災害対応災害対応DBDB化化
②全国②全国におけるにおける研修等研修等のの実施実施
③地方整備局間③地方整備局間のの交流（情報共有）交流（情報共有）

11

第５分科会
大規模災害時の対応について
５．討議結果
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地震による斜面崩壊の危険度
評価判定手法の研究

国土技術政策総合研究所

危機管理技術研究センター 砂防研究室

主任研究官 秋山 一弥

研究員 松下 智祥

平成19年度 砂防研究報告会
第5分科会

平成19年10月4日

（斜面崩壊の危険度評価手法の紹介と今後の利活用について）

地震による斜面崩壊

平成16年10月新潟県中越地
震による地すべり

平成16年10月新潟県中越地震による
斜面崩壊

平成19年7月新潟県中越沖地震による
崩壊（長岡市）

本研究の目的

（１）既往の地震時斜面崩壊データを基に経験的な評価手法
を構築する。

（２）評価手法は、地形、地震動特性を説明変数とし、崩壊の
発生、非発生を目的変数とした判別分析を用いて、地震時崩
壊危険度を評価する。

（３）作成した式を他事例へ適用し、その有効性を検討する。

（４）想定される地震に対する斜面崩壊の危険度評価を行ない、
危機管理に役立つものを開発する。

既往の斜面崩壊箇所の予測手法

長所 短所

① 有限要素法など
を用いて3次元（2次

元）動的振動解析を基
本とする方法

被災事例がない地
域や地震動波形に適
用できる可能性が高
い

計算時間が膨大

広域の地下情報が得
られない

② 実績の地形、地

質などの要素と崩壊
地分布の関係に基づ
く経験的手法

GISの整備にともない
広域への適用可能

被災事例がない地域
や地震動波形に適用
できるかどうか不明

実用性を考慮すると②が有効
しかし、手法の汎用性の確認が必要

本研究としては・・・

一般に入手可能なデータ（地形情報）を基に、地震による斜面の
崩壊危険度を評価する手法の開発。

（１）地震による斜面崩壊に影響を及ぼ
す因子の抽出

地形量、地震動の強さから抽出
・ 文献調査

・ 兵庫南部地震の事例解析（崩
壊面積率と因子の単相関を検討）

（２）斜面崩壊危険度を評価できる因子の
組合わせの抽出

地形量、地震動の強さに関する変数
の様々な組合わせを説明変数とし、
崩壊発生の有無を目的変数とする
線形判別解析の実施。

（３）線形判別式の提案
（４）他地域での

比較検討
（５）今後の利活

用の研究

研究対象地域（崩壊発生分布図）

●兵庫県南部地震による崩壊を対象
●空中写真並びに平成7年度の現地調査
●地震発生後約１年間の崩壊を対象
●メッシュサイズ 10ｍ
●対象メッシュ数1,749,480
●崩壊発生メッシュ数は2,351  
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研究対象地域（地質図） 線形判別得点式の提案

（１）地震による斜面崩壊に影響を及
ぼす因子の抽出

勾配、
斜面の凹凸度を表す指標
地震動の最大加速度
地震動の最大速度

が崩壊発生率と相関がある

（２）斜面崩壊危険度を評価できる因
子の組合わせの抽出

勾配、平均曲率、最大加速度の組合わ
せが最も有効

線形判別式の提案

ここで、 は判別得点、 は勾配（°）、 は平均曲
率、 は最大加速度（cm/s2）である。

2.30056.09.8075.0 acIF

F I c
a

●線形判別式（六甲式）

勾配
平均曲率

（影響範囲２０m）
地震動

最大加速度

0.976 -0.117 0.189
0.075×(勾配)-8.92×(平均曲率)
　　　　　　＋0.006×(最大加速度)-3.228

標準化された判別関数係数
判別得点式

Ｆ＝

●正誤率（六甲式）

崩壊なし 崩壊あり

崩壊なし ① ②

崩壊あり ③ ④

：正判別

：誤判別

 
判別式による予測

実際の
崩壊 崩壊地での

正誤率 90.5%

メッシュ全体の
正誤率 48.7%

実際の崩壊地に対する正誤率

メッシュ全体の正誤率

結果（判別式・正誤率） 結果（ヒストグラム）

0

200

400

600

800

1,000

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

判別得点

崩
壊

地
メ

ッ
シ

ュ
数

0

100,000

200,000

300,000

400,000

崩壊メッシュ

非崩壊メッシュ

0.0

1.0

2.0

3.0

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

判別得点

崩
壊

発
生

率
（
％

）

六甲式

崩壊発生と予測非発生と予測

崩壊発生と予測非発生と予測

誤判別が多い

0.05％

2.0％

危険度評価図（勾配＋平均曲率20m＋地震動） 判別得点式算出のまとめ

・判別得点式には、勾配・平均曲率（影響範囲20m）・地震動最
大加速度の3つ因子が最も有効である。

・実際の崩壊地での正誤率は、大変高い正誤率を得ることが
できた。

・危険度評価図からも、崩壊箇所と崩壊危険度の高い部分（赤
色と黄色の部分）と良く一致している結果を得た。
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評価手法の他地震への適用

＜兵庫県南部地震・神津島地震・新潟県中越地震の比較＞

地震名 兵庫県南部地震 神津島地震 新潟県中越地震

発生日 1995年1月 2000年7月 2004年10月

地震規模（M） 7.2 6.4 6.8

DEMサイズ 10m 10m 10m

DEM作成方法 2,500図から作成
1mレーザー計測を10m

に調整
1mレーザー計測を10m

に調整

対象メッシュ数 1,749,480 190,420 196,416

崩壊メッシュ数 2,351 1,497 878

地質 花崗岩 流紋岩
泥岩、砂岩

砂岩泥岩互層

借用データ
国土交通省

六甲砂防工事事務所
独立行政法人
土木研究所

国土交通省国土技術
政策総合研究所

１）神津島地震

概要：
・2000年6月26日夜から三宅島の西部
で火山性の地震活動が始まり、7月1日
に活動域の西端で地震発生
・M6.4

検討対象エリア

断層位置

震 央 崩壊地データ：
・5×7.5(37.5km2)
・崩壊箇所1526箇所
・崩壊メッシュ1497メッシュ

赤丸は崩壊箇所を示す。

検討対象エリア

図 検討対象位置図

図 崩壊地点位置図

＜神津島地震との比較＞

１）神津式
・勾配は六甲式と比べてやや寄与率が低い
・平均曲率の寄与率が高い（特に際だった尾根地形）

２）分類正誤率

・実際に崩壊している箇所についてのみ注目すると、どちらの式も実際に崩壊
箇所を90％以上含む。

表 分類正誤率の比較

正誤率（六甲式） 正誤率（神津式）

崩壊地での
正誤率

90.5%

メッシュ全体
の正誤率

43.3%

崩壊地での
正誤率

90.8%

メッシュ全体
の正誤率

50.3%

勾配
平均曲率

（影響範囲20m）
地震動

最大加速度

六甲全山式 0.976 -0.117 0.189
0.075×(勾配)－8.92×(平均曲率)＋

0.006×(最大加速度）－3.228

神津島式 0.665 -0.670 0.195
0.042×(勾配)－59.187×(平均曲率)

＋0.007×(最大加速度）－3.147

Case
標準化された判別関数係数

判別得点式
F=

２）新潟県中越地震

概要：
・2004年10月発生
・震源深さ約10km、M6.8
・本震は北北東ー南南西方向の断
層面をもつ北西側隆起の逆断層が
活動したものと推定

検討対象エリア

赤丸は崩壊地源頭部、
黄色のポリゴンは崩壊箇所を、
紫色のポリゴンは地すべり箇所を示す。

崩壊地データ：

・旧山古志村役場、東竹沢地区
など芋川流域の4×5(20.0km2)
・崩壊箇所878箇所
・崩壊メッシュ878メッシュ

＜新潟県中越地震との比較＞

１）中越式
・六甲式よりも平均曲率の寄与率が高い。

２）分類正誤率
・六甲式も中越式も、メッシュ全体の分類正誤率は低い。
・実際に崩壊している箇所についてのみ注目すると、六甲式は70％以上を含む。

表 分類正誤率の比較

正誤率（六甲式） 正誤率（中越式）

崩壊地での
正誤率

77.7%

メッシュ全体
の正誤率

35.1%

崩壊地での
正誤率

68.1%

メッシュ全体
の正誤率

47.9%

勾配
平均曲率

（影響範囲20m）
地震動

最大加速度

六甲全山式 0.976 -0.117 0.189
0.075×(勾配)－8.92×(平均曲率)＋

0.006×(最大加速度）－3.228

中越式 0.920 -0.366 0.265
0.079×(勾配)－35.008×(平均曲率)

＋0.018×(最大加速度）－7.34

Case
標準化された判別関数係数

判別得点式
F=

＜判別得点と崩壊発生率の関係＞

図1 六甲式

図2 六甲式と神津島式
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‐1.5

～ ‐1
‐1～

‐0.5
‐0.5
～ 0

0～

0.5
0.5～

1
1～

1.5
1.5～

2
2～

2.5
2.5～

3
3～

3.5
3.5～

4
4～

4.5
4.5～

崩
壊

発
生

率
(％

)

判別得点

神津島式

六甲式

非発生と予測 崩壊発生と予測

0.05%

約2%40倍以上

どちらの式も正の関
係が得られた。

0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

～ ‐
2

‐2～ ‐
1.5

‐1.5～

‐1
‐1～ ‐

0.5
‐0.5～

0
0～

0.5
0.5～

1
1～

1.5
1.5～

2
2～

2.5
2.5～

3
3～

3.5

崩
壊

発
生

率
(％

)

判別得点

中越式

六甲式
非発生と予測 崩壊発生と予測

図3 六甲式と中越式
どちらの式も正の関
係が得られた。

正の関係が得られた。
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＜他地震との比較のまとめ＞

地質、地震により判別得点ー崩壊発生率の関係は異なるも
のの、判別得点の増加に伴い、崩壊発生確率も増加する傾
向はみられた。

相対的な斜面崩壊の危険度評価する上では、提案した
六甲式は汎用性が高い。

今後の研究（方向性と利活用について）

・中央防災会議の想定巨大地震が発生した場合の危険度評
価を行う
（例：首都直下型地震、東海・東南海・南海地震）

・過去の発生した地震による斜面崩壊の研究

・斜面崩壊危険度マップの作成

GISを用いた斜面崩壊危険度評価システム

10ｍDEMデータ
（平面直角座標 １ファイル
は1/50000図幅分）

地形因子データ（加速度０）
0.075θ‐8.9rel‐3.2
（10mメッシュデータでファイ
ル化
位置は平面直角座標）

①

③
加速度因子データ
+0.006α
（10mor1kmメッシュデー
タでファイル化
位置は平面直角座標）

④

画面、印刷出力３
（３因子合計）
・③＋④＋⑥

急傾斜地崩壊危険箇所
データ

（危険箇所毎に各都府県単
位でエクセルでファイル化
位置は緯度経度）

⑤

画面、印刷出力１
（地形因子のみ）
・③＋⑥ ・リスト作成

危険箇所台帳の
地震時危険度ランク追記

⑥
数値地図データ
（国土地理院1/25000）

画面、印刷出力２
（地形因子のみ＋危険箇所）
・③＋⑤＋⑥

画面、印刷出力４
（３因子合計＋危険箇所）
・③＋④＋⑤＋⑥

②

・Windows
プログラム
（地形因子計算）

・Windowsプログラム
（福島or司・翠川の式）

加速度データ α
対象地震は可変
（10mor1kmメッシュデータで
ファイル化
位置は平面直角座標）

・中央防災会議
指定地震の加速度算出
プログラム

加速度算出

地形因子
部分算出

加速度因子部分算出・Windowsプログラム
（加速度因子計算）

評価システム（全体イメージ図）

もしくは③＋④
一括データ
（10mメッシュ）

汎用性の部分

GIS基盤データ

Ⅰ-2-10
Ⅱ-1-3

地形因子データ 加速度因子データ

=

+

+

+

=

=

判別得点データ

数値地図データ

危険度評価データ

急傾斜地崩壊危険箇
所データ

斜面崩壊危険度マップ
データ

＜今現在起きた地震に利活用＞

システムの活用
・リアルタイムに斜面崩壊危険度評価ができるようになる。

地震発生！！

斜面崩壊の危険
度評価をする。

崩壊箇所の予測・
特定。

急行すべき崩壊現
場がわかる。

余震に対する備え
ができる。

システムの利活用例 ＜想定地震に利活用＞

例）
・首都直下型地震（東京湾北部地震）
・東海・東南海・南海連動型地震

システムの活用

・地震の影響が及ぶ斜面崩壊危険度
評価ができるようになる。

判別得点データ
数値地図データ

危険度評価データ

=

首都直下型地震の加速度予測
(内閣府中央防災会議より）

+
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＜過去に起きた地震に利活用＞

例）
・2007年3月発生 能登半島地震
・2007年7月発生 新潟県中越沖地震

システムの活用
・実際の崩壊地と予測崩壊地の比較
・判別得点式の精度向上に向けた検証

+

=

判別得点データ
数値地図データ

危険度評価データ

崩壊地分布データ

比較

判別式精度の向上に役立つ

θ

θ

水平面

10mメッシュ

a1X+b1y+c1z+d1=0

0111 dzcybxa
0222 dzcybxa )cb(a)cb(a

ccbbaacos
2

2
2

2
2

2
2

1
2

1
2

1

2121211-θ

 

Ｒ1

Ｒ2

Κ１ ＝１／R 1

Κ２ ＝１／R
２

Κ  １ ＜０
Κ２ ＜ ０
H  ＜ ０

Κ１＜０
Κ２ ＞０
H ≒０

Κ１ ＞０
Κ２ ＜０
H ≒０

Κ１ ＞０
Κ２ ＞０
H ＞０

2
3

22

22

)1(2

2)1()1(

yx

xyyxxyyyxx

hh

hhhhhhh
H

x
hhx y

hhｙ 2

2

x
hhxx 2

2

y
hhyy yx

hhxy

2

震源
（x0, y0, z0）

Vs≒400m/s

Vs≒600m/s

計算メッシュ
（x1, y1, z1）

（x1, y1, z1-D）

硬質地盤面の
地表からの深さD （可
変）

震源距離

 

10mDEMの標高データの利用法
勾配：交点（青丸）の値
曲率：メッシュの隅（赤丸）の値

10m

①勾配：４点の標高データから距離が最小
となる平面と水平面のなす角度

②曲率：９点の標高データと
平面座標から平均曲率Hを算出

判別式：Ｆ＝0.075Ｉ‐8.92C＋0.006a‐3.228 （Ｆ：判別得点 I：勾配 C：曲率 a：地表最大加速度）

③地表加速度：震源位置からの距離に応じた工
学的基盤の加速度を計算し（司・翠川1999、福島
2002）、地表面加速度を算出

国総研資料　第 516 号



www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

火山噴火時のリアルタイム災害情報技術について

国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター

伊藤英之

www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logo

2

火山災害の特徴（荒牧，1997)

1. 発生頻度が低いこと

2. 短期間に広範囲に影響がわたること

3. 物理的に大きく異なった現象が，同時に出現
する場合があること

4. 一般市民（非専門家）の常識を越えるような，
未経験の現象に遭遇し，社会的混乱を引き
起こす可能性があること

5. マスコミ等による不確定な情報の伝達や流言
による無形の社会的混乱や損害が存在する
こと．

はじめに

www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logo雲仙火山災害から

(1)火山（災害）に関する正確な情報

(2)今後の推移・見通しに関する情報

(3)均一な情報の提供

www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logo有珠山2000年噴火における危機管理の成功

統一された正確な情報と今後の
見通しに関する情報開示が１万
人以上の避難を成功させた

記者会見(2000.4.3)

住民向け現状の説明会

www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logo科学的根拠に基づいた避難指示区域の設定と縮小

2000年3月31日13:26 伊達市役所にて 岡田弘撮影

噴火直前～噴火直後は火山学者の経
験により避難指示区域の設定がなさ
れた

www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logo
科学的根拠に基づいた避難指示区域の設定と縮小(2)

山元(2001)

火口の位置が固
定された4月中
旬以降は，噴煙
観測データを踏
まえた簡易火砕
流シミュレー
ションを現地で
行い，避難指示
区域を順次縮小
していった．
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www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logo段階的避難解除

4/12 予知連統一見解
「山頂噴火移行の兆候なし、西麓警
戒」

4/13 南麓・東麓大幅解除
5/22 予知連統一見解
「マグマ活動低下、終息の可能性も」

5/23 研究者による規制区域の助
言

（文書）
5/24以降 段階的な解除が進む

www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logo２．火山災害分野におけるリアルタイム予測技術

国土交通省総合技術開発プロジェクト「リアルタイム災害情報システムの開発」 （H15-17)

www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logo
リアルタイム地殻変動監視システム
(1)リアルタイム地殻変動解析処理システムの開発

RTD（リアルタイムダイナミック）を用いたリアルタイム
地殻変動解析処理装置の開発により，地殻変動解析時間が
約６時間から１０分に短縮

GEONETシステム
電子基準点

電子基準点

電子基準点

既存国土地理院システム
（新GEONETシステム）

RTCM形式データ

リアルタイム
地殻変動解析
処理装置
（RTD内蔵）

通信中継サーバ

地殻変動データを出力

新規開発：リアルタイ
ム地殻変動解析処理シ
ステム

※RTD: 初期化不要の高速基線解析アルゴリズム

www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logo

解析結果管理・提供情報出力サーバ

リアルタイム地殻変動監視システム
(2) 力源モデル作成と情報出力

①基線長の時系列変化グラフ

②変動ベクトル図

③力源モデル

‐ A図（概要説明）
‐ B図（概要説明）

‐ a 図（概要説明）
‐ b 図（概要説明）

‐ α図（概要説明）
‐ β図（概要説明）

・・・

・・・

・・・
（１）クリック（１）クリック

（２）描画（２）描画

力源モデル作成

（地殻変動逆解

析）装置

電子国土で地殻変動と

力源モデルを提供

(1)リアルタイム地殻変
動解析処理システム

データ入力インタフェース作成等により，力源モデル作成
を半自動化し，数時間から１時間に時間短縮

データ入力イン
タフェース作成

www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logo実現象に近い河川氾濫解析モデルの開発

14:00

13:30

14:00

13:30

従来
外水のみの氾濫解析結果

今回
内外水同時氾濫解析結果

：破堤地点

破堤前にも浸水
が発生している

破堤 13:50

NILIM1.0 NILIM2.0

新規従来

www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logoリアルタイムハザードマップ作成システム

噴火後地形が変化
噴火初期

ハザードエリア
の見直し

ハザードマップ作成・見直しにかかる
作業時間の短縮化・最適化を図った

システム

リアルタイム・アナリシス
（逐次計算型）

プレ・アナリシス
（マップ格納型）
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www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logoﾘｱﾙﾀｲﾑﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成システム整備状況

・プレ・アナリシス型は現地でも運用できるシステムであり
十勝岳、樽前山、富士山、浅間山で整備中

・リアルタイム・アナリシス型は、国土技術総合政策研究所が開発中

火山データベース

技術者

データベース

数値計算
マップ作成

地形データ・既存の
マップを蓄積整理

国土技術総合政策研究所
（リアルタイム・アナリシス）

活火山を持つ地域事務所
（プレ・アナリシス）

www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logoプレアナリシス型システム

□事前に想定されたシナリオについて影響範囲を計算し、
GIS上に格納しておく。

www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logoリアルタイムアナリシス型システム
地形が大きく変化したことによる

ハザード・エリアの見直し
降灰エリアが拡大したことによるハ

ザード・エリアの見直し

地形が変化したことにより当初とは
違う方向へ溶岩流が流下する危険性

降灰エリアが拡大したことにより
新たな渓流で土石流が発生する危

険性

www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logo

www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logo

データファイルを設定する

現象の種類を設定する

パラメータを設定する

ハイドログラフを設定する

計算刻み時間を設定する

計算条件を確認・修正する

メッシュデータを設定する

計算処理に必要な時間を推定する

プレ処理システム

計算結果(流動深・到達時間・流速等)を
シェープファイルに変換・マップを出力

計算の実施

計算処理システム(J-SAS)

ポスト処理システム
1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

DEMの入手・メッシュデータ作成

専門家の意見

他火山の事例

既往調査結果

ハザードマップの完成

プレ処理の終了

プレ処理の開始

計算結果と地理情報を連携

12

地理情報システム(GIS)

アニメーション作成ソフト

結果を表示・確認

10

ポスト処理の開始

ポスト処理の終了

アニメーションを作成

13

リアルタイム計算までの処理手順

www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logo実際の作業時間計測（有珠山2000年）

ＤＥＭの入手

０

０ 12

１

12 36

１　(1h)

地形の切り出し

２　(12h)

河道横断物の修正
地形図の入手

12　(24h)

地殻変動の修正

３　(0h)

粒径の設定

既往調査結果

４　(0h)

砂礫密度の設定

５　(0h)

泥水密度の設定

６　(0h)

堆積土砂濃度の設定

７　(0h)

掃流砂量係数の設定

８　(0h)

内部摩擦角の設定

０ ０

００

０ ０

００

０ ０

０
０

９　(0h)

粗度係数の設定

10　(0h)

ピーク位置の設定
計画降雨量

11　(24h)

流出解析

０

００

24０ ０

14　(1h)

データセット

60 61

15　(22h)

計算の実施

61 83

16　(3h)

結果確認、量の算出

83 86

17　(1h)

地形図との重ね合せ

86 87

土石流の
　・流動深
　・到達時間
　・流速
のいずれかを出力

・有珠山西山川への土石流（二次泥流）
・地形図　：　5mメッシュ　320×160＝51,600メッシュ
・施設・盛り土の修正　：　100～200メッシュ
・ハイドロの継続時間　：　21時間
・流出解析は中安の単位図法による
・計算はSTC所有のJ-SASモデルを使用
・コンピューターはHP-UNIXマシン

・前提条件　：　パラメーター等は既知
　　　　　　　　　 緊急対応施設（除石対応）をＤＴＭに評価
　　　　　　　　　 重ね合わせる地形図はイラストレイターで作成

土石流のハザードマップ作成にかかる作業内容および作業時間の一例

13　(24h)

施設の評価

36 60
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www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logo霧島御鉢火山2003年噴気異常

2003年12月12日、継続時間
約9分の火山性微動発生

直後に噴気活動活発化、
新噴気孔（T1，T2）形成

水蒸気爆発の可能性
降灰後の土石流の可能性

www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logo

www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logo実際の作業時間計測（霧島御鉢2003年噴気異常）

ＤＥＭの入手

０ 2 2 5

１　(2h)

地形の切り出し

11　(3h)

対象範囲の再設定

２　(0h)

粒径の設定

既往調査結果

３　(0h)

砂礫密度の設定

４　(0h)

泥水密度の設定

５　(0h)

堆積土砂濃度の設定

６　(0h)

掃流砂量係数の設定

７　(0h)

内部摩擦角の設定

０ ０

００

０ ０

００

０ ０

０
０

８　(0h)

砂礫の反発係数の設定

９　(2h)

確率降雨の設定
計画降雨量

10　(2h)

流出解析

2

００

4０ 2

12　(1h)

データセット

5 6

13　(6h)

計算の実施(PC 7台)

6 12

14　(4h)

結果の確認、抽出

12 16

15　(4h)

地形図との重ね合せ

16 20

土石流の
　・最大流動深
　・土砂堆積深
を出力

・霧島対象渓流への土石流（対象ケース14ケース）
・地形図　：　25mメッシュ　400×600＝240,000メッシュ
・ハイドロの継続時間　：　3時間
・流出解析は中安の単位図法による
・計算はSTC所有のJ-SASを使用
・コンピューターはWindowsマシン、CPUはP4,Celeron
・前提条件　：　地形データの修正はメッシュ作成範囲が不足したことによる
　　　　　　　　　 試算ケースの実施に別途１日の検討を実施

www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logoパラメータ入力支援ユーティリティーの作
成

パラメータ入力支援ユー
ティリティーや地形入力支
援ユーティリティーを開発
（H17-18)

www.nilim.go.jp/lab/rbg/index.htm

Logoリアルタイムハザードマップの現状

①現状ではDTM作成および状況に合わせた地形の修正に多くの時間
がかかっている。

②その原因としては、航空写真の図化とデータ修正が自動化され
ておらず、人間が修正しているためだと考えられる。

③シミュレーション計算時間そのものは、現象の継続時間によっ
て左右される。そのため現象ごとに大きな差がある。

④シミュレーション計算のためのパラメーター設定は、既往調査
結果をそのまま用いているため時間がかかっていない。

⑤作業としては、1)DTMの作成、2)パラメーター設定、3)ハイドロ
グラフの作成の３つに大別して並列作業が可能であるが、上記
①②の理由によりDTM作成がボトルネックになっている。
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河道閉塞発生直後河道閉塞発生直後のの
応急監視手法応急監視手法についてについて

（独）土木研究所
土砂管理研究グループ
火山・土石流チーム

松岡松岡 暁暁

【【発表内容発表内容】】

1.背景および目的

2.河道閉塞形成時の監視・観測

3.堤体の侵食状況把握のための計測
に関する調査（屋外試験）

4.今後の課題と展望

芋川（芋川（20042004年年 新潟県）新潟県）

東竹沢地区の河道閉塞状況（平成16年11月17日撮影）

出典「平成16年(2004)新潟県中越地震による土砂災害と対応
Ｈ17.2 湯沢砂防事務所」

堤体侵食状況

Ｌ＝20～30ｍ

侵
食
部

河道閉塞の事例

１．背景および目的
裾花川支川裾花川支川 濁川濁川
（（19971997年年 長野県）長野県）

■崩落土砂量 ：約135万ｍ3
■河道閉塞高さ：60～70ｍ

首川支川首川支川 伊手川伊手川
（（19991999年年 岩手県）岩手県）

■崩落土砂量：約35万ｍ3
■河道閉塞高さ：約7.5ｍ

「水山高久(2003)：ある砂防管理課の日誌から, 砂防フロンティア, 第47号, ｐ.15」

「江刺市山舘地区地すべり災害復旧記録誌 平成13年3月」

耳川（耳川（20052005年年 宮崎県）宮崎県）

宮崎県旧西郷村野々尾地区の天然ダム決壊後の状況

■崩落土砂量 ： 約390万ｍ3
■河道閉塞高さ： 約60ｍ 河道閉塞時には、上流部では河道閉塞時には、上流部では浸水による被害浸水による被害、下流部、下流部

では閉塞部の決壊によるでは閉塞部の決壊による土石流・洪水・崩壊部の拡土石流・洪水・崩壊部の拡
大崩壊大崩壊など甚大な二次災害が発生する恐れが生じるなど甚大な二次災害が発生する恐れが生じる

1. 河道閉塞が形成された場合に実施すべき応急的な監
視方法を検討

2. 閉塞部における侵食状況把握のための計測に関する
調査を実施

＜本発表＞

河道閉塞決壊の危険性に対し、その監視が必要
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河道閉塞対応フロー
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監　

視

｢建設省総合技術開発プロジェクト災害情報システムの開発報告書｣

”第Ⅲ巻第5編土砂災害復旧編（平成4年3月）より

対象

河道閉塞形成時の監視・観測項目

湛水部
崩壊部

流下方向

閉塞部

①湛水位
・湛水位

②湛水部への流入量
・流量
・湛水位
・雨量

③閉塞部の侵食状況
・ 侵食速度、量

④閉塞部の流出量
・流量

⑤崩壊部の状況
・前兆現象
・斜面変位

⑥土石流発生監視
・土石流発生検知

閉塞全般の状況
・規模、形状、形態、範囲など

２．２．河道閉塞形成時の監視・観測河道閉塞形成時の監視・観測

河道閉塞形成後の監視・観測の流れ
天然ダムの形成

概
況
把
握

【事前に収集すべき情報】
①地形図、空中写真
②雨量・水位(流量)情報、震度・震源情報

【監視・観測すべき現象と手法】

警戒避難体制の整備

対策工の計画・設計・施工

【調査項目】

 

閉塞部 湛水部 崩壊部

監
視
・
観
測

◆越流等による堤体の侵食・
破壊動向

　①地上測量
　②監視カメラ

③水位(流量)観測
　④情報伝達システム構築　

◆位置・規模・形状等
　①現地踏査
　②ヘリコプタ調査
　③監視カメラ
◆決壊の危険性
　①現地踏査
　②ヘリコプタ調査
　③監視カメラ

◆想定される湛水容量
　①現地踏査
　②ヘリコプタ調査
　③監視カメラ
◆湛水想定域の状況
　①地形図
　②現地踏査
　③ヘリコプタ調査

◆位置・規模・形状等
　①現地踏査
　②ヘリコプタ調査
　③監視カメラ
◆崩壊拡大の危険性
　①現地踏査
　②ヘリコプタ調査
　③監視カメラ

◆堤体の安定性

　①現地踏査
　②ヘリコプタ調査
　③監視カメラ
　④情報伝達システム構築
　

◆上流浸水・越流するま
での時間

　①湛水位観測
　②流量観測
　③雨量観測
  ④情報伝達システム構築
　

◆拡大崩壊の危険性

　①前兆現象
　②地表伸縮計
　③地上測量
　④情報伝達システム構築
　

◆土石流発生検知

　①ワイヤセンサ
　②監視カメラ
　③情報伝達システム構築
　

 

 

 

  

 

 

監視・観測機器の整理

 全体状況 降雨量 発生検知

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ
(ﾉﾝﾌﾟﾘｽﾞﾑ)

　3Dレーザー
ｽｷｬﾅｰ

①湛水部の水位変化 ○ ○ ○ ○

②湛水部への流水流入量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

③閉塞部の侵食状況 ○ ○ ○ ○

④閉塞部からの流水流出量 ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑤崩壊部の状況 ○ ○ ○

⑥土石流の発生検知 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○

14～18kg
程度

○ ○ ○
可搬性
（人力）

× △ ○

○ ○ ○ ○ ○
－

不 要
○ ○ ○ ○

－
不 要

○ ○
設置時
間（1日
以内）

○
　　　　※５

○ ○

　　　　※１
△

－
不 要

○ ○ ○
－

不 要
○ ○

　　　　※１
△

　　　　※１
△ ○ ○ ○ 電源

×
発動発電機

が必要
○ ○

夜間 × × × ○ ○ × ○ × × ○ × ○ ○ 夜間 ○ ○ ○

大雨・霧
○

視界が
あれば可

○
視界が

あれば可

○
視界が

あれば可
○ ○

○
視界が

あれば可
○ × × × × ○ ○ 大雨・霧

△
大雨時不安定
な場合がある

○ ○

Ku-SAT
（衛星通信）

○
　　　　※２

○
　　　　※２

○ ○ ○
　　　　※２

○
　　　　※２

○
　　　　※２

○ ○ ○
　　　　※２

○ ○ ○
災害時
通信の
信頼性

○ ○
　　　　※６

×

携帯電話 ○
　　　　※３

○
　　　　※３

○ ○ ○
　　　　※３

○
　　　　※３

○
　　　　※３

○ ○ ○
　　　　※３

○ ○ ○

災害対策用
テレメータ

×
伝送容量

不足

　　　　※４
○

　　　　※４
○ ○ ○

　　　　※４
○

　　　　※４
○

　　　　※４
○

△
伝送容量

不足

×
伝送容量

不足

　　　　※４
○ ○ ○

24時間体制
の人手を要す

る

人が近づけな
い場合でも計

測可能

土砂による埋
没に注意

豪雪地帯の
冬期の監視

には向かない

概ね1回/1日
程度計測、

人手を要する

計測範 囲は
ポール 等の突
き出し 位置まで

ポイント毎で
の計測
精度悪い

ポイント毎で
の計測

人手を要する
豪雪地帯の
冬期の監視

には向かない

豪雪地帯の
冬期の監視

には向かない
備考

輸送する車、
発電機が必要

データ伝送量
が少ない

災害時通信の
信頼性が低い

※５　緊急対応として、簡易的なポールやパイプを利用しアンテナを設置する。

※１　機器の運用可能時間は、観測頻度や用意したバッテリー容量により変わる。（一般連続使用例：○ビデオカメラ：専用大容量バッテリー使用：5時間程度、○トータルステーション：内蔵バッテリー：半日程度、○３Ｄレーザースキャナー：専用バッテリー：数時間程度）

Ku-SAT
（衛星通信）

災害対策用
テレメータ

携帯電話

※２　衛星携帯電話機能を使い口頭にて伝えるか、PC等に手入力しデータ通信を行う

※３　携帯電話にて口頭で伝えるか、PC等に手入力しデータ通信を行う

※４　PC等に手入力しデータ通信を行う

備　考

環
境
条
件

情
報
伝
達
路

の
適
応
性

監視内容

可搬性
（人力のみ）

電　源
（人力で運搬可能なバッテリー・太陽電

池で運用）

流速

流速計
（回転・電磁・

超音波）

水圧式
水位計

転倒ます
型雨量計

浮　子

設置所要時間
（１日以内）

監
視
・
観
測
の
目
的

水位 移動量侵食量

地上測 量機 器

監視機器
監視カメラ

（市販のビデ
オカメラ等）

水位標
の目視

測量機器
による計測

通信方式

データ
伝送容

量

映像伝送
64kbps

データ伝送
16kbps

数百bps程度
（水位計データ

等最大2量）

3G携帯使用：
高速通信

地域：
最大384kbps
通常地域：

64kbps

距離計（簡易
レーザー）

地 上測 量 伸縮計
ワイヤーセン

サー等

③堤体の侵食速度の計測
⇒計測試験を実施

②湛水部への
流入量の計測

①湛水位の計測

湛水部への流入量

V

H

v1 v2

ｈ1

ｈ2

Qin

ｈ1

ｈ2

Qin
閉塞部

H-V

t1 →t2の時間に湛水位がh1→h2に上昇し、
湛水量がv1→v2に上昇したとすると、流入
量QinはH-V曲線から次の通りである。

Qin = (v2 – v1) / (t2 – t1)

V

H

v1 v2

ｈ1

ｈ2

Qin

ｈ1

ｈ2

Qin
閉塞部

H-V

t1 →t2の時間に湛水位がh1→h2に上昇し、
湛水量がv1→v2に上昇したとすると、流入
量QinはH-V曲線から次の通りである。

Qin = (v2 – v1) / (t2 – t1)

◆直接的に流入量の把握

・流速計等の設置

・浮子やビデオカメラ等による流量観測

◆間接的に流入量の把握

・湛水部の水位変化と地形図を用いて

単位時間当たりの湛水量の変化から算出

◆ H-V曲線から流入量を求めることもできる。

３．堤体の侵食状況把握のための計測
に関する調査（屋外試験）

◆計測試験の目的

堤体の侵食擬似モデルに対して、各種計測機器を
用いて、次の事項を確認し、計測手法の問題点等を
把握する。

①計測手順の確認
②計測値から侵食速度、侵食量の算定方法の確認
③計測値の管理方法の確認
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使用した計測機器の概要

計測機器 適応可能距離

-
トータル
ステーシ

ョン

プリズム型
（正値計測）

【1.5～1,000ｍ】
※ 1.5～300ｍ

① ノンプリズム型
【1.5～200ｍ】

※ 1.5～150ｍ

②
簡易

レーザー

デジタル
コンパス

【1.0～200ｍ】
※ 1.0～130ｍ

斜距離・傾斜角を直接計測し、水平
距離・高低差を算定する。

③ 距離計
【10～400ｍ】

※ 10～150ｍ

④
3Ｄ

レーザー
スキャナ

地上

【1.5～300ｍ】
※ 1.5～200ｍ

対象物を面的に3次元で捉えることが
できる。

【 】内はメーカー公称値
※は一般的な適応距離 計測機器の配置

天然ダム擬似モデル

標高：102.26m

標高：101.38m標高：100.00m
標高：98.661m （標高値は任意）

159.8m

129.9m

・トータルステーション(プリズム型)
・3Dレーザスキャナ

・距離計

・トータルステーション
(ノンプリズム型)
・デジタルコンパス

堤体擬似モデル

モデル

砂防流路

天然ダム擬
似モデル

159.8m

129.9m

・トータルステーション(プリズム型)
・3Dレーザスキャナ

・距離計

・トータルステーション
(ノンプリズム型)
・デジタルコンパス

・3Dレーザスキャナ

・デジタルコンパス

：計器設置位置：計器設置位置

天然ダム
擬似モデル

河道閉塞モデルと計測部位

侵食奥行き長
（拡大時）

1.03ｍ

侵食底長（当初）1.67ｍ

侵食奥行き長
（当初）

1.01ｍ

侵食頂部幅（拡大時）

侵食底幅
（拡大時）

侵食土量 ＝ 平均侵食幅×平均侵食深×侵食底長

前面

約4m

約4m

高さ約1m

当初侵食当初侵食
拡大侵食拡大侵食

当初侵食 拡大侵食

◆拡大侵食形状では、夕暮
れ時、夜間も計測した。

14.2°

8.7°
30.6°

17.1°

侵食底長（拡大時）3.45ｍ

a) a) トータルステーションの計測結果

堤体本体計測結果 侵食部の形状計測結果

当初侵食 拡大侵食

トータル

ステーション

（ノンプリズ
ム型）

◆本体の前面端点の
み計測可能（可視範囲
のみ）。

◆本体前面までの距
離：129.91ｍ（-0.03ｍ）

◆侵食土量：0.044ｍ3

→ CAD作図後、別途
計算実施

◆侵食奥行き長：

L1=0.79ｍ（-0.22ｍ）

◆侵食底長：

L2=1.36ｍ（-0.31ｍ）

◆侵食土量：

後方端点視準不能に
より算出不可。（不可視
域）

◆侵食奥行き長： 同上

◆侵食底長： 同上

Ｌ1 Ｌ2

※夕暮れ時、夜間は計測不可

（ ）内数値は正値との差

b) b) 簡易レーザーの計測結果

堤体本体計測

結果

侵食部の形状計測結果

当初侵食 拡大侵食

デジタル
コンパス

◆端点の判別が困難な
ため、想定位置を計測。

◆形状把握は困難。

◆本体前面までの距離：

130ｍ （＋0.06ｍ）

◆同左

◆同左

◆侵食奥行き長：

L1=0.6ｍ（-0.41ｍ）

※推定値

◆同左

◆同左

距離計

◆端点判別・照準が不
可能なため、想定位置を
計測。

◆形状把握は機能的に
不可。

◆本体前面までの距離：

162ｍ（＋2.15ｍ）

◆同左

◆同左

◆同左

◆同左

※夕暮れ時、夜間は計測不可

ｃ) 3) 3Ｄレーザースキャナーの計測結果

堤体本体

計測結果

侵食部の形状計測結果

当初侵食 拡大侵食

3Ｄレー
ザースキ
ャナ

◆上面・背面・左側面
は不可視域でありデータ
取得不能。

◆本体前面までの距離：
159.85ｍ（0.00ｍ）

◆本体上面のデータ取
得不能のため、差分によ
る侵食土量算出は不可。

◆侵食奥行き長：

L1=0.98ｍ（-0.03ｍ）

◆侵食底長：

L2=1.63ｍ（-0.04ｍ）

◆同左

◆レーザが侵食最奥部
まで届かず途中で反射
している（入射角が小さ
いため）。

◆侵食奥行き長：

L1=0.84ｍ（-0.19ｍ）

◆侵食底長：

L2=3.19ｍ（-0.26ｍ）

※日没後も基本的に計測可能
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地上レーザースキャナを用いた三次元データ作成例地上レーザースキャナを用いた三次元データ作成例

※計測不可の部分は周辺形状より補完

① 試験に用いたモデルは非常に小さい。望遠鏡倍率の低い簡
易レーザでは、端点の判別が困難。

計測試験結果の考察

各計測機器とも当初の予想に反して、データを上手く取得できな
かった。これは以下の理由によるものと考えられる。

→ 実際の天然ダムは大規模であり、端点の判別も分り易く、
許容誤差も大きくなる。

 デジタルコンパスや距離計も、侵食形状や侵食奥行き長

の概略値を把握する上では適用可能。

② 対象物の不可視域をはじめとして、レーザ入射角が浅いとレ
ーザ光は乱反射し、計測が困難となる。

本試験では、レーザ入射角が約30°の場合（本体前面部）は計
測良好であったが、13～16°以下（侵食部）では計測が困難であ
った。

③ 対象物が暗色系で表面形状が複雑なものに対しては、レーザ
光は反射しづらく、公称値より適応可能距離は短くなる。

→ 対象物の全体形状を視準できる場所の選定が重要。
俯瞰できる場所がよい。

仰角a＝約1°

レーザ入射角λ＝ｂ－a（°）
a

bλ

侵食角b＝約9～17°

長 所 短 所

３Dレ
ーザス
キャナ

◆対象物が複雑な形状でも所要の数量を精
度良く求めることが可能。
◆解析処理が自動化される。
◆夜間の計測が可能。

◆データ取得面において融通性が低い。計測
時間が長くなり、データ量が多くなる場合があ
る。
◆データ量が多い場合、解析処理に時間が
掛かる。
◆計測機器が高価。
◆付属品一式を含めた重量が20kg以上、携
行性にやや劣る。

TS(NP
型)、簡
易レー
ザ

◆必要最低限のポイントのみ計測するなどデ
ータ取得に融通がきく。
◆対象物の形状が単純明瞭な場合、計測が
容易で所要の数量も求め易い。
◆侵食奥行き長の算定であれば、その場で
算定可能。
◆携行性が比較的良い。

◆形状変化点（端点）毎に計測するため、３次
元的な形状、侵食量の把握には、CAD等へデ
ータを取り込み、別途計算が必要。

■緊急に概略速度・量を求めるなら普及しているＴＳが良い。
■時間的余裕があり、対策工の基図にも使用するなら3Ｄレーザが
良い。
■現場監督員は、手軽な距離計を携行すると良い。

＜計測試験を通じてのまとめ＞

４．今後の課題と展望

今回用いた侵食状況計測機器では、現状において24
時間自動観測手法は確立されていない。他の監視機
器の適用も含め検討していく必要がある。

中越地震では、地上アクセス不可能な天然ダムがいく
つも形成された。湛水位観測については、特にヘリか
ら投下型の自動観測水位計を開発していく必要があ
る。

土木技術資料『河道閉塞監視マニュアル（案）』として
公表する予定である。
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崩壊斜面の緊急計測手法崩壊斜面の緊急計測手法 RERE・・MOMO・・TETE2

独立行政法人土木研究所 土砂管理研究グループ

地すべりチーム 交流研究員 池田 学

ＲＥ・ＭＯ・ＴＥＲＥ・ＭＯ・ＴＥ2

(Remote Monitoring Technology(Remote Monitoring Technology22))
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末端に堆積した土砂は被害の拡大を抑えている

堆積土砂の除去

⇒⇒ 斜面の挙動を監視しながら、安全に作業する必要がある斜面の挙動を監視しながら、安全に作業する必要がある

①斜面に立入らず、②可及的速やかに、③高精度に観測する

斜面監視に求められる条件

人命救助

 

既往の遠隔監視方法 R
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目視、画像解析、目視、画像解析、GPSGPS、３、３DDスキャナ、トータルステーションスキャナ、トータルステーション

目視監視 ノンプリズム型
トータルステーション

新潟県魚沼市下折立（旧湯之谷村）の事例
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定

値
(m

)

機械精度：機械精度：±±3.2mm3.2mm／／130130ｍｍ
実測誤差：最大９.0ｍｍ／130ｍ

・斜面に立入らなくてよい
・どこでもすぐに手配可能
・比較的高精度（・比較的高精度（mmmm単位）単位）

ノンプリズム型トータルステーションの問題
（ターゲットを設置しない場合）

R
ME

OT
E

O

M

NI OR I G
EC

T N T

H
NOL O

G

SI NCE 2005

Y

RE MO.
T
E

2

.

同一点を正確に視準して
いるのか疑われる

対象物の色によっては
計測できない

夜間の計測は困難である

標的（ターゲット）があれば解消される標的（ターゲット）があれば解消される

遠隔から標的を設置して観測する方法を開発

計測距離に制限がある

遠隔から標的を設置して観測する方法 R
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崩壊斜面
ターゲット（反射ペイント）

クロスボー

ペイント弾

標的の設置方法

ペイント弾
（ペイントカプセル付きの矢）（ペイントカプセル付きの矢）

ペイントカプセルペイントカプセル

クロスボーと制御架台クロスボーと制御架台

崩壊斜面
ターゲット（反射ペイント）

トータルステーション

変動量計測

標的の観測

ターゲット
（反射ペイント）（反射ペイント） トータルステーションによる観測トータルステーションによる観測

観測機器と標的 R
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0

20

40

60

80

100

桃色 赤色 橙色 黄色 黒色 白色 銀色 緑色 茶色 青色

反
射

強
度

（
%）

60㎜

200㎜

500m200m100m50m

80㎜

25㎜40㎜

12㎜
20㎜

10㎜

・ガラスカプセル：・ガラスカプセル：Φ=10Φ=10ｍｍｍｍ L=79mmL=79mm
・再帰反射塗料：・再帰反射塗料：V=1V=1ｍｍLL

（（φ50μφ50μｍガラスビーズ入り）ｍガラスビーズ入り）

標的の寸法はφ65φ65ｍｍｍｍ程度あればよい

国土地理院認定２級国土地理院認定２級AAクラスクラス
±±（（22～～33±±2ppm2ppm××DD））mmmm

特殊な機器は手配に時間を要する
⇒全国に流通・普及している機器を標準として採用

プリズムの遠隔設置は極めて困難
⇒観測点の視認性と反射率を向上させることで視準誤差を低減
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標的の遠隔設置方法 R
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緊急時に速やかに設置する必要がある
⇒資格・免許と特殊な技能を必要としない方法

仰角0°

仰角10°

仰角20°

仰角30°

仰角40°

-10

0
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20

30

40

50

60
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90

100

110

120

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

水平距離　x (m)

高
さ
　
Y
(
m
)

40°

30°

20°

10°

　　　　斜距離

　　　　見通し仰角

　　　　発射仰角
100

150

50

〔例〕
斜　距　離：205m
見通し仰角：15°

発射仰角：24°

300300ｍ離れた地点もｍ離れた地点も±±3030ｃｍの精度で狙うことができるｃｍの精度で狙うことができる

初速初速 : 103.6: 103.6ｍｍ/sec/sec

1818歳以上なら誰でも歳以上なら誰でも

高い命中精度

Slant ruler

宅急便や航空便で
輸送可能

③発射点から設置点の見通し角の計測

④レーザー距離計による計測

①クロスボーの組み立て

②発射架台の組み立て及び設置

⑤早見図による発射角度の決定

⑧クロスボー発射角度の設定⑥クロスボーのコッキング

⑦架台にクロスボーをセット ⑪ペイント弾の発射

⑫ターゲットの付着確認と計測

⑨水平方向の照準設定

⑩矢（ペイント弾）のセット

遠隔設置精度確認試験（ロックフィルダム）
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５０～３５０ｍ

720 m

5050～～350 m350 m

実験値と理論式から求めた軌道曲線と一致

⇒ 高い精度で狙った点に標的を設置できる

・距離・距離5050、、100100、、250250、、300300、、350350ｍｍ
・発射仰角・発射仰角1010ケースケース

水平距離 (m)

 0°  10°
 20°

 30°

 40°

-50

0

50

100

150

0 50 100 150 200 250 300 350

　０° 　５°
１０° １５°
２０° ２５°
３０° ３５°
４０° ４５°

Launching Angle

高
さ

(m
)

±±3030ｃｍ以内ｃｍ以内

0
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100

120

0 50 100 150 200 250 300

設置直後

２ヵ月後

水平距離(m)

反
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強
度
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)
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 38m

 31m

100m

151m
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)

－－ ＋＋

現場における標的性能確認試験（ロックフィルダム）
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＋－

ＣＬＣＬ

濡れている間は反射率が低下濡れている間は反射率が低下

0

5

10

15

乾燥

降雨
水を供給

再乾燥

250m離れた測点

反
射

強
度

(%
)
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標的の性能確認（トンネル内定点観測試験）
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標準機（スタンダードモデル）：距離距離100100～～200m200m 精度精度±±（（33＋＋2ppm2ppm××DD））mmmm

標的（ターゲット）の効果を確認

100100ｍｍ 200200ｍｍ 300300ｍｍ

標的の性能確認（トンネル内定点観測試験）
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観測距離（ｍ）
ターゲットの有無 無 有 無 有 無 有 無 有

A社 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○
B社 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○
C社 ○ ○ × ○ × ○ × ×
D社 ○ ○ × ○ × × × ×
E社 ○ ○ × ○ × × × ○

100 200 300 300（消灯）

計測できていない場合 計測できている場合計測できている場合

夜間計測、観測距離の長距離化が図れる

夜間を想定した場合夜間を想定した場合

現場適用事例現場適用事例11 R
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崩落した採石場における行方不明者捜索での活用例
（計測距離100～200m）

観測範囲

標的発射・観測位置

-20
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日時（day）

変
位

（
m

m
）

No.6
No.7
No.10

(＋)
山方向

(－)
谷方向

カタログ性能から推定される誤差範囲

110110～～180180ｍｍ

設置された標的

現場適用事例現場適用事例22
岩盤急崖斜面における計測事例
（計測距離100～150m）

-0.008

-0.007

-0.006

-0.005

-0.004

-0.003

-0.002

-0.001

0.000

0.001

0.002

0.003

0.004

2回目 3回目 4回目 5回目

1
回
目
と
の
差

（
m

)
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K 反射シート
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反射シートには劣るものの、ターゲットを設置することで精度が向上する
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無意識

反射強度

ポイント

計測ポイント固定反射強度測定

精度を確保するためのターゲットの視認方法

ペイントを目印に、計測ポイントを固定することで精度が確保できる

測点8 測点10

各点、異なる視認方法で
2回ずつ計測

成果と今後の課題 R
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成果
立入りが危険な崩壊斜面において、遠隔から安全かつ速やか立入りが危険な崩壊斜面において、遠隔から安全かつ速やか
に標的を設置し、精度よく斜面を監視する方法を開発した。に標的を設置し、精度よく斜面を監視する方法を開発した。
この方法により

①視準誤差の低減による高精度化（計測ポイントの固定による）
②観測距離の長距離化（250m程度まで計測可）
③これまで難しかった夜間の観測（但し昼間より誤差が出やすい）

が行えるようになった。

今後の課題
災害現場等、緊急対応時における実績を増やす。災害現場等、緊急対応時における実績を増やす。
地方整備局や都道府県、コンサルタントに対する普及活動が地方整備局や都道府県、コンサルタントに対する普及活動が
必要。必要。
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大規模災害(地震災害)時の対応

平成１６年新潟県中越地震

平成19年能登半島地震

平成１９年新潟県中越沖地震時

北陸地方整備局の体制等の実態について

北陸地方整備局 河川部
建設専門官 山本 悟

平成１６年新潟県中越地震 本局職員の参集状況

中越地震時の災害調査等に対する支援
支援項目 支援内容 期間 支援の根拠

市町村道の災害緊急調査 要請のあった５市町村、1,550箇所の市
町村道の被害状況を調査

４日間

H16.10.31～
H16.11. 3

道路の整備、利用、保全その他の管理を掌握する立場から
自らの事務として災害対策基本法第３条(国の責務)に基づき、市町村

の応急措置が円滑に行われるように市町村に対する指導、助言、その他
適切な措置として実施。

市町村の災害復旧に係る作
業の支援

要請のあった10市町村、1,343箇所の被

災状況の調査、災害復旧事業に必要な
工法検討、査定設計図書の作成指導を
実施

33日間

H16.11. 8～
H16.12.10

河川及び道路の整備、利用、保全その他の管理を掌握する
立場から自らの事務として災害対策基本法第３条(国の責務)に基

づき、市町村の応急措置が円滑に行われるように市町村に対する指導、
助言、その他適切な措置として実施。

土砂災害危険箇所等緊
急点検調査

要請のあった17市町村、1,469箇
所の危険箇所の点検調査を実施

５日間

H16.10.27～
H16.10.31

砂防、地すべり、急傾斜地の崩壊による災害の防止を掌握
する立場から自らの事務として災害対策基本法第３条(国の責務)
に基づき、市町村の応急措置が円滑に行われるように市町村に対する指
導、助言、その他適切な措置として実施。

被災者居住対策支援 【被災建築物の応急危険度判定支援】

要請のあった16市町村、36,143件の被
災建築物の危険度判定を支援

11日間

H16.10.25～
H16.11. 4

建築物に関する基準を掌握する立場から自らの事務として災
害対策基本法第３条(国の責務)に基づき、市町村の応急措置が円滑に

行われるように市町村に対する指導、助言、その他適切な措置として実
施。

【建築住宅関係復興支援】

被災した自治体に対して建築住宅関係
の復旧・復興に関する技術的助言を実
施

49日間

H16.11. 4～
H16.12.21

下水道の被害調査及び復旧
に関する支援

被災した16市町村に対する支援本部立

ち上げ及び運営、復旧検討委員会の運
営

59日間

H16.10.24～
H16.12.20

下水道を掌握する立場から自らの事務として災害対策基本法第
３条(国の責務)に基づき、市町村の応急措置が円滑に行われるように市
町村に対する指導、助言、その他適切な措置として実施。

行方不明者の救出に係
る技術支援

新潟県から要請のあった土砂崩
落現場の救出作業における無人
化施工技術に係る支援を実施

12日間

H16.10.27～
H16.11. 7

建設技術に関する研究及び排発を掌握する立場から自らの
事務として災害対策基本法第３条(国の責務)に基づき、自治体の応急

措置が円滑に行われるように自治体に対する指導、助言、その他適切な

措置として実施。

本局経過時間毎の参集者数、参集率（本局職員478名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※所属外からの職員含まず
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平成１９年能登半島地震 本局職員の参集状況

非常体制支部の参集状況

37

77
106

129

3 6 8 9
22 23 27

18

70%
58%

71%
85%

51%

24%

75%67%
50%

25%

87%
74%

0

50

100

150

～30分 ～60分 ～120分 120分～

経過時間

参
集
者
数

0%

20%
40%

60%
80%

100%

金沢河川国道 金沢営繕 金沢港湾

金沢河川国道 金沢営繕 金沢港湾
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本局経過時間毎の参集者数、参集率（本局職員480名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※所属外からの職員含まず
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平成１９年新潟県中越沖地震 本局職員の参集状況
7月16日10時13分に、新潟県上中越沖の深さ約20㎞でマグニチュード6.8の地震が発生した。この地震により、新潟県の長岡市、柏

崎市、刈羽村、と長野県の飯綱町で震度6強を新潟県の上越市、小千谷市、出雲崎町で震度6弱を観測した。今回の地震の発生機
構としては、北西－南東に圧縮され、断層沿いに上下にずれる「逆断層型」で今年3月25日に発生した石川県能登半島地震、平成
16年10月23日に発生した新潟県中越地震も同様のメカニズムであった。
気象庁は、今回の地震を『平成19年（2007年）新潟県中越沖地震』と命名した。

平成19年新潟県中越沖地震 地震概要

●7月16日10:13に発生した
本震における震度分布

●地震発生回数

●過去の地震活動と中越沖地震の余震活動●逆断層型の発生メカニズム
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一般被害状況 平成19年9月6日現在

柏崎市内の住宅被害状況

柏崎市内住宅被害状況 ４

新潟県資料（平成19年9月6日現在）　　※（　）内はピーク時（平成19年7月17日7:00）

新潟県
（16市2町1村）

ウチ柏崎市

死者

11人

一般被害
人的被害

1,960人

10人 1,339人

重軽傷

0人
（12,724人）

避難住民

0人
（11,348人）

全壊

1,086棟

住家被害

半壊

3,785棟

一部損壊

34,059棟

2,785棟 23,647棟

非住家被害

公共施設等

30,741棟

24,358棟884棟

新潟県資料（平成19年9月6日現在）

避難指示・勧告状況

柏崎市

長岡市

16地区
（16地区）

0地区
（1地区）

世帯数

152世帯
（152世帯）

0世帯
（2世帯）

人数

421人
（421人）

0人
（7人）

地区数

0人
（1582人）

出雲崎町
0地区

（1地区）
0世帯

（633世帯）

新潟県資料（平成19年9月6日現在）

ライフライン被災状況

電気

0世帯
（61,532世帯）

0回線
（約500回線）

ガス
0戸

（35,150戸）

水道

電話

被災件数（ピーク時件数）

0世帯
（25,198世帯）

一般被害状況（住宅被害等） 平成19年9月6日現在

（全壊+半壊）棟数1000以上
（全壊+半壊）棟数500～1000
（全壊+半壊）棟数100～500
（全壊+半壊）棟数100未満

市町村別 全壊＋半壊数

上越市
67戸

柏崎市
3,669戸

刈羽村
588戸

出雲崎町
134戸

長岡市
384戸

柏崎市内 住宅被害

柏崎市内 住宅被害

５

非住家被害

全壊 半壊 一部損壊 公共施設等

新潟県
（16市2町1村）

1,086棟 3,785棟 34,058棟 30,741棟

ウチ柏崎市 884棟 2,785棟 23,647棟 24,358棟

住家被害
一般被害

刈羽村, 588

長岡市, 384

出雲崎町, 134 上越市, 67

柏崎市, 3669

7月18日（水）
14:38 近畿地整から散水車出動
16:57 新潟県中越で震度4の余震発生
17:03 近畿地整から散水車出動
18:00 高速道路が全線で通行止め解除

道路災害緊急調査支援（7月18日～20日）
国総研、土研による補助河川現地調査支援（7月18日）
被災建築応急危険度判定調査支援（7月18日～21日）
柏崎港港湾海岸災害緊急調査支援（7月18日～19日）

7月19日（木）
12:10 富山防災センターから対策本部車出動
17:20 富山防災センターから対策本部車出動
18:10 新潟防災センターから照明車2台出動
18:30 上越防災支援センターから待機支援車出動

河川災害緊急調査支援（7月19日～21日）
土砂災害緊急点検調査（7月19日～23日）
下水道被害状況調査支援（7月19日～21日）

7月20日（金）
7:40 富山防災センターから照明車2台出動

10:10 阿賀川河川事務所から照明車2台出動

7月23日（月）
9:00 直轄国道（国道8号）が全線通行止め解除

7月24日（火）
15:30 直轄河川　全箇所緊急復旧完了
16:00 地震災害の体制を注意体制に移行

本省防災課緊急調査（7月24日～26日）

7月25日（水）
6:52 新潟県中越で震度4の余震発生

7月30日（月）
災害復旧支援派遣（7月30日～8月10日）

8月7日（火）
激甚災害閣議決定

8月8日（水）
天皇陛下被災地訪問

8月9日（木）
衆議院災害対策特別委員会現地視察

8月10日（金）
16:30 地震災害の体制を解除、災害支援の体制を警戒体制に移

災害対策現地支援センター廃止
新潟県中越沖地震復旧・復興支援センターを設置

8月31日（金）
17:00 災害支援の体制を解除

7月16日（月）
10:13 新潟県中越沖にて震度6強、M6.8の地震発生
10:13 北陸地方整備局災害対策本部、災害対策支援本部を設置。

地震災害、災害支援の非常体制を発令（管内の6支部が非常
体制、7支部が警戒体制、6支部が注意体制を発令）

10:25 直轄国道の巡視点検開始、バイク調査隊を派遣
10:30 直轄河川の巡視点検開始
10:45 越後丘陵公園　臨時閉園
10:50 港湾施設の巡視点検開始

11:35
防災へり「ほくりく号」による被害状況調査を開始（みちのく号
「東北地整」、まんなか号「中部地整」、きんき号「近畿地整」の
応援出動）

12:30 新潟県へリエゾン派遣
13:20 自衛隊より丘陵公園に無線基地の設置要請
14:05 新潟防災センターから対策本部車、衛星通信車出動
14:55 上越防災支援センターから照明車2台出動
15:37 新潟県中越沖で震度6弱の余震
16:30 新潟防災センターから照明車2台出動
17:45 千曲川河川事務所から照明車出動
18:10 富山河川事務所から照明車2台出動

18:30
信濃川河川事務所から照明車2台阿賀野川河川事務所から
照明車1台出動

18:38 新潟防災センターから無人ＢＨ出動
19:15 信濃川河川事務所から照明車出動
19:20 新潟防災センターから待機支援車2台出動
20:30 災害対策現地支援センターを柏崎市に設置
21:10 上越防災支援センターから対策本部車出動

安倍総理大臣現地視察（7月16日）
吉田国土交通省政務官現地調査（7月16日～17日）
政府調査団が現地調査（7月16日～17日）
国土交通省緊急調査団が現地調査（7月16日～17日）

7月17日（火）
0:10 中部地整から照明車5台出動
0:18 近畿地整から照明車2台出動
0:35 関東地整から照明車3台出動

13:00 近畿地整から照明車出動
13:40 関東地整から照明車5台出動
14:15 東北地整から照明車2台出動

道路緊急調査事前調査を実施（7月17日）
国総研、土研、北陸地整による砂防施設調査支援（7月17日
～19日）
本省、国総研、建研、北陸地整による被災建築物調査支援（7
月17日～18日）
冬柴国土交通大臣が現地視察（7月17日）

平成19年中越沖地震 北陸地方整備局の動き 平成19年中越沖地震 支援活動
災害対策現地支援センターの設置

内 容：災害対策機械の管理運営や被災状況の
緊急調査、復旧のための技術的支援を行う

期 間：7月16日～8月10日
体 制：センター長1名、次長1名、機械担当2名、

活動担当3名、運転手2名

災害対策機械の派遣

支援内容：照明車、衛星通信車、散水車、災害対策
本部車等の派遣

期 間：7月16日～

道路緊急調査事前調査

支援内容：柏崎市道の緊急調査を前に事前に調査
期 間：7月17日
人 員：6名（6名）※( )内は北陸地整職員

土研による道路橋被災箇所調査

支援内容：補助国道、県道の被災箇所調査
期 間：7月17日
人 員：5名（2名）※( )内は北陸地整職員

国総研、建研による被災建築物調査

支援内容：柏崎市、刈羽村の被災建築物調査
期 間：7月17,18日 21日～26日
人 員：55名（4名）※( )内は北陸地整職員

災害対策現地
支援センター

災害対策トイレの派遣

被災建築物調査

緊急港湾調査

支援内容：被災地域の港湾施設の調査
期 間：7月17,18日
人 員：8名（5名）※( )内は北陸地整職員

平成19年中越沖地震 支援活動

被災官庁施設調査

支援内容：被災した官庁施設の状況調査
期 間：7月17,18,23日
人 員：9名（9名）※( )内は北陸地整職員

被災建築物応急危険度判定調査

支援内容：柏崎市内の応急危険度判定を実施
期 間：7月18～21日
人 員：24名（24名）※( )内は北陸地整職員

補助ダム現地調査

支援内容：柏崎市内の補助ダムの調査を実施
期 間：7月17日
人 員：8名（2名）※( )内は北陸地整職員

港湾緊急調査の様子

補助ダム調査の様子

応急危険度判定の様
子

国総研、土研による補助河川調査

支援内容：被災地域の補助河川の調査
期 間：7月18日
人 員：11名（4名）※( )内は北陸地整職員

平成19年中越沖地震 支援活動
道路災害緊急調査

支援内容：柏崎市内の市道の被災状況調査
期 間：7月18～22日
人 員：305名（87名）※( )内は北陸地整職員

柏崎港港湾海岸災害緊急調査

支援内容：柏崎港の施設被害調査
期 間：7月18,19日
人 員：17名（17名）※( )内は北陸地整職員

河川災害緊急調査

支援内容：柏崎市内の市管理河川の被災状況調査
期 間：7月19～22日
人 員：173名（104名）※( )内は北陸地整職員

下水道被害状況調査

支援内容：柏崎市、出雲崎町の被災状況調査
期 間：7月19,20日
人 員：4名（4名）※( )内は北陸地整職員

災害復旧支援派遣

支援内容：柏崎市の市道、市管理河川の災害査定
資料の作成支援

期 間：7月30日～8月10日
人 員：2583名（914名）※( )内は北陸地整職員

道路災害緊急調査
の様子

河川災害緊急調査
の様子

災害査定資料の作成
支援の様子
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平成19年中越沖地震 視察
H19.7.16～17 政府調査団

調査箇所 16日:柏崎市（ヘリ）→柏崎市役所→柏崎刈羽原発→柏崎市街地（安
倍総理と合流）→柏崎小学校→東京（ヘリ）（吉田政務官、宮川調
整官は柏崎泊）

17日：柏崎駅（冬柴国交大臣と合流）→柏崎第一中学校→国道8号長
岡市大積千本町→長岡駅

調査メンバー：安倍総理大臣、溝手内閣防災大臣、吉田政務官 他25名

H19.7.17 冬柴防災大臣

調査箇所 17日:長岡駅→柏崎駅(脱線現場）（吉田政務官と合流）→柏崎市街地
→柏崎第一中学校→新潟空港

調査メンバー：冬柴国交大臣、道路局長、砂防部保全課長、住宅局審議官、
鉄道局技術審議官

H19.7.16～17 国交省緊急調査団

調査箇所 16日:東京駅→長岡駅→長岡泊まり
17日：各局別々に被災箇所調査（長岡市、柏崎市を中心）→長岡駅

調査メンバー：河川局防災課総括査定官 他９名

H19.7.24～26 中越沖地震緊急調査

調査箇所 24日:長岡駅→柏崎市（河川、道路に分かれ調査）→長岡市（宿泊）
25日：柏崎市（河川、道路に分かれ調査）→長岡市（宿泊）
26日：柏崎市（河川、道路に分かれ調査）→柏崎地域振興局で取りま

とめ→長岡駅
調査メンバー：後藤査定官 他5名
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Ⅱ．平成 18 年度に実施した砂防調査の概要 
１．各機関の代表的な調査の概要 

【国土交通省】 
■北海道開発局 

 小流域における現地発生材料の砂防ソイルセメント工法への提起用調査試験   旭川開発建設部 

穴の川自然環境調査業務                        石狩川開発建設部 

 札内川流域の土砂生産源および土砂移動実態調査に関して     帯広開発建設部 

 土砂災害発生予測に関する検討       室蘭開発建設部 

 樽前山火山対策用防災拠点検討       室蘭開発建設部 

■東北地方整備局 

 郷土種を活用した緑化方法の検討             新庄河川事務所 

 微地形解析による土砂生産危険箇所の抽出        福島河川国道事務所 

 岩手山における降灰に起因した土石流危険度判定調査       岩手河川国道事務所 

 秋田駒ケ岳における降灰に起因した土石流危険度判定調査       湯沢河川国道事務所 

■関東地方整備局 

 積雪挙動に土砂生産量推定について        利根川水系砂防事務所 

 下の沢における土砂生産調査について       日光砂防事務所 

 渡良瀬川 水と緑の渓流づくり調査検討業務        渡良瀬川河川事務所 

 平成 17 年度 野呂川渓流環境モニタリング調査     富士川砂防事務所 

 平成 17 年度 砂防基本計画検討業務       富士川砂防事務所 

■北陸地方整備局 

 3 次元スキャナを活用した地すべり移動量計測及び解析業務            阿賀野川事務所 

マス沢整備構想ワークショップの取り組みについて     湯沢砂防事務所 

平成 17 年度 黒部川流砂量観測検討業務委託概要                黒部河川事務所 

 立山カルデラ源頭部における雨量計測精度に関する課題と対策       立山砂防事務所 

 手取川上流部掃流砂量調査解析             金沢河川国道事務所 

より魚類が遡上しやすい魚道の設置の取り組み事例について          飯豊山系砂防事務所 

 猛禽類調査における行動圏内部構造解析（特に狩場）に基づく影響予測手法について 松本砂防事務所 

 環境保全調査（人工産卵場の設置）について          神通川水系砂防事務所 

■中部地方整備局 

平成 17 年度 天竜川流域砂防情報検討業務        天竜川上流河川事務所 

 平成 17 年度 大規模地震時における砂防施設等影響検討業務        天竜川上流河川事務所 

 平成 17 年度 天竜川上流息風化深調査業務       天竜川上流河川事務所 

 砂防堰堤堆積土砂対策調査                           静岡河川事務所 
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 北俣沢床固工郡内における樹林帯の土石流抑止効果             多治見砂防国道事務所 

 狩野川砂防流域における土砂移動実績解析業務                  沼津河川事務所 

 雪倒木災害地域における斜面荒廃について           越美山系砂防事務所 

 平成 17 年度 富士山溶岩流 3 次元マップ作成業務     富士砂防事務所 

■近畿地方整備局 

 平成 17 年度 六甲山系斜面評価検討業務                    六甲砂防事務所 

 平成 17 年度 六甲山系土砂動態調査業務                    六甲砂防事務所 

六甲山系グリーンベルト斜面探査手法検討業務                  六甲砂防事務所 

 六甲山系植生多様性調査業務                          六甲砂防事務所 

 瀬田川水系砂防総合土砂管理検討業務           琵琶湖河川事務所 

 亀の瀬地すべり安定度解析検討      大和川河川事務所 

 平成 17 年度 雲川法面対策無人化施工検討業務               福井河川国道事務所 

■中国地方整備局 

 天神川における土砂動態の実態把握及び将来予測               倉吉河川国道事務所 

 土砂流出機構調査業務           日野川河川事務所 

 広島西部山系水理模型実験業務                        太田川河川事務所 

■四国地方整備局 

 GPS地すべり観測高度化検討業務                      四国山地砂防事務所 

■九州地方整備局 

 砂防えん堤堆砂量調査業務                        川辺川ダム砂防事務所 

 平成 17 年度 霧島火山砂防・防災対策検討業務               宮崎河川国道事務所 

桜島噴火対応砂防基本計画検討                    大隅河川国道事務所

溶岩ドームの崩落に対する警戒避難体制構築のための調査             雲仙復興事務所 

 

【都道府県による砂防調査の概要】 

砂防ソイルセメントの施工時間変化に伴う出現強度特性           北海道網走土木現業所 

地すべり地形危険度判定手法開発及び危険度評価業務         宮城県土木部 

平成18年7月豪雨による土砂災害の概要                 長野県土木部砂防チーム 

森林の土砂流出防止機能を考慮した砂防計画          高知県中央西土木事務所越知事務所 
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土砂災害発生箇所の実態調査 
Surveying actual conditions at the location of sediment disasters 

（研究期間 平成 14～18 年度） 

 
  危機管理技術研究センター 砂防研究室                 室 長      小山内 信智 

                           主任研究官     清水 孝一 
                          研究官       柳原 幸希 

     Research Center for Disaster Risk Management  Erosion and Sediment Control Division 

                           Head               Nobutomo Osanai 

                                                     Senior Researcher   Yoshikazu Shimizu 

                                                  Researcher         Koki   Yanagihara 

  This database system designed to research debris flow, slope failure and landslide. Then to need 

adding research list it renewed the sediment-related disaster documentation on the database system. 

Next plan reformed visual understanding about picture and figure on the database system. 

 
【研究目的及び経緯】 
土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域・特別警戒区域

について、設定手法の高度化等を図ることを目的として、土

石流・がけ崩れ・地すべりのメカニズム、建築物の破壊メカ

ニズム等に関する研究を進めるために、国土交通省砂防部で

は「災害関連緊急砂防事業採択箇所に関わる災害実態調査お

よび報告について（平成13年5月31日）」とする通達を出

した。 

本研究では、土石流編、がけ崩れ編、地すべり編それぞれ

の調査様式をベースとした「土砂災害実態調査結果データベ

ースシステム」の開発を行った。 

平成 14 年度には砂防研究室内のパソコンの利用状況およ

び想定される災害実態調査結果の利用方法を把握するため

に、アンケートおよびヒアリングを実施した。これらの状況

を踏まえてシステムポリシーの検討を行った。検討したのは

Web を利用した DB システム（国総研入力）・オフライン DB

システム（各都道府県入力）・オフラインDBシステム（国総

研入力）の３システムである。 

以上のシステムを検討した結果、本研究では、オフライン

DBシステム（国総研入力）を構築することとした。 

平成 15 年度は、その後、研究の進捗にともなう調査項目

の追加・修正と、データ入力の効率化の検討及びそのための

システムの修正の必要が生じたため、平成 14 年度に構築し

たデータベースシステムについて、調査様式の項目の追加・

修正を反映させたシステムの修正を行うとともに、入力手法

の効率化として各県の担当部署で土砂災害実態報告を入力

システムよりデータを入力し、国総研への電子媒体による送

付を可能とするシステムを構築し、紙ベースでのデータのや

り取りによる入力の繁雑さの軽減を図った。 

 平成 16 年度以降は、システム上で管理される添付図の視

認性を高めるべく登録した写真や図面について、登録画面の

プレビュー表示を見るだけでなく、実際に報告されたデータ

について、平面図や写真を見ながら、登録内容（テキスト登

録など）の閲覧やデータを吟味するなどの作業を行えるよう、

写真等の画像データについて拡大表示をして数値データと

の比較利用できるGUIの設計及びシステム改良を行った。 

 

【研究内容】 

１．システムポリシーの検討 

 本システムの基本構想についての検討を行った結果考え

る基本構想は大きく以下のように３つに分けられる。 

① インターネットを利用して、各都道府県の担当部署でデ

ータの入力を行い、データベースとやり取りを行うWebを利

用したDBシステム 
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② 各都道府の担当部署に入力システムを配布し、帳票入力

を行い、作成したデータをデータベースに取り込むオフライ

ンDBシステム（各都道府県入力） 

③ FAXなどにより提出された帳票を国総研で一括して入力

するオフラインDBシステム（国総研入力） 

以上の３つの基本構想についてシステム構成、ハードウエア

構成、ソフトウエア構成を比較した。 

検討した結果以下のようなプロセスを経てWebを利用した

システムを構築する必要があるという結果となった。 

1) プロトタイプ的な扱いとしてオフラインDBシステム（国

総研入力）を構築、運用することで検索方法の検討や他のデ

ータベースとのリンクの必要性およびシステムの問題点を

洗い出す。また、土石流・地すべり・急傾斜地崩壊の３事象

において帳票の再検討をおこない、統一を図る。 

2) オフラインDBシステム（国総研入力）を運用し、問題点

や要求を考慮し、オフラインDBシステム（各都道府県入力）

へ移行する。 

3) 運用計画は、1) と2) のDBを運用し、データを蓄積した

後、これらの情報を配信するだけでなく、データの入力も行

えるWebを利用したシステムを段階的に構築する検討結果と

なった（図-1）。 

２．土砂災害実態調査結果様式の改定及び入力システムの効

率化 

土砂災害実態調査様式について、検討を行った結果、土石

流・地すべり・急傾斜地の崩壊に共通する事項でありながら

記載要領等が異なるほか、必要事項と思われる項目が欠如し

ているといった不備が発見されたそこで修正・追加すべき項

目の整理を行った。また、入力手法の効率化として、紙ベー

スで提出された報告書の入力を主に国総研内で行っていた

が、紙ベースで報告された実態調査結果では、写真等の画像

をスキャニング作業、紙ベース入力での繁雑さなどの問題点

があった。そこで各県の担当部署で土砂災害実態報告を入力

システム（dbfファイル形式による入力フォーマット）より

データを入力し、国総研への電子媒体による送付するシステ

ムを構築した。 

３．データベース使用上でのインターフェース機能の改良 

 実際に報告されたデータについて、平面図や写真を見なが

ら、登録内容（テキスト登録など）とのデータを吟味する作

業が想定されるため、登録済みデータの閲覧または、編集修

正字に図面や写真のプレビュー画面にある画像を選択し、拡

大・縮小メニューを選ぶことで、画像を別ウインドウで表示

する機能を追加した。 

 

【研究成果】 

 砂防学会研究発表会への発表 

 

【成果の発表と活用】 

 データベース上で収集蓄積されたデータの分析を行い土

砂災害警戒区域等の設定手法の高度化のために活用する。 

 

各都道府県担当部署

データベースサーバ

実態調査結果記入
様式に記入

データベースサーバ

クライアント

実態調査結
果DB

実態調査結
果DB

CDやMOでデータ
の移行をする。

国土技術政策総合研究所

データ移行用の
プログラムを配布

データの

インポート

データのエクスポート

国土交通省

クライアント
検索・閲覧

データの入力

クライアント

検索・閲覧

ＦＤ等の電子媒体や
帳票の送付

各都道府県担当部署

 
オフラインDBシステム（国総研入力） 
 
           システム移行 
 

 

各都道府県
担当部署

データベース
サーバー

各都道府県
担当部署

クライアント

ブラウザーで
フォームに入力

HTＭＬにより
フォームの送信

ブラウザーで報
告データの閲覧

HTＭＬにより
フォームの送信

閲覧の要求

処理依頼

データの
受信

入力された
データの送信

ファイヤウォール

Ｗｅｂサーバー

国土技術政策総合研究所

 
図-1  Webを利用したシステム 
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大地震時に発生するがけ崩れ等への対処体制に関する調査 
Study of management system for slope failures and so on occurred during large-scale earthquake 

. 
 

（研究期間 平成 18 年度） 
 
 危機管理技術研究センター砂防研究室  室長  小山内 信智 

Research Center    Head   Nobutomo OSANAI 
For Disaster Risk Management   主任研究官 清水 孝一 
Erosion and Sediment Control Division  Senior Researcher  Yoshikazu SHIMIZU 

研究官  伊藤 英之 

Researcher   Hideyuki ITOH 
 

Natural dams formation due to slope collapse with earthquake sometimes gives big damage 
along the river. Niigata – mid Earthquake, 2004 also gives damages along the Imokawa river. We 
created the technical guideline for the large-scale natural dams formation due to slope collapse. 
Based on this disasters.   

 
［研究目的及び経緯］ 

2004年 10月 23日 17時 56分頃発生した新潟県中越

地震においては，直接的な地震動による人的被害・イ

ンフラ被害とともに、斜面崩壊に起因する土砂により

魚野川水系芋川をはじめとする複数の河川において、

河道閉塞が確認された。最も顕著な河道閉塞が認めら

れた芋川においては、河道閉塞に伴う浸水被害が生じ

るとともに、河道を閉塞した土塊の二次移動による土

石流が懸念された。また、中～長期的には秋雨前線や

台風の通過に伴う豪雨に起因する斜面崩壊の拡大、あ

るいは積雪融解にともなう地すべり等の誘発による河

道閉塞箇所の拡大などが懸念された。 

一方、地震に起因する河道閉塞は、1847 年善光寺地

震、1891 年濃尾地震、1923 年関東地震等において発生

が認められており（中村・ほか、2000；田畑・ほか、

2002）、メカニズムの解明とあわせて緊急・応急対策の

あり方が問われていた。また、（旧）建設省土木研究所

(1991，1992 で)は、河道閉塞（天然ダム）決壊による

洪水流下予測に関する各種研究を行い、河道閉塞形成

時における対応マニュアル(案)を試作している。 

本研究は既存対応マニュアル(案)を踏まえ、新潟県

中越地震で得られた教訓、さらには過去に発生した河

道閉塞を伴う土砂災害実績について再度検討を行い、

地震動に起因する大規模河道閉塞発生時における緊急

調査マニュアル(案)を取りまとめることを目的として

いる。 

［研究内容］ 

(1) 既存資料収集および解析 

地震に伴う河道閉塞の事例、同様の既往研究につい

て資料調査を行い、対策を検討する際に克服すべき

課題とその解決方法について抽出を行った。その結

果、過去の災害実績においては、河道閉塞後の越流

による災害および地震動により発生した斜面崩壊の

二次拡大による災害が多く認められ、特に地震発生

直後においては、天然ダムの越流や冠水に起因する

洪水流を主体とした災害、および余震や降雨による

斜面崩壊の二次拡大、地すべりの誘発が卓越するこ

とが明らかになった。一方、余震による影響期間以

降においては、特に豪雨、融雪等による崩壊斜面拡

大と土石流が長期間にわたり発生する傾向があるこ

とが明らかになった。また、近年発生した同様の災

害（1984 年長野県西部地震、2004 年新潟県中越地震）

においては、被害の把握と罹災者への迅速な情報伝

達・提供が減災活動において極めて重要であること

が改めて明らかになった。 

(2)新潟県中越地震対応時における行政内部の問題

点把握 

 新潟県中越地震発災時における行政内部の問題点

把握を目的として、当時災害対策本部の最前線で活

動の統括を行った担当者に対し、ヒアリング調査を

行った。その結果、当該地震発生時においては、地

元自治体のほか、国土交通省、内閣府、総務省、自

衛隊などの複数の関係機関が独自の判断によって

様々な活動を展開するため、情報の混乱や輻輳が認

められた。また、二次災害防止を目的とした各種緊

急対応を実施する際には、複数の関係機関に手続き
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を行う必要があり、工事実施までに多大な労力と時

間を要した。これらの経験を踏まえ、大規模河道閉

塞の発生が予測される地域においては、事前の調整

項目について抽出しておき、可能な限り調整項目に

ついて、関係各機関と事前調整する必要があること

が明確になった。 

 また、応急対策を実施する際には、資機材の搬入

が必要となるが、発災直後においては、インフラの

寸断、資機材および運搬方法について多大な問題が

残った。特に当該地域においては、被災範囲が中山

間地域であったため、道路の寸断により陸路による

資機材の搬入が困難となり、上空からの資機材運搬

を選択せざるを得なかったが、その際のヘリコプタ

ーの調達において多大な問題が生じた。これらを踏

まえ、今後は発災時における民間航空会社、防衛庁

との事前調整を行う必要性が明確となった。 

(3)河道閉塞時における土砂災害対応マニュアル

(案)の作成 

 以上の検討を踏まえ、河道閉塞時における土砂災

害対策マニュアル(案)（以下、マニュアル(案)）を

作成した。 

 マニュアル(案)は、大きく対応方針、災害情報の

取得と情報の解析方法、状況の評価方法、整備すべ

き体制についての４項目から構成される。 

 河道閉塞発生時における対応方針については、事

前準備として大規模崩壊危険斜面の把握および関係

機関を結ぶ情報ネットワークの整備を基本として、

地域住民等への普及啓発を目的とした各種活動を実

施することとしている。また、新潟県中越地震にお

ける経験を踏まえ、土砂災害に係わる関係機関の役

割分担について、明確化しておくこととしている。 

 災害情報の取得とその解析については、被災以前

の情報をあらかじめ取得しておき、被災直後の状況

と比較検討することが重要となることから、平常時

から詳細な地形情報の取得、河床の粒度組成や斜面

状況を把握しておく必要性と調査方法について述べ

ている。また、新潟県中部地震の経験を踏まえ、初

動体制確率時、概略調査段階時など、時系列ごとに

調査すべき項目について整理を行い、二次災害防止

対策実施フローとして取りまとめた。 

［研究成果］ 

・ 小山内信智・野呂智之・内田太郎（投稿中）：既

往崩壊事例から作成した地震時斜面崩壊箇所発

生危険度評価手法の新潟県中越地震への適用．

砂防学会誌． 

・ 国土交通省国土技術政策総合研究所危機管理技

術研究センター砂防研究室(2005)：第 5章土砂

災害．国土交通省国土技術政策総合研究所・独

立行政法人土木研究所・独立行政法人建築研究

所(編)：平成 16 年(2004 年)新潟県中越地震被

害に係わる現地調査概要．31-57. 

結論 

 既往文献調査ならびに新潟県中越地震の経験を踏ま

え、河道閉塞発生時における土砂災害対策の考え方、

調査・解析方法ならびに対応方策について検討を行い、

「河道閉塞時における土砂災害対策マニュアル(案)」

としてとりまとめた。 

［参考文献］ 

・ (社)砂防学会地震砂防研究会・中村浩之・土屋

智・井上公夫・石川芳治(編)(2000)：地震砂防．

古今書院．190p． 

・ 田端重清・水山高久・井上公夫(2002)：天然ダ

ムと災害．古今書院,205p． 

・ 建設省土木研究所(1992)：基幹施設の災害情報

システムガイドライン(案)．土木研究所彙報，

No,58． 
［成果の発表］ 

1)平成 18年度 砂防学会研究報告会で発表予定 

［成果の活用］ 

1)「河道閉塞時における土砂災害対策マニュアル

(案)」として，各地方整備局，都道府県等に配布予

定． 
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リスク解析に基づいた土砂災害対策に係わる 

アカウンタビリティー向上に関する調査 
Risk analysis to improve accountability of prevention works against sediment-related disasters． 

 
 

（研究期間 平成 16 年～平成 18 年度） 
 
 危機管理技術研究センター砂防研究室  室長  小山内 信智 

Research Center    Head   Nobutomo OSANAI 
For Disaster Risk Management   主任研究官 清水 孝一 
Erosion and Sediment Control Division  Senior Researcher  Yoshikazu SHIMIZU 

研究官  伊藤 英之 

Researcher   Hideyuki ITOH 
 

It is very important to express the scale precisely intelligibly about sediment disaster to offer to 
inhabitants when disaster occurred. In addition, Explanation method, which is easy to understand a 
disaster scale, and to express, is important when I compare a disaster of many parts of the world 
integrally and arrange it. The authors developed the method of express using indexation of a scale 
of sediment disasters, and we argue about directionality of the index that can express the actual 
situation of sediment disaster adequately．    

 
［研究目的及び経緯］ 

現在国土交通省では土砂災害発生の危険度に関する

情報を広く周知することを行っているところである。

従来の土砂災害関連情報は一般に降雨を指標としてお

りそのひっ迫性を適切に伝達するものとはなっていな

いのが現状である。また災害の規模等についても適切

に評価するに至っていない。 

本研究では土砂災害の規模を一般にわかりやすく伝

達するための表現方法の検討ならびに土砂災害に関す

る基礎データの蓄積・運用方法に関する検討を行うも

のである。 

平成 16年度の研究は、土砂移動現象の体積と移動距

離に着目し土砂移動現象の規模を移動土量と土塊の比

高差の指数（土砂移動マグニチュード）として表現す

ることを提案した。また土砂災害の規模は移動土塊と

人的・物的被害の関数として表現されることから土砂

災害レベルを定義し土砂災害を土砂移動マグニチュー

ドと土砂災害レベルで表現することを提案した。 

平成 17 年度は土砂移動マグニチュードを指標とし

て国内における代表的な土砂災害実績に適用しその妥

当性について検証した。 

 平成 18 年度は諸外国における土砂災害に対して

もこれらの指標の有効性を検証しよりわかりやすい土

砂災害情報の提供手法について研究を実施した。 

 

［研究内容］ 

1．土砂災害レベル（規模）の表現に関する検討 

 土砂災害規模の表現方法についての研究事例はあ

まり存在していない。 

内田・他(2005)は、既往文献等に収録された土砂

災害事例約 9500 例を対象として、「移動土塊量」、

「移動比高差」、「被害実態」が記述されているもの

を抽出し、土砂移動の大きさを「土砂移動マグニチ

ュード（M）」として、次式を用いて定義している。 

                            

VHM 10log  (1) 

ここに、V：移動土塊量、H：移動比高差である。 

 (1)式は、土砂災害の種類や発生形態を考慮せずに、

現象の規模を客観的に表現することができる。しか

しながら土砂災害の大きさは、土砂移動現象の規模

と人的・物的被害との相関であることから、土砂移

動マグニチュードは、災害の大きさを直接的に表し

ているわけではない。そこで、人的・物的被害の指

標として、被害家屋数を評価し、被害家屋数の合計

を「土砂災害レベル（L）」として定義した。  
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土砂災害レベルは次式で表される。 

      

 Cba NNNL   (2) 

 ここに、Na:全壊家屋数、Nｂ：半壊家屋数、Nｃ：

一部損壊家屋数である。 

 「土砂移動マグニチュード」と「土砂災害レベル」

には、明瞭な相関は認められず、土砂移動マグニチ

ュードは同値であっても、土砂災害レベルは異なっ

た値を示す場合が多く認められる。このことは、同

程度の外力を持つ土砂移動現象が発生しても、家屋

分布状況や、砂防施設の有無等、場の条件によって

災害の大きさにばらつきが生じていることに起因し

ている。 

 また、土砂移動マグニチュードに注目すると、土

石流の土砂移動マグニチュードは、がけ崩れや地す

べりに比較して、より大きな値を示す傾向が認めら

れ、土砂移動マグニチュードだけで災害を評価しよ

うとすると、土石流ががけ崩れや地すべりより規模

の大きな土砂災害として取り扱われる恐れがある。 

 一方、災害の規模についてはあらゆる土砂災害に

ついて統一的な表現が可能となった。 

 

2．近年発生した代表的な土砂災害への適用 

 上述のように、内田・他(2005)の手法は、統一的

に土砂移動現象の規模を表すことができる可能性を

示唆しているものの、災害そのものの規模を表現し

ているわけではない。 

 図．1 は 2004 年 3 月 16 日にインドネシア・スラ

ウェシ島バワカラエン山で発生した巨大崩壊（土 

屋・他、2004）、2006 年 2月 17 日にフィリピン・レ

イテ島で発生した地すべり災害、および 2006 年 7 

月に長野県岡谷市で発生した土石流災害（平松・他、

2006）について、それぞれ土砂移動マグニチュード

と土砂災害レベルを計測しプロットしたものである。 

図．1 より、土砂災害レベルに着目すると、土砂移

動現象としては極めて大規模であったバワカラエン

山、あるいは岡谷市土石流災害における土砂災害レ

ベルは、通常発生するがけ崩れや土石流の範囲内に

プロットされ、災害の深刻度や影響度を正しく評価

しているとは言いがたい。また、この指標では、個々

の災害の土砂移動マグニチュードと土砂災害レベル

を計測することから、岡谷市の土石流災害のように、

狭い地域で同時多発的に小さな災害が発生し、結果

的に大災害へ至るような場合では、過小評価されて

しまう恐れがある（図。1中の岡谷を参照）。 

 以上のことから、特に災害の大きさを適切に表現

することの出来る、評価軸の検討を行う必要がある。 

 

3．土砂災害実態を表現できる指標の検討方針  

 土砂移動マグニチュードは、現象によらず、統一

的に土塊の移動エネルギー量を表現することのでき

る点では優れている一方で、災害としての規模を表

す際には、土塊が人間活動に与える影響を家屋数の

みで評価していることから、土砂災害レベルで表示

される災害の規模と、一般市民が抱く「災害」との

乖離感が否めない。 

 土砂災害によってもたらされる「災害指標」につ

いて、さらなる検討の必要があると考えられる。例

えば、一般市民の感じる災害の大きさは、死者数や

被害面積、あるいは避難指示や避難勧告の有無、さ

らには報道回数によっても感じ方が大きく左右され

ることが予想される。 

 よって、「被害」の大きさを定量的に測定したうえ

で指標化し、土砂移動マグニチュードとあわせて、

災害のカテゴリー化することができれば、よりわか

りやすい土砂災害規模の指標となる可能性がある。 

 

［研究成果］ 

内田太郎・国友優・寺田秀樹・小川紀一郎・松田昌之、

2001。土砂災害の規模の表現方法に関する一考察。砂

防学会誌、Vol。57、No。6、pp51-55。 

［成果の発表］ 

1)平成 19年度 砂防学会研究報告会で発表予定 

［成果の活用］ 

今後、国総研資料としてよりまとめる予定である。 
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図.1諸外国における代表的土砂災害の土砂移動マグ

ニチュードによる評価． 
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 高精度地表面変位計測による迅速な切土地すべりの規模推定手法に関する調査 

                              研究予算：運営費交付金（道路整備勘定） 

                              研究期間：平15～平18 

                              担当チーム：地すべりチーム 

                              研究担当者：藤沢和範、小嶋伸一 

 

【要旨】 

道路建設に伴う切土によって地すべりが発生した場合、発災時の対応の遅れが被災規模の拡大を招くことから、

発生初期における早急な対応が重要である。そのためにはその規模を早期に把握する必要があるが、一般に通常

のボーリング調査等では日数を要し、しかも地すべり地内での作業であるため安全確保の点からも慎重な対応が

求められる。このことから、本研究では地すべりの発生初期において地すべり地内での作業を縮減し、変状の規

模を迅速に把握する手法として、高精度地表面計測技術及び変状規模の迅速な推定手法の提案を行うために、既

存の災害事例等に関する資料を収集・分析を行うとともに地すべりの地表面変位ベクトルの高精度計測技術の適

用性検討や地表面変位ベクトルからすべり面を推定する手法について検討し、現場で利用可能なプログラムを作

成して既存の地すべり事例による検証を行った。その結果、本手法により概ね妥当なすべり面が推定できること

を明らかにした。 

 今後、本研究成果をもとに災害発生時等において現場で精度よく容易に活用できるシステムを開発していく必

要がある。 

キーワード：地すべり、災害対応、すべり面、地表面変位計測 

 

１．はじめに 

道路建設に伴う切土によって地すべりが発生した

場合、発災時の対応の遅れが被災規模の拡大を招く

ことから、発生初期における早急な対応が重要であ

る。そのためにはその規模を早期に把握する必要が

あるが、一般に通常のボーリング調査等では日数を

要し、しかも地すべり地内での作業であるため安全

確保の点からも慎重な対応が求められる。 

このことから、本研究では地すべりの発生初期に

おいて、地すべり地内での作業を縮減し、変状の規

模を迅速に把握する手法として、高精度地表面計測

技術及び変状規模の迅速な推定手法を提案するため

に、①道路において発生した地すべりの災害事例等

に関する資料を収集・分析、②地すべり地表面変位

ベクトルの高精度計測技術の適用性検討、③地表面

変位ベクトルからすべり面を推定する手法の検討と

現場で利用可能なプログラムの作成を行った。 

 
２．既存文献調査 

２．１ 調査方法 

道路斜面における地すべり及びすべり面推定手法

に関する文献を収集し整理した。 

表－１は、切土のり面の崩壊形態１）である。 

切土で生じる崩壊は、浅い崩壊、深い崩壊、深く 

表－１ 崩壊の発生位置とその規模による分類１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広い崩壊に分けられる。本調査で対象とするのはⅠ

型又はⅡ型の切土により発生した地すべりとなる。 

２．２ 調査結果 

図－１，図－２は、資料,2)による 115 事例の切土に

よる地すべり発生箇所の地質構造及び縦断型を分類

したものである。切土による地すべりは、流れ盤の

椅子型の地すべりが多くなっており、特にこのよう

なタイプの地すべりのすべり面を精度良く推定でき

ることが望ましいことがわかる。 

切土法面の内部で起こる中規模以
下の崩壊のうち、法面の内部（地
山の深部）で起こるものをⅣ型崩
壊といい、山崩れ型崩壊とよぶ。

Ⅳ型

切土法面の表層部で起こる。ガ
リーや落石程度の小規模な崩壊で、
表層剥離型崩壊とよぶ。

Ⅴ型

切土法面の内部で起こる中規模以
下の崩壊のうち、法面の上部（地
山の表層部）で起こるものをⅢ型
崩壊いい、山崩れ型崩壊とよぶ。

Ⅲ型

切土法面の内部で起こる崩壊のう
ち、直高が約20m以上の規模にわ
たって起こる大規模なもので、これ
も地すべり型崩壊とよぶ。

Ⅱ型

切土法面の崩壊が地山の上部ま
で及ぶ大規模なもので、地すべり
型崩壊の典型。

Ⅰ型

断面図平面図概要型式
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図－１ 切土による地すべりにおける地質構造 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－２ 切土による地すべりの断面形 
 

表－２ 切土による地すべりでの応急対策工 

 
 
 
 
 
 
 
 
表－２は、文献調査から認められた、切土におけ

る地すべりの応急対策工である。応急対策工には頭

部排土工、押え盛土工等が実施されていることがわ

かる。頭部排土工や押え盛土工の効果的な実施には、

すべり面の形状を把握することが重要であるが、す

べり面調査を実施するためのボーリング作業は一般

に日数を要し、地すべりの活動状況によっては、安

全上実施できない場合もある。効率的な応急対策実

施には、地すべり地内に入らずにすべり面を推定す

る手法の必要性が確認できる。 

地すべり地表面変位ベクトルからすべり面形状を

推定する手法は、吉澤ら 13)、14)、15)、16)及び櫻井ら 17)

により研究されてきている。吉澤らの方法では、地

すべり地の地表面の複数地点における変位ベクトル

データを用い、各地点の変位ベクトルの方向に応じ

てすべり面形状を推定していくものであり、二次元

断面において、すべり面の形状を円弧（または複数

の円弧の組合せ）として近似する方法 13) 、16)、変位

ベクトルに平行な直線をつないだ多角形での近似す

る方法（多角形法）14)、曲線を表現する多項式を用

いて近似する方法（多項式法）15)が提案されている。

また、三次元におけるすべり面の推定法も提案され

ている。 

本研究では、切土による地すべり現場で地表面変

位ベクトルを計測して、すべり面形状を迅速に推定

するシステムを構築することを目的としてプログラ

ムを作成することとした。 

 

３．地表面変位ベクトルの高精度計測手法の適用性

検討 

３．１ 調査方法 

 地すべり地表面変位ベクトルを計測する既存の手

法としては、光波測量、ＧＰＳ測量等が考えられる。

（図－３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 既存の地表面変位ベクトルの計測方法 

光波測量では、通常、地すべり地にターゲット（反

射板）を設置しその移動量を計測する。このため、

ターゲットを見通せる必要があり、Ⅰ型の地すべり

の場合には、斜面上部を計測することは困難な場合

があると考えられる。また、固定点がわかっている

必要がある。 

一方、ＧＰＳ測量では、観測点の見通しを必要と

せず、全天候で24時間監視可能等の利点があり、一

周波型スタティック法では±10＋1ppm・L(L:基線

長)、二周波型スタティック法では±5＋1ppm・L(L:

基線長)の精度であるが、観測に１～３時間程度の時

間が必要となる。 

盛土 排土 水井水抜き 他
3 Ⅰ型 ー ー ○ ○ アンカー、
4 Ⅰ型 ○ ー ー ー ー
5 Ⅱ型 ー ○ ー ○ 本線シフト
6 Ⅰ型 ○ ー ー ー ー
7 Ⅱ型 ○ ー ー ー ー
8 Ⅰ型 ○ ー ー ー ー
9 Ⅰ型 ー ○ ー ー ー
10 Ⅰ型 ○ ー ー ー ー
11 Ⅰ型 ○ ー ー ○ ー
12 Ⅰ型 ○ ー ○ ー ー
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椅子型
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 そこで、ジャイロと 

ＧＰＳを組み合わせる 

ことにより既存のＧＰ 

Ｓより短時間で精度の 

高いハイブリットＧＰ 

Ｓ18）により、地すべり 

の地表面変位ベクトル 

を高精度で計測するこ 

とを試みた。     図－４ ハイブリット GPS  
試験地は、Ｔ地すべりの末端部に位置するブロッ

クである。写真－１に地すべりの全景を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－１ Ｔ地すべり 

 

図－５は、ハイブリットＧＰＳ及び既存のＧＰＳ

の設置位置図である。 

ハイブリットＧＰＳは、既存のＧＰＳ観測点近傍

に設置し、ハイブリットＧＰＳと既存のＧＰＳ測量

（一周波型スタティック法）結果の比較を行った。

計測結果の出力は、既存のGPSで１時間間隔、ハイ

ブリッドＧＰＳでは、10分間隔である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－５ 計測機器設置位置図 

なお、HB15、GP15は、地すべり地外の不動点に設

置している基準点である。 

３．２ 計測結果 

 図－６は、ハイブリッドＧＰＳ(HB-9)の 10分間隔

出力データと既存のＧＰＳ計測データ(GP-9)である。

既存のＧＰＳ計測データでは、±10mm程度のバラツ

キが見られるのに対し、ハイブリッドＧＰＳでは、

バラツキが認められない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６ ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ GPS と既存の GPS の比較結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－７ 既存の GPS による１日単位での解析結果 

 図－７は、既存のＧＰＳの24時間分のデータの解

析から得られた変位量とハイブリッドＧＰＳの 24

時の出力データを比較した図である。既存のＧＰＳ

でも 24 時間単位でデータを解析するとハイブリッ

ドＧＰＳと同程度に変位量の把握ができることがわ

かる。 

 今回の調査では、ハイブリッドＧＰＳは、短時間

に地表面変位を高精度に計測が行えることがわかっ

た。しかしながら、地すべりの移動量が小さく１日

１回程度の計測で十分ならば、既存のＧＰＳでも十

分に対応可能と思われる。 

また、災害発生時の状況を考えた時、計測機器の
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設置、排土や盛土による応急対策での計測機器の移

設、滑落に至った場合の計測機器の損壊が考えられ

る。このことを考慮すると災害発生時の地表面ベク

トルの計測には、見通しが必要であるものの、地す

べり地内にターゲットを設置するだけの、光波測量

による地表面変動計測が現実的であると考える。 

 

４．地表面変位ベクトルによるすべり面推定プログ

ラムの作成 

４．１ 調査方法 

（１）すべり面推定プログラムと地表面変位ベクト

ルによるすべり面推定法 

現場で地表面変位ベクトルを計測してすべり面形

状を迅速に推定するシステムを構築するため、すべ

り面推定プログラムを作成 19)し、プログラムの有効

性について実際の地すべり事例をもとに検討した。 

プログラムは、現場では主測線断面での調査・計

測・検討が一般的であることから、二次元断面です

べり面を推定することとし、現地での作業が可能な

ように、パーソナルコンピュータ上で扱えるものを

開発した。 

プログラムへの主な入力項目は、地表の断面形状、

計測点位置座標、計測点における地表面変位ベクト

ル、地すべり頭部や末端の位置座標であり、現地に

おける調査・計測結果から簡単に入力できる。地表

面変位ベクトル等からすべり面を推定し、その結果

をパソコン画面及びすべり面の座標データとして出

力する。 

本手法では、切土による地すべりの地すべり頭部、

末端部が明瞭な場合が多いことから地すべり頭部、

末端部を固定点として取扱い、すべり面は地層構造

の影響をうけ椅子型、舟底型等の複雑な断面型とな

ることから地すべりブロックを分割して計算するこ

とで複雑なすべり面に対応できるようにした（以後、

土研式すべり面推定法と記す）。 

以下に土研式すべり面推定法を示す（図－８）。 

１）一つ以上の計測点をもつｉブロックにおけるす

べり面形状を近似する式を①式とする。 

  Ｚ＝ａiＸ２＋ｂiＸ＋ｃi   ･･････････① 

  ａi，ｂi，ｃi：係数 

２）今、ｉブロックにおける計測点を一カ所とした

時、計測点ｉの時刻ｔにおける座標を（Ｘit，Ｚit）、

計測点位置でのすべり面深さをＤi、計測誤差をＶit

とすると、①式は②式のようになる。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－８ 土研式すべり面推定方法 
 

 Ｖit＝ａiＸit
２＋ｂiＸit＋ｃi＋Ｄi－Ｚit 

                ･･････････② 

 Ｘit：時刻ｔにおけるｉブロック内の計測点ｉの水平座標 

 Ｚit：時刻ｔにおけるｉブロック内の計測点ｉの鉛直座標 

 Ｄi ：ｉブロック内の計測点ｉにおけるすべり面深さ 

 Ｖit：計測誤差 

ここで、ａi，ｂi，ｃi，Ｄiが未知数である。 

３）また、計測点ｉにおいて時間をおいてｎ回の計

測したときの誤差を最小とするすべり面は、③～⑥

式を満たす。 
  ｎ 
∂ΣＶi

２/∂ａi ＝０     ･･････････③ 
  t=1    
  ｎ 
∂ΣＶi

２/∂ｂi ＝０     ･･････････④ 
  t=1    
  ｎ 
∂ΣＶi

２/∂ｃi ＝０     ･･････････⑤ 
  t=1    
  ｎ 
∂ΣＶi

２/∂Ｄi ＝０     ･･････････⑥ 
  t=1    

ここで、⑤式と⑥式は等しくなるため、解は求め

られない。 

４）そこで、ブロックｉ、ｉ＋１のブロック境界で

のすべり面高さ、傾斜は等しくなることから⑦、⑧

式を導入する。 

(ｉ)等高さ条件 

ａiＸBi
２＋ｂiiＸBi＋ｃi 

＝ａ(i+1)ＸBi
２＋ｂ(i+1)ＸBi＋ｃ(i+1)  ･････⑦ 

ＸBi：ｉブロックとｉ＋１ブロックの境界線での水平方向座標 

(ii)等勾配条件 

２ａiＸBi＋ｂi＝２ａ(i+1)ＸBi＋ｂ(i+1) ････⑧ 

なお、切土による地すべりでは地すべり頭部、末

端部が明確な場合が多く、境界条件として地すべり

地すべり頭部座標（Ｘhead，Ｚhead）、末端部座標（Ｘ

（Ｘｉｔ，Ｚｉｔ-Ｄｉ）

Ｄｉ

（Ｘｉｔ，Ｚｉｔ）

Ｚ＝ａｉＸ２＋ｂｉＸ＋ｃｉ

　　変状
（亀裂等）

推定すべり面
のり面の変状

（亀裂等）

地表面変位ベクトル Iブロック

ブロックに分割

　　変状
（亀裂等）

推定すべり面
のり面の変状

（亀裂等）

地表面変位ベクトル Iブロック

ブロックに分割

（Ｘ1ｔ，Ｚ1ｔ）

（Ｘ1ｔ，Ｚ1ｔ-Ｄ1）

Ｄ1
（ＸBｉ，ＺBｉ）

（Ｘnｔ，Ｚnｔ）

（Ｘhead，Ｚhead）

（Ｘtoe，Ｚtoe）

Ｄn

（Ｘnｔ，Ｚnｔ-Ｄn）

Ｘ

Ｚ
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toe，Ｚtoe）が与えられるので、⑨、⑩式が成り立つ。 

Ｚtoe＝ａ1Ｘtoe
２＋ｂ1Ｘtoe＋ｃ1  ･････････⑨ 

Ｚhead＝ａnＸhead
２＋ｂnＸhead＋ｃn  ････････⑩ 

以上、③～⑤式、⑦～⑩式を用いて、これらの方

程式を解くことによりａi，ｂi，ｃi，Ｄi が求めら

れる。 

なお、⑧式は、滑らかなすべり面を推定するため

の条件であり、用いなくともすべり面は推定できる。

また、土研式すべり面推定法では、不自然なすべり

面の生成をさけるため、⑪⑫式で示すα，βを設定

する事により等勾配条件を緩和できるようにしてい

る。 

０＜ａi≦α ･･･････････････････････････⑪ 

β＝２ａ(i+1)ＸBi＋ｂ(i+1)－２ａiＸBi－ｂi 

      ･･･････････････････････････⑫ 

 

（２）検証に用いた既存の地すべり概要 

今回の検証では、10箇所の地すべりについて地表

面変位ベクトルから土研式すべり面推定法によりす

べり面を推定した。表－３は、今回の検証に用いた

既存の地すべりの一覧である。 

検証に用いた地すべりの断面型は、椅子型、船底

型、階段型がみられ、船底型の断面型が最も多かっ

た。地すべりの規模は、長さ 60ｍ、幅 50ｍ～長さ

1300ｍ、幅 700ｍのものであった。主測線近傍の計

測点は、２～10点認められるが、地すべり頭部や末

端部に比較して中部に配置されているものが多い。 

地表面変位の計測手法については光波測量が８箇

所、ＧＰＳ測量が２箇所であり、光波測量により計

測されているものが多かった。移動量は、Ｈ地区以 

 

 

表－３ 検証に用いた地すべりの諸元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外は、観測期間中に最大数十cm以上の大きな移動量

が認められている。また、切土による地すべりはＪ

地区のみで他は自然斜面の地すべりであった。 

これらの既存の地すべり事例ですべり面推定プロ

グラムにより計算したすべり面（以後、計算すべり

面と記す）とコア判定や計測結果から実際に観測さ

れたすべり面（以後、観測すべり面と記す）を比較

した。 

 

４．２ 調査結果 

今回は、緩和条件αは用いず、βはＡ地区で0.5、

それ以外の地区で0.1と設定し計算した。 

図－９は、すべり面推定プログラムにより、地表

面変位ベクトルからすべり面を計算した結果である。 
なお、Ｄ地区は斜面中央部でやや上向きの計測結果

が認められるため、斜面上部と下部に分けて計算し

た。 

計算すべり面と観測すべり面を比較すると、頭部

や末端部で形状及びすべり面深さが異なるものが多

い。計算すべり面は観測すべり面と比較して全体に

やや浅めに推定されており、丸みを帯びたすべり面

形状を示すものが多くみられる。地表面変位ベクト

ルの計測点がバランス良く配置されている部分では

比較的すべり面は一致しているが地すべり頭部や末

端部等の測点が少ない箇所では、すべり面のずれが

大きくなると考えられる。Ｊ地区のように頭部から

末端部までバランスよく計測点が配置されている場

合、すべり面がよく一致している。なお、計測点が

多数あるにも関わらず複雑なすべり面形状を示すＤ

地区のような場合は、すべり面をうまく再現できな 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

頭部 中部 末端部
A 風化岩すべり 椅子型 L:300m,W:150m,D30m 光波 0 6 0 約1m/4年
B 崩積土すべり 椅子型 L:1300m,W:700m,D:130m 光波 2 2 0 約6m/6年
C 風化岩すべり 船底型 L:60m,W:50m,D:15m 光波 1 1 1 約80cm/月
D 風化岩すべり 階段型 L:400m,W:300m,D:50m 光波 2 6 2 約40cm/年
E 崩積土すべり 階段型 L:750m,W:240m,D:60m GPS 1 0 1 約20cm/2年
F 崩積土すべり 船底型 L:150m,W:100m,D:20m 光波 0 3 1 約2.7m/3月
G 風化岩すべり 船底型 L:80m,W:60m,D:15m 光波 0 4 0 約2m/月
H 風化岩すべり 船底型 L:150m,W:150m,D:20m 光波 0 2 1 約4cm/1.5年
I 風化岩すべり 船底型 L:300m,W:200m,D:20m GPS 1 0 1 約30cm/4年
J 岩盤すべり 船底型 L:70m,W:60m,D:10m 光波 1 2 1 約20cm/月

断面型
規模

(Ｌ:長さ、W:幅、D:最大深(m)
計測
方法

計測点数 移動量
（最大）

地区
番号

地すべり分類
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地表面変位
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観測すべり面

計算すべり面

観測すべり面

計算すべり面

Ｃ地区

計算すべり面

観測すべり面

計測点
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地表面変位
ベクトル

計測点
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0 100m20m0

Ｅ地区 Ｆ地区
計測点

地表面変位
ベクトル

計測点
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ベクトル
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150m0

観測すべり面

計算すべり面

20m0

観測すべり面

計算すべり面

Ｉ地区 Ｊ地区 計測点

地表面変位
ベクトル

計測点

地表面変位
ベクトル

計測点

地表面変位
ベクトル

計測点
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図－９ すべり面推定プログラムによるすべり面計算結果 
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い場合があることがわかる。 

図－10は、解析断面における地すべりブロックの

長さを 30 等分して区分点における計算すべり面層

厚と観測すべり面層厚の差を地すべり長さで除した

ものである。今回対象とした事例では、地すべり頭

部および末端部で計算すべり面が観測すべり面より

薄くなる(値が－)ものが多くなっているが、その差

は大きくとも地すべり長さの１割以内に収まってい

ることがわかる。 

この結果から、調査ボーリング等を実施する際に

は、頭部及び末端部では計算すべり面より、地すべ

り長さの１割程度余裕を持って調査することが必要

であると言える。 

 応急対策工の規模を決めるためには、現状の安全

率を計算し、目標とする安全率まで上がるように対

策工を実施する必要がある。そこで、観測すべり面

と計算すべり面を用いて安全率の比較を行った。 

表－４は、観測すべり面で安全率が1.0となるよ

うに設定した土質定数を用いて、計算すべり面にお

ける安全率を求めたものである。 

なお、土質定数Ｃ(kN/㎡)については、地すべりで

一般的に用いられている最大層厚から求め、φ(°)

は、観測すべり面を用いて逆解析により求めた。 

計算すべり面を用いたときの安全率は、観測すべ

り面での安全率に比較して大きくなっているものと

小さくなっているものが認められる。また、計算す

べり面と観測すべり面による安全率の差は、多くが

±0.15以内とやや大きな差が生じている。また、Ｃ

地区では0.3以上になっているが、これは計算すべ

り面が浅く地下水の影響を受けなかったためだと考

えられる。 

今回用いたデータは過去に発生した地すべりでの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－４ 計算すべり面による安定解析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測データを用いたものであり、今回のようにすべ

り面を推定することを目的として計測点を配置し、

計測したものではない。このため、計算すべり面と

観測すべり面と差が大きくなっていることが考えら

れる。計測点の配置方法等さらに検討することによ

りすべり面の推定精度はさらに向上すると期待され

る。 

 

５．まとめ 
本研究では、切土等の建設現場において地すべり

の発生初期段階で変状の規模を迅速に把握する手法

として、高精度地表面計測技術及び変状規模の迅速

な推定手法の検討を行った。その結果以下のことが

わかった。 

(1)既存資料の整理から、切土による地すべりは、流

れ盤の椅子型が多い。また、応急対策工では盛土、

切土が多く見られた。 

(2)ハイブリッドＧＰＳは、リアルタイムでmmオー

ダーでの計測が可能であるが、移動量が少なく１

図－10  （計算すべり面深さ－観測すべり面深さ）／地すべり長さ 
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中
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部A 0 6 0 0.873

B 2 2 0 0.818
C 1 1 1 1.316
D 2 6 2 1.004(上)、0.928（下)
E 1 0 1 1.043
F 0 3 1 1.095
G 0 4 0 1.128
H 0 2 1 1.029
I 1 0 1 0.932
J 1 2 1 1.021
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日１回程度の計測で良い場合は通常のＧＰＳでも

十分である。なお、災害現場での作業性や地すべ

り滑落時の計器の破損等を考えるとターゲットを

見通すことが必要であるが、光波測量が実用的と

考える。 

(3)土研式すべり面推定法を考案し、２次元断面で現

場でも容易に利用できる地表面変位ベクトルから

すべり面形状を推定するプログラムを作成した。 

(4)実際の地すべり地で計測された地表面変位ベク

トルを用いてプログラムの検証を行った。その結

果、地表面変位ベクトルの計測点がバランスよく

配置されている部分ではすべり面が比較的良く一

致しているものの、頭部や末端部などの計測点が

少ない箇所ではすべり面のずれが生じるが、その

範囲は地すべり長さの１割程度以内であった。ま

た、計算すべり面と観測すべり面より求めた安全

率の差は概ね±0.15に収まることがわかった。こ

のような誤差を考慮することで、本プログラムは

応急調査や応急対策の目安として活用できると考

えられる。 

 今回の事例検証事例では、地すべり地表面変位ベ

クトルによりすべり面を推定しようとして計画的に

地表面ベクトルを計測したものではない。このため、

すべり面の再現性も低下していると考えられ、今後

は、現在実施している共同研究を主体に、データの

取得方法や計算方法の改良を行い、現場に適したシ

ステムとして実用化を進めていく予定である。 
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V－** 動態観測に基づく地下水排除工の計画手法に関する調査 

                              研究予算：運営費交付金（治水勘定） 

                              研究期間：平15～平18 

                              担当チーム：地すべりチーム 

                              研究担当者：藤澤和範、小原嬢子 

 

【要旨】 

 現在の地すべり対策計画は、目標とする安全率を設定して対策工の規模を決定しているために、施工の進捗に

よる地すべり滑動の沈静化を必ずしも対策計画に反映できていない。そのため、本調査は、地下水排除工の計画

目標の設定手法の検討を行うとともに、工事中の動態観測結果から地下水排除工の効果を評価する指標について

検討するものである。 

その結果、地下水排除工の計画目標の設定手法の検討では、滑落した地すべりと滑落しない地すべりの日雨量

の確率年に差は見られなかった。また、滑落した限界歪量も誤差が大きく、計画目標として滑落限界歪量を用い

ることは困難であることが分かった。動態観測による地下水排除工の効果の評価は、地すべりの挙動のしきいと

なる雨量指標値によることができ、対策工計画の達成状況は指標の上昇量として評価することができることが分

かった。 

キーワード：地すべり、実効雨量、地下水、地下水排除工、動態観測 

 

 

１．はじめに 

現在の地すべり対策計画において対策工の規模は、

事前の調査結果に基づき目標とする安全率により決

定されている。このため、施工中の動態観測結果か

ら対策工の効果が計画以上に発揮されていると考え

られても、地すべり現象に不明な点がある場合、そ

の効果を必ずしも対策計画に反映することができず、

その結果、全ての事例で対策工の計画が十分見直さ

れているとは言いがたい。 
これまで地下水排除工の効果評価に関しては、水

収支の検討 1)などさまざまな研究がなされてきた。

しかし実務上は、地下水排除工による地下水排除効

果を安定計算に織り込むための地下水位の計画低下

高には、実態把握 2)、3)を通じて得られた経験的な値

が用いられてきた。計画水位に到達させるための地

下水排除工の数量が大きなものとなる大規模な地す

べりでは対策工の施工期間が長くなる。このため、

施工済の施設の効果を反映することなど、計画手法

の一層の合理化が望ましい。また、動態観測結果に

基づき地下水排除工の効果を評価し、地下水排除工

の計画規模を逐次修正することが重要である。 
本調査では、動態観測に基づく地下水排除工の計

画手法を提案するため、地下水排除工の計画目標の

設定手法の検討を行うとともに、動態観測結果から

地下水排除工効果評価指標を検討するものである。 

地下水排除工計画目標の検討では、地すべりが滑

落する限界の地盤の歪量（以下、滑落限界歪量と記

す）を求め、ある確率雨量に対して生じる歪を滑落

限界歪量以下にするため、限界歪量の設定手法に関

して検討をした。 

地下水排除工効果評価指標の検討では、動態観測

結果をもとに、主に動態観測結果を降雨の確率現象

として取り扱い、合理的に地下水排除工の効果を表

す指標について検討をした。 
 

２．地下水排除工の計画目標の検討 

２．１ 調査方法 

ある確率雨量に対して地すべりが安全を保つよう

に地下水排除工計画目標を設定するため、地すべり

災害が発生した 10 地区（表－１）において資料の整

理・解析を行い、滑落限界歪量、確率日雨量と滑落

の関係ついて検討した。解析に用いたデータは、降

水量、地盤変位量である。 

まず、滑落限界歪量の検討では、滑落した３事例

については、２次クリープ、３次クリープのときの

歪量を求め、森脇 4)による限界歪量との整合性を検

討した。また、斉藤 5)、福園 6)により提案されてい

る既往崩壊予測式の適合性について検討した。 

また、確率日雨量と滑落の関係については、各地

区近隣の降水量を用いて解析期間中の日雨量の大き
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かったものについて確率日雨量を計算し、滑落の有

無と確率日降雨量について整理した。 

２．２ 検討結果 

滑落した事例の歪量の検討結果を表－２に示す。

森脇らによる方法 4)では崩壊の規模を把握するとき

の誤差が限界歪みに影響し、指標となる歪み量より

小さい値で崩落が発生している事例がみとめられた。

また滑落時刻の予測 5)では地すべりが加速中という

前提があるが、実際には一時減速する場合があり滑

落時刻の予測適用結果に大きな誤差が生じることが

わかった。このため、滑落限界歪量の算出は精度的

に課題があると言える。 

また、表－３は、日雨量の確率年と滑落の有無を

示したものである。今回の事例では、日雨量の確率

年の大小に関係なく滑落が発生していることがわか

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの結果から、ある確率雨量に対して滑落限

界歪量を生じないように計画目標を定めることは困

難であることがわかった。 

 

表－１ 歪量検討地区の地すべり諸元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地質 型 幅 奥行き 層厚

地附山 長野県長野市 － － 500m 290 m 50 m
鹿児島県
阿久根市

山館 岩手県江刺市 新第三紀層 第三紀 125 270 25
高知県池川町
椿山

奈良県吉野郡 古第三紀層
川上村 (四万十層群)

第三紀
単斜構造

新潟県東頸城郡 第三紀
浦川原村 単斜構造
新潟県三島郡 第三紀
出雲崎町 背斜構造
長野県東筑摩郡 第三紀
明科町 強風化

古第三紀層 流れ盤

地区名 所在
地　す　べ　り　ブ　ロッ　ク　諸　元

40 30 8

椿山 － 強風化 240 450 30

下的場

40 5地原
石川県鳳至郡門
前町

新第三紀層

流れ盤 40

第三紀 116.5

12

50 18

一之貝 新潟県栃尾市 新第三紀層 100 140 12

伯母谷

細入 新第三紀層 100 170

40 4

柏尾 新第三紀層 100 120 33

出雲崎 新第三紀層 30

出典 森脇（2001） 斉藤（1987） 福園（1985）

名称 限界歪法 セミログ法 表面移動速度逆数法

滑落時の限界歪が地すべりによら
ず一定であることを利用。

滑落時刻を想定したlog(tr-t)：
累積変動量グラフが直線になる時
期を試行決定して滑落時刻を予
測。

滑落時刻の予測ではなく、危険度
評価に利用

3次クリープ以降が対象

特に無し。 移動が加速中であること。

ただし、実際には移動中の地すべ
りが対象となる

2次クリープ、3次クリープの識別
ができること

・実際より若干(1日以内)早め ・実際より3日遅れ

・１日前でも予測は微妙である ・10日前から予測可能

・実際より若干(1日以内)遅れ ・実際とほぼ一致

・2日前でも予測は難しい ・10日前から予測可能

伯母谷地区 指標と比較的よくあっている 実際より若干(1日以内)遅れ 実際とほぼ一致

・崩壊範囲がわからないと歪量が
求まらない

・直線判定が微妙である ・グラフが揺らぐことがあり、直
線外挿に幅がある。

・歪量蓄積開始時点の取り方が評
価に影響する

特に、滑落以前の判断は難しい ただし、包絡線を利用すればある
程度解決できる。

・指標となる歪量より一桁小さい
値でも滑落が発生する例がある。

・滑落後でないと直線が確定でき
ない

・比較的実際に近い予測が得られ
るが、やや遅れることもある。

・滑落前ほどグラフが短いため、
長期の予測は困難である
・3次クリープの取り方（想定時
刻）が予測に影響する可能性があ
る
・結果的には1日以内の幅で説明
できる

・定速移動でも適用可 ・事前判断は困難 ・個人差が入りにくい

・危険度評価であり事前対策に利
用可能

・3次クリープという微妙な判断
を要する。

・予測には移動量観測データ以外
の想定が不要

・崩壊範囲の確定が必要 ・比較的長期の予測ができる

適用性 ○ × ◎

適用時に問
題となった
事項

手法の利
点、欠点

各地区の滑落状況への予測適用結果

地附山地区 実際の滑落状況とよく一致してい
る

山舘地区 指標より小さい値で滑落発生

解析手法 移動速度の逆数（1/v）の経時変
化グラフで滑落時刻を1/v=0の時
の時刻として予測

適用制限 移動が加速中であること

表－２ 滑落予測法の適用結果比較 
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表－３ 確率日雨量計算結果および滑落の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．動態観測による地下水排除効果評価指標の検討 

３．１ 調査方法 

地すべりの挙動を誘因である雨量に着目して、地

下水排除工の効果を整理することができれば、地下

水排除工の効果を確率現象として評価することが可

能となり、より合理的に地下水排除工の計画規模・

数量の逐次修正が可能となる。 
そこで地下水排除効果評価指標として動態観測結

果を降雨指標により表すことを検討した。 

検討は、これまで長期間観測が行われており、現

在も対策工が施工中である、谷の内（たにのうち）

地すべり防止区域（高知県高岡郡越知町）の観測結

果を用いて行った。 

 

３．１．１ 谷の内地すべりの概要 

谷の内地すべりは、1 級河川仁淀川水系谷の内川

右岸の南東向き斜面に位置する。地すべりは、標高

250m 付近を末端とし、比高 450m、延長 1200m、平

均勾配 23°、面積 131.2ha であり、移動層厚は平均

で 60m、最深部で 150m 以上に達する。斜面下部か

ら上部にかけて順に1次から4次までのブロックと、

最上部の全体すべりブロックとに区分される（図－

１）。 
谷の内地すべりにおける地質は秩父古生層（二畳

系）北帯の白木谷層群に属し、チャートや苦鉄質凝

灰岩などを挟む粘板岩を主とする。地質構造は、緩

やかな流れ盤であると推定されている。 
谷の内地すべりは、現在も年間 19mm 程度の移動

が認められる地すべりであり、昭和 33 年以来、地す

べり対策事業が行われている。現行の対策工全体計

画は、平成 11 年度から平成 13 年度まで開催された

委員会において検討された抑制工の計画に基づき、

平成 15 年度に 13 号集水井（深度 34.5m）、平成 16
年度に 16号集水井（深度 48.0m）の施工が行われた。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 谷の内地すべり 対策工・観測位置図 

 

３．１．２ 対策工の効果評価指標の検討方法 

図－２は、昭和 60 年から平成 18 年までの年間降

水量と、谷の内地すべりで観測された孔内傾斜計の

年間変位量の最大値を示した７)。概ね５年毎の観測

値の平均をとるように直線で近似したところ、観測

値にばらつきはあるものの、過年ほど直線の勾配は

きつく、平成 12 年～平成 18 年の直線は緩くなって

いる。これは、年間降水量が多くても変位が出づら

い傾向になってきていることを示しており、対策工

が進むにつれて同程度の雨量であっても変位量が少

なくなってきている傾向がわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 年降水量と年変位量の相関図 

 降雨による地下水排除工の効果評価指標の検討は、

谷の内地すべりの 10 基の地盤伸縮計および 22 基の

孔内水位計の動態観測データ及び日雨量データを用

いて行った。 

検討に用いたデータの期間は、地盤伸縮計と 4 基

の孔内水位計が平成 8～17 年、その他 18 基の孔内水

位計が平成14～17年、日雨量が平成8～17年である。 
対策は現在も継続して行われているが、１次ブロ

年月日 雨量mm/日 Thomas法 Hazen法
S60.7.20 59 126.0 130.7
S60.7.8 43 58.8 60.5

H10.10.16 121 54.4 55.8
H10.10.17 103 40.9 41.9
H10.10.1 33 29.0 29.5
H10.10.8 31 25.7 26.2
H14.8.31 324 240.3 249.1
H14.8.30 158 60.0 61.5

H11.6.17,27 86 134.6 138.3
H11.7.3 54 46.4 47.3
H14.7.10 123 59.9 62.3
H14.7.25 38 9.4 9.6
H14.10.28 85 75.0 76.5
H14.10.29 75 56.3 57.3
H14.7.10 78 58.5 59.7
H14.10.1 65 39.6 40.3
H14.11.13 50 25.9 26.3
H14.11.14 48 24.0 24.3
H14.10.1 66 63.9 65.7
H14.9.17 50 36.5 37.5

柏尾

解析期間中多雨日 日雨量の確率年

有

無

有

無

無

有

細入

出雲崎

無

無

無

伯母谷

一之貝

無

滑落の
有無

椿山

地原

下的場

山館

地区名

地附山
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ック、２次ブロックの境界付近に施工された 13 号井

（図-１）の施工により、地下水位が低下した観測孔

が多く認められている。そこで、13 号集水井の施工

を境として、平成 15 年 9月 10 日までを施工前、平

成 16 年 3月 23 日からを施工後として取り扱った。 

地下水排除工の効果評価指標として、日雨量から

実効雨量（半減期５日）及び地すべりの挙動のしき

いとなる実効雨量（以下、しきい実効雨量と記す）

を計算し、動態観測結果を整理した。しきい実効雨

量の計算方法８)を以下に示す。 

①地盤変位しきい実効雨量 

地盤伸縮計で検知可能な 0.1mm/日以上の地盤変

位があった日および地盤変位がなかった日の実効雨

量（半減期５日）について、度数をそれぞれ実効雨

量 1mm から 300mm まで 1mm 毎に集計した。地盤変位

を観測した日の累積相対度数と観測日全体の累積相

対度数との差が最大となる実効雨量（図-３）を、地

盤変位の発生確率が増加する実効雨量しきい値とい

う意味で、地盤変位しきい実効雨量と称する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 地盤変位の累積度数分布（例） 

②水位上昇しきい実効雨量 

水位上昇しきい実効雨量も地盤変位しきい実効雨

量と同様の計算手順により求めた。地下水位上昇を

観測した日の定義は、0.1m/日、0.5m/日、1.0m/日以

上の地下水位上昇を観測した日とし、それぞれの地

下水位上昇に対するしきい実効雨量として、水位上

昇しきい実効雨量と称する。 

 

３．２ 対策工の効果評価指標の検討結果 

１）実効雨量による指標の検討 

 地盤変位や孔内水位が実効雨量に対して相関があ

るかどうかを調べた。谷の内地すべりでは、地盤変

位と実効雨量については、明確な相関は認められな

かった。孔内水位と実効雨量については、全体的に

やや相関があり、集水井の施工前後で相関係数を比

較すると、集水井の周辺にある地下水位観測孔では、

相関が低くなる傾向が見られた（図-４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－４ BV6-5 の実効雨量と孔内水位相関図 

 

図－５は、静岡県藤枝市にある滝沢地すべりにお

ける実効雨量と地盤変位の相関について調査結果で

ある。変位量の大きい滝沢地すべりでは、実効雨量

と地盤変位の相関が高く、また施工前と抑制工施工

中を比較すると、相関係数が低くなっていることが

分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－５ 実効雨量と地盤変位相関図（滝沢地すべり） 

 

表-４ 岩井法による確率水文量 

確率年

（年） 

最大日雨量

（mm） 

実効雨量 

（mm） 

1.1 11.8 211.1 

1.2 126.2 229.3 

1.5 151.4 263.1 

2 176.1 297.9 

5 239.4 393.2 

10 282.5 462.5 

50 380.3 630.1 

100 423.0 707.3 

滝沢地すべりが発生した平成17年7月9日の最大

日雨量は 173.0mm、実効雨量 274.4mm であり、これ
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を表-４に示した確率水文量と比較すると、1.5～2

年確率の雨量に相当する。 

滝沢地すべりでは、実効雨量と地盤変位は、相関

が高く回帰直線から一定の地盤変位量を生じる実効

雨量を確率年で評価でき、実効雨量を対策工効果評

価指標として考えることができる。しかし、谷の内

地すべりのように実効雨量と地盤変位の相関があま

り良くない場合、地下水排除工の効果は、対策工施

工前後の実効雨量と地盤変位の相関性の変化で評価

するしかなく、合理的な対策工効果評価指標とは言

えないことがわかる。 

２）地盤変位しきい実効雨量の検討 

図－６は、地盤変位しきい実効雨量の計算により、

谷の内地すべりの地盤伸縮計で 0.1mm/日以上の地

盤変位を観測した日の地盤変位しきい実効雨量の経

年変化である。図には、各ブロックのしきい実効雨

量の中央値を示した。 

13 号集水井の施工前の平成 14 年度以前と施工後

の平成 16 年度の地盤変位しきい実効雨量を比較す

ると、13 号集水井が位置する１次ブロックの地盤変

位しきい実効雨量は、施工後に高くなっている傾向

がある。しかし、２次ブロック、３次ブロックでは、

解析した全期間で地盤変位しきい実効雨量が大きく

ばらついている様子が認められ、対策工施工前後の

地盤変位しきい実効雨量の上昇が、対策工の効果に

よるものか、地盤変位しきい実効雨量のばらつきに

よるものかは判然としない。 

しかしながら、地盤変位しきい実効雨量を用いる

ことにより確率評価ができる指標として合理的な対

策工の効果を評価できる可能性が提示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６ ブロック毎の地盤変位しきい実効雨量 

 

３）水位上昇しきい実効雨量の検討 

図-７は、0.1m/日、0.5m/日、1.0m/日以上の地下

水位上昇を観測した日の水位上昇しきい実効雨量に

ついて、13 号集水井の施工前の平成 14 年度と施工

後の平成 16 年度の水位上昇しきい実効雨量を比較

したものである。図には、各ブロックのしきい実効

雨量の中央値を示した。 

水位上昇しきい実効雨量は、13 号井施工前の平成

14 年度に比べ、施工後の平成 16 年度の方が全般に

高くなっている。対策工の効果により地下水位を上

昇させるのに必要な実効雨量が高くなったと考えら

れる。 

図－８は、BV6-5 孔について実効雨量と地下水位

の時系列を示したものである。この孔の場合、13 号

井施工の効果が平成 16 年度に明らかな地下水位低

下として表れている。BV6-5 孔水位で 1.0m／日上昇

する日の水位上昇しきい実効雨量を計算すると、対

策工施工前の平成 14 年では 203mm、施工後の平成 16

年度では 279mm であり、平成 14 年度より 76mm 高い

と計算された。つまり、対策工施工後と施工前のし

きい実効雨量の差の 76mm が、地下水排除工の効果で

あると評価することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－７ 水位上昇しきい実効雨量（3次ブロックは 

計算可能なケースが少なかったため省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－８ BV6-5 孔の水位、実効雨量および 1.0m／日

水位上昇しきい実効雨量 
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したがって、動態観測による地下水排除工の効果

の評価は、地すべりの挙動のしきいとなる雨量指標

値によることができる。 

 

４． まとめ 
 今回、地下水排除工の計画目標の検討及び、地下

水排除施設の効果評価指標の検討を行った。 

地下水排除工の計画目標の検討では、以下のこと

がわかった。 

１）滑落限界歪みの推定は、誤差が大きく、日雨量

の確率年もばらつきが大きいため、計画目標として

滑落限界歪み量を用いることは困難である。 

また、地下水排除施設の効果評価を定量的に指標

として、実効雨量、地盤変位しきい実効雨量、水位

上昇しきい実効雨量の適用性を検討した結果、以下

のことがわかった。 

１）実効雨量は観測地と相関性が良い場合、実効雨

量からの確率評価が可能である。 

２）実効雨量では相関性の変化により対策工の効果

を評価できる。 

３）しきい実効雨量により、対策工の効果を確率と

して評価できる可能性があることがわかった。計画

目標を超過確率として設定することにより、しきい

実効雨量を指標とすることで、合理的に計画規模を

修正することが可能となることが考えられる。 

今後、地下水排除工の追加投資は年間平均何日の

安全性向上にあたるか、といった観点から評価を行

うためにも、観測データの整理解析手法についてさ

らなる検討が望まれる。 
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雪崩要因の標高依存性と発生予測に関する研究 
研究予算：運営費交付金（治水勘定） 
研究期間：平15～平18 
担当チーム：雪崩・地すべり研究センター 
研究担当者：花岡正明、秋山一弥金子正則、伊藤陽一 
 
【要旨】 
雪崩発生事例と気象データの統計的分析から雪崩の発生を予測する手法（統計的予測手法）の精度の検証を行っ

た。雪崩発生区の気象条件を推定して予測を行うことで精度の向上が期待されるため、雪崩現地観測データやア

メダスデータなどから雪崩斜面における気象条件の標高依存性を検討し、複数の観測地で標高100 mあたりの変

化量が積雪深（30 cm）や気温（  0.6 C）でほぼ同一であることが確認された。この結果をもとに気象観測点と

雪崩発生区との間の標高差及び雪崩発生因子に風速を考慮した新たな統計的予測式を作成し、現地観測による雪

崩形態（乾雪表層雪崩・湿雪全層雪崩）別の発生事例を用いて精度の検証を行った。その結果、標高補正を考慮

した場合には捕捉率（雪崩発生日に雪崩発生予測をした割合）が上昇（0.47→0.66）し、予測精度が向上するこ

とが確認された。 
 
キーワード：ソフト対策、表層・全層雪崩、気象データ、標高補正、統計的発生予測、雪崩発生危険度（DI） 
 
１．はじめに 
日本は世界でも有数の多雪国であり、国土の半分以

上を占める豪雪地帯に約2,100万の人々が生活をして

いる。20,500箇所（平成14年調査）にのぼる雪崩危

険箇所の保全にはハード対策だけではなく、雪崩の発

生時期を精度良く予測して発生危険度の高まった段階

で事前に避難を行うソフト対策の確立が望まれる。 
雪崩の発生危険度を予測するには、大きく分けて以

下の3つの手法が考えられる。 
① 雪崩斜面付近の積雪構造や挙動を直接観察する手

法。ごく限られた範囲では有効であるが、長時間・

広範囲にわたる予測を行うには向いていない。 
② 雪崩の発生事例と、そのときの降積雪などの気象

条件を統計的に分析し、予測式を作成する統計的

予測手法。統計的な分析を行えるだけの発生デー

タが必要であるほか、データの精度や気象条件の

地域的特性などを十分考慮する必要がある。 
③ 斜面積雪の安定度を力学的に計算する物理的予測

手法。ドカ雪時の安定度計算理論や、弱層の形成

などを計算できる数値モデルなどが提案されてい

る。 
②及び③の手法については既存の式やモデルがある

ため、現時点で気象データを用いて発生予測を行うこ

とが可能である。しかし、いずれも暖冬少雪による雪

崩事例の減少などで、予測精度の十分な検証は行われ

ていないのが現状である。 

そこで、本研究では雪崩・地すべり研究センターが

実施した雪崩現地観測によって得られた雪崩発生デー

タを用いて、雪崩発生予測手法の精度の検証を行うこ

とを目的とした。ただし、すべての手法を適用するの

は非常に煩雑であるため、ここでは道路管理などに用

いられた実績のある統計的予測手法に限定した。 
 
２．雪崩発生の統計的予測手法 
２．１ 既存の予測手法 
既存の統計的予測手法としては、判別関数法１）及び

隅切法２）とよばれる手法が開発されている（図1）。 
隅切法は雪崩要因として積雪深・降雪量・気温・風

速の気象因子を用いてドカ雪型表層雪崩の発生危険度

（DI：Danger Index）を算定する手法であり、59豪

雪時に国道 17 号で発生した雪崩について、気象庁湯

図1 既存の統計的予測手法の概要 
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）
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DI = Lmin = (ax1 + bx2 +・・) / (a2  + b2  +・・+ k)
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特徴　・特定エリア内では精度が高い
　　　　・隅切線設定が手作業

特徴　・地域ごとに判別関数を設定
　　　　・データを統計的に処理できる
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沢観測点の気象データを用いて分析したものである。

ここで、DI は図 1 左グラフ中の隅切線からの距離 L
と同等であり、積雪深等の因子が隅切線で示される限

界値を超えた場合にはじめて雪崩が発生し、限界値よ

り大きくなる（隅切線から離れる）ほど危険度が増大

すると考える。なお、この手法は隅切線の設定に主観

が入りやすいという問題がある。 
判別関数法は北海道・東北・北陸・中部の4地域に

おける雪崩発生事例と気象データを分析し、各地域毎

の DI の計算式（判別関数）を作成したものである。

判別関数は表層及び全層雪崩別に降雪量・積雪深・気

温の気象因子を用いて計算し、正の場合は発生、負の

場合は非発生と判定する。この手法は地区別に判別関

数が作成されているため、隅切法に比べて広範囲の予

測に適しているが、式の性質上、たとえば積雪深が小

さくても他の因子が大きい場合には雪崩危険度も増大

してしまう傾向がある。表1に北陸地域で作成された

判別関数の概要を示す。 
 

表1 既存の判別関数の例 

※  新潟地域：新潟県下越と中越海岸沿い 

湯沢地域：新潟県中越山沿いと福島県西部の一部 

高田地域：新潟県上越と長野県北部の一部 
 
このほか、気象庁からは発表されているなだれ注意

報も、気温や降積雪深などをもとにした統計的な手法

といえる。表2に示す北陸地方のなだれ注意報発表基

準３）のように、表層雪崩（①）と全層雪崩（②）に対

応した基準が設定されている。しかし、積雪が多い地

方で気温が高くなる時期には②にしたがってほぼ連日

注意報が発表されている状態になり、予測精度や実質

的な効力は非常に低いといえる。 
以上のことから、統計的発生予測手法としては判別

関数法の利便性が高く、特定エリアにかぎれば隅切法

の使用も適当と考えられる。本研究では複数の雪崩現

地観測点のデータを用いるため、判別関数法を用いて

解析を行うこととする。 
 

表2 なだれ注意報発表基準の例 
 
２．２ 統計的予測手法の問題点 
判別関数法及び隅切法では、雪崩発生に関係する気

象因子として積雪深・降雪量・気温・風速を使用して

いる。降積雪深の増加は雪崩斜面の平滑化と新雪層の

不安定化を、また気温が低い場合には積雪の安定化が

進みにくいなど、これらの因子は雪崩発生に大きく関

与していると推察される。しかし、一般的な統計的分

析においてはこれらの物理的な関連付けは無視されて

おり、あくまでも入手が容易で関連がありそうな因子

と雪崩発生データを結び付けているにすぎない点に注

意が必要である。 
また、統計的分析に用いる気象データとしては、実

際に雪崩が発生した地点におけるものを使用すること

でもっとも精度の高い予測式が作成できると考えられ

る。しかし、各地の雪崩発生点付近に観測機材を設置

し、低温・強風・着雪等の諸問題をクリアしてデータ

を得るのは容易ではない。よって、現実的には発生地

点に最も近い平地のデータを用いることになる。 
ここで、平地のデータであっても標高による気温や

積雪深の差異を考慮して、発生区の気象状況を推定す

ることができれば、比較的簡単に精度よい予測が可能

になると期待される。しかし、このような気象因子の

標高補正に関しては高所の観測データの不足や地域特

性の問題から、広く一般的な補正式は作成されていな

い。そこで、本研究では、雪崩現地観測点で行った気

象観測データをもとに標高補正式を作成し、統計的分

析と検証に用いることとした。これによって、標高補

正が予測精度におよぼす効果を検証することが可能で

ある。 
なお、判別関数法においては、表1のように地域を

積雪特性に基づいて細かく分類し、気象因子の標高補

地 域 な だ れ 注 意 報 発 表 基 準
新潟県 ① 降雪の深さが50 cm以上で気温の変化が大きい場合 

② 積雪が50 cm以上で最高気温が8 C以上になるか、日

降水量20 mm以上の降雨がある場合 
富山県 ① 降雪の深さが90 cm以上あった場合 

② 積雪が100 cm以上あって日平均気温2 C以上の場合

石川県 ① 降雪の深さが50 cm以上あって気温の変化の大きい場

合（昇温） 
② 積雪が100 cm以上あって金沢の日平均気温5 C以上、

又は昇温率（+3 C／日）が大きい時（ただし0 C以上）

福井県 ① 降雪の深さが50 cm以上あった場合 
② 積雪が100 cm以上あって最高気温10 C以上の場合 

 
地 域 

判 別 関 数 
必要な気象因子 

標高補正なし 標高補正あ

り 
既 
存 
式 
 

S62 
 

H1 

北陸地建 
全 域 

表 層 
全 層  降雪量・平均気温 

最低気温・気温日較差

新 潟 ※  全 層 降雪量・最深積雪 
平均気温・最高気温 

湯 沢 ※  表 層 降雪量・最深積雪 
平均気温・最低気温 

高 田 ※  柵口表層 降雪量・平均気温 
最低気温・気温日較差
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正を行って判別関数を作成した例もあり、内部検証で

は適中率が向上したと報告されている。しかし、その

後の検証は行われていない。 
 
３．雪崩現地観測 
３．１ 動態観測の目的と方法 
雪崩発生予測の研究には、図2に示すような内部検

証→外部検証という流れが不可欠であり、精度よいデ

ータの蓄積が求められる。そのため、雪崩調査を行う

場合、表層・全層などの雪崩の発生形態、発生区・堆

積区の標高、流下距離などの諸元を的確に把握すると

同時に、雪崩発生前後の気象・積雪状態についてでき

るだけ発生区に近い箇所の情報を得ることが理想であ

る。 
このため、過去に雪崩災害のあった箇所や、大規模

な雪崩が発生している市町村（図 3）において、雪崩

発生斜面を監視できる対岸のスキー場施設や家屋にカ

メラ等の機材を設置し、得られた映像から雪崩の発生

時刻や形態の解析を行った。また、気象などの観測を

実施している地区もある。本研究の開始年度である平

成 15 年度には、観測施設の追加整備としてカメラや

気象測器等の観測機材の更新等を行った。表 3 には、

各地区の観測概要をまとめてある。 
 

 
 
 
 

 
図3 雪崩現地観測点位置図 

 
表3 各観測点の概要 

 
 
 
３．２ 雪崩発生状況 
各観測地区において平成 10 年度以降に観測された

乾雪表層雪崩及び湿雪全層雪崩の発生件数を表4に示

す。平成 18 年度の結果については、映像を再生して

雪崩の発生や形態を判読するのに時間がかかるためこ

こでは示していない。なお、発生形態不明のものや湿

雪表層雪崩なども多く発生しているが、発生予測に使

用するデータとしては不適当なため、ここでは除外し

た。特に、柵口地区については発生区が急峻な崖状で

あるために頻繁に雪崩が発生し、表4以外に観測され

た雪崩は 2000 例以上にも達する。よって、雪崩の発

生予測の検証データには不向きと判断し、今後の雪崩

発生に関する解析からは除外することにする。 
 
 
 
 
 
 
 
 

地区 開始年度 観測項目 最高標高 斜面方位 

柵口 H12年度 動態・気象 
振動・衝撃 1108 m 東 

白馬 H8年度 動態・気象 
振動・衝撃 1974 m 南 

寒谷 H5年度 動態・衝撃 941 m 南西～西 
信濃平 H10年度 動態 938 m 東 

新潟県

長野県

雪崩・地すべりC

柵口・寒谷
（糸魚川市）

白馬（白馬村） 信濃平（飯山市）

大毛無山（妙高市）
新潟県

長野県

雪崩・地すべりC

柵口・寒谷
（糸魚川市）

白馬（白馬村） 信濃平（飯山市）

大毛無山（妙高市）

統計的手法による雪崩の予知･予測

Ｔ

ＤＩ

発生領域

非発生領域

DI：Danger Index
（雪崩発生危険度）

雪崩発生事例・非発生事例
の収集

雪崩関連因子の選定（例：前日の降雪量、当日の平均気温etc）

因子分析 → 因子付加量の高い因子を抽出

判別分析 → 雪崩発生・非発生の判別式作成

内
部
検
証
（
既
往
研
究
）

外部検証が必要

・雪崩発生事例→雪崩動態観測の結果を活用

・雪崩関連因子→標高の違いによる差異を考慮

・発生予測の精度検証→雪崩形態（表層・全層）を考慮

外
部
検
証
（
本
研
究
の
主
た
る
部
分
）

図2 雪崩発生予測研究手法の流れ 
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表4 各観測点の雪崩発生状況 

年度 
乾雪表層雪崩 湿雪全層雪崩 

柵口 白馬 寒谷 信濃平 柵口 白馬 寒谷 信濃平 

10  22 4 8  4 1 12 
11  16 0 0  8 6 12 
12 36 18 3 8 10 12 0 9 
13 130 7 15  25 6 2  
14 98 22 2 4 64 24 10 7 
15 7 3 1 5 22 15 12 32 
16 9 0 0 3 10 0 4 13 
17 17 1 0 0 39 2 3 13 
計 297 89 25 28 170 71 38 98 

 
 

図4 観測された雪崩の規模 
 
図4には観測された雪崩の標高差と水平距離の関係

をまとめた。白馬地区では非常に大規模な表層雪崩が

発生している。 
発生区の気象状況を標高補正で求めるためには、雪

崩発生区の標高を見積もることが必要である。図5に

は雪崩発生地点の標高をビデオ映像から判読できたも

のについて、その分布を示す。寒谷及び信濃平地区で

は、表層／全層で標高分布に若干の違いはあるものの、

平均値の違いは10 m以内におさまっており、雪崩の

形態別に標高補正を行う必要はないと考えられる。一

方、白馬地区では表層／全層による違いが明瞭で、全

層雪崩は明らかに低標高側（約1600 m以下）で発生

し、平均値の違いも約200 mと大きく、形態による発

生区の違いを考慮する必要がある。 
 

 
図 5 発生区の最高標高分布（左から白馬・寒谷・信

濃平地区、上側：乾雪表層雪崩、下側：湿雪全層雪崩） 
 
４．雪崩斜面における積雪・気象条件の標高別差異 
雪崩の統計的予測手法に必要な気象因子については、

一般的に気象データの得られる平地と雪崩発生区とで

は大きな差異があるため、データをそのまま使用する

と統計的分析の精度に大きな影響をおよぼすと考えら

れる。そこで、雪崩現地観測データを用いて気象因子

の標高別の差異や、積雪・気象条件の推定手法につい

て検討した。 
 ここで考慮する気象因子としては、判別関数法及び

隅切法に使用される降雪量・積雪深・気温・風速を取

り扱うことにする。気象データは観測地周辺のアメダ

スデータのほか、現地で行っている観測データを使用

して平成15 17年度の平均値を求めた。しかし、たと

えば白馬で行っている気象観測は雪崩発生斜面の尾根

上で行っているため、降雪・積雪は強風のため正確な

値が得られにくい欠点がある。そのため、適宜付近の

スキー場で観測したデータなども収集して活用した。

また、雪崩・地すべり研究センター所在地の新潟県妙

高市西方にある大毛無山（標高1429 m）で1988 93
年にかけて収集した気象及び雪崩発生データも参考に

した。表5におもな結果をまとめて示す。 
積雪深については、既存の判別関数を作成した際に

平地の年最大積雪深データをもとに標高による積雪深

増加量を全国的に求めた例がある１）。それによれば標

高100 mあたりの増加量は3 100 cmにわたり、地域

による差が非常に大きい。また、雪崩発生斜面を含む

山岳地域においては風による削剥・再配分による局所

的な増減が大きいために一般的な補正式は確立されて
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いない。しかし、最近航空機搭載型レーザースキャナ

による精密な地形計測手法が確立され、積雪期及び無

雪期の測量データの比較から山岳地を含む広範囲の積

雪深データを得ることが可能になった。立山カルデラ

地域で測定した結果によると、増加量は28 cm / 100 
mと算出された４）。今回の解析では、日最深積雪（信

濃平・大毛無）及び毎日9時の積雪深（白馬）を使用

した。年によって若干のばらつきはあるものの、安全

側をとって大きい値を採用すると、全地点についてほ

ぼ一定の増加率（30 cm / 100 m）が存在することがわ

かる。図 6 には平成 18 年豪雪時のアメダス飯山－野

沢温泉間の増加量（100 m毎）を示すが、積雪初期（12
月）と融雪期（4 月以降）を除いてほぼ一定である。

よって、雪崩・地すべり研究センター周辺の雪崩観測

地においては、積雪深の増加量は30 cm / 100 mが適

当といえる。なお、これは前述の立山カルデラ地域に

おけるレーザー測量結果とほぼ同一であった。 
気温に関しては、高度の増加にともなう逓減率とし

て0.65 C / 100 m（湿潤大気の場合）が航空機の高度

補正などに用いられているが、地表面付近では 0.55
または0.6 C / 100 mが一般的に使用されている。今

回の解析では、1 日毎では変動が大きいため、月平均

気温をとって標高別に比較した。頻繁に高標高の観測

点の温度が高くなり一定しない場合（信濃平）もある

が、一般的な0.6 C / 100 mに近い場合が多い。 
風速についても、高度の増加にともないべき乗で増

加するとされているが、雪崩発生斜面のような山岳地

域では地形の影響などが大きいために、一般的な標高

補正式は確立されていない。今回の解析では、日最大

風速についてみたところ、標高が高いほど風速が減少

する場合（信濃平）や、増加と減少の両方がみられる

不定の場合（大毛無）など、地区によって傾向が大き

く異なっていた。これは風速観測点の方位や局所的な

地形などが大きく影響しているためと考えられる。よ

って、今回は風速についての標高依存性は明らかにで

きなかった。 
降雪量については、経験的に標高による違いがある

とされるが、測定値が非常に少ないうえに、積雪深同

様に場所による誤差も大きく、一般的な補正式は確立

されていない。しかし、積雪深と同じ補正値が使われ

ることも多いようである。降雪量についても比較を行

おうとしたが、低標高と高標高地域で同様の観測を行

っている白馬地区の現地観測データは強風で降雪がす

ぐに削剥されやすく、単純に比較することは難しい。

信濃平地区付近のアメダス2点間の日降雪量の比較で

は、顕著な差は見られなかった。 
 
５．統計的予測手法による雪崩発生予測 
５．１ 判別関数の作成 
雪崩動態観測の結果と、標高補正手法を用いて、統

計的予測手法による雪崩発生予測の検証を行った。こ

のとき、以下の2つの判別関数を使用する。 
① 雪崩の発生事例と、標高補正なしの気象データの

統計的分析から作成したもの 
② 雪崩の発生事例と、標高補正によって推定した発

生区の積雪・気象状況をもとに統計的分析を行っ

て作成したもの 
両者の予測結果を比較することで、標高補正の効果を

見積もることができると期待される。 
 
表5 気象因子の標高依存性の算定結果 

 
図 6 アメダス飯山―野沢温泉間の積雪増加量（平成

17-18年冬期） 
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しかし、①の補正なしの式は表1にある北陸地建全

域の式を適用可能であるが、②の補正ありの式につい

ては雪崩現地観測点のある高田地区では存在しない問

題がある。そこで、高田地区に属する大毛無山におけ

る1988 93年の5年間の雪崩発生事例と気象データと

を用い、標高補正を考慮した判別関数をあらたに作成

した。この判別関数を用いることで他の観測点の結果

をすべて外部検証に用いることが可能である。表6に

新たに作成した判別関数に選ばれた気象因子を示す。

積雪深の増加量は30 cm / 100 m、気温逓減率は0.6 C 
/ 100 mを使用し、降雪量は積雪深と同様に、風速は

標高補正をせずに平地の値をそのまま使用した。 
 
 
表6 新たに作成された標高補正を加味した判別関数 

 
５．２ 雪崩発生危険度（DI）の推移と検証 

白馬、寒谷及び信濃平地区において、近傍のアメダ

ス観測点の気象データを判別関数に代入して発生危険

度（DI）を求め、雪崩発生データとの比較を行った。

各地区において使用したアメダス観測点と標高差など

を表7に示す。計算には平成10 17年度のデータを使

用した。 
 
表7 アメダス観測点の諸元 

地区 アメダス観測点 発生区との標

高差（平均） 
発生区までの

直線距離 
白馬 白馬（標高703 m） 620, 830 m 6 km 
寒谷 能生（標高55 m） 640 m 7 km 
信濃平 野沢温泉（標高571 m） 260 m 9 km 
 
ここでは計算の一例を示す。図 7 は平成 15 年度の

信濃平地区における DI の変化である。標高補正の有

無に関わらず表層雪崩は1 2月を中心に、全層雪崩は

気温の高い 2 月中旬以降を中心にDI が増加し、雪崩

発生状況と傾向が一致していることがわかる。 

 
図7 信濃平地区のDIの推移（平成15年度）上から

1 日毎の平均・最大風速、降雪量・最深積雪、平均気

温、DI（標高補正なし）、DI（標高補正あり） 
 
また、特に全層雪崩では標高補正を行った場合（図

7最下段）には、DIが大きく増加（DI > 2程度）した

期間に発生が集中している傾向が明瞭に表れており、

発生の実態をよりよく予測しているといえる。これに

ついては、雪崩発生の判定ラインをDI = 0からDI = 2
程度まで引き上げることでより現実的な判定も可能に

なると考えられる。 
最後に、すべての DI 計算結果について標高補正の

有無による効果をみるために、捕捉率の計算を行った。

捕捉率とは、天気予報の精度の検証などに使われるも

のであり、本研究に適用するにあたっては以下のよう

に表すことができる。 
 
 
捕捉率＝（雪崩が発生し、かつDI  0の日数）/（雪

崩が発生した日数） 
 
表8 標高補正の有無による捕捉率の変化 

地区 
捕 捉 率 

標高補正なし 標高補正あり 
表層 全層 表層 全層 

白馬 0.00 0.82 0.51 0.92 
寒谷 0.10 0.93  0.00 ▼ 0.89 ▼ 
信濃平 0.05 0.94 0.67 0.98 

 係 数 気 象 因 子 
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– 0.5184 (前日の最大風速+当日の最大風速) / 2 
– 0.1350  

 
全 
 
層 

– 0.0039 当日の降雪量 
0.1835 当日の平均気温 
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表8に標高補正の有無による捕捉率の変化をまとめ

た。全体の平均をとると、標高補正の前後で 0.47→
0.66となっており、予測精度の向上を確認することが

できた。白馬及び信濃平地区では、標高補正を行った

場合に特に表層雪崩の捕捉率が増加している一方、寒

谷地区では捕捉率が若干減少している。これはアメダ

ス能生観測点は沿岸部に位置しており他の地域に比べ

て風速が大きいためと考えられる。実際に表6の風速

因子の係数は他の因子に比べて大きく、風速が大きく

なるほど DI が減少していく傾向にある。よって気象

因子として風速を選ぶ際には予測範囲の拡張性も考慮

する必要がありそうである。 
また、全体に表層雪崩の捕捉率が小さい理由として

は、現地観測で雪崩の発生を捕らえられていないケー

スが多いためと考えられる。24時間にわたる観測のう

ち、晴天や夜間でも視界があって雪崩の発生が十分監

視できる割合を調べると、寒谷では平成14, 15年度で

33.9 %、信濃平では同年度に57.9 %にとどまっている。

特に表層雪崩は吹雪などの悪天候時に発生することが

多いため、これが捕捉率の減少につながったと考えら

れる。よって、予測精度の向上には検知手法の検討も

必要である。 
一方、全層雪崩に関しては標高補正の有無にかかわ

らず捕捉率は全般に高い。全層雪崩による災害は暖冬

少雪でも、また人家の近くでも発生することを考慮す

ると、判別関数法の活用度は十分に大きいといえる。 
 
６．まとめ 
雪崩現地観測によって得られた気象データと雪崩発

生データを用いて、雪崩発生に関わる気象因子の標高

補正手法と、判別関数法による統計的予測手法につい

て検討した。気象因子のうち、積雪深及び気温につい

ては標高による違いが明瞭に現れ、それぞれ標高 100 
mあたりの増加量は30 cm、  0.6 Cであることが確

認された。一方、降雪量や風速についてははっきりと

した傾向はわからなかった。既存の判別関数のほかに

気象観測点と雪崩発生区との間の標高補正を考慮した

新たな判別関数を作成して発生の捕捉率を比較したと

ころ、標高補正ありの場合に予測精度の向上が見られ

た一方、気象因子が他地域と大きく異なる地区では精

度が悪化する例もあった。 
 
７．おわりに 
最近は暖冬少雪傾向が続いていたが、平成17 18年

冬期は61豪雪以来の20年ぶりの豪雪となり、集落雪

崩による死者1名をはじめ各地で雪崩災害が相次いだ。

また、暖冬小雪傾向はアメダスなど平野部の気象観測

所の記録にもとづくものであり、最近の観測・通信技

術の進歩等にともない拡充されつつある山地の積雪観

測の結果によれば、山地では平地ほど極端な少雪傾向

は見られないという傾向が示されている５）。 
  以上のことから、今後も引き続き観測事例の蓄積を

行うほか、特に悪天候時の雪崩発生検知技術の向上な

ど、観測の精度を高めていく所存である。 
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現地発生材料の選択が難しい小規模性施行地における 
砂防ソイルセメント材特性と凍結融解特性に関する調査 

          北海道開発局 旭川開発建設部 
 

１． 調査目的 

石狩川水系ﾘｸﾏﾝﾍﾞﾂ川において計画中である砂防施設（砂防えん堤、床固工、導流堤等）では、砂

防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ工法の適用を検討している。そこで、狭い対象範囲でばらつきの大きい材料に対しての適

用可能な配合及び品質管理計画を立案する事を目的として、平成 17 年度より対象ｴﾘｱとなるﾘｸﾏﾝﾍﾞﾂ

川下流域で現地発生土砂の分布（量および質）を把握する現地発生材料把握調査と、現地発生材料

が目標とする強度を獲得できるのか、現地発生材毎の配合試験を実施している。 
２．検討項目 
平成 17 年度の現地発生材料把握調査結果を踏

まえた試料採取およびﾄﾚﾝﾁ断面観察等を実施し，

堆積面毎の対象となる土層の選定、土砂の賦存量

を推定した。また、現地にて採取した数種類の試

料についてその土質性状を把握し、代表的な材料

に対して適切な強度が得られる配合設定を目的と

した、各種物理試験、配合試験を行ったうえで、

今年度の調査内容である、耐凍結融解性に関する

試験検討を行っている。 
３．基本となる配合試験結果 
 まず、耐凍結融解性を検討するに当たって基本

となる現地状況並びに配合試験結果について以下

に概説する。 
現地発生材料把握調査については、平成 17 年

度調査結果から A,B 地区を試料採取対象とし、6
地点（a～f）にてﾄﾚﾝﾁ調査および細粒分比率が低

い土層での試料採取を行った（図 1）。 
 ﾄﾚﾝﾁ断面観察では、どの段丘面も概ね①表土層

②粗砂を主体とする砂層③玉石混じり砂礫層の堆

積構造を持っていることが分かった。この内、試

料採取対象とした土層は、A 地区（良質）と、B
地区（低品質）である。品質に対する着目点であ

る細粒分含有率（0.075mm 以下）は 1～8%程度

である（図 2）。  
配合試験（ INSEM 工法）は、L3:σ 28 ≧

7.5N/mm2と L1:σ28≧1.0（←0.75）N/mm2を配

合強度の目標値に設定して実施した。図 3 に細粒

分含有率と一軸圧縮強度の関係を示す（材齢 28
日）。細粒分含有率が Fc≒7%付近のものが 3 試料

で集中しており、この試料群に着目するとｾﾒﾝﾄ量

に対する強度発現が顕著に変化している。一方で

は、この試料群を境として粗粒側材料ではｾﾒﾝﾄ量が比較的少ないｹｰｽから大きな強度が得られる反面、

図 1 現地観察状況および採取位置図 

図 2 粒度試験結果（全量）
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細粒側材料 H17 ﾃﾞｰﾀ）ではｾﾒﾝﾄ量を増加しても強 
度がほとんど発現しない結果となっている。限定 
されたﾃﾞｰﾀによる評価ではあるが、Fc≒8%付近で 
強度が急変する傾向が確認された。 
４．凍結融解特性について 
上記の材料および配合試験結果を用いて今年度は試

料の凍結融解特性について調査を行った。試験は、

「JISA1148 ｺﾝｸﾘｰﾄの凍結融解試験方法」に準拠し

て試験を実施した。ただし、試験ｻｲｸﾙ数は、ｺﾝｸﾘｰﾄ

の場合通常 300 回行うが、既往調査成果で劣化度合

が高いことが分かっていたため、2,5,10,15 ｻｲｸﾙとお

およそ 5 ｻｲｸﾙずつ計測を行った。試験試料は、強度 
が目標強度に近くかつｾﾒﾝﾄ量が少なく、実際に施工時に利用す

る可能性の高い配合として、 
ケース 1 粗粒材単独材ｾﾒﾝﾄ量 C=100、ケース 2 砕石＋細粒

材(1:1)混合骨材ｾﾒﾝﾄ量 C=100 の 2 ケースで試験を行った。 
図-4、図-5 に既往研究事例※に今回の調査結果を追記する。 
B 地点粗粒材単独で行ったケース 1 の場合、相対動弾性係数

は、既往研究成果※で得られている値よりも高い強度が得ら

れた。一方で質量減少率については、凍結融解 45 サイクル

までに 10％以上損失し、そのまま崩壊した。これは既往研究成

果の N=8.5 が得られている供試体と同等であり、概ね調和的な

結果が得られた。 
もう１つの C 地点材料＋砕石のケース 2 については、試験早

期(2 回)で破壊されてしまった。この理由は、今回の試験で用い

ている母材の細粒分含有率が既往調査試料よりも高く(既往

調査試料は Fc≒1％)、かつ、ケース 2 供試体の目標強度が

2~3N と低い事もあり、ｺﾝｸﾘｰﾄよりも土砂に近い性状であることが要因であると考えられる(0 ｻｲｸﾙ時

の試験値で、動弾性係数、たわみ振動数ともケース 1 の 20 サイクル経過後とほぼ同等であった)。 
以上の試験結果から、砂防ソイルセメント材は、凍結融解を受けても供試体の形状はある程度維持

されているが、強度的にはその半分程度のサイクル数で急激に低下、破壊されてしまうことが確認さ

れた。特に、ケース 2 のように北海道で代表的と思われる細粒分含有比率が高い現地発生土を用いた

場合では、既往試験成果と比較するとさらに脆弱であるため、その凍結融解防止策が不可欠であるこ

とが確認された。なおこの脆弱性については、摩耗試験結果などからも想定された。 
５． おわりに 

H17～18 年度の基本的な調査成果を活かし、小規模施工地で課題となる現地発生土の選択が困難な

材料での試験検討を行った。そのような場合に砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ材として現地発生土を活用する場合には、

骨材の細粒分土砂の含有率が重要な管理項目であることが確認された。またこのような細粒分土砂を

多く含み、目標強度の弱いｿｲﾙｾﾒﾝﾄ材の耐凍結融解性に関しては、形状の保持はされるものの、実験レ

ベルでは大変に脆弱であることが確認された。今後北海道等の寒冷地において砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ工法の活用

を行っていくためには、覆土による保護等この耐凍結融解対策を十分に考慮した上で用いられること

が望まれる。試験施工などを通じて、その対策についても検証を進めることが望まれる。 
※低品質材料における耐久性能検討結果の一例，中濃耕司,細川清隆,田村圭司,山崎忠,石田哲也，平成 16 年砂防学会研究発表会 S 

図 3 圧縮強度試験結果（図中 C：ｾﾒﾝﾄ量 kg/m3）

図 4 凍結融解サイクル数と相対動弾性係数の関係 

図 5 凍結融解サイクル数と質量減少率の関係 
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高解像度デジタルカメラを用いた風倒木・流木の分布 

及び材積量把握 
 

北海道開発局 石狩川開発建設部 計画課 

 

１．はじめに 

 平成 16 年 9 月北海道の西海上を北上した台風 18 号による暴風は、風倒木を発生させたため今後の豪

雨による土砂災害、流木被害等の発生が懸念されている。 
本調査は、砂防計画、流木対策計画へ反映させるために、高解像度のデジタル空中写真撮影を行い豊

平川直轄砂防区域内の風倒木、流木の分布、材積量の把握を行ったものである。 
  
２．調査の方法 

 作業工程の概要を図１に示す。風倒木・流木の分布・

材積量の解析は、画像判読よる方法と画像解析による方

法の２通りで実施した。 
２･１ 高解像度空中写真撮影 

 撮影は Z／I Imaging 社のＤＭＣ（Digital Mapping 
Camera）を用いて実施した。GPS/IMU（慣性計測装

置）を装備した CCD センサ（エリアセンサ）カメラで

ある。撮影の仕様として、撮影縮尺は 1：8,000、解像

度は１２Bit（4096 階調）以上、地上解像度２０cm 以

下、撮影面積は豊平川直轄砂防区域のうち都市砂防区域

の 194ｋｍ２とした。 
 撮影したデータを基に画像処理ソフトを使用して画

像処理を行い、RGB および CIR（近赤外）のデジタル

オルソ画像を作成した。画像の品質について、色諧調は 
１２bit 及び８bit、地上解像度は２０cm、データ形式は Tiff 形式（12bit 圧縮／8bit 非圧縮）とした。 
２･２ 風倒木・流木の分布・材積量解析 

（１）画像判読による解析 

 デジタルオルソ画像をGISソフトに取り込み、倒木の判読を行った。

判読結果は図２に示すように流域ごとに集計、解析を行った。画像判

読によって算出した倒木本数と倒木長を基に材積量を算出した。材積

量の算出は、「流木対策指針（案）計画編（建設省砂防部、平成 12 年

7 月）」に準じて行った。 
（２）画像処理による解析 

 広範囲にわたる風倒木、流木の分布を空中写真判読によって把握す

るには多大な労力を必要とする。そこで本調査では、デジタルデータ

の特徴を生かしデジタル画像処理によって、風倒木および流木に関す

図１ 作業の工程 

図２ 倒木判読結果 
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る各種情報の抽出手法を検討し、その適応性の評価を行

った。テストエリアとして１km×１km の大きさを調査

範囲の中に４箇所選定した。 
 倒木の推定には高解像度のデジタルデータから得られ

る樹木１本１本の濃淡を抽出する「エッジ抽出処理」を

適用した。抽出結果は図３に示すとおり。 
 材積量は樹高と胸高直径を直接得るのが困難なため、

現地調査結果から求めた材積量との間で相関分析を行い

被害面積、倒木本数から材積量を求める変換式を検討し

た。その結果サンプル数が少なく相関関係が低いという

課題はあるものの、画像処理に基づく被害面積、倒木本

数、累積長と材積の間には図４のとおり一

定の比例関係が認められ、材積の推定が可

能であることが示唆された。 
 
３．画像処理の可能性と今後の課題 

１）被害領域（面積）の抽出は衛星画像 
 の事例が多くあり、同様の手法などで 

推定が可能であった。ただ精度面では、 

地形的な陰の誤抽出がみられ課題が残った。 

精度向上に向けた方策として、被災前後画像の併用が考えられる。 

２）倒木本数のデジタル画像処理による推定事例はほとんど無い。本調査におけるエッジ抽出には、一

定の可能性が認められた。しかしエッジの分断による複数識別等精度面で多くの課題が残った。改善

の方策として、エッジ形状の曲線の排除、分断エッジのグループ化等アルゴリズムの改良によって推

定精度の向上が期待される。但し事例が皆無のため、基礎検討からの知見積み上げが必要である。 
３）倒木の長さ（累積長）のデジタル画像処理による推定事例はほとんど無いが、倒木本数の推定の一

環で計算可能である。したがって倒木本数推定可能であれば、倒木の長さ（累積長）も推定可能にな

る。本調査では現地調査結果を大幅に下回っており精度面で課題が残った。倒木の長さ推定の精度面

及び実現の可能性は倒木本数の実現可能性に依存する。 
４）胸高直径は画像処理では推定困難である。現地調査結果に大きく依存する。 
５）材積量は航空レーザデータ（LIDAR）を用いた事例があるが、デジタル空中写真を用いた事例は無 
 い。本調査では、面積、倒木本数、累積長と実測材積との関係から材積量を間接的に推定する試みを

行った。その結果、サンプル数が少ないため結論づけるのは困難であるが、実現の可能性が認められ

た。精度面では、面積、倒木本数、累積長の推定精度を高めることが重要であると示唆された。 
 
４．まとめ 
 デジタル画像処理による風倒木・流木被害情報抽出について、被害領域抽出（面積推定）は現時点で

実用レベルにあり、倒木本数推定、倒木の累積長、材積量は、実現の可能性はあるが精度向上のための

技術開発が必要であるとまとめられる。 

図３ 倒木抽出結果 

目的変数

胸高断面
積合計
（m2）

材積
（m3）

NDVI 領域分割 自動抽出 現地調査 自動抽出 現地調査 現地調査 現地調査

北の沢１ 889.08 1284.32 177 114 442.6 1816 558.6 46.5

北の沢２ 1016.36 0 104 73 283.3 1290 407.2 57.3

真駒内川 1129.28 2429.52 111 73 488.1 1043 164.0 19.4

観音沢川１ 924.04 1494.88 166 52 331.3 867 121.7 24.7

観音沢川２ 1448.08 2214.36 129 80 312.4 1155 209.7 23.4

百松沢川 524.16 0 15 28 26.0 485 41.3 13.6

画像処理で算出される指標値

説明変数

現地調査
地点

面積
（m2）

本数
累積長
（m）

図４ 現地調査における指標値 
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札内川流域の土砂生産域および土砂流送域でのモニタリング調査に関して 

調査機関名 北海道開発局帯広開発建設部 

 

1. 調査目的 

平成 15 年度より土砂の生産源から保全対象までの土砂移動の規模と質を把握し、その実態を計画シナリオ

に反映させる事を目的とした調査を行っている。この調査は、土砂生産域（崖錐堆積物）の特徴・分布につい

て明らかにする斜面調査と、札内川本川河道での土砂動態（土砂移動履歴）を明らかにする河川調査であり、

昨年度までにおおよその流域の土砂動態を把握することができた。今年度は補足調査を実施し、これまでにわ

かった現象や、これまでに平行して検討されてきた計画のシナリオ及び検討手法、そして今後の計画に役立て

ることを目的として、モニタリング調査の検討を行った。（平成 15 年からの継続調査である） 

 

2. 調査検討内容 

モニタリング案を作成するにあたり、

図 1 のフローに示す内容の検討をお

こなった。 

 

3. モニタリング調査（案）検討結果 

1） 昨年までの調査結果の集約 

 土砂生産域の特徴 

札内川流域における土砂生産源は流

域全体の高標高部に分布するほぼ無尽

蔵の周氷河性堆積物であり、これが流

量見合いで下流へ流出していると考え

られる。土砂生産・流送形態は、生産

土砂の礫径（2種類）、土砂生産・流送パ

ターン（3 種類）の組み合わせにより分

類される。 

 本川河道の特徴 

札内川本川河道では戸蔦別川合流地点より上流では河床砂礫が厚く堆積し、下流では浅くなる傾向である。

これに対し戸蔦別川・岩内川では河床砂礫が浅く、洗掘傾向にある。河床材料については、3 つの流域全てに

おいて上流域では変化があるが、中下流域ではほぼ変化がない。 

2） モニタリング方針の検討 

モニタリングの方針として、土砂生産域（斜面・支川河道・支川末端）・土砂流送域（本川河道）それぞれに

対し適切なモニタリングを実施すること（図 2）、現在の状態（初期値）を詳細に把握して大規模な現象に備

え、中小規模の現象に対してはポイントを限定し継続して調査を行うことを提示した。 

 

 既往調査結果の集約 
土砂生産域・流送域（各河川ごと）

モニタリング方針検討 
・ 空間スケール（調査地点） 
・ 時間スケール（調査頻度） 

モニタリング項目の選定 
・ 項目の選定 
・ 項目ごとの調査頻度・期間の設定 

既往観測項目の再整理 

・ 札内川流域における具体的な調査地点選定 
・ 既往観測項目のモニタリング調査としての再配置 

に応じたモニタリング方針検討

補足的な現地調査の実施

図 1 モニタリング調査案検討フロー 
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①土砂生産域－斜面部 

 崖錘土砂の支渓河道への供給を把握 

【量】崩壊斜面での移動杭設置・観察 

 縦横断測量 

【質】産出土砂の粒度分布把握 

②土砂生産域-山地河道区間 

 生産源での流下形態を把握 

【量】ルートマップ作成 

   及び比較写真撮影 等 

【質】粒度分布（変化面） 

③土砂生産域-支渓流端部 

 支渓流からの土砂収支を把握 

【量】ダム堆砂量測定 

【質】堆砂土砂の粒度分布 

 流量・流砂量の関係を把握 

流量・流砂量を連続的に計測

⑤流域全体 
大規模出水後の全域での変化を把握  レーザープロファイラによる平面測量 等 

④土砂流送域-本川河道 

流下域での縦横断方向の変

化を把握（特に合流点付近） 

【量】写真(衛星や空中写真)
の判読、KP横断測量 
【質】粒度分布（変化面） 

生
産
域
で
の 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

流
送
域
で
の 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

3） モニタリング項目、箇所の選定 

モニタリング調査項目・箇所として、

下表に示すものを選定した。この中で、

水色の網掛けは初期値として計測する

ものを示している。土砂生産域では現

状で土砂供給形態が確認されていない

ため初期値を取得するべき箇所を選定

し、本川河道では既往のデータが豊富

に存在するため継続して調査するべき

箇所を選定した。また、それぞれの調

査項目に関して調査頻度・調査期間を

示した。 

表 1 モニタリング項目・箇所 

これらの項目のうち、１）コイカクシュサツナイ川 2 の沢～札内川本川 2）ピリカペタン沢源頭～戸蔦別

川本川 3）岩内川支流ウエダ沢川～岩内川本川 の 3 河川につき具体的なモニタリング案を提示した。 

 

4. おわりに 

本年度の検討においては調査する箇所・頻度・期間を概略的に定め、モニタリング案を提示した。今後は検

討内容を具体化し長期的なモニタリング体制を構築するために、少なくとも一つの支渓流から本川にかけての

モニタリング調査を試験的に実施し、詳細に調査するべき項目、簡易的に調査するべき項目の区分や既往デー

タの活用などの課題点を実施レベルで明確化することが望まれる。 

場 観測項目
優先
順位 手法 対象とする箇所（例） 使用目的

必要な
観測頻度

観測
期間

土砂生産・流出
(斜面～支渓流） 2

斜面浸食深計測
（縦横断測量などを用いる）

崩壊土砂の材料調査

各土砂生産パターンを代表
する斜面（2～3斜面）

初期地形からの変化で
土砂生産・供給条件を
把握

初期条件が
得られるまで
年1回

初期値
(5年)

土砂移動
(支渓流
～本川河道)

4

踏査（ルートマップの作成、写真撮
影）

による土砂移動履歴の把握
河床材料調査

上記生産域調査を行った斜
面以下の支渓流

初期地形からの変化で
土砂移動形態（土石
流・掃流）を把握

初期条件が
得られるまで
年1回

初期値
(5年)

土砂流出・堆積
(本川河道上流域) 3

堰堤の堆砂縦横断測量
堆積物　材料調査

(手法、精度について再設定必要)

本川河道上にある各砂防え
ん堤、札内川ダムなど概ね
河床勾配1/50以上の箇所

雨量・流量と土砂生産
量（流出量）の関係
（土砂収支）を把握

毎年～
イベント毎

継続

土
砂
流
送
域

土砂流出・堆積
(本川河道)

5
KP毎の横断測量成果を流用

河畔堆積面の追跡、河床材料調査
(手法、精度について再設定必要)

本川河道（概ね河床勾配
1/50以下の河道）

河床変動の把握
毎年～
イベント毎

継続

流量・雨量 1 水位計・雨量計により自動計測

・既設の流量観測所
・本川上流域
・各流域を代表する支渓出
口

基礎的データ
（計算、統計的処理に
使用）

毎時
(常時～イベ
ント時をカ
バー)

継続

流砂量 6
採水観測
濁度計により、細粒成分を検知　等
※　手法が不十分なため要検討

各流域の土砂流出を代表す
る支渓出口

流量増加と土砂移動発
生の関係を把握

イベント毎
初期値
(5年)

写真判読 7 - 流域全体
・　崩壊地面積の把握
・　流路変動の把握

イベント毎 －

土
砂
生
産
域

全
　
　
域

図 2 場ごとのモニタリングイメージ 
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樽前山火山砂防水理模型実験業務 

    
北海道開発局 室蘭開発建設部 

                                
１．調査の目的 

土石流・泥流による被害の中には流木による被害が多く報告されている。樽前山火山砂防施設にお

いても今後発生すると考えられる泥流に伴う流木対策について、覚生川３号遊砂地、苫小牧川遊砂地、

小糸魚川遊砂地の流木捕捉を検討し、水理模型実験により流下状況を把握し、流木捕捉工設置時の流

木捕捉効果の検証及び流木捕捉時のせき上げによる水位上昇、えん堤越流等の問題点の把握を行うも

のである。 

２．実験概要 
（１）苫小牧川 

苫小牧川における実験目的は、①開口部の流木捕捉工で、火山泥流フロントに含まれる流木が確実

に捕捉されるか？②火山泥流捕捉後の状態で１００年確率流量が発生した場合、遊砂地堰堤開口部及

び道央自動車道苫小牧川橋開口部で計画流量全体を安全に流下させる事ができるか？を確認する事で

ある。このために実験ケースを表－１のとおりとした。 
 
ケース名 波形 主な内容 備考

予備 
実験 

火山泥流 
遊砂地えん堤開口部付近の泥流の
流下速度・流動深が想定した規模で
再現されているかを確認する。 

・予備実験は複数回行う可能性あり。 
・火山泥流の流下状態を確認。 
・計測内容等の確認 
・PIV 等による画像解析が可能かを確認。 

計画原案 
実験 

火山泥流 
計画原案で火山泥流を発生させた
場合の効果及び問題点を確認する。

・遊砂地えん堤開口部流木捕捉工の効果・問
題点を確認。 
・堤防越流有無を確認。 

改良案 
実験 

火山泥流 

計画原案実験で確認された問題点
についての対策を施した状態で、火
山泥流を発生させた場合の効果及
び問題点を確認し、最終案を提案す
る。 

・火山泥流は液体に近いと考えられるため、
実験では、流木が確実に捕捉された場合でも、
火山泥流が開口部から漏れる可能性が高い。
この場合、2 次泥流量程度は漏れてしまうこと
を前提(2 次泥流は流下させる計画)に火山泥
流を捕捉できるような改良案を提案すること
も考えられる。 

最終案 
実験 1 

火山泥流 

最終案で火山泥流を発生させた場
合の効果を確認する(問題が確認さ
れた場合は、別途改良案実験を行
う)。 

－ 

最終案 
実験 2 

2 次泥流 
最終案で火山泥流捕捉後の状態に、
2 次泥流を発生させた場合の安全性
を確認する。 

・初期河床・流木捕捉状況は最終案実験１の
通水後を基本とする。 
・下流に対する安全性は、捕捉された流木の
再移動・流出状況で判断する。 
・火山泥流発生後のため、流木は流さない。

表－１ 
（２）小糸魚川 

 小糸魚川における実験目的は、スリット部が二次泥流フロントに含まれる流木で確実に閉塞する

か？を確認する事である。このために実験ケースを表－２のとおりとした。 
 

H
1

8

年
度 

H
1

9

年
度 

国総研資料　第 516 号



ケース名 波形 主な内容 備考 

予備 
実験 

2 次泥流 
二次元氾濫シミュレーション結果
と模型上流端の流動深との整合性
を確認する。 

・予備実験は複数回行う可能性あり。 
・2 次泥流の流下状態を確認。 
・計測内容等の確認 
・PIV 等による画像解析が可能かを確認。 

現況実験 2 次泥流 
現況河道に 2 次泥流を発生させた場
合の状況を把握する。 

・模型下流端からの流出土砂量と道央自動車
道ボックスカルバートで流下可能な流量を比
較し、道央自動車道への影響の有無について
も確認する。 

計画原案 
実験 

2 次泥流 
計画原案で 2 次泥流を発生させた場
合の効果及び問題点を確認する。 

・スリット部流木捕捉工の効果・問題点を確
認。 

改良案 
実験 

2 次泥流 

計画原案実験で確認された問題点
についての対策を施した状態で、2
次泥流を発生させた場合の効果及
び問題点を確認し、最終案を提案す
る。 

－ 

最終案 
実験 

2 次泥流 
最終案で 2次泥流が発生した場合の
効果を確認する(問題が確認された
場合は、別途改良案実験を行う)。 

－ 

表－２ 
３．実験結果 
（１）苫小牧川 
 計画原案実験において流木捕捉工高さが１．７ｍ不足していることが解り、改良案実験において計

画原案より１．７ｍ高くして検証したところ計画火山泥流全量及び計画流木量全量を捕捉可能であっ

た。また、流木捕捉工においても、計画原案実験で右岸から左岸に向かって苫小牧川遊砂地堰堤堤体

に平行に流下してきた流木が、流木捕捉工直前で直角方向に向きを変えてそのまま通過してしまうこ

とが解り、改良案実験では流木捕捉工を千鳥配置にすると捕捉効果が向上する事がわかった。しかし、 
これは捕捉面が開口部上流にきたための効果と思われる。 

（２）小糸魚川 
 現況実験において、１０ｍ以下の流木に対しては堰堤上流の主流線が背水位により変化する特徴的

な流れにより流木に作用する水圧方向が変化するため、捕捉率（遊砂地堰堤上流に貯まった流木量÷

総給木数）は５０％以下であり、小糸魚川遊砂地堰堤スリット部での流木捕捉効果は低い事が解った。 
４．今後の調査 
 苫小牧川の流木捕捉工（改良案）については、今後改良の余地があることから引き続き模型実験を

行い、最終案が確定した後に火山泥流捕捉後の状態に二次泥流を発生させた場合の安全性を確認する。    

小糸魚川については今後、計画原案・改良案の実験を実施し、最終案が確定した後に二次泥流が発

生した場合の効果を確認する。   

H
1

8

年
度 

H
1

9

年
度 

写真－２（改良案）

流木捕捉工（千鳥配置）

流木の軌跡

写真－１（計画原案）

流木の軌跡

流木捕捉工（１列配置）
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渓流環境評価検討業務 

東北地方整備局 新庄河川事務所 

１．はじめに  

 我が国においては土砂災害を防止するために、従来から不透過型（閉鎖型）の砂防堰堤

や床固め工を中心として砂防事業が進められてきたが、水域の連続性分断や土砂供給量、

撹乱頻度の低下等に伴い、回遊魚等の移動障害を始め、渓流の形態や生物相、河床材料粒

度分布に変化をもたらす恐れがあることが指摘されている。このため、新庄河川事務所に

おいては、管内渓流における砂防堰堤のスリット化や魚道設置等の保全対策を順次実施し

てきたものの、その環境改善効果については適切に評価が行われていない状況にある。 

 本検討は、上記の背景を考慮し、砂防事業による環境影響、環境改善効果を適切に評価

するため、渓流環境の生態的価値を定量的に評価し得る評価手法の確立を目的とした検討

内容の一部を報告するものである。 

２．検討方法  

 本報告書の評価手法の検討の流れは、右に示すとおりであ

る。（図－1）なお、評価手法の検討に当たっては、全国渓流

への適用を想定した「汎用性」、評価及びデータ取得等の「簡

便性」、第三者への説明・理解に当たっての「平易性」の確保

を基本的必要事項とした。  

３．既往評価手法の整理  

 既往の生態系定量評価手法とそれらの適用事例等について、

既存資料等より各評価手法の有する特性（評価対象、評価ス

ケール、課題等）を把握し、渓流環境を対象とした定量評価

手法としての適否について検討を実施した。  

１）適用評価手法案の仮設定  

 事業実施に伴う環境影響、環境改善効果を適切に評価する

ため、将来予測が可能であり比較的評価方法が明確かつ平易

である等の特性を持つ評価法を、基本的必要事項の観点に基づき仮設定する。  

既往評価手法の整理結果については表－１に示すとおりである。  

 

 

 

 

 

 

 

（図－1 本報告の 

検討の流れ）

既往評価手法の整理 

適用評価手法案の仮設定

適用評価手法の設定 

代表渓流における実地検証

他渓流への適用、検証 

評価手法の検討 

評価対象種の検討

評価指標の検討 

評価単位区間の検討

評価モデルの検討

広域 中域

（流域） （事業地）

HEP

（HSIモデル）

BI ○ △ ○ × △ ○ × ○

PVA ○ ○ ○ ○ △ × △ ×

○

渓流環境へ

の適用性

（汎用性）

データ取得

の簡便性

評価手法の

平易性

△ ○ ○ ○ ○ ○ ×～○

評価手法

評価対象スケール（空間） 評価対象スケール（時間）

現状評価 将来予測 目標設定

（表－１ 既往評価手法の整理結果）  
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水理条件 水深、流速
水質条件 河床堆積物
水温条件 水温
底質条件 粒度分布、浮き石割合
カバー条件 河畔林植生区分
河川形態 瀬・淵区分

下流河川からの連続性
周辺細流との連続性

人為的影響 河川構造物（砂防えん堤）

連続性

（図－４）

４．現時点における検討結果  

１）評価手法 

  HEP は、複雑な生態系の概念を、特定の野生生

物に対する生息環境（ハビタット）の適性度に置

き換えることにより定量評価を可能とする評価手

法であり、環境条件の「質」や「空間」の変化と

ともに、時間変化の概念（図－２参照）を組み込

むことが可能であることからも、本検討における

適用評価手法として適切であると判断される。 

２）評価対象種  

 既往現地調査における生息確認種を対象に、①

渓流域において一般的で馴染みのある種、②生息

条件等に係る知見が豊富な種、③餌条件に偏りが少ない種、④砂防事業による影響を受け

やすい種、⑤現地調査が容易な種等の観点に基づき整理した結果、本検討対象箇所の渓流

魚であるニッコウイワナ、ヤマメ（サクラマス）、カジカの三種を評価対象種として選定す

るものとした。 

３）評価指標の検討 

 評価対象種の生存必須条件（生息条件、餌条

件、繁殖条件）を規定する環境要素（水質、川

幅、水深等）を対象に、①評価対象種の生息状

況との関連性が強い項目、②砂防事業による影

響を受けやすい項目、③調査が容易（既存調査

結果の活用が可能、現地調査が容易）な項目等

の観点に基づき評価指標を検討・仮設定した。 

（表―２） 

５．今後の検討内容 

１）評価単位区間の検討  

 複数の評価単位区間（距離別（500m 間隔、1km 間隔）、河川形態別、事業影響範囲別）を

仮設定し、実地検証により、適切な評価単位区間を設定する． 

２）評価モデルの検討  

 評価対象種毎に、評価指標に対する適性指数（SI）

を用いた評価モデル（HSI モデル）を作成する。な

お、評価モデルにおける SI の結合方式は、既往の知

見や現地調査結果に基づく多変量解析（重回帰分析

等）により、評価指標毎に重み付けを行うことを想

定する（右式参照）。  

６．適用評価手法の活用方法  

 本業務において検討する渓流環境評価手法により、砂防事業の事業評価に当たって、生

態的価値に係る環境面での評価を加えることが可能となるが、現在までの検討結果の集積

が不十分であるため、フィードバックを重ねて精度向上に努める必要があると思われる。  

 

【時間】→ターゲットイヤー 

【
質
】
×
【
空
間
】
↓
ハ
ビ
タ
ッ
ト
の
価
値 

（事業を実施しなかった場合）

（事業を実施した場合）

スリット化、魚道
設置等による連
続性の復元に伴
う「価値」の改善

砂防堰堤設置に
伴う分断化によ
る「価値」の悪化

渓流環境の有する
治癒力による経年
的な「価値」の改善

HSI＝a1*SI1+a2*SI2+・・・+an*SIn

HSI：ハビタット適性指数  
SI：（評価指標毎の）適性指数  
a：重み付け係数  

（現地調査結果等に基づく多変量解析により設定）  

（評価モデルの基本形） 

（表－２ 評価指標）  

（図－２ 時間変化の概念） 
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松川流域自然環境調査（松川清流づくり整備計画） 
 

東北地方整備局 福島河川国道事務所 
１．調査目的          

本調査は、平成10年に策定された渓流環境整備計画との整合を図りながら、阿武隈川水系松川流域

をモデルケースとして、住民参加型の渓流づくり「松川清流づくり整備計画」の策定を行うものであ

る。平成１８年度の調査では、平成６年度に実施した「水と緑の渓流づくり調査」との比較を行い、

この間に整備された砂防施設や鉱山閉山による周辺環境の変化等を把握するために、既往資料の整理、

水質、動植物を対象とした自然環境調査を行うものである。 

２．流域の概要 

 松川流域の上流部は、吾妻山の火山活動に伴う噴出物が厚く覆っており、周辺の温泉作用による荒

廃も著しく、絶えず下流に土砂を流し扇状地が形成された。また下流の扇状地では河床が上昇し、古

くから洪水氾濫を繰り返し、流路も度々変えてきた。そのため乱流河道の固定、洪水防御を図ること

を目的に、砂防施設を整備してきた。松川下流の扇状地域は、砂防施設を整備することにより洪水氾

濫が減少したことから福島市の住宅地としての宅地開発が盛んになった。市街化区域の指定を受けた

こともあって、急速に都市化が進み昭和３０年代では約１万人だった人口が３万５千人を超え、都市

化に対応した砂防事業を進めてきた。 

３．調査地区、調査項目及び調査時期 

  自然環境調査を行うための対象地区は図－１のとおり、上流部４地区・中流部３地区・下流部２

地区の９地区とした。調査項目は図－１の調査項目凡例のとおりとし、それぞれの対象地区の現状

における流域特性を把握するために、調査時期は秋季と冬季（鳥類・哺乳類のみ）の２回とした。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図―１ 調査対象地区位置図 
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４．調査結果 

 ８調査項目のうち、水質及び水域生物の調査結果は以下のとおりである。 

① 水質（ｐH）:松川橋地点でのpHは､鉱山操業時平均5.5あったが､鉱山閉鎖後は平均6.5となり､そ    

の後経年的に大きな変化は見られない。各調査地点のpHは調査地点によりばらつきが 

あるが大きな変化は見られない。 

② 魚類:平成６年と比較し確認された魚種及び確認地区は表－１のとおり増加したが､両年とも酸 

   性の地区での魚種の確認は少なかった｡また、カジカ（大卵型）は袖川でのみ確認され中性

の支川に取り残されている可能性がある。 

・魚類を確認できた地区の調査結果 

  Ａ地区・・・新松川橋上流側のワンド付近でギンブナ1種。 

  Ｂ地区・・・アブラハヤ、ニッコウイワナの2種。 

Ｄ地区・・・右岸から流入する小支渓においてニッコウイ  

ワナ１種。 

  Ｅ地区・・・ニッコウイワナの1種。なお、砂防堰堤での調

査ではアブラハヤ・カジカも確認されている。

カジカは他地区での確認が無いことから、中性である本地区の一部に陸封的に生息

している可能性がある。 

  Ｉ地区・・・ヤマメとニッコウイワナの2種。ヤマメは本地区でのみ確認。 

  Ｊ地区・・・ニッコウイワナの1種だが個体は11個体と最も多い｡小規模な渓流ながら良好な環境

であり、ニッコウイワナのペアリングが観察された。 

③ 底生動物：平成６年と比較し確認された種数・個体数は表―２のとおり増加傾向を示している。    

地区毎の傾向は以下に示すとおりである。 

○A･C･D･F･G･H地区---酸 性 :酸性に強いオナシカ 

ワゲラ科が優占 

○B地区-------------ほぼ中性:底生動物少ない(岩 

盤が卓越する河床) 

○E･I･J地区---------中 性  :多様な底生動物相 

５．松川流域の生物環境についてのまとめ（考察） 

水域生物については河川の水質(pH)に大きく影響さ 

れ､松川(A･C･F･H地区)・蟹ヶ沢(D地区)は酸性のため魚類は少なく､底生動物も酸性に強い種が優占

していた｡また、支川(E･I･J地区)は中性のため魚類、底生動物ともに多く確認された。松川(B地区)
は中性だが河床が岩盤のため底生動物は少ないという調査結果となり､鉱山閉山後から15年経過し､

pHが酸性から中性に変化した地点と閉山後もあまり変化のない地点があった｡また､魚類はpH5程度

より出現したが､潜在的な個体とは断定できない､しかし､閉山による濁度低下による魚類生息域の拡

大の可能性は今後も継続した調査で把握する必要がある｡ 

表―１ 魚類確認一覧表 

表―２ 底生動物確認一覧表 

赤字：酸性の地区 青字：中性の地区 緑字：ほぼ中性の地区   

赤字：酸性の地区 青字：中性の地区    
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八幡平山系火山砂防計画調査業務 

 
東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 
        岩手河川国道事務所 

 
 
１． 業務の目的 

本業務は、平成９年度に検討した「秋田駒ヶ岳火山砂防基本計画（原案）」をもとに、噴火後の

降灰により頻発する土石流現象を対象としたハード対策を立案するために、対象渓流の現地の荒

廃状況を調査するものである。また、基本対策の見直しと新たに緊急対策（段階的な整備）につ

いて検討委員会を行い、「秋田駒ヶ岳火山砂防基本計画（案）」をとりまとめるものである。また、

各計画施設の効果評価を二次元氾濫シミュレーションにより検証し、渓流の特性と社会条件など

と合わせて整備すべき渓流の優先順位を検討するものである。 
 
 
２． 調査結果概要 
 （1）現地調査 
   荒廃状況は、渓流ごとに渓床堆積物、 

礫径、崩壊地、地すべり地、立木状況 
などを調査した。 
 その結果、上流域では、現在も土砂 
移動が活発であることが確認された。 
 また、渓床堆積物は厚く堆積してお 
り、国見温泉付近では、火山地特有の 
硫気変質が確認され、山腹では崩壊地 
が多くみられ、土砂の生産源となって 
いる。 

 
    

（2）秋田駒ヶ岳火山砂防計画の検討 

降灰後の土石流に対するハード対策計画の立案にあたって、計画規模および対象量、施設配

置計画（基本対策および緊急対策）の検討を行った。 

① 計画規模および対象量：対策施設を検討するための計画規模は、基本対策で 1/100超過確率、

緊急対策で 1/10 超過確率の降雨を対象とした（平成９年度の検討から時間が経過しているこ

とから、降雨の雨量解析期間および解析手法を見直した）。 
  ② 施設配置計画：自然条件・社会条件に配慮し、効率的な土砂処理が行える配置を検討した。 
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（3）対策施設の効果評価 

渓流ごとに無施設時の土石流氾濫シミュレーションを行い、想定される氾濫範囲内の被害額

を「治水経済調査マニュアル（案）」に準拠し算定した。被害額と対策施設の概算工事費から、

費用対便益を算出した。 

 

(4)渓流ごとの優先順位の検討 

  渓流ごとの優先度評価は、①土石流発生危険度による評価、②保全対象による評価、③費用対

便益に対する評価により優先度区分を行った。評価は、A（優先度高）～C（優先度低）で評価し、

A が 1 つでもあった場合には、優先度を A とした（A の数により AⅢ～AⅠと優先度をさらに区分

している）。ただし、噴火活動による道路の遮断や保全対象の孤立、観光施設の営業損失などは、

今回の評価項目に考慮していない。 

 

(5) 平成 18 年度 秋田駒ヶ岳火山砂防計画検討委員会 
① 開催日時：平成 19 年 2 月 20 日（火）15：00～17：00 
② 開催場所：アルパこまくさ 
③ 議事概要 

 これまでの検討経緯について 

・平成 9 年に検討された「駒ヶ岳火山砂防基本計画（原案）」が基本となるのであれば、対象

とする噴火規模の考え方等について住民等に説明できるような整理が必要である。 
・基本計画(原案)では、火山泥流はソフト対応とされているが、ハード対応についても考慮す 

る。 
 降灰後の土石流対策計画について 

・リスクの一つに、交通網の確保(例えば乳頭温泉への道路が被害を受けると、温泉客等が避

難できなくなる孤立防止)なども考慮する必要がある。 
・流出補正係数については、現時点の最新の知見に基づき、妥当と考えられるものを採用する。 

 

(6)秋田駒ヶ岳火山砂防基本計画書（案） 

  平成９年度に作成された「秋田駒ヶ岳火山砂防基本計画書（原案）」と以上の検討成果をとりま

とめ「秋田駒ヶ岳火山砂防基本計画書（案）」を作成した。 

 
３． 今後の課題 

「火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドライン」にもとづき、秋田駒ヶ岳の火山噴火緊急

減災対策砂防計画の一部を検討する。 
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砂 防 危 機 管 理 に 関 す る 検 討 業 務

関 東 地 方 整 備 局 利 根 川 水 系 砂 防 事 務 所

１ ． は じ め に

土 砂 災 害 対 策 に お い て 、 表 － １ に 示

す 法 律 、 長 期 計 画 、 事 業 ・ 施 策 等 に ハ

ー ド ・ ソ フ ト 対 策 が 実 施 さ れ て き た と

こ ろ で は あ る 。

し か し 、 近 年 の 有 識 者 に よ る 提 言 等

に お い て 「 地 域 住 民 の 日 常 的 な 防 災 意

識 の 向 上 は も と よ り 、 災 害 時 の 迅 速 な

状 況 把 握 、 災 害 情 報 の 迅 速 か つ 的 確 な

収 集 ・ 伝 達 等 を 可 能 に す る 危 機 管 理 体

制 の 整 備 等 の ソ フ ト 対 策 」 を 推 進 す る

こ と が 必 要 で あ る と さ れ て い る 。 本 業 務 は 、 関 係 自 治 体 に お け る 直 轄 事 務 所

の 役 割 を 検 討 す る と と も に 、 市 町 村 へ の 支 援 策 を 検 討 し た も の で あ る 。

２ ． 危 機 管 理 に お け る 直 轄 砂 防 事 務 所 の 役 割

危 機 管 理 に お け る 直 轄 砂 防 事 務 所 の 役 割 を 検 討 す る た め に 、 群 馬 県 及 び 市

町 村 の 防 災 担 当 者 と 意 見 交 換 会 を 行 い 、 そ れ ぞ れ が 現 状 で 抱 え て い る 課 題 や

直 轄 事 務 所 と 協 同 し て 対 応 す べ き と 考 え る 項 目 を 抽 出 し た 。

○ 課 題

① 地 域 防 災 計 画 書 の 見 直 し が 終 わ っ て い な い

② 被 害 想 定 調 査 や 防 災 マ ッ プ を 作 成 し て い な い

③ 訓 練 を 実 施 し て い な い

④ 避 難 勧 告 等 の 発 令 基 準 が 明 確 に で き な い 。 な ど

○ 直 轄 と 協 同 し て 対 応 す べ き 項 目

① 雨 量 情 報 の 提 供

② 合 同 訓 練 の 実 施

③ 孤 立 集 落 対 策 な ど

３ ． 防 災 体 制 に お け る 課 題 の 抽 出

防 災 体 制 に お け る 課 題 を 抽 出 す る た め に 、 群 馬 県 吾 妻 郡 六 合 村 を モ デ ル ケ

ー ス に 大 規 模 土 砂 災 害 を 想 定 し 、 利 根 川 水 系 砂 防 事 務 所 防 災 業 務 計 画 、 群 馬

砂防法（１８９７年）

地すべり等防止法（１９５７年）

急傾斜地法（１９６９年）

土砂災害防止法（２０００年）

治水事業七箇年計画（１９６０年）

第四次急傾斜地崩壊対策事業５箇年計画（１９８３年）

火山等緊急対策砂防事業（１９８１年）

総合土石流対策モデル事業（１９８４年）

総合土砂災害対策モデル事業（１９８９年）

火山砂防事業（１９８９年）

情報基盤緊急整備事業（１９９６年）

都市山麓グリーンベルト整備事業（１９９６年）

災害弱者関連施設に係る土砂災害対策（１９９８年）

土砂災害相互通報システム整備事業（２０００年）

火山砂防激甚災害対策緊急事業（２００１年）

法律

長期計画

施策・事業等

表－１　主な法律、長期計画、事業・施策等
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県 地 域 防 災 計 画 及 び 六 合 村 地 域 防 災 計 画 を も と に 職 員 の と る べ き 行 動 や 情 報

収 集 及 び 伝 達 手 段 等 を 整 理 し 、 想 定 さ れ る 大 規 模 土 砂 災 害 に 対 応 す る た め の

基 本 的 な 対 応 手 順 を 作 成 し た 。

～ 六 合 村 に て 想 定 さ れ る 大 規 模 土 砂 災 害 ～

群 馬 県 北 西 部 を 中 心 に 大 規 模 な 地 震 が 発 生 し 、 白 砂 川 で 天 然 ダ ム が 形 成

さ れ 、 決 壊 の お そ れ が あ る 。

ま た 、 六 合 村 及 び 神 流 町 の 首 長 並 び に 防 災 担 当 者 に 大 規 模 土 砂 災 害 発 生 時

に お け る 危 機 管 理 に つ い て 、 ヒ ア リ ン グ を 行 っ た と こ ろ 「 事 態 の 推 移 を 見、

な が ら 、 次 に と る べ き 行 動 を 予 測 し て 行 動 す る 」 と い う 点 が 課 題 で あ る と 共

通 し た 意 見 が 出 さ れ た 。

前 述 の 課 題 を 改 善 し て い く 最 適 な 方 法 と し て 、 関 係 自 治 体 と 共 同 実 施 す る

対 応 訓 練 が 挙 げ ら れ る 。 目 的 に 応 じ た 対 応 訓 練 （ 表 － ２ 参 照 ） を 繰 り 返 し 実

施 す る こ と で Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サ イ ク ル を 確 立 し 、 基 本 的 な 対 応 手 順 の 継 続 的 な 検 証

が 可 能 と な る 。

． 大 規 模 土 砂 災 害 に 対 応 す る た め に 手 引 き 書 の 作 成４

各 項 目 の 検 討 結 果 を 用 い て 「 大 規 模 土 砂 災 害 に 対 応 す る た め の 手 引 き 書、

（ 素 案 （ 以 下 「 手 引 き 書 」 と い う ） を 作 成 し た 。）」 、 。

手 引 き 書 は 、 地 震 や 豪 雨 が 発 生 し た 場 合 に 、

① 大 規 模 崩 壊 や 地 す べ り の 発 生 に 伴 う 天 然 ダ ム の 形 成 を 一 次 災 害 発 生 後

の 早 い 段 階 で 確 認 す る こ と 。

② 形 成 確 認 情 報 を 適 切 か つ 迅 速 に 関 係 機 関 へ 伝 達 す る こ と 。

② 天 然 ダ ム 形 成 確 認 後 は 、 天 然 ダ ム 決 壊 に よ る 大 規 模 土 砂 災 害 へ の 応 急

体 制 を 確 立 す る こ と

を 目 指 し て い る 。

名 称 目 的 特 徴

従 来 型 の 対 応 訓 練 基 本 的 な 対 応 手 順 の 確 認 決 め ら れ た 手 順 に 従 っ て 、 対 応 訓 練 を 実 施 す る 。

ロ ー ル プ レ ー イ ン グ
に よ る 対 応 訓 練

判 断 力 の 向 上
プ レ ー ヤ ー に は 事 前 に 災 害 発 生 場 所 、 状 況 は
知 ら せ ず 、 訓 練 の 中 で 判 断 ・行 動 さ せ る 。

表 － ２　 対 応 訓 練 （目 的 別 ）
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H18 貯水池上流砂防基本計画検討業務 

 
関東地方整備局 日光砂防事務所 

 
１．はじめに 

  公共事業のアカウンタビリティ向上を背景として、新たな砂防基本計画策定にあたっては、過去の

土砂移動実績を把握し、その現象を再現・説明しうる河床変動計算手法を主体とした土砂移動モデル

を作成し、実際に起こりうる災害を想定した計画シナリオに基づく予測が不可欠である。本業務では

五十里ダム、川治ダム及び川俣ダム及び建設中の湯西川ダム上流を対象とし、貯水池上流の砂防基本

計画、施設配置計画を検討するために、まず河床変動実態を種々の角度から収集・整理し、その再現

計算を試行することで、より説得力の高い土砂移動モデル、河床変動計算モデルの作成を行ったもの

である。このモデルでは河床変動計算の対象河道に至るまでの土砂生産・流出モデルを作成するとと

もに砂防施設効果を表すモデルを既往検討

成果の解析モデルに付加し、計画シナリオ

予測計算、施設配置計画検討に十分適用で

きるモデルとした。 
２．土砂生産・流出モデルの作成 
  土砂生産・流出モデルは、谷次数区分を

もとに合流点ごとに1次谷単位の流域分割

を行い、河床変動計算の時間ステップごと

に図-1に示すように分割された各流域にお

ける流砂能力（運搬可能土砂量）と移動可

能土砂量を比較し、下流域へ流下可能な分

だけを流下させ、上流側の流域から下流側

の流域への土砂移動を表すモデルとした。 
３．砂防施設効果評価モデル 
  砂防施設効果は、河床変動計算区間より

上流の土砂生産域に位置する砂防施設の場

合は、土砂生産・流出モデルにおいて図-2
に示すように砂防施設の効果を考慮した流出土砂量の計算を行った。また、河床変動計算区間上に位

置する砂防施設の場合は、砂防施設の水通しの越流条件（水位-流量曲線）を与えた河床変動計算によ

る砂防施設上流の堆砂量変化により施設効果を反映した。 
４．再現計算 
  再現計算の対象とした河床変動実態は、①砂防えん堤の堆砂測量資料、②近年の大出水時における

状況のヒアリング、③空中写真から判読される土砂の堆積および侵食傾向、④貯水池堆砂形状および

粒度分布を主体として整理を行った。その再現計算の過程でモデルの精度確認・向上を図った。 

河床変動計算の対象河道

移動可能土砂量(時間ごとに変化)

= 生産土砂量＋不安定土砂量
    ＋上流谷区分からの供給土砂量
    －下流域への流出土砂量

流出土砂量
 流砂能力(運搬可能土砂量)
 移動可能土砂量

    小さい方

図－1 土砂生産・流出モデルの概念図

砂防施設を設置したか？

満砂？ YesNo

不安定土砂量の扞止による減少→生産抑制量

流出土砂の砂防施設への捕捉
→流出抑制量

砂防施設堆砂量の変化による
土砂調節→流出調節量

砂防施設検討対象箇所か？No

No

砂防施設下流への流出土砂量算出

土砂生産・流出モデル

土砂生産・流出モデル

Yes

Yes

砂防施設効果評価モデル

図－2 土砂生産・流出域における砂防施設の効果の評価
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  砂防えん堤における堆砂実績と計算結果を比較すると、図-3のように堆砂形状が良く再現される結

果となった。ヒアリング調査では、詳細な河床変動については聴取できなかったが、洪水水位につい

ては推定できた。その結果と計算結果の水位を比較した結果は図-4のように高い再現性が得られた。

川治ダム貯水池堆砂形状の計算結果は図-5に示すように堆砂測量による縦断形状を良好に再現する結

果となった。また、堆砂の粒度分布の計算結果は図-6のようになり、平均的な貯水池粒度分布と既往

調査による結果がほぼ一致する結果となった。 
  空中写真から「変動なし」、「1m未満」、「1m以上」の区分で河床変動の平面分布を判読し、断面間

平均の河床変動高を算出した結果と、計算結果を比較すると図-7のようになる。空中写真判読による

河床変動高は10～20cm程度と小さく、土砂の通過域になっていると考えられる。計算結果の河床変

動高も小さくなっており土砂の通過域である状況を再現出来ていると考えられる。 
５．おわりに 
  土砂生産・流出モデルおよび砂防施設効果評価モデルを導入した河床変動計算により、既存の砂防

施設を含む過去の土砂移動実績が良好に再現される結果となった。今後はこのモデルをもとに砂防基

本計画、施設配置計画を検討する予定である。 
 

馬坂沢第2砂防堰堤
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図－3 砂防えん堤堆砂形状の再現結果 
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図－4 ヒアリング調査による出水時水位の

再現結果 
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図－5 川治ダム堆砂形状の再現結果  
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図－6 川治ダム堆砂粒度の再現結果 
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図－7 空中写真による河床変動の判読結果と計算結果の比較 
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赤城山東斜面（川口川・深沢川）渓流調査業務 

 
   関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 

 
１．はじめに 

赤城山の東斜面に位置する川口川・深沢川は、昭和22年の

カスリ－ン台風を始めとする連続した台風により多量の土砂

が流出したため、流域内のさらなる土砂災害の防止と、渡良

瀬川本川への流出土砂の抑制を目的とした砂防事業を実施し

てきた。しかし、近年では流域一貫した土砂管理の観点から、

草木ダムの完成後に河床低下の問題が顕在化している渡良瀬

川に対して、「流す砂防」の方針の基に既設砂防えん堤のスリ

ット化を実施している。さらに、現在行っている渡良瀬川の

新砂防計画の検討によれば、川口川・深沢川は渡良瀬川の支

川の中でも重要な土砂供給源とされている。このため、当該流域に対して新砂防計画と整合した土砂

処理計画を検討し、施設計画等の見直しが必要であると考えている。 
本業務では、川口川・深沢川に対して、渡良瀬川合流点から源頭部までの全区間にわたる流域調査

を実施し、流域の荒廃状況や現況の施設状況はもちろんのこと、流域内の土砂処理上の問題点を整理

した。さらに、多くの行政機関が長年にわたり渓流工事を実施している当該流域では、効率的なダム

サイトは少ない状況であるが、効果的と考えられる新規砂防施設の設置候補地点を選定した。 
２．業務手順 

業務フローを図-2に示す。事前に机上調査により流域の特性や

問題点を把握した上で、現地にて崩壊箇所、不安定土砂堆積箇所、

既往構造物等についての調査を行なった。その後、現地調査結果

に基づき、土砂処理上の問題や新規砂防施設の設置候補地点等に

ついてとりまとめた。 
３．調査結果 

３．１ 机上調査結果 

地形・地質条件や水系網図などから、対象流域は新生代の固結

度の低い火砕流堆積物や溶岩が堆積しているため河川による侵食

傾向が強く、上流域には崩壊地が多数存在し、流路は直線的で細

長い流域形状を示している。 

微地形調査結果や崩壊地面積の推移から、流域全体の崩壊面積

率は昭和20年代で１％程度であったが、その後徐々に減少し現在は0.15％程度となっている。しかし、

カスリーン台風規模の大きな降雨があると再び全域で崩壊が発生する可能性が高く、いわゆる「休眠

性河川」とされている。 

図－1 調査位置 

、・地形 地質条件の整理
、・崩壊 不安定土砂の分布整理

・既設構造物整理
・土砂整備状況整理

調査着手

調査完了

・崩壊箇所の分布・状況調査
・不安定土砂の分布・状況調査

（ ）・既往構造物調査 砂防・治山・取水 
・砂防施設設置候補地点調査

・流域の荒廃状況
・施設配置状況
・土砂処理上の問題点
・新規砂防施設設置候補地

机上調査

現地調査

とりまとめ

 
図－2 業務フロー 

対象渓流 

赤城山 

草木ダム 
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平成17年度の巡視点検調査結果では、施工年代の古い砂防えん堤の一部に河床洗掘による問題が発

生しているが、それ以外のほとんどの直轄砂防えん堤は健全である。また、一部には未満砂の砂防え

ん堤も存在している。平成13年時点の整備率は、川口川：44％、深沢川：45％となっている。 

３．２ 現地調査結果 

上流域には、谷頭や谷壁斜面には多数の崩壊地が存在し、その規模も比較的大きい。河床にはそれ

らの崩壊地から供給された不安定土砂が厚く堆積している。本川には砂防施設、最上流部や支川には

治山施設が多数設置されているが、そのほとんどの施設が満砂状態にある。 

中流域から下流域にかけては、河道の蛇行箇所における攻撃斜面側に崩壊が多く存在している。河

床には主に上流から運ばれてきた土砂が厚く堆積し谷底平野を形成している。また、上流あるいは渓

岸から発生したと考えられる流木も多く存在する。本川には砂防施設、支川には治山施設が多く設置

されているが、スリットタイプの砂防えん堤（堰上げ型）以外は全て満砂状態にある。 

下表に現地調査により確認された既往施設数を示す。 

      表－１ 砂防・治山施設数           表－２ 取水施設数 

流域名 砂 防 治 山   流域名 合計 
 直轄 補助 直轄 補助 合計  深沢川 5
深沢川 14 3 7 74 96 川口川 6
川口川 22 0 32 14 68 流域全体 11
流域全体 36 3 39 88 164

３．３ 調査結果のとりまとめ 

現地調査により確認された問題点として、平成17年度の巡視点検調査結果と比べて著しく砂防えん

堤の下流河床が洗掘されていることである。また、スリットタイプの砂防えん堤では、流木により閉

塞され、スリットの効果が発揮できない状態となっている施設もあった。さらに、上流部には依然と

して多量の不安定土砂が存在していることが確認された。このような問題点を考慮して、本流域では、

以下のような対策を検討すべきであるとした。 
○計画規模程度の洪水時に発生する土砂移動への対応 

上流部では、土石流状態で土砂移動が発生すると考えられるが、既往施設だけでは捕捉容量が不足

しているとともに、流木対策施設も設置されていない状態である。そこで、上流域において、土石流

や流木を捕捉するためのオ－プンタイプの砂防施設を計画する必要があり、その候補地点を選定した。 
○中小洪水時に発生する土砂移動への対応 

中小洪水時の土砂移動は、主に河道に堆積した不安定土砂の再移動によるものと考えられる。そこ

で、河床堆積物が厚く分布している区域には扞止を目的とした砂防施設を計画する。また、河床低下

による洗掘を受けている既往施設には、前庭保護対策を計画することとした。 
４．おわりに 

本業務では、対象渓流の全区間の流域の荒廃状況・現況の施設状況・土砂処理上の問題点について

整理を行うことができた。今後、本業務の結果を基に、新砂防基本計画と整合した施設土砂処理計画

の策定を進めるものである。 
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H18 管内流砂量観測検討業務 

 
関東地方整備局 富士川砂防事務所 

１． はじめに 
富士川は、山梨県と長野県の県境の鋸岳（標高 2,685m）に源を発し、甲府盆地を南流し、静岡

県富士市において駿河湾に注ぐ、幹川流路延長 128km、流域面積 3,990km2 の河川である。流域の

西部は糸魚川－静岡構造線が縦断し、地質は脆弱で、七面山をはじめとする大規模な崩壊が多く分

布し、豪雨とともに大量の土砂が流下し甚大な被害を下流に及ぼすおそれがある。一方、下流域で

は河床低下や局所洗掘、海岸浸食の問題が発生している。 
富士川流域の土砂に係わる問題に対し、総合的な土砂管理の計画及び推進を図るためには、土砂

移動の予測手法の精度向上を目的として、流砂系における土砂移動の実態を量的、質的（粒度分布）、

時間的にモニタリングする必要がある。モニタリング手法には、従来の河床変動測量や河床材料調

査をはじめとして様々なものがあるが、本観測は、モニタリング調査をより効果的かつ迅速に行う

ために開発した可搬式観測装置を用いて、洪水時の流砂量調査及び解析を行ったものである。 
２． 現地観測 

富士川流域では、平成 12 年度より流砂量観測の採取方

法の検討に着手し、平成 16 年度までに釜無川や大武川で

の現地試験等を行って運用可能な観測装置を開発した。平

成 17 年度からは釜無川と早川で、この観測装置を用いた

流砂量観測を開始した。（図-1） 
本年度は、甲信地方への台風の接近数が少なく釜無川の

大きな出水がなかったため、早川観測地点のみを対象とし

て 3 回の観測を実施した。3 回の観測では全て出水のピー

クを捉えた。観測時の早川流域の降雨状況を表-1 に示す。 

 
24 時間雨量(mm) 
 

雨量観測所別 流域 
平均 奈良田 早 川 春木川

H17 (2005/9/7) 25.0 41.0 158.0 56.9 
H18 (2006/9/18) 38.0 51.0 72.0 48.9 
H18 (2006/10/6-7) 71.0 58.0 50.0 62.7 
H18 (2006/11/20-21) 48.0 46.0 51.0 48.0 

３．  データ解析 
３．１ 濁度と浮遊物質量(SS)の関係 
現地観測結果から濁度とSSの関係について図-2に示す。

濁度と SS の相関は、釜無川では高濃度領域のばらつきが

大きく全体の相関は低いが、早川では高濃度のデータ

（2006/10/6-7）を加えても比較的高い相関が認められる。

この試験結果の精度を向上させることで、濁度を計測する

ことにより SS 分析をせずに浮遊物質量（SS）を把握でき

るようになるものと考えられる。釜無川、早川ともに高濃

度領域のデータは 1 回の洪水によるものであるが、相関関

係はこれらに大きく依存することから濃度領域の異なる

データの補充が必要である。 

図-1 流砂量観測地点位置図 

表-1 観測時の流域平均雨量（H17～H18 早川） 

y = 2.3118x - 369.1

R
2
 = 0.727

y = 3.6758x - 915.72

R
2
 = 0.6169
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推定式（計測値の平均値による近似線）

推定式（最下段の計測値による近似線）

早川（早川橋上流約3km地点）

図-2 濁度と浮遊物質量 SS の関係 
       （早川 H17～H18） 
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３．２ 流量と浮遊砂量の関係 
浮遊砂量と流量の相関関係を図–3 に示す。本年度の結

果は昨年度と比較して流量に対する浮遊砂量が多く、こ

れを加えると増水期の相関が低くなるが、減水期及び全

体の相関は釜無川の観測結果と比べて高い。また、

0.075mm 以下をウォッシュロード、0.075mm～2mm を

浮遊砂とみなして粒径別にみると、前者の相関は高いが、

後者の相関は低い。浮遊砂量は流量、沈降速度、摩擦速

度により決まることから流量のみの関数で表わせない

ことなどが考えられるが、現状ではデータ数と水理条件

の幅が限られる。 
３．３ 流量と掃流砂量の関係 
掃流砂の採取量に対する採取時間の影響を確認するた

め 2mm メッシュによる 5 分間採取を実施した。同一時

間帯における従来の 5 秒間採取量と比較すると、5 分間

採取において比較的安定した結果が得られた。また、こ

れまで採取されていない移動限界粒径に近い礫が採取

された（図-4）。流量と掃流砂量の相関は、釜無川、早川

とも全体的に低い。理由として、掃流砂の採取量が微量

であること、掃流力が勾配や水深の関数であることが考

えられる。 
３．４ 流量と流砂量の関係 
粒径階別セディグラフ及び粒径階比率を図-5 に示す。

観測時間内の粒径比率をみると、ほとんどがウォッシュ

ロード成分あるいは浮遊砂となる。掃流砂(d>2mm)の比

率は最大の時間帯で 0.05%であった。本年度の観測結果

から、早川観測地点における流砂量は、減水期に比べて

増水期の方が多い傾向にある。流量と浮遊砂量、掃流砂

量の関係は増水期の方がばらつきが大きく相関が低い。

理由として、河床のアーマコートの破壊等が考えられる

が、この土砂移動の活発なハイドロ前期の観測を行う必

要がある。 
３．５ 降雨と流砂量の関係 
これまでの観測結果について、釜無川、早川の各流域

の 24 時間雨量と観測時間内の総流砂量との関係を図-6
に示す。ハイドロの明瞭な早川流域での 2 回の観測につ

いては、相関が比較的高い 0.075mm 以下の粒径を流量

との相関式から算定し、一洪水の掃流砂量を試算した。 
４． 今後の課題 

本業務は、流砂系の上流域にあたる砂防領域における土砂移動実態を把握することを目的とした

ものである。観測上の課題には、土砂移動量の横断分布の把握や、採取口の流入損失による影響の

把握等がある。流砂量の推定に向けて富士川流域が抱える流砂系の主な問題である海岸浸食を考慮

すると、汀線に定着する粒径等から掃流砂の精度向上の優先度が高い。今後、観測精度の向上を図

るとともに観測結果をもとに流砂量式を作成し、各観測地点の通過土砂量を推定する必要がある。 
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・ 10/6 19:00 の 5 秒間採取データの突出は採取口の着床
状況等の要因が影響していると考えられる。 

・ 採取粒径最大 6cm（採取時の水理諸量から算定した移
動限界粒径：0.150（岩垣式）～0.203（修正エギアザ
ロフ式 dm=5cm）） 
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国総研資料　第 516 号



7.11 平岩地区河床変動解析検討業務 

国土交通省北陸地方整備局 松本砂防事務所 

 

１．目的 

 平成７年７月出水では、支川及び上流部からの流出土砂が平岩地区に異常堆積し、河道閉塞 

による氾濫被害が発生している。 

 姫川流域では当面の整備目標として、平成７年災害の再度災害防止を図る為の施設整備を進 

めているところであるが、特に被害が大きかった糸魚川市の平岩地区については、地元から抜本 

的な対策を行うようもとめられている。 

 このため、当該地域における砂防施設整備にあたり、施設規模、配置計画策定の検討を行う 

ための基礎資料とするため、平成７年災害時の河床変動状況を再現し、整備対象となる土砂量に 

ついて、検証を行うものである。 

 

２．検討内容及び検討範囲 

検討内容及び検討範囲は以下のとおりである。 

 ①7.11 洪水の平岩地区異常土砂堆積を再現する 

河床変動モデルの構築 

  ②平岩地区における異常土砂堆砂の要因分析 

  ③再度災害防止の対策案の検討 

  ④モデル概要 

   ・計算対象範囲：姫川 18.0k～27.0k 

   ・支川    ：大所川、蒲原沢、前沢 

           (土砂流入でモデルに組み込む) 

   ・山腹崩壊  ：モデルに組み込まない   

  （支川供給土砂、上流供給土砂の影響把握のため） 

   ・粗度係数  ：０．０４ 

・計算ケース ：表－１のとおり                    検討範囲（姫川流域） 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          表－１ 計算ケース一覧表 

 

検討区間 

上流端
土砂濃度

大所川 蒲原沢 前沢

Case4-1 平行濃度 0m3 0m3 0m3

Case4-2
平行濃度の

20倍
0m3 0m3 0m3

　上流からの供給土砂量が異常土砂
堆積に果たした役割を考察する計算
ケース

Case4-3 平行濃度 643,200m3 0m3 0m3

Case4-4 平行濃度 0m3 579,000m3 0m3

Case4-5 平行濃度 0m3 0m3 240,400m3

Case4-6
平行濃度の

20倍
643,200m3 0m3 0m3

上流からの供給土砂と大所川からの
供給土砂量が異常堆積土砂量に果た
した役割を考察する計算ケース

土砂流入条件

ケース

　支川からの供給土砂量が異常土砂
堆積に果たした役割を考察する計算
ケース

備　　考
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３．計算結果 

概ね実態と同様の河床変動傾向を計算することができ 

たが、22.4k～22.5k 及び 24.5k～25.0k については、実 

態と異なる傾向が計算された。これらの要因として、22 

.4k 付近で河川を横断するＪＲ橋の阻害の影響、25.0k は 

右岸側で生じた山腹崩壊による土砂流入・河道閉塞によっ 

て土砂堆積が生じたものと考えられる。 

  

４．検証 

①本川上流部からの流出土砂の影響について 

上流からの高濃度土砂（平均流砂量の２０倍）供給が平 

岩地区の異常土砂堆積に関連することが確認された。 

②支川から流出土砂の影響について 

大所川からの土砂供給が、平岩地区の異常土砂堆積に対 

して大きな影響を及ぼすことが計算より確認された。 

反面、蒲原沢及び前沢については、異常土砂堆積に対す     洪水計算検証結果 

る影響が少ないことが計算より確認された。 

上記の検討結果を考慮し土砂堆積量の再現計算を行った結果、上流から約 250 万 m3 の土砂が

流下し、姫川平岩地区で約 62 万 m3 の土砂が堆積したものと想定された。 

 

              洪水後の土砂堆積量の変化 

 

５．今後の課題 

①効率的に土砂調節を行うための砂防施設の位置ならびに構造形式の検討が必要。 

②24.5k～25.0k については実現象と異なる河床変動傾向を示した。河道内で土砂崩壊による 

堰上げ等が確認されたことから、この現象を踏まえた計算精度向上のための検討が必要。 

③今回の検討は平成７年災害前後の河床モデルであるため、現況の河床モデルにおける検討 

が必要。  
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11.0%

21.3%
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第2回 WS 
事業等の説明 

現地視察会
の実施 

第 7回 WS
整 備 構 想
(案)の策定

第 6回 WS 
えん堤整備イメ
ージの決定 

図 2 WS における意見割合の推移  

第1回WS 第3回WS 第4回WS 第5回WS

防災の必要性 25.8% 18.7% 18.0% 40.5%

渓流等の利用 13.3% 29.7% 19.1% 16.2%

環境等の保全 27.5% 40.7% 41.6% 29.7%

その他 33.3% 11.0% 21.3% 13.5%

計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

  ※第5回WSの防災の意見には砂防えん堤に関する意見を含む

 

マス沢堰堤整備を考えるワークショップについて 

                                        北陸地方整備局 湯沢砂防事務所  
１．はじめに    

 魚野川水系水無川左支川のマス沢(新潟県南魚沼市：図１)の中流部には、大量の不安定土砂が 
堆積しており、豪雨時等にこれらの土砂が流出した場合、合流点付近に整備されているキャンプ 
場やサイクリングロード等の施設や、そこを訪れる人々が被害を受ける恐れがあることから、湯 
沢砂防事務所では砂防堰堤群の整備を予定している。 
一方で、マス沢の位置する水無川上流域は水無渓谷と呼ばれ、清流と豊かな自然環境が残され 

た地域であることから、安全な地域づくりのための砂防施設の整備と、豊かな自然環境とが調和 
した整備を図るため、ワークショップ(以下 WS という)により地域住民(地元代表や NPO 等 31 人) 
の意見を聞きながら、事業実施の有無も含めて検討を実施した。 
本稿では、WS において出された住民意見と、全ての WS 終了後に WS メンバーに対して実施したアンケート結果よ

り、地域住民の意見の推移や意識の変化について分析した結果を報告する。 

２．WS の概要について 

  平成 17 年 11 月から約 1 年程度にわたり、計 7 回の WS と現地視察を 1 回開催した。WS は、WS メンバーと、中立

的な立場で WS の進行を担当するファシリテーターによって運営した。住民同士の自由な議論の場を確保するため、行

政(南魚沼市、湯沢砂防)は基本的にメンバーからの疑問や質問があった場合にのみ回答した。WS は７～８人のグルー

プに分かれて、各グループで意見交換を行いながら意見をまとめ、その結果をグループの代表者が全員の前で発表する

という流れで行った。各グループでの意見交換では、付箋紙に意見を書き、それをマス沢周辺の地図に貼り付けながら

まとめていくという手法をとった。WS の成果としては、住民との協働作業によって、渓流環境の保全と周辺の利用に

配慮した砂防堰堤の整備計画を作ることができた。  

３．WS 手法及び砂防事業に対する住民意見の推移及び意識の変化について 

３．１ 住民意見の調査方法 

住民意見の調査方法としては、各 WS の意見交換において各自の意見を書き込んだ付箋紙、各 WS において実施した

アンケート結果、及び全ての WS 終了後に実施したアンケート結果を基に調査、分析を行った。 

３．２ WSで出された意見からわかったこと 

マス沢全体について意見交換を行った WS（現地視察会実施前の第 1、3、4 回及び実施後の第 5 回の計４回）におい

て、意見の割合の比較と推移を整理した(第 2 回は説明会形式による質疑応答、第 6 回は砂防堰堤の整備方策の検討、

第 7 回は整備構想(案)の作成のため、比較対象としない)。各 WS における住民意見の割合を「防災の必要性」、「渓

流等の利用」、「環境等の保全」の３つの観点から整理した結果を表 1 及び図 2 に示す。この結果から住民意見に変化

が見られることがわかった。 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

【マス沢全体の整備に対する当事者意識の芽生え】 

第1回では「その他」(事業の必要性やWS運営方法等)の意見割合が多かったのに対し、第2回で砂防対策の必要性や周辺の自然環

境、公園整備の状況等を説明した後に開催した第3回では、「渓流等の利用」や「環境等の保全」に関する意見割合が増加した。これは、

WS の早期の段階で事業に関する具体的な説明を行ったことにより、住民の間で共通認識や当事者意識が生まれたことが主な理由であ

ると考えられる。その後のWSでは、砂防事業の必要性やWS運営方法といった事柄に議論が後戻りすることがほとんどなくなった。 
 

表 1 WS における意見割合の比較  

図 1 位置図

国総研資料　第 516 号



表 4 現地視察が印象に残ったと回答した人の割合

30代 0 0.0% 0 0.0% 0 -

40代 1 5.0% 0 0.0% 0 -

50代 12 60.0% 7 58.3% 6 85.7%

60代 6 30.0% 4 33.3% 4 100.0%

70代 1 5.0% 1 8.3% 1 100.0%

80代 0 0.0% 0 0.0% 0 -

20 100.0% 12 100.0% 11 91.7%

回答者 現地視察参加者で印象に残った人現地視察に参加した人

【防災意識の向上】 

現地視察会実施前の第 1 回、3 回、4 回では、「環境等の保全」や「その他」の意見割合が多かったのに対し、現地

視察会実施後の第 5 回では「防災の必要性」の意見割合(砂防堰堤に関する意見を含む)が増加した。これは、第 4 回と

5 回の間に実施した現地視察会によって、住民が砂防対策の必要性を理解し、現地に対する共通認識も醸成されたこと

が主な理由であると考えられる。裏を返せば、現地視察を実施するまでは、住民の防災意識は決して高いとはいえない

状況であったと考えられる。その理由としては、土砂災害を経験していないために危機意識が希薄であること、対象地

が住民の生活圏から離れているために関心が低く、現地を訪れる機会も少ないことなどが考えられる。 
３．３ アンケート結果からわかったこと 

WS 手法に対する評価、WS 参加による砂防事業や地域づくりに対する意識の変化などについて確認することを目的

として、WS メンバーに対するアンケート調査を実施した。結果の概要とわかったことを以下に示す。 
【WS手法による住民と行政との協働作業が、住民に評価され受け入れられた】 

 WS 手法を用いた事への評価としては、「やって良かった」「どちらかといえばやって良かった」という回答が全体

の 9 割を占め、「住民と行政が一緒になって意見交換が出来たこと」が評価の主な理由として挙げられている(図 3、

表2)。WSで住民と行政が意見交換を重ね、計画に反映していく方法が住民に評価された結果であると考えられる。 

 

           理 由  回答数

●住民と行政が一緒になって意見交換が出来たこと  10 
●住民の意識の変化  4 
●その他  3 
●どちらともいえない  2 

合計  19 

 

【WSへの参加により住民の意識変化が図られた】 

 WS への参加により砂防対策や地域づくりに対して意識の変化が「あった」という回答が全体の７割を占め、「公共

事業に地域の意見・要望を取り入れる姿勢がある」、「砂防対策に環境に対する配慮がある」が主な理由として挙げら

れている(図4、表3)。WSへの参加により、行政や公共事業に対して住民が持っていた意識(イメージ)に変化が見られ

たことが伺える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【現地視察が住民に大きなインパクトを与え、意識を高めるのに有効】 

現地視察に参加した住民で、印象に残っていると回答した人が約 9 
割を占めている(表 4)。膨大な不安定土砂の堆積状況を見て危機意識 
が高まり、周辺状況の確認により住民同士の共通認識も図れたことな 
ど、住民意識を高めるために現地視察が有効であったと考えられる。 

４．まとめ 

本WSにおける住民意見及びアンケート結果より、WSによる合意形 

成手法が住民に評価され、受け入れられたことがわかった。また、WS で時間をかけた意見交換の積み重ねを経て、住

民に意識の変化(地域づくりの意識や防災意識の向上)が見られたこともわかった。 

今回、WS 手法が合意形成を図る手段として有効であったこと、地域づくりの意識や防災意識の向上が見られたこと

から、他地区においてもWS手法を展開していくことは重要と考えられる。 

理 由  回答数  
●公共事業に地域の意見・要望を取入れる姿勢がある 5 
●砂防対策に環境に対する配慮がある  3 
●住民の意識向上  2 
●その他  4 
●砂防堰堤の必要性に疑問  1 

合計  15 

やって良かった
75.0%

どちらかといえば
やって良かった

15.0%

普通
5.0%

無回答
5.0%

図4 WS参加による意識の変化 

あった
70.0%

なかった
25.0%

無回答
5.0%

表3 意識の変化の理由 

表2 WSを評価している理由 

図3 WS手法に対する評価 
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立山カルデラ源頭部における雨量計測精度に関する課題と対策 

～高標高雨量観測及びデータ解析業務～ 

               立山砂防事務所  
はじめに 
 本調査は、強風下における雨量観測精度の向上を図り、源頭部斜面を浸潤する

雨量を的確に把握することを目的として、高標高部の雨量観測の実施とデータ解

析を行う。このための平成１７年度に撤去・保管した高標高雨量観測機器を既設

太郎平雨量観測所に再設置し、新たに多枝原上流雨量観測所にも設置してデータ

を観測・収集する。収集したデータを解析検証し、高標高源頭部における雨量観

測精度の向上を図る。またこれらの検証結果に基づき砂防工事安全施工のための

警戒避難基準雨量への応用など高標高雨量データの発展的活用方策について検討した。 
 
１．補填方式雨量計の観測精度向上方法 

  補填方式雨量計は、図－１雨量計構成図に示すように水平3 6 0°方向に開放された受水口を持つ雨量計で

ある。雨量計測概念図に示すように上昇気流で移流し、失われる雨滴の相当量を水平雨量として捕捉する機

能を持っている。 
観測精度の向上方法は、雨量計測概念図に示すように普通型雨量計で受水し計測した雨量（垂直雨量）を

補填方式雨量計で計測した雨量 
（水平雨量）により補填する方法である。補

填後の雨滴捕捉率は、図－２に示すように理

論上平均0 . 9となる。また時間雨量の大小に

もよるが概ね時間雨量25m m / hの場合、風速

5～ 7 m / s付近で水平雨量が卓越する。これ

らの理論的考察および精度向上結果は、既に

実証実験によって確認されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．観測方法 

雨量観測精度の実態を把握し向上策を検証するため、観測場所として真川流域の標高2,3 1 1 m 

の稜線上に位置する太郎平雨量観測局を昨年に引き続き観測し、カルデラ内の多枝原上流雨量観測所につ

いて新たに選定した。太郎平雨量観測所に設置した観測機器は、補填方式の雨量計をはじめ風向風速計等

により構成し、ロガーに記録してデータを回収する方法とした。雨量観測は、下記のとおり観測した。 
 太郎平雨量観測所：H18.9.28～10.26   多枝原上流雨量観測所：H18.8.19～10.29 

雨滴
雨滴

垂直雨量 水平雨量

受水口拡大図

　　　　　　受水板

　　（雨滴捕捉用の
　　　網状受水板）

排水トラフ

補填方式の雨量計構成図

雨量計測概念図

転倒マス雨量計

上
昇
気
流

上
昇
気
流

補填方式雨量計

図－１ 補填方式雨量計の観測精度向上方法 

図－２ 雨滴捕捉率向上方法 

立山カルデラ全景 
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2311 2311 1610
9月28日 7月21日 8月19日

10月26日 10月15日 10月29日
観測日数 28 86 71 185

垂直雨量(mm） 371 874 811 2056
水平雨量（mm） 264 552 125 941
補填雨量（mm） 466 1056 816 2338
検証用雨量(mm） 327.7 - 353.1 680.8

定雨量 理論値）　（mm） 514 967.6 878.5 2360.1

垂直雨量の捕捉率（％） 72.2 90.3 92.3 84.9
補填雨量の捕捉率（％） 90.7 109.1 92.9 97.6

135 333 274 742

解析サンプル数 135 333 274 742
相関係数　ｒ 0.9119 0.9712 0.9332 0.9388
近似直線の傾き 0.8225 0.8946 0.9012 0.8728

解析サンプル数 135 333 274 742
相関係数　ｒ 0.9374 0.9736 0.9991 0.9700
近似直線の傾き 0.9045 0.9567 1.0036 0.9549

解析サンプル数 134 333 273 740
相関係数 0.7925 0.9589 ー 0.8757
近似直線の傾き -0.3462 -0.5747 ー -0.46045
近似直線交点の 速 m 7.5 5 ー 6.25

平均値μ(m/s） 4.1 3.6 0.8 2.84
標準偏差σ(m/s） 2.0 2.1 1.0 1.70

最大値(m/s） 9.2 18.6 6.1 11.30
最小値(m/s） 0.0 0.0 0.0 0.00

平均値μ(m/s） 2.4 2.4 0.5 1.77
標準偏差σ(m/s） 1.4 1.6 0.6 1.19

最大値(m/s） 9.5 19.3 5.9 11.57
最小値(m/s） 0.0 0.0 0.0 0.00

総雨量

捕捉率（各雨量／理論値）

備　　　考

設置標高（ｍ）

全観測局総括
太郎平

（H17年度）

降雨時1時間平均風速（m/s）

無降雨時1時間平均風速(m/s）

太郎平 多枝原上流

降雨時時間雨量サンプル数
補填雨量と推定雨量の関係

補填雨量と垂直雨量の関係

差分雨量解析

観測期間：（自）
観測期間：（至）

３．観測結果 

平成 18年度の観測期間中における観測結果  

の右の総括表を示す。 

 

４．降雨標高依存直線の活用方法に関する検討 

  カルデラ内降雨標高依存直線を活用するため、  

今年度の観測結果から、補填雨量を得る計算式を重 

回帰分析により作成し、過去のデータ並びに今年度 

のデータから補填雨量を算出し、標高依存直線につ 

いて検討し、以下のことがわかった。 

・標高依存性は直線関係を示し、降雨量が多  

くなると傾きは増加した。 

・計算式から求めた補填雨量の標高依存性は、垂 

直雨量より相関が強くなった。 

・五色ヶ原の累加補填雨量と標高依存性直線の傾きは、強い相関関係を示したことにより、五色ヶ原の補

填雨量が既知であれば、標高依存直線の傾きが求められることが示唆された。 

・水谷の累加垂直雨量と五色ヶ原の累加補填雨量は相関関係が強く、水谷の降雨量から五色ヶ原の降雨量

が予測できることが示唆された。 

・これらのことにより、標高依存直線を未知の地点の降雨量予測や降雨データの品質管理に利用すること

が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

1995 年 6月 22 日～7月 22日              2006 年 7月 11 日～19日 

 

５．今後の課題 

 (1) 補填方式雨量計による既設雨量観測局の精度向上 

   梅雨時期で最も降雨量の大きくなる 6 月下旬～7 月下旬、台風時期のデータを取得するように観測を継

続し、長期間のデータに基づく評価及び観測精度の向上が必要である。 

 (2) テレメータ化に関する検討 

   五色ヶ原雨量観測所は湯川の水源付近に位置していることから、降雨依存特性を用いた雨量精度向上の

面で重要なデータとなることが明らかとなった。今後はこの観測局に補填式雨量計を設置し、リアルタイ

ムに雨量データを得る事で今後整備が遅れている湯川上流域の工事安全施工に寄与できるものとして検討

する必要がある。 

湯川
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手取川上流部掃流砂量調査解析業務 

     北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 

 

1.概要 

本業務は、砂防計画策定の基本条件となる掃流砂量 

の推定精度向上を目的として、手取川の砂防領域を対 

象とした掃流砂量観測手法を確立するための検討を行ったも

のである。採用した掃流砂量観測手法としては、時系列的に観

測データが得られる音響法を利用したハイドロフォン手法を用

い、さらに観測データのキャリブレーションとして掃流砂観測桝

（土砂捕捉ピット）を用いた。 

本業務は平成16年度より開始し、掃流砂量の推定精度につ

いては、当初は相関係数でR2=0.25程度であったが平成18年

に実施した掃流砂観測桝の改良により相関係数 R2=0.74 まで

上昇した。 

 

2.掃流砂量解析内容 

1)掃流砂観測及びデータ収集整理：瀬戸砂防堰堤と細谷第

１号、第１０号砂防堰堤に設置した掃流砂観測施設の観測データを収集し、融雪出水及び洪水出水を対象と

した掃流砂観測データを整理した。 

2)掃流砂量解析：収集した観測データをもとに、ハイドロフォン観測値から移動土砂量及び移動礫径を推定す

る方法の精度向上について検討を行い、観測期間中の移動土砂の量と態様を解析した。 

3)観測施設の改良検討：観測施設の問題点及び課題を整理するとともに改良を実施した。 

4)細谷オンライン化調査：細谷に設置するオンライン化用屋外収納

ボックスの設置位置及び構造計算を行った。収納ボックスの構造

は積雪に十分耐える構造とした。 

5)総合検討：砂防計画検討・検証等に活用するために必要な情報を

整理するとともに、今後のモニタリング計画を立案した。 

 

3.掃流砂量解析結果 

1)掃流砂量解析 

－瀬戸砂防堰堤箇所のキャリブレーション式 

・掃流砂量の推定方法 

掃流砂観測桝の観測値をキャリブレーションデータとして関係を整理した結果、ハイドロフォン観測値（パルス）

と掃流砂量との関係として次式が得られた。関係の相関係数は R2=0.74。 

掃流砂量＝
5631.64

29.91-16倍のパルス数増幅率
 (m3/s) 

瀬戸砂防堰堤

細谷第１号砂防堰堤

細谷第10号砂防堰堤
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図-1 調査位置図 

増幅率16倍

y = 5631.64x + 29.91

R
2
 = 0.74

0

100

200

300

400

500

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

掃流砂量(m
3
/s)

パ
ル

ス
（

回
/
分

)

2006.11.11出水

2007.2.14出水
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・移動礫径の推定方法 

各ハイドロフォンセンサーの増幅率に対応する礫径を

音響解析から求めて、その礫径を基にハイドロフォン観測

値からセンサー管に衝突する礫の中央粒径と移動土砂の

中央粒径との関係から推定する方法を提案した。 

・浮遊砂量の推定方法 

浮遊砂濃度は、濁澄橋の採水ＳＳと瀬戸砂防堰堤左岸

側に設置した自動濁度計の濁度との関係より次式が得ら

れた。 

関係の相関係数 R2=0.91である。 

ＳＳ濃度(mg/l) ＝ 0.977×瀬戸堰堤濁度  

 （ただし、ＳＳ濃度4,000mg/l まで） 

－細谷第 1号、第１０号砂防堰堤箇所のキャリブレーション式 

・掃流砂量の推定方法 

瀬戸砂防堰堤でのキャリブレーション式を利用して現地条件の違いを音響解析より補正する方法について検

討した。現地条件に相違がある流速と礫径を考慮して次式が得られた。 

掃流砂量 ＝ 
4573.24

16倍のパルス数増幅率
  (m3/s) 

－土砂動態解析 

・Ｈ18年融雪出水時の特性 

平成 18年の融雪出水は、冬季の記録的な豪雪の影響により、前年と比べて水位上昇の期間が長く継続し、特

異な出水であったので、融雪期に着目して観測結果より前年との違いを以下に整理した。 

水量：前年と比べて約３倍、 浮遊砂量：前年と比べて約４倍、 掃流砂量：前年と比べて約９倍 

ここで、水量については瀬戸左岸側水位からH17年度検討のH-Q式より総流量を求め算出した値。浮遊砂量は

増幅率 1024倍の総パルス数の比より算出した。掃流砂量は増幅率 16倍の総パルス数の比より算出した値。 

－掃流砂公式の適用性検討 

瀬戸砂防堰堤箇所で観測したハイドロフォン観測値

を基に掃流砂公式の適用性について検討した。検討に

使用した掃流砂式は、芦田・高橋・水山式（ＡＴＭ式

２種類）、ＭＰＭ式、芦田・道上式、Ｂｒｏｗｎ式の５

式とした。 

ＡＴＭ①式が実績の上限ライン付近に位置しており、

最も適用性が高いと推定された。ただし、流量約

100m3/s以上からＡＴＭ①式と実績の掃流砂量との差

が大きくなっており、今後、流量が大きくて移動土砂

の多い出水を観測して、流量100m3/s以上の場合について検証する必要があるものと思われる。 
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 ●平成 17 年度人工産卵場 ●平成 18 年度人工産卵場 ○生息環境改善作業実施区間 

人工産卵河川延長約 200m

図-1 渓流再生試験工の平面図

渓流再生試験工（人工産卵場の設置）について 

 

北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所  

１． はじめに 
堰堤等の河川横断工作物の落差が大きい場合には、魚類の移動が阻害され有効な産卵適地への移動

が阻まれることによって、一箇所の産卵適地において複数の魚が卵を産むこと（重複産卵）により、

卵の生残率の低下が問題のひとつとして上げられる。 
そこで、既設の河川横断工作物が渓流魚に及ぼす影響を緩和する措置として、人工産卵河川に産卵

場を試験造成し、その有効性を検証するものである。 
 

２． 人工産卵河川の概要 
人工産卵河川は、落差の大きな堰堤（堤高 20m）直下の低位段丘（本川河床との比高４～5m）上

の湧水起源の支渓で、形状は流路延長約200m、渓流幅 0.5m～1.0m、段丘面上の勾配は約1/40、本

川合流点付近の勾配は約1/5となっている（図-1）。平成１７年１０月には人工産卵場８箇所を造成し、

遡上期調査、発眼期調査を実施している。 

３． 流下生物・落下生物調査 
 人工産卵河川における渓流魚の餌動物の状況を把握することを目的に、平成１８年３月から５月に

流下生物調査、７月から１０月に落下生物調査を実施した。 
 流下生物調査の結果を図-2に示す。人工産卵河川内で発生したイワナ稚魚の餌であるユスリカ類が

全個体数の6割以上を占めており、十分な餌量であることを確認している。また７月からはイワナ稚

魚の成長にあわせ調査対象を落下

生物に変更し調査を実施した。落

下生物調査でも、イワナ稚魚の餌

となるトビケラ類を多く確認し十

分な餌量であることを確認した。 
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図-2 流下生物調査結果 
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４． 稚魚調査 
 人工産卵河川内でのイワナ生息稚魚生存数を把握すること

を目的に平成１８年４月から１０月にかけて調査を実施した。

稚魚調査では、個体数、体長、体重、を計測し生育状況もあ

わせて確認した。 
 稚魚調査の結果を図-3に示す。イワナ稚魚は４月５日に２

尾確認され、４月１８日、２８日の調査では上流側に偏って

確認された。５～6 月の調査では稚魚の分散は下流側にも広

がり、７～８月にかけてさらに分散し、９～１０月になると

人工産卵河川全域で確認されるようになった。 
 確認されたイワナ稚魚は７月の１２６匹が一番多く、１０

月には７２匹であった。 
 
 
５． 生息環境改善作業 
 イワナ稚魚の生息環境を改善するため実施した、生息環境改善作業前後を写真-１に示す。 
 改善作業は稚魚が確認されていない場所とし、３箇所選定し実施した。作業は「礫等を積んで流速

を小さくする 岩や丸太等を置いて深みを作る

（流速を小さくする）」、「隠れ場所をつくる」な

ど現場にある資材で簡単にできる方法とした。 
 改善作業実施後の稚魚調査では、改善作業を

した箇所でも稚魚が多く確認されるようになり、

効果を確認した。 
 
６． 人工産卵場の造成 
昨年度の発眼期調査において上流の人工産卵場で産卵が多く確認されたため、平成１８年１０月に

上流域に新たに７箇所の人工産卵場を造成した。また、あわせて昨年造成した人工産卵場８箇所の内

６箇所の補修作業（溜まった土砂を流し出す）を実施した。 
 

７． 今後の取り組み 
本試験渓流で得た技術を活用し、必要な箇所での整備を進めていくと共に、技術を広く普及するた

め試験渓流で実施してきた調査をとりまとめ、渓流魚にとってやさしい環境整備のために他の地域で

も積極的に活用ができることを考慮し、パンフレット及びマニュアルの作成を検討している。 
 

図-3 稚魚調査結果 

写真-1 生息環境改善作業前後 
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平成 18 年度    黒部川流砂量観測検討業務委託概要 
1. 目的 

本流砂量観測は、総合土砂管理計画、河道計画に資する黒部川の土砂移動実態を把握することを目

的としたものである。 
観測は、黒部川において多量な土砂移動が予想される宇奈月ダム・出し平ダムの連携排砂や連携通

砂時の土砂移動について直接採取管、土研式掃流砂採取器により直接土砂を採取した。 

また、黒部川では、定期採水による SS観測や定期横断測量などの面的な土砂移動の調査も実施され

ており、これらの結果と合わせて黒部川の土砂移動実態を量・質・タイミング・ダム操作との関係等

について検討したものである。 

本年度の具体的なポイントは、下黒部橋地点において流速と SSの横断分布を観測し、河岸付近での

観測値を補正し、下黒部地点を通過する土砂量の精度を高めること、定期採水による表面採水のデー

タと下黒部地点の通過土砂量の相関を把握することである。 

 
2. 観測概要 
(1) 観測日時と気象・水文 
流砂量観測は、平成 18 年 7 月 1 日 18 時～7 月 3 日 10 時（連携排砂時）および平成 18 年 7 月 14

日 5 時～7 月 15 日 15 時（連携試験通砂時）に実施した。観測時の降雨は梅雨前線の活発化により

もたらされたもので連携排砂時の降雨は累加降雨が 214mm、最大時間雨量が 16mm/hr、連携試験

通砂時の降雨は累加雨量が 197mm、最大時間雨量が 27mm/hr であった。 
(2) 観測地点 
観測地点は下黒部地点であり、採取箇所は左右岸の低水護岸および下黒部橋である。 

(3) 観測方法と観測時刻 
下黒部左岸では、直接採取管による掃流砂・浮遊砂採取、土研式掃流砂採取器Ⅱ型・金網型掃流砂

採取器による掃流砂採取を実施した。下黒部右岸では直接採取管により浮遊砂採取を行った。下黒部

橋上からは、電磁流速計による表面流速測定、バケツ採水を実施した。 
 

浮遊砂採取管浮遊砂採取管

流入する向き

掃流砂採取管掃流砂採取管

1.61.6ｍｍ

浮遊砂採取管浮遊砂採取管

流入する向き

掃流砂採取管掃流砂採取管

1.61.6ｍｍ

流入する向き

60cm

流入する向き

60cm

 
写真-1 直接採取管     写真-2 金網型掃流砂採取器 写真-3 土研式掃流砂採取器Ⅱ型 

(4) ダム操作と観測時刻 
連携排砂時は、水位低下開始後の 7/1 18:00 から排砂後の措置完了後の 7/3 10:00 であり、連携試

験通砂時は、水位低下開始後の 7/14 5:00 から排砂後の措置完了後の 7/15 15:00 に観測を実施した。

観測は、連携排砂時で 33 回、連携試験通砂時で 18 回実施した。 
(5) 観測結果 
直接採取管で採取した土砂は、自然流下および排砂後の措置の期間に多くなる傾向であった。主流

部における金網型掃流砂採取器では、連携排砂時の水位低下中には、最大 10cm 程度の礫の移動が確

認されたが、自然流下開始以降にはそのような礫の移動は確認されなかった。土研式掃流砂採取器Ⅱ

型では、直接採取管と同様に自然流下および排砂後の措置の期間で採取土砂量が多かった。下黒部地
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点は、流速の横断分布形は流量にかかわらず概ね一定であった。また、SS に関しては横断方向にお

ける分布のばらつきが小さく概ね一定であった。 
 

3. 分析結果 
(1) 粒径別流砂量 
下黒部地点の土砂ハイドログラフを図-1、図-2 に示す。連携排砂時・連携試験通砂ともに自然流

下開始後に流砂量が大きくなり、自然流下開始 2～3 時間後に流砂量の最大値があらわれている。排

砂後の措置においても開始 2～3 時間後に流砂量が大きくなっている。移動する土砂の粒径は、掃流

砂・浮遊砂ともに 0.005mm～0.075mm が卓越している。 
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図-１連携排砂時の土砂ハイドログラフ      図-2 連携試験通砂時の土砂ハイドログラフ 

(2) 土砂収支 
流砂量観測結果および定期採水結果から、連携排砂時・連携試験通砂期間内に宇奈月ダムから排砂

された土砂量は 13.5 万 m3であり、下黒部地点までの区間に 1.9 万 m3の土砂が堆積し、下黒部地点

では 10～12 万ｍ３の土砂が通過したと考えられる。また H17 年度～H18 年度の定期横断測量期間内

の土砂変動量結果を踏まえると、約１年間において、宇奈月ダムからの流出土砂量は 26.1 万 m3、宇

奈月ダムから下黒部までの河道から約 41 万 m3の土砂が生産され、下黒部地点の通過土砂量は約 64
万～67 万 m3であると推測される。 

 
4. 定期採水結果との相関 

図-３に定期採水結果のSSと流砂量観測の水深方向および横断方向の平均SSを比較したものを示

す。定期採水による右岸沿いの表面 SS 濃度と流砂量観測による水深・横断方向の平均 SS には、図

に示すような相関関係があると考えられる。この関係から今後データを蓄積していけば定期採水結果

から下黒部地点を通過する浮遊砂量の推定が可能となると考えられる。 
 

5. まとめと課題 
本流砂量観測検討により、下黒部地点を通過する土砂の量、

質、タイミングを把握することができた。 
今後、土砂管理計画や河川整備計画、ダム管理計画を検討

していく上では、土砂移動の実態として粒径別土砂収支を確

立すること、将来予測としてモデルを確立することが必要で

ある。これらを確立するためには、砂防区間からの流入土砂

量の把握、ダム堆砂の質と量の精度向上、河川区間の河床変

動量の質と量の精度向上が必要であると考えられる。 
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図-3 定期採水と平均 SS の関係 
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土砂移動モニタリング調査計画検討業務 
 

北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所 

 
1．はじめに 

透過型砂防堰堤を連続して配置した場合の施設機能

については、数値計算や水理模型実験では検討されてい

るが、実河川での検証事例がほとんどないのが現状で、

その実態については未解明の部分が多い。飯豊山系砂防

事務所管内には透過型砂防堰堤、及び不透過型砂防堰堤

をスリット化した堰堤が多数あり、本調査は透過型砂防

堰堤が複数配置された場合の土砂調節効果について把

握することを目的としている。これを把握することによ

って、スリット砂防堰堤の施設効果量や砂防基本計画、

施設配置計画で用いられる河床変動計算の検証資料を

得ることが可能と考えられる。本調査の対象流域は、新

潟県岩船郡関川村の荒川水系上ノ沢川（流域面積

8.1km2、平均河床勾配 1/17.8、位置を図-1 に示す）であり、砂防施設として上ノ沢第 1 号～第 4 号砂

防堰堤の 4 基が整備されている。砂防堰堤の形式は表-1 のとおりである。 
 

表-1 上ノ沢川砂防堰堤群の堰堤形式 

 
 
 
 

2．土砂移動モニタリング計画の検討 

透過型砂防堰堤では、出水時において、出水前半に土砂を堰堤上流に堆積させ出水後半に土砂を下流

に流出させて土砂調節する機能を有している。また上ノ沢川のように透過型砂防堰堤が連続して配置さ

れている場合には、上下流に隣接する堰堤の効果が互いに影響することが考えられる。これらのことを

踏まえつつ、本調査の土砂移動モニタリング計画の検討では、出水時の土砂の生産、流送、堆積という

土砂移動の一連の過程において、土砂の流送、堆積のタイミングに着目し、土砂移動モニタリング項目

を①水位・流量、②河床変動高、③流砂量、④河床変動量と設定した（詳細を表-2 に示す）。 
 
3．土砂移動モニタリングにおける観測機器配置計画 

土砂移動モニタリング項目を設定後、土砂移動モニタリング配置計画を、施工やデータ回収時の立地条

件及び制約条件、また将来の整備予定を考慮し、配置計画検討を行った。設定された現況時の配置案を

図-2 に示す。 
 

不透過型コンクリート砂防堰堤 上ノ沢第 1 号砂防堰堤 

コンクリートスリット砂防堰堤 上ノ沢第 2 号、第 3 号砂防堰堤 

鋼製スリット砂防堰堤 上ノ沢第 4 号砂防堰堤 

図-1 荒川水系上ノ沢川の位置図 

新潟県

山形県

荒川
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表-2 土砂移動モニタリング項目の観測方法、解析方法、結果活用 

 
観測項目 観測機器 観測方法 解析方法と結果の活用 

水位・流量 水圧式水位計 第 1 号～第 3 号堰堤

スリット部、または水

通し部の越流水深を

計測する。 

逆台形堰の越流公式を用いて、越流水深(h)から流量(Q)を算定す

る。3 基のスリット砂防堰堤地点で算出した流量を時系列で整理す

ることにより、任意時刻時の流量配分図を作成する。 

河床変動高 砂面計 堰堤の堆砂域及び直

下流における河床高

を 連 続 し て 計 測 す

る。 

最大堆積時の堆積高で縦断方向に堆砂線を引き、最大堆砂量を算

出する。また、横断測量結果から堆砂域の空き容量を算出し、各堰

堤ごとの土砂調節量を算出する。スリット砂防堰堤の土砂調節機能

により、増水期には堰堤からの土砂流出量が激減するため、直下

流では河床低下が生じ、減水期には高濃度の土砂流出により、洗

堀箇所は埋め戻される。この現象を時系列に把握し、スリット砂防堰

堤からの土砂流出のタイミングを把握する。 

流砂量 ハイドロフォ

ン 

スリット部から流出す

る流砂量を連続して

計測する。 

副堰堤を越流する流砂量をパルス数として観測し、定量的あるいは

定性的に土砂の移動実態を時系列で把握し、スリット砂防堰堤の土

砂流出のタイミングを把握する。 

河床変動量 横断測量 上ノ沢第３号砂防堰

堤堆砂域から貯水池

ま で の 約 3.8km 区

間、縦断ピッチは、40

～60m 程度 

土砂が活発に移動した洪水直後の地形横断測量を実施し、前回の

地形横断測量結果と重ね合わせて、変動面積を算出し、区間距離

を掛けて区間変動量を算出する。区間変動量に基づき、土砂収支

図を作成する。砂面計の設置断面では、砂面計の高さと実測値の

相互比較を行い、妥当性をチェックする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図-2 上ノ沢川における土砂移動モニタリング配置計画（現況時の配置案） 

 

4．まとめと今後の展望 

本業務は、透過型砂防堰堤が連続して配置されている上ノ沢川砂防堰堤群における土砂移動モニタリ

ング計画の検討を実施したものである。今後は、本業務の検討結果に基づき、土砂移動モニタリングを

開始、土砂移動の実態を把握し、数値解析結果の妥当性検証及び今後の砂防施設配置計画に活用してい

きたいと考えている。 
 

第 1 号砂防堰堤

第2号砂防堰堤

第 3 号砂防堰堤

水圧式水位計

砂面計 

ハイドロフォン

上ノ沢 

下流 
上流

荒川 

流向 
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滝坂地すべり対策検討業務 

 
北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所 

 
1. はじめに 

滝坂地すべり地は一級河川阿賀川の右岸、福島県西会津町豊洲地内に位置する。地すべり範囲は南北

約 2,100m、東西約 1,300m、面積約 150ha の規模を有しており、平成 8 年度から直轄地すべり対策事

業を鋭意進めてきた。大規模な岩盤地すべりである滝坂地区での各種調査、観測は本年度で 11 年目を

迎え、ほぼ防止区域全域で複雑な地すべり機構を掌握しつつある。結果、既往の地すべり断面、滑動方

向やブロック区分は再考すべきと判断した。 
今回は現段階における滝坂地すべりの調査結果を総合して地すべり形態を取り纏めると共に、今後の

課題について報告するものである。 
 
2. 従来のブロック区分と地すべり断面 

 滝坂地すべりは大局的には北部、南部ブロックか

ら構成される。しかし、それ以外の細ブロックは過

去の変動経歴を加味したものの、地区名称と移動地

塊区分とが混在して判然としたものではなかった

(図-1)。また、著者らは北部ブロック頭部域の北東

側、即ち大石西山地区におけるすべり深度、形状を

把握しておらず、加えて湯出野沢地区に存在する南

北性の断層(F-1)によって、土塊の滑動方向が規制

されるものとしてすべり方向を考えていた。更に、

旧期の断層運動による脆弱な地山状況と、地層の

ずれとが一層すべり面判定を難しくし、すべり面

深度が湯出野沢付近で最も深い横断形と検討し

ていた。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 主法線の再検討とブロック区分 

滝坂地すべりのすべり面は現在までの調査、観測結果から、先第三紀の花崗閃緑岩を基盤岩とし、新第三

紀中新世利田層相当の花崗砂岩と荻野層相当の凝灰岩との境界部、或いは境界部のやや上位にあたる極軟

質な凝灰岩部と判定している。平成 17～18 年度において、すべり面深度が不明であった北部ブロック頭部

域の北東側において 5 孔の調査ボーリングを実施すると共に、それを含む 15 孔のすべり面深度を再検討し

た。更に、全域のレーザプロファイラーによる図化を実施し、現地確認を経て、微地形判読結果を取り纏め

た(図-2)。 
その結果、滝坂地すべりの頭部付近のすべり面は従来から考えてきたすべり面深度よりも北東側に深くな

っており、微地形判読結果と総合すると、すべり主法線も従来の方向よりも北東側に変更すべきであると判

断した。この主法線の方向は現在北部ブロックで実施しているGPS 測量による移動方向とも調和的である。

この判断に基づいて主断面と横断図とを修正した。従来の断面形状に比べて、すべり面形状、特に横断形状

が活動中の地すべりとして無理のない、自然な形状となったと考えている。 

図-1 滝坂地すべり既往ブロック区分図 
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地区名とブロック区分とが混在した従来の区分図は地区名を別扱いとして、地すべり活動を主眼とした本来

のブロック区分として図-3 に取り纏めた。 
 
4. おわりに 

昨年度までの検討結果から、滝坂地すべりの主

たる地下水供給源は従来の大石西山地区、即ち今

回報告した北部ブロック頭部域に当たることな

り、この頭部域の地下水は融雪期に地下深部より

供給されている可能性が考えられる。今後は、上

述してきた様な地下水特性を踏まえつつ、修正し

たすべり面形状と地下水賦存状況や地下水位の

変動との関係、土塊の移動方向と地下水流動方向

との比較検討等を実施し、更に、平成 19 年度完

成させる三次元力学モデルと併せて、一層効果的、

且つ合理的な地すべり防止対策を立案、実施する

こととする。 

図-2 滝坂地すべり北部ブロック微地形判読図 

図-3 滝坂地すべりブロック区分図 

国総研資料　第 516 号



平成 18 年度 地すべり地区地下水流動分析検討業務 

 
   中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 

 
１．はじめに 

入谷すべり地付近に湧出する鹿塩鉱泉は、中央構造線沿

いに分布する食塩型鉱泉であり、地すべりブロック内の深

部地下水についても、この影響を受けている可能性がある。

地すべりブロック内の地下水変化特性を水質分析により把

握し、地すべり変動観測、地下水変動観測の結果と合わせ

て検討し、何らかの相関性が見出せれば、地すべりブロッ

ク内の水質変化を防災情報へ活用する基礎資料が得られる

と考えられる。 
平成18年度は、入谷地すべり周辺の水質分析と地すべり地区全体の水質分析を実施した。次年度観

測計画では、豊水期、施工終了後の水質分析を実施し時系列的データの比較を実施する予定である。

また、地すべりと水質に関する事例や論文の収集を行い、防災情報への展開事例や可能性を調べる。 
２．調査方法 

２．１ 水質分析 
地下水の主要イオン分析を実施し、地下水のタイプ分けと類似性を把握した。分析対象は、地表水(河

川水)、地すべりブロック内の湧水、鉱泉水、河川水、ボーリング孔内水であり55試料を採水した。分

析項目は、水温、PH、電気伝導度(Ec)及び主要溶存成分(7成分)とした。 
２．２ 孔内検層(地下水検層･温度検層) 

主要イオン分析の対象となる流動層を把握するために、10地点でボーリング孔内に食塩水等を投入

攪拌し、地下水流動面の深度及び流動の程度を調査した。地下水検層結果と対比する目的で、地下水

検層直前に温度検層を10箇所実施し、地下水の流動性の違いを把握するために実施した。 
３．調査結果 
①地すべり地区の地表水や地下水は重炭酸カル

シウム型の水質組成で、日本の循環性地下水の

大半と同じ型に属する。入谷地すべり地区に隣

接する鹿塩地区で湧出する鉱泉については、こ

れまでの研究成果と同じ、Na-Cl型の水質組成で

あることを確認した(図2)。 

②本業務の重要な調査結果は、最も変動の大き

いブロックであるG-3ブロックでのみ、鉱泉と類

似するNa-Cl型の水質組成の地下水を確認したことである(図3)。 

図－１ 調査位置図

入谷地区

図－２ 地すべり周辺の水質分布図

地質凡例 
Sb：黒色片岩 
Sg：緑色岩類 
Sp：蛇紋岩 
Su：超塩基性岩
ａ：沖積層 
MTL：中央構造線

MTL

鹿塩鉱泉(塩湯荘源泉)

鹿塩鉱泉(塩壺)

N
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③この特徴的な地下水を現地

において比較的簡易に識別す

ること、あるいは連続モニタ

ーするために、PH･電気伝導度

と水質パターンの関係を整理

した(図4)。G-3ブロックの特

徴的な地下水は、電気伝導度

を指標として簡易に識別でき

ると考えられる。また、PHも

加えれば、地表水、孔内水、

その他の地下水の識別も概略

把握することができると考え

られる。 

４．次年度の課題 

①水質の季節変動、施工の影

響、変動による水質の変化を観測する。 
②地すべり変動と水質変化の連続した相関性を把握するため、電気伝導度の連続モニターを実施する。 
③地すべりと水質に関する事例や論文の収集を行い、防災情報への展開事例や可能性を調べる。 

図－４ ヘキサダイヤグラムと PH･電気伝導度(Ec)の関係 

図－３ ヘキサダイヤグラムによる水質分布図
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砂防堰堤堆積土砂対策検討業務 
 

中部地方整備局 静岡河川事務所       
      
１． はじめに 

洪水による土砂流出、河床変動など土砂の移動実態は、洪水量、河床材料、地形特性など様々な要因

が複合的に関係しており、それらの現象を的確に把握することにより、今後の土砂管理手法、数値解析

手法の精度向上を図ることが出来る。従来、実施されている土砂移動の計測方法は、礫をトレーサーと

して実施するケースが多く、河床変動の大きな河川では埋没する等し、移動後の礫位置を特定できない

場合があった。しかし、今回新たに開発された低周波センサー（発信器）を現地礫に埋め込むことによ

り、水中や砂礫中に埋没した礫位置の特定が可能となった。ここでは、河床及び澪筋の変動が大きく流

出土砂が多い安倍川において、低周波を用いた礫の土砂移動モニタリングを実施した。 

２． システム概要 

図-1 に低周波を用いた土砂移動モニタリングシステムを、写

真-1 に発信器の一般仕様を示す。本システムの最大の特徴は、

発信器が水中や砂礫中に埋没しても探知可能な低周波磁界を用

いた地中通信システムの技術を応用したもので、礫追跡用の発信

器は保護外装を設けた場合に最小 70mm 程度（発信器本体はφ46

×L51mm）まで対応可能である。発信器は個々に異なる周波数の

低周波磁界発信器を内蔵しており、制御磁石を取り外した後に転

倒することによって低周波磁界を発信する。発信は発信開始から

約 2 ヶ月継続し、流下した発信器が発生する低周波磁界を探知機

で検出することにより発信器の位置を把握できる。また、探知機

は半径 10m 以内のマーカ発信器を同時に検出して表示することが

できる。 

３． 実験概要 

実験に先立ち、現地の礫を採取し、事前に 50mm の円形カッター

で穴を開け、その中に発信器を埋め込み、表面を橙色の蛍光塗料

で着色した（写真-1 参照）。 

洪水前に発信器を埋め込んだ礫（以下、実験礫）を、H18/5/29

に 38.9km 地点置土（写真-2 参照、延長 280m、体積 10,000m3）に

設置し、洪水後における実験礫の移動状況を、①可動式実験及び

②固定式実験（藤代橋に固定式探知機を設置）により把握した。

なお、可動式実験の調査範囲は、礫を設置した置土（38.9km）～

大河内砂防えん堤（34.1km）までの約 4.8km 区間とした。 

河道及び礫の諸元を以下に示す。 

・ 河床勾配：I=1/30～50 

・ 河床幅：B=40～80m 程度 

・ 礫形状及び個数：78mm～218mm、平均 147mm（62 個） 

・ 対象範囲：河床粒径加積曲線の 70～90%粒径 

４． 実験結果と考察 

(1)可動式実験 

図-2に調査期間の大河内砂防えん堤水通水深から算定した流量

を示す。H18/6/18 洪水（第１回調査）及び H18/7/19 洪水（第 2

回調査）について調査を実施した。水量は第 1 回洪水で最大流量

81m3/s、無次元掃流力τ*＝0.067（平均粒径 147mm）、第 2 回洪水

写真-1 発信器及び実験礫 

使用周波数帯域：8kHz～20kHz(微弱電波) 
探知距離:10ｍ、調査期間:発信開始後 60 日

写真-2 38.9km 地点置土 
（延長 280m、体積 10,000m3） 

図-1 低周波を用いた土砂移動システム

① 信器を埋め込 だ

礫を河床に投入、ま

たは増水前に設置 ②洪水による礫の流下 

③可動式探知機で調査

④探知機で半径 10m
の範囲の発信器を

検出 
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で最大流量 68m3/s、無次元掃流力τ*＝0.063 であっ

た。（過去 50 年分の年最大流量と比較すると、第 1

回洪水で 44 位、第 2回洪水で 46 位に該当し、かな

り小規模な出水であった。） 

図-3に可動式実験結果を示す。第1回調査では、

対象礫全 62 個のうち、可動式探知機により移動が

確認された礫は 17 個であった。第 2 回調査では、

対象礫全 44 個のうち、可動式探知機により移動が

確認された礫は 13個であった。また、移動距離（衝

撃で稼動した礫を除く）は、第 1

回調査では 15m～4,500m 以上（大

河内砂防えん堤下流に流出）、第 2

回調査では 2m～4,400m であった。

なお、発見時はいずれも流水内の

土中に位置していた（図-3 の写真

参照）。 

置土から河道内に流出した実験

礫の殆どは移動しており、無次元

掃流力τ*が無次元限界掃流力τ*c

（＝0.050）を超えていることから、

現地の移動状況と計算結果は概ね

一致することがわかった。また、

今回の対象洪水の流量程度でも、

礫が河道内に位置する場合は、大

河内砂防えん堤まで十分に到達す

る可能性があることがわかった。 

(2)固定式実験 

図-4～図-6に固定式実験結果を

示す。計測期間中に第 2 回洪水が

あり、固定式探知機を設置した藤

代橋（写真-3 参照）を通過した礫

が 5 個確認された。 

実験結果から、ピーク流量前後

に移動・停止を繰り返しながら、

実験礫が流下していることが確認

された。また、固定式探知機に記

録されたデータから算出した各礫

の流下速度は、最大で0.9～2.5m/s、

平均で 0.01m/s～0.99m/s であっ

た。 

５． おわりに 

低周波を用いた礫の移動に関す

る現地実験を行った結果、土砂流

出が確認された断面付近に設置した礫に着目すると多数の礫が移動しており、計算結果と概ね一致する

ことが分かった。今回流出した土砂が全体置土の５％に過ぎなかったことは、洪水規模が小さかったこ

とと、置土法尻部に堆積した粒径の大きい礫が根固めの役割を果たし、法面が崩れにくい状態となって

置土の流出が抑制されたことが影響している。今後は、洪水規模の大きいなものにおいても実験を行い、

データの精度を検討する必要がある。 

図-2 大河内砂防えん堤流量 
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図-3 可動式実験結果（第 1 回及び第 2 回調査後の礫発見位置※）

※置土より下流に流出した礫のみ表示 
ただし、大河内砂防えん堤より下流に流出した礫は非表示 

▲：第 1 回調査結果

●：第 2 回調査結果
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図-6 固定式実験結果 
(礫の通過時刻と流量の関係 
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平成１８年度多治見砂防設備維持管理検討業務 

中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 

１．はじめに 

 多治見砂防国道事務所（以下、事務所という）は、昭和 12 年以降、約 70 年にわたり土岐川、木曽

川流域で直轄砂防事業を継続している。この間、砂防えん堤を中心に多数の砂防施設を整備してきた。 

これら施設には、立地条件、施設構造等に起因して損傷を被っているものもあり、補修等の対策実施

の判断のために、適切な巡視点検が求められている。 

 また、管内には竣工後 50 年以上を経てもなお、現役施設としての機能を発揮しつつも、歴史的価値

を有し、後世にその価値を伝えていくべき歴史的砂防施設が 40基、現存している。こうした施設の補

修にあたっては、特に、歴史的価値を極力失うことのないよう配慮が求められる。 

 平成 18年度は、砂防施設に対する点検管理、および歴史的砂防施設の維持管理において必要とされ

る砂防堰堤の安定性評価の方法ついて検討を行ったので、この成果を報告する。 

２．砂防施設の巡視点検における管理 

２．１砂防施設の巡視点検の課題 

 これまで事務所管内の砂防施設は、既往の「砂防設備等管理要領」、「巡視点検要領」（以下、「既往

要領」という）に基づいた巡視点検によって対策の必要性を判断していた。従来の巡視点検実態を検

証したところ、規定の項目・内容（判断基準の不明確さ等）等に課題が指摘された。特に施設の損傷

評価の基準は、コンクリート砂防えん堤、山腹工のみを対象に設定されていたため、管内に分布する

その他の工種・工法の施設の評価は点検者の主観に左右される運用実態が課題として抽出された。 

２．２巡視点検の課題に対する対応策の検討 

 事務所管内における既往要領に関する課題を踏まえ、砂防施設の適切な管理のため、新たな巡視点

検手引き書を作成した。作成にあたっては、渓流保全工等の工種別、鋼製、土堰堤等の構造別にチェ

ックポイントを検討し、手引き書に掲載した。また、損傷の重大性の評価にあたっては、点検時の観

察のみでは不十分と考え、点検時点の破損状況に加え、過去の点検結果との比較による損傷進行度合

いを評価項目として加味することにして、客観的な判断となるよう配慮した。 

３．歴史的砂防施設の安定性評価のしかた 

３．１歴史的砂防施設の安定性評価の課題 

 歴史的砂防施設は、河川砂防技術基準（昭和 33年制定）以前の施工であり、その設計思想や条件設

定は必ずしも現行の設計技術基準（河川砂防技術基準等、以下、「現行基準」という）と一致していな

い。このような施設に対して単純に現行基準に沿った安定性の検証を行うと、大半のケースで安定条

件を満足せず、大がかりな工事が必要との判定となり、構造や外観等の維持が困難となる。 

現行基準（不透過型砂防えん堤の場合）は、竣工時に未満砂であることを考慮して、堆砂の物性、

渓流水の越流や土石流の流体力について、最も大きな外力がかかる条件を設定している。しかし、歴

史的砂防施設の多くは既に満砂しており、外力に係わる条件は設計当時と大きく異なっている。 

このようなことから、施設の現況を反映させた安定性評価の手法確立が課題として抽出された。 
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３．２施設の現況を反映した安定性評価の検討 

今回は文化財登録施設の山神砂防ダム（図-1）をケーススタディーとして、調査・検討を行った。 

本施設を現行基準の外力設定によって安定性評価を

試算すると、滑動・転倒・地盤支持力のいずれも条件

を満たさないことが確認された（表-2上段）。 

 

 

 

 

 

  

 本検討では堆砂敷きの物性、

堆砂状況に基づく越流条件を

調査し、満砂による越流状況、

上流側施設整備状況を考慮し

た場合の条件によって安定性

を評価することとした。 

これら施設の現況を反映さ 

せて評価した場合の現行基準 

との条件設定の変更箇所を図-2、表-1 に示す。施設の現況を反映させた評価の結果（表-2下段）、い

ずれも条件を満たす結果が得られ、本施設の補強が不要であることが明らかとなった。 

 

 

 

 

 

 

このケーススタディーによって、施設の現況を反映させることによって、外力を軽減できる可能性の

あることが、事例として示された。このような評価のしかたを他の施設にも適用させることにより、施

設補強のコスト低減と文化的価値の維持の効果が得られるものと考える。 

４．おわりに 

長期にわたる砂防事業の継続と、近年の多様な機能の要求によって、砂防施設の工種・構造が多様化

し、一部の歴史的砂防施設は文化財登録などの付加価値もつくようになった。このようなことから、施

設それぞれの特性、置かれた状況に応じた適切な維持管理が求められる。本検討では、巡視点検の方法

と歴史的砂防施設の安定性評価の面から維持管理のあり方を提示した。今後、管内の施設数・施設タイ

プの増加と多様な価値の付加を踏まえ、有効かつ効率的な維持管理に向けた取り組みが求められる。 

現堆砂

②堆砂圧
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⑦土石流水深 
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表-1 砂防えん堤（堤高 15ｍ未満）の条件設定の考え方 

図-2 砂防えん堤の外力条件 
図-1 山神砂防ダム 

表-2 山神砂防ダムの安定性評価結果 
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越美山系砂防危機管理検討業務 

    
中部地方整備局 越美山系砂防事務所 

                                
１．はじめに          

地震や降雨等を誘因とした不安定斜面の崩壊で河道閉塞が形成され、その後の豪雨等によって決壊

した場合、大規模な土石流が一気に流下し堤防を越えて氾濫し、下流の沿川集落の多くは甚大な被害

を受けることになる。本業務は、河道閉塞形成の可能性が潜在的に高い揖斐川上流域において、河道

閉塞の形成・決壊よる大規模土砂災害を対象とした危機管理体制の確立のために、大規模斜面崩壊に

伴う河道閉塞の形成と決壊よる災害規模を想定し、被害を軽減するための対応策を検討した。 
２．河道閉塞の形成・決壊に関する対応策 
 図-1に河道閉塞の形成・決壊に関する対応策の流れを示し、その順番に対応内容の要点を記載する。 
２．１ 河道閉塞形成確認調査 
 河道閉塞形成時には、迅速にその規模を把握し、早期に対応策を確立する必要がある。河道閉塞形

成の有無の確認及び状況を迅速かつ的確に把握するため、これまで取られてきた調査方法は、①通報・

問い合わせ、②現地踏査確認、③ヘリコプター確認、④既存監視システムによる確認などがある。そ

のうち、最も迅速性があり、短時間で多くの情報を得られるのは、ヘリコプターによる確認である。 
２．２ 河道閉塞決壊予測 
 河道閉塞の決壊パターンは、越流による場合とパイピングによる場合とがある。決壊パターンによ

り河道閉塞の決壊日時予測手法が異なる。越流による場合は、河道閉塞の満水容量と流水流入量より

求める方法が考えられる。河道閉塞の越流は満水と同時に起こる可能性が高い。河道閉塞が満水する

までに要する時間は次式で推定される。 
満水時間[s]＝（河道閉塞満水容量[m3]）／（河道閉塞への流水流入量[m3/s]） 

河道閉塞満水容量は、ヘリによる目測概算か地形図等高線による三角錐の簡便式で計測し、H-V曲線

図-1 河道閉塞の形成・決壊に関する調査検討の流れ

１．河道閉塞形成確
認調査

①上空からの確認調査
　　
②地上からの確認調査

③監視観測システムによ　
る確認

　

２．河道閉塞決壊予
測

①決壊パターン

②決壊日時予測
　
③決壊ピーク流量
　

３．災害拡大範囲予
測

決壊氾濫シュミレーション

５．自治体、住民等への情報提供
　
　①避難場所把握 　　　　　　　　　②氾濫範囲と流達時間の提示方法　
　③警戒・緊急情報内容 　　　　 　④情報伝達方法　

６．応急対策工の実施

①河道閉塞地点
　
②河道閉塞地点下流

③場所の条件と応急対策

④応急対策の適否と対策
工法

河道閉塞形成

情報提供 情報提供情報提供

情報提供

危
機
管
理
計
画
策
定

４．河道閉塞の監視・観測
　

情報提供

反映 反映 反映
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を作成する。河道閉塞への流入量は、 
表-1にある方法で求める。その

他、大きな河道閉塞の場合は、 
満水に要する総雨量をもとに、

河道閉塞決壊時刻を推定する方

法もある。なお、パイピングに

よる場合は、提体に浸潤線が到

達する時間により推定する。対

象範囲内のH-V曲線の例を図-2に示す。 
２．３ 災害拡大範囲予測 
 災害時に河道閉塞の決壊による被害範囲を予測方法は、

迅速性の高い順に次の３通りの方法が考えられる。①下

流各地点での水深を求めて、護岸高や河岸高と比較し、

氾濫の有無や氾濫区域を概略予測する。②事前の決壊氾

濫シミュレーション結果を参考に、被害範囲を予測する。

③実際の監視データをもとに決壊氾濫シミュレーション

を実施する。 
２．４ 河道閉塞の監視・観測 
 河道閉塞の決壊に備え、河道閉塞の監視・観測をする際の危険察知の判断材料となる監視項目は、

①流域内の降雨の状況、②河道閉塞への流入流量、③河道閉塞の水位、④河道閉塞の越流川幅・流量、

⑤越流による河道閉塞堤体の侵食箇所・形状及び侵食速度、⑥河道閉塞からの漏水量、⑦河道閉塞を

形成する原因となった・地すべりの活動状況等が考えられる。 
２．５ 自治体、住民等への情報提供 
 河道閉塞決壊に伴う下流の氾濫範囲や洪水到達時間を沿川住民等が理解し、避難行動開始の動機づ

けを行なうための資料などの提示方法としては、洪水到達時間を記載した災害拡大予想区域図等を作

成し提示することが有効と考える。 
２．６ 応急対策工の実施 
 河道閉塞地点における応急対策工

法は、表-2に示す工法が挙げられる。

また、河道閉塞地点より上流におけ

る対策としては、貯水ダム放流量調

節や取水量の調節がある。河道閉塞

地点より下流での対策工法は、堤防の嵩上げや砂防えん堤､貯水ﾀﾞﾑによる流下土砂の貯留､調節がある。 
３．まとめ 

 砂防危機管理について、河道閉塞の形成・決壊の場合について、一連の調査手順の検討を行った。

今後は、関係機関との連携や体制整備の検討を行い、砂防危機管理計画を策定していく必要がある。 

方 法 内   容 適 用 

既往流量データに

よる推定 

近傍の水位観測所の月別平均流

量をもとに、上流域の面積を按分

することにより河道閉塞地点の

流量を概略推定する。 

・異常気象などによ

り誤差が多い。 

湛水位の連続観測

による方法 

予め用意したＨ－Ｖ曲線をもと

に水位の上昇から流入量（ΔＱ

in）を求める。 

・一般的に適用性が

高い。 

流量観測による方

法 

直接現地にて、流速、水深などを

計測し、流入量を求める。 

・精度は良いが、現

地に近寄れる場合

に限られる。 

対策工法 目的 
・閉塞部開削(排水路設置)

・ﾎﾟﾝﾌﾟ・ｻｲﾌｫﾝによる排水

河道閉塞上流の湛水位上昇を抑制及び安

定した越流により河道閉塞決壊を防ぐ。 

・堤体撤去 
河道閉塞の堤体そのものを除去して河道

閉塞決壊を防ぐ。 
・遮水壁設置 

・下流法先で大型ﾌﾞﾛｯｸ等

による床固工設置 

河道閉塞の堤体を安定化させて河道閉塞

決壊を防ぐ。 

天然ダム高と湛水量（川上）
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表-1 河道閉塞への流入量の求め方

図-2 河道閉塞の高さと湛水量の関係
（対象地域内の川上地区を想定した例） 

表-2 河道閉塞地点における対策工法の種類
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平成 18 年度六甲山系グリーンベルト景観評価・公物管理検討業務 

 

近畿地方整備局 六甲砂防事務所 

 

１．はじめに 

六甲山系グリーンベルト整備事業（以下「GB 整備事業」という。）が「国土交通省所管公共事業

における景観評価の試行事業」に選ばれたことから、樹林の景観評価手法の検討を実施した。 

六甲山系の樹林景観が有する景観特性は次のように整理される。 

①市街地の背景として、山際から海岸にかけて、市街地のほとんどの場所から視認される 

②整備期間が長期に及び、樹林景観は成長や遷移に伴って変化し続ける 

このような景観特性を有する六甲山系において実施される GB 整備事業が、良好な景観形成に資す

るかどうかを評価していくため、本業務では、心理学的手法や統計学的手法を用いて、六甲山系の樹

林景観の現況評価を試行し、継続的な評価を行うための「六甲山系グリーンベルト景観ガイドライン

（案）」の作成を行ったものである。 

また、同時に樹林そのものが砂防設備であることから生ずる安全管理上の課題とその対処方針に

ついて検討を行い、「六甲山系グリーンベルト公物管理マニュアル（案）」のとりまとめを行った。 

２．樹林の景観評価手法検討 

２．１ 現況の景観評価 

現況評価においては SD 法を用い、行政関係者、一般市民の計 53 名に景観評価調査を実施した。 

評価には下記①～④の写真及び形容詞対（表-1）を用いた。 

①放置林（ニセアカシア林） 

②施業中（新植） 

③目標林（落葉広葉樹） 

 ④目標林（常緑広葉樹） 

林内、近景、中・遠景の距離別に因子分析を行い、その結 

果、各距離区分とも、共通の因子２つにまとめられ、因子Ⅰ＝「自然性」、因子Ⅱ＝「快適性」が抽

出され、総合指標とは正の相関関係があることが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 設定した形容詞対
落ち着きのある-落ち着きのない
安定的な-不安定な
すっきりとした－鬱蒼とした
明るい-暗い
すがすがしい-うっとうしい
多様な-単調な
豊かな-貧相な
美しい-醜い
快適な-不快な

因子分析に用い
た形容詞対

総合指標に用い
た形容詞対

表-1 因子分析に用いた形容詞対 

距離別（林内、近景、中・遠景） 
季節別（春、夏、秋、冬） 
          合計 82 枚 

表-2 数量化Ⅰ類に用いた景観構成要

 

写真から抽出した

景観構成要素 
計測内容、判断基準等 説明変数 

緑色の樹木 緑色の葉や紅葉した葉を付けた樹木・樹林、低木を含む 

落葉した樹木 落葉した樹木・樹林、枯れた草本 

緑色の下草 草本で緑色をしているもの 

枯れ下草 草本で枯れた色をしているもの 

伐採地（草地） 伐採地等で下草のみが見えている 

人工構造物 建物、道路、塀、擁壁（河川を除く）等 

空・隙間（空） 画面内の空で、雲を含む 

水面 海面、河川の水面 

海浜・河川敷 海浜及び河川の水面を除く部分 

量的説明変数

として活用 

（画面に対す

る割合を計測）

落葉の有無 落葉が目立つ、枯れ枝が目立つ場合 

樹木の形状 幹・枝が整然として、湾曲や交差が少ない 

下草の状況 下草刈りがされている又は下草が整然としている 

背景樹林の整然さ 
樹林が葉に覆われ林内構造が見えない、樹林の構成にある

程度の面積を統一感がある 

山肌の状況 伐採や全面的な落葉により地面が見えている 

人工構造物の構成 
住宅・大小ビル・工場等の建物が混在していない 

高層ビルや・橋など比較的直線的 

奥行き感 
奥行き方向の距離感を強調する消失点を共有する道路の

線形や建物の距離感に応じた大小がある 

質的説明変数

として活用 

【林内】 

【中・遠景】 

評価の悪い写真の例 評価の良い写真の例 

写-1：良い評価と悪い評価の例 
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２．２ 景観の定量的解釈 

景観の評価に影響する要素として、表-2 に示す説明変数を抽出した。写真上で面積などを計測で

きる要素については「量的説明変数」、その性状や程度を定性的に判別する要素については「質的説

明変数」として設定し、定量的解釈を行った。その結果「緑色の樹木」や「落葉した樹木」「樹木の

形状」等が景観との関係が強いことが明らかとなった。 

２．３ 六甲山系グリーンベルト整備事業景観ガイドライン（案） 

現況の景観評価と景観の定量的解釈をもとに、

施業地の選定～施業実施～維持管理～目標林へ

移行という事業の進捗にあわせ、事業期間中に

景観影響評価を継続し、良好な景観の形成に努

めるための考え方や評価手法等を示した「六甲

山系グリーンベルト整備事業景観ガイドライン

（案）」を作成した。 

 

３．公物管理検討 

GB 整備事業用地内の土地と樹林帯は砂防設備として位置づけられるが、同時に国有地化される以

前から登山道などが整備され、入山者は多い。 

事業用地内の公物管理上、安全管理面での主な課題は次のように想定された。 

 

 

 

 

六甲砂防事務所は工事中の施設に関する安全管理上 

の観点で、主に国家賠償法第 2 条に基づく公の営造物 

の設置・管理瑕疵責任を負うこととなる。 

また、同時に土地所有者でもあることから、民事上 

の善管注意義務についても責任を負う 

こととなる。いずれも、治水砂防上の 

支障の程度とは関係なく、砂防設備である土地や樹林 

帯に起因した安全管理上の瑕疵が問われることとなる。 

こうした観点で、上記課題について、巡視点検時に 

できる対応等を管理マニュアル（案）としてとりまとめた。 

今後は、GB 整備事業用地内の登山道について、設置者等を把握するための状況調査を行うことが

必要である。設置者等が不明な施設等がある場合、工事中の用地内を安全に通過していただけるよう、

道標等の設置等による管理を行っていく必要がある。また、砂防指定地管理者である兵庫県とも情報

交換や指定土地の管理体制について連携を図っていく必要がある。 

①ハイカーの登山中の事故              ⑥不法投棄への対処 
②斜面からの倒木による民家への事故         ⑦不法占用への対処 
③歩行者などの林内の立入りによる事故        ⑧市民参加時の事故 
④イノシシなどが原因の落石等による問題       ⑨無許可の植栽への対処 
⑤用地買収時以前に既に存在した施設の管理      ⑩土石流や落石による事故の対処 

六甲砂防事務所 
が所掌 

兵庫県砂防課 
が所掌 

神戸市、芦屋市 
などが所掌 

【GB 整備事業用地の公物管理の構
造】 

新規事業地の選定 

施業の実施 

維持管理の実施 

目標林へ移行 

視点場の選定 

現況景観の評価（施業前） 

施業直後の景観評価（植裁地）

維持管理前後の景観評価 

（植裁地） 

目標林の景観評価 
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平成 18 年度六甲山系斜面評価検討業務 

 

近畿地方整備局 六甲砂防事務所 

 

１．はじめに 

六甲山系グリーンベルト整備事業は、六甲山系において土木構造物や樹林の整備等を行うことによ

り、土砂災害の発生防止と自然豊かな都市空間の創出を目的とした事業である。同事業の対象範囲は、

神戸市須磨区鉢伏山から宝塚市岩倉山までの六甲山系の南側斜面と広範囲であることから、事業を進

めるにあたっては、当面の整備対象候補となる将来崩壊が発生する可能性の高い斜面（以下、土砂生

産ポテンシャルが高い斜面）を効率的かつ定量的に抽出することが重要であった。 
このような状況を踏まえ、本業務では、統計的手法により土砂生産ポテンシャルが高い斜面を抽出

する手法の検討を行った。以下には、崩壊発生時期の違いや植生の時系列変化を考慮した既往崩壊地

の特性分析、崩壊発生リスクを指標とした土砂生産ポテンシャル評価の一手法について報告する。 
２．検討方法 

２．１ 検討対象範囲 

本検討は、六甲山系グリーンベルト整備事業範囲である六甲山系の南側斜面全域を対象に実施した。 
２．２ 既往崩壊地の特性把握方法 

 土砂生産ポテンシャルを評価する上での基礎データを得ることを目的とし、既往崩壊地の特性を多

変量解析により把握した。 
２．２．１ 解析単位 

 多変量の解析単位（土砂生産ポテンシャルの評価単位）は、当該地域の崩壊等の面積規模、利用デ

ータの精度・解像度等を考慮し、「10m メッシュ単位」とした。 

２．２．２ 解析手法 

 既往崩壊地の特性を把握するために、目的変数を「既往崩壊地の有無」、説明変数を「崩壊発生に関

する素因要素」とした多変量解析を実施した。解析手法は目的変数及び説明変数のデータ特性を踏ま

え、「数量化Ⅱ類」を用いた。 
(1)目的変数：当該地域の既往崩壊地に関する調査データは、概ね４時期（S36、S42、H07、H15）存在

している。この内、目的変数として取り扱うデータは崩壊の発生時期を概ね同時期で、最近の調査

結果である平成７年以降の崩壊地データを用いた。また、昭和 36 年、昭和 42 年の崩壊地データは

「崩壊履歴」として説明変数として取り扱った。 

(2)説明変数：説明変数に用いる素因要素は、一般的な知見をもとに「地形」、「地質」、「植生群落」、

「崩壊履歴」に関する８要素を検討の対象とした。また、これらの要素を説明変数とした初期解析

を実施し、解析結果より得られた各種統計値（相関比、レンジ等）をもとに、目的変数との関連性

が高い「傾斜勾配」、「表層地質」、「植生群落」、「崩壊履歴」の４つの説明変数に絞り込んだ。 

(3)植生データの取り扱い：植生についての調査データは、当該地域では概ね３時期（H05、H09、H15）
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存在している。この内、(2)の説明変数では崩壊発生前の植生を表現するため、平成５年、平成９

年の調査データを用いた（平成５年データは崩壊が平成７年～９年に発生した箇所に適用）。また、

土砂生産ポテンシャルの評価においては将来予測が目的であることから、最新の植生調査結果であ

る平成 15 年のデータを用いた。 

２．３ 土砂生産ポテンシャル評価方法 

 多変量解析結果から得られたカテゴリースコアを指標とし、土砂生産ポテンシャルの評価を行った。

評価結果はサンプルスコアと崩壊発生実績との関係を整理し、その関係を「崩壊発生リスク」として

捉え、これを指標として４つのランクに区分した。崩壊発生リスクとは、同一サンプルスコアのメッ

シュの内、実際に崩壊が発生したメッシュの割合を示す指標である。ランク区分の閾値は判別的中点

を基本とし、これより崩壊発生リスクが高い側を２等分、低い側を２等分する方法をとった。 
３．検討結果 

３．１ 既往崩壊地の特性把握結果 
多変量解析により得られたカテゴリースコアを

みると、「傾斜勾配」では 35°以上の急勾配斜面、

「表層地質」では第四紀の崖錘や大阪層群の一

部・中生代有馬層群の岩脈、「植生群落」ではタラ

ノキ－クサイチゴ群落やクズ－フジ群落等のパイ

オニア種、「崩壊履歴」では崩壊履歴有りのカテゴ

リー等が、崩壊との関連性が高い結果となっていた。これらは、

六甲山系において一般的に認識されている崩壊等の土砂生産現象

における主要素因と一致していることが確認された。 
３．２ 土砂生産ポテンシャル評価結果 

 土砂生産ポテンシャルのランク区分を実施した結果、ランク１

～４の崩壊発生リスクは、それぞれ４%以上、～３%、～２%、２%
未満となった。また、既往崩壊地の捕捉率は、ランク１は約 50%、

ランク１～２は約 70%、ランク１～３は約 90%となった。 
 土砂生産ポテンシャルの評価結果について、数カ所のモデルエリアで現地確認を行ったところ、ラ

ンク１、２に区分された箇所と現地において崩壊等の土砂生産ポテンシャルが高いと判断される箇所

とは、概ね一致することが確認された。また、一部では空中写真判読では把握困難な小規模崩壊や渓

岸崩壊なども、高いランクに評価されていることが確認された。 
４．考 察 

 検討結果からは、既往崩壊地の特性把握結果であるカテゴリースコアの値が一般的知見と一致する

ことや、土砂生産ポテンシャルの評価結果であるランクが現地状況と概ね整合することが確認された。

これらを踏まえるならば、土砂生産ポテンシャルの評価結果は現地の状況をある一定の精度で表現し

ているものと判断され、本評価手法は六甲山系において概ね適用可能と評価できる。 
今後は、詳細な植生調査等を実施し、解析へ反映することにより評価結果の精度向上を図りたい。 
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図-1 土砂生産ポテンシャルのランク区分結果

図-2 モデルエリアにおける現地確認結果の一例

評価結果

写真判読できない
渓岸崩壊箇所をラ

ンク１として抽出
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平成 18 年度六甲山系土砂動態調査業務 

 

近畿地方整備局 六甲砂防事務所 

１．業務概要 

山腹斜面及び渓流での土砂移動を空間的・時間的に把握することにより、平常時の土砂動態の要因

と現象との関連を解明することを目的とし、斜面での表面流水量、侵食土砂量、土壌水分量及び渓流

での流砂量等土砂移動に関する観測（表-1）及び解析を行った。さらに、雨水浸透流出シミュレーシ

ョンモデルによる表面流水等の発生メカニズムの検討、モデル流域及び六甲山系全体の水収支、土砂

収支の検討と河床変動シミュレーションモデルによる検証を行った。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

２．斜面調査（コドラート観測）と解析 

林相の異なる４地点のコドラート（裸地、ヤシャブ

シ林、森林整備施業地、コナラ２次林）において、林

内雨量、表面流水量、侵食土砂量及び土壌水分量を観

測した。観測結果より、降雨に対して、土層全体の体

積含水率は顕著な反応を示すが、林相の違いや降雨強

度に関わらず、深度が増すほど含水比が高い傾向は無

降雨から降雨期を通じて変化していないという結果を

得た。 

このことから、比較的強度の低い降雨の場合、土層

内含水率の上昇は鉛直方向の浸透ではなく、コドラー

ト上方からの側方流により発生すること、表面流水の

発生には極表層（深度 10cm 未満）の飽和（または撥水）

が要因となっていること、その結果、観測した表面流

の発生は、雨水浸透流出シミュレーションモデルが適

用しないケースであることが推察された（図-1）。 

また、観測結果から、林内到達雨量がほとんどなく、

表-1 観測項目一覧 
調査名 観測項目 観測箇所 観測方法 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 データ回収

1.雨量観測 ①コドラート観測用雨量 奥池、柿谷、荒神山等 既設雨量観測所 適宜（公開）

②流砂等観測用雨量 西滝ヶ谷（水晶谷堰堤） 転倒マス式雨量計 月1回

2.コドラート観測 ①表面流水量 No.2,3,11,13 転倒マス式雨量計 月1回（5回）

②侵食土砂量、リター量 No.2,3,11,13 土砂捕捉箱 月1回（5回）

③土壌水分量 No.2,3,11,13 テンシオメーター、土壌水分センサー 月1回（5回）

④侵食土砂粒度分布 No.2,3,11,13 土質試験 月1回（5回）

⑤林内雨量 No.3,11,13 転倒マス式雨量計 月1回（5回）

3.流砂観測 ①水位 西滝ヶ谷第２床固、白鶴堰堤 水圧式水位計 適宜（遠隔）

②濁度 西滝ヶ谷第２床固、白鶴堰堤 濁度計 適宜（遠隔）

③ハイドロフォンパルス 西滝ヶ谷第２床固、白鶴堰堤 ハイドロフォン 適宜（遠隔）

④ピット堆積土砂計算重量 西滝ヶ谷第２床固 プレッシャーピロー 適宜（遠隔）

⑤ピット堆積土砂実重量 西滝ヶ谷第２床固 ピット式掃流砂捕捉箱 月1回（8回）

⑥流砂粒度分布 土質試験 月1回（8回）

データ 収
試験

ロガー故障による欠測（No.11,13）

図-1 表面流発生の模式図（推定） 
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土壌体積含水率の上昇が見られない場合でも表面流が発生しているケースもあった。このようなケー

スでは、樹冠遮断された雨水が樹幹流となって地表面に到達し、局所的な表面流の発生に繋がったと

推察された。 

３．渓流調査（流砂等計測装置による観測）と解析 

西滝ヶ谷流域（流域面積 1.5km2）と住吉川流域（同

10.9km2）において、ハイドロフォン及びピット式流砂

計測装置による流砂観測を実施した。観測結果より、

平常時流砂量を定量的に推定するための指標を検討し

た結果、洪水規模によって流砂量が異なるものの、供

給土砂が限られること等の理由から、水位と流砂量の

間に明瞭な傾向は見いだせなかった。一方、月間雨量

と流砂量との間にある程度の相関が見られ、マクロ的

な推測の可能性が示唆された。 

４．水収支・土砂収支の解析 

４．１ 侵食土砂量と流砂量の関係 

西滝ヶ谷流域における単位面積あたりの侵食土砂量

の比は、良好な林相（コナラ２次林）を 1 とした場合、

植被による表面侵食抑制効果が示唆されたが、林相の

違いによる効果までは明瞭に見いだせなかった。 

また、土砂収支の結果、流域末端における流砂量は非常に少なく、斜面で発生した侵食土砂量との

間に大きな差がみられた（表-3）。このことは、山腹斜面で発生した侵食土砂が途中で停止し、直接河

道まで到達しないこと、河道では土砂が局所的に侵食や堆積を繰り返し、短期間で流末まで到達しな

いこと等が考えられ、平常時の降雨では、侵食土砂量の多くが流域内（下方斜面または河道）に留ま

ることが推察された。 

表-3 西滝ヶ谷流域の侵食土砂量と流砂量 

 
流域面積 

(km2) 

降水量 

(m3) 

流 量 

(m3) 
流出率 

流砂量 

(m3) 

比流砂量

(m3/km2)

斜面侵食土砂量

(m3) 

H18.7-11 1.48 1,115,180 591,305 0.53 1.81 1.22 7.60 

月平均 1.48   223,036 118,261 0.53 0.36 0.24 1.52 

４．２ 六甲山系全体における平常時流出土砂量の試算 

西滝ヶ谷流域において観測した 3 ヶ年の侵食土砂量と流出土砂量を基本値として、六甲山系全域（表

六甲 80.2km2）を対象に侵食土砂量（平常時の土砂生産量）と流出土砂量（各基準点から下流に供給

される流砂量）の推定を行った結果、侵食土砂量 1,816m3/year、流出土砂量 193 m3/year との試算結

果を得た。 

なお、観測結果を用いて河床変動シミュレーションモデルを検証した結果、侵食土砂量や流出土砂

量の計算値と実測値が大きく異なる結果となった。今後は、降雨強度の高い期間を対象とした計算値

と実測値の検証を行った上で、パラメータを検討していくことが必要と考えられた。 

雨量-流砂量（月間総計（H16～H18））
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図-2 雨量と流砂量の関係（西滝ヶ谷） 

表-2 林相と侵食土砂量の関係（西滝ヶ谷）

H16 H17 H18

コナラ２次林 1 1 1

ヤシャブシ林 2 8 9

裸　　地 16 9 4

単位面積あたりの侵食土砂量
（コナラ2次林を1とした場合）林相名
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天神川 天神川本川 4 3 7

不動谷 7 1 8 不動谷谷止

堂塔谷 14 - 14 堂塔谷谷止

若女谷 16 - 16 鎧えん堤

五味谷 61 - 61 （天神川4号えん堤）

星谷 5 1 6 星谷第二号えん堤

仮称）二本木えん堤左岸の谷 5 1 6 二本木谷止

仮称）御仏えん堤の谷 1 - 1 御仏えん堤

仮称）天神川6号えん堤の谷 2 - 2 （天神川6号えん堤）

本願谷 9 2 11 本願谷えん堤

土佐ヶ谷 16 1 17 土佐ヶ谷2号谷止

カラス谷 0 3 3 カラス谷えん堤

百谷 39 1 40 百々谷谷止

吉祥寺川 吉祥寺川本川 54 1 55 一の谷えん堤

真光寺川 28 2 30 真光寺谷谷止

奥真光寺川 19 1 20 奥真光寺谷谷止

川向谷 2 1 3 川向谷止

大谷 荒戸谷 1 2 3 荒戸谷止

大谷 0 1 1 川向大谷2号谷止

滝ヶ谷 滝ヶ谷 0 1 1 滝ヶ谷大谷谷止

嶽川 狐谷 0 1 1 狐谷谷止

合計 283 23 306

主な施設合計支川名
台帳記載

施設
渓流名

台帳未記載
施設

平成 18年度歴史的砂防施設等の保存・維持管理に関する検討業務 

 

近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 

 

１. はじめに 

本業務は、瀬田川砂防事業及び田上山の砂防施設等の事業経過と実態、砂防指定地等に関する各種

資料を収集・整理し、未調査の空石積施設については実態調査を行い、その歴史的・技術的価値等を

整理し、文化財保護制度に準拠した保存方針を検討した。また、砂防施設を管理する基本情報把握の

ため一般利用調査を行い管理上の課題整理を行った。 

２. 田上山における歴史的砂防施設の評価と保存方針の検討 

２.１ 歴史的砂防施設の概査 

田上山において砂防設備台帳により管理されている昭和 30 年以前の石積砂防施設と現存が指摘さ

れている未調査の石積み施設を対象に施設状況の把握、施設の位置、簡易計測による規模、形式、破

損状況等の現地調査を実施し、とりまとめた。 

表 1 調査対象施設 

 調査では以下のことが明らかとなった。 

・施設情報としては、不明なものが多く、多数（283 基）の砂防設備台帳未記載施設が存在する。 

・施設分布としては、小中規模渓流の上流部や、渓流の合流点直下・狭窄部・急崖上部に集中する。 

・施設構造としては、空石積みが 84％を占め、大半が野面石による乱積で堤高 1～3ｍ程度。谷積の

場合は割石が多い。また、石張の水通し天端、階段状布積施設、上部（乱積）と下部（谷積）の

差異構造、基礎部の洗掘防止の石積みなど、特徴的な構造を有する施設が多い。 

・破損状況としては、全体の 1/3（100 基程度）が破堤や基礎洗掘の堤体破損を受けており、また、

亀裂、ズレ、埋没、摩耗、植生進入、漏水などの変状を有する。 
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２.２ 歴史的砂防施設の評価 

歴史的・文化的価値が高い施設として、既に文化的価値が認められている砂防施設である鎧えん堤、

御仏えん堤、大欠谷谷止、一の谷えん堤、土佐ヶ谷２号谷止の５基を併せ、合計 15基を選定した。 

２.３ 歴史的砂防施設の保護のあり方 

田上山における歴史的砂防施設の歴史的・文化的価値をふまえ、今後の文化財的な保護体制として、

面的な保護制度（重要文化的景観、登録記念物）と単独又は群としての保護制度（重要文化財、登録

有形文化財）の組合せを適用する方向性を整理した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 田上山における文化財保護制度の適用イメージ 

 

３. 田上山の利用管理実態と課題整理 

主要ハイキングコース、材料運搬道路及びその周辺の渓流、砂

防施設、堆砂敷における危険箇所調査（安全施設の設置、災害危

険箇所の現状把握）・利用実態調査（キャンプ、登山、水遊び等の

現状把握）を実施し、現状の利用管理に関する課題を整理した。 

４. おわりに 

今後の田上山の維持・管理については、①文化財指定・登録の具体的な推進による保護体制の充実、

②田上山に現存する歴史的砂防施設の適切な管理手法（施設情報、定期的な巡視点検、適切な原形復

旧など）、③利用上の安全管理、④地元との連携策について、検討していく必要がある。 

【文化財保護制度適用の基本的な考え方】 

 

① 登録有形文化財 

【空石積えん堤等の単体施設への適用】 

築堤当時の状態を留め、比較的規模が大きく、単

体施設として文化財的価値を評価できるものは、田

上山の面的な価値を構成する重要な要素と位置づ

け、有形文化財とする。 
② 重要文化財 

【特に重要な単体施設への適用】 

鎧えん堤のように特に意匠的に優秀な施設で、か

つ、当面は補修の必要性が低いものについては、田

上山全体の価値を象徴するシンボルと位置づけ、重

要文化財を適用する。 
③ 登録記念物または重要文化的景観 

【有形文化財以外の施設や山腹工施工地を含めた

面への適用】 

有形文化財として評価できる重要な施設や比較的

規模の小さいもの、現存状況が良くないもの、構造

等に唯一性を見出しにくいもの等の理由で有形文化

財に位置づけられない施設及び山腹工施工地（跡地

を含む）を、田上山の面的価値を構成する要素とし

て捉え、それらを含めた土地の範囲とともに登録記

念物または重要文化的景観を適用する。 

写真 砂防えん堤周辺の水遊び
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平成１８年度瀬田川水系砂防基本計画検討業務 

 
   近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 

 
１．はじめに 

瀬田川水系では、平成 12 年度から土砂移動の時間的・空間的変化や粒径など土砂の質を考慮した新

しい砂防基本計画の策定に着手しており、平成 17 年度までに土砂移動実績の整理・分析、短期・中期・

長期の計画シナリオ並びに基本諸元・計画諸元の設定、土砂処理方針の検討が行われている。ただし、

これは、流域内すべての土石流危険渓流が整備完了した時点の砂防効果を検討しているもので、水系

砂防として求められる計画諸元に対する検討にはなっていない。そこで、平成 18 年度は、計画対象現

象の洪水氾濫箇所を抽出し、これを解消するための計画諸元の設定及び土砂処理方針を検討した。 

２．瀬田川流域の概要 

■流域面積：302.9km2（大戸川：191.1 km2、信楽川：43.7 km2、大石川：31.6 km2、残流域：36.5 km2） 

■計画基準点：天ヶ瀬ダム貯水池内（大峰ダム貯水池末端） 

瀬田川は、京都府に入り宇治川と名

を変え、桂川、木津川と合流して淀川

となり大阪湾に流下しているが、計画

基準点下流の天ヶ瀬ダム（昭和39年竣

工）によって土砂移動の連続性は遮断

されている。このため、砂防基本計画

は、ダム上流域の主に大戸川流域にお

いて検討を進めた。 

３．検討概要 

３．１計画シナリオの設定 

計画シナリオは、昭和28年災害

及び昭和57年災害の実績等に基づ

き検討し、複数のケースから表－1

のとおり設定した。なお、中・長

期的な現象の計画シナリオについ

ては、流域で古くから山腹工が施

工されており、平常時の土砂生産

抑制に効果を発揮していることか

ら山腹工の効果を反映した。 

３．２計画対象現象の設定 

設定した計画シナリオに基づき、短期・中期・長期それぞれの計画対象現象を算出した。（図－2） 

なお、大戸川では下流の一部区間を除いて河川計画がなく、現況河道の流下能力が小さいため、設

定した流量の流水のみで洪水氾濫が生じてしまい、砂防計画の検討が困難である。このため、「仮の堤

図－1 瀬田川流域位置図 

期間 生産土砂量 土砂移動形態 土砂の質
土砂生産の
タイミング

短期
河川工実の計画降雨
S33年台風17号災害
引き延ばし（1/100）

河川工実の基本流量
大戸川（黒津）

1,350m3/s

災害実績の崩壊率
による生産土砂量

3,240,580m3
S28災害実績

山腹斜面土砂
の粒度分布

＋
河床材料調査
の粒度分布

S28災害実績から推定
（降雨ピーク付近で生産）

中期

短期の残留土砂

3,215,040m3

＋
禿しゃ地からの

年平均生産土砂量

17,610m3/年

掃流･浮遊砂形態
での土砂移動

＋
河道内土砂の

二次移動

短期と同じ 流量見合いで平衡給砂

長期
年平均生産土砂量

一定17,610m3/年

掃流･浮遊砂形態
での土砂移動

＋
河道内土砂の

二次移動

短期と同じ 流量見合いで平衡給砂

降雨・流量

昭和54～56年（3年間）の実績降雨

昭和54～平成12年（22年間）の
繰り返し100年間の実績雨量

表－1 設定した計画シナリオ

1 1

※1 現行の淀川水系河川工事実施基本計画 
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防高」※2を設定し、これに対する水位超過判定により洪水氾濫箇所の抽出を行った。 

※2「現況堤防高、又は河川計画H.W.L+余裕高」と「計算で水のみ流下させた時の最高水位+余裕高」を比較し、高い方の位置を採用

した仮想堤防高。なお、余裕高を0mとした場合、大戸川本川に流入する土砂をなくしても、多くの箇所で洪水氾濫が解消されな

いため、余裕高は0.5mとして検討を進めた。 

３．３計画諸元の設定 

洪水氾濫箇所が解消できる単元流域毎の

計画整備土砂量を算出し、この時の生産土砂

量、流砂量、最高・最低河床高を計画諸元と

して設定した。（図－3） 

３．４土砂処理方針の設定  

大戸川本川に流入する土砂の影響で、大戸

川の河床・水位が上昇することが確認された

ため、土砂流出を抑制する必要がある。多羅

尾地区（40,000m付近）及び信楽地区（20,000

～30,000m付近）では、支川からの土砂流出を

抑制するため、土石流危険渓流対策と連携を図りながら整備を進める。田上地区（2,000～9,000m付近）

では、田上山地からの恒常的な土砂流出を抑制する。また、平常時の土砂生産の抑制も必要であり、

明治以降実施してきた山腹工は、平常時における恒常的な土砂生産を抑制する効果を発揮してきた。

ただし、山腹工施工箇所が再度荒廃する可能性も否定できないため、今後とも再度荒廃を防止する対

策、及び適正な林相へのすみやかな転換を図る対策を実施する必要がある。 

図－3 生産土砂量・流砂量の模式図（短期）

瀬
田
川

琵琶湖

天ヶ瀬ダム

大
石
川

信
楽
地
区

多 地区

洗堰

大
戸
川

生産土砂量 流砂量
基本

計画
324万m3 2.6万m3

194万m3 2.2万m3

水系観測基準点

生産土砂量 流砂量

基本

計画
321万m3 8.6万m3

193万m3 6.8万m3

補助基準点１

生産土砂量 流砂量
基本

計画
275万m3 17.8万m3

164万m3 10.6万m3

補助基準点２

生産土砂量 流砂量

基本
計画

261万m3 24.2万m3

164万m3 15.6万m3

補助基準点３

生産土砂量 流砂量
基本

計画
21万m3 0.9万m3

6万m3 0.4万m3

補助基準点５

生産土砂量 流砂量
基本

計画
47万m3 4.5万m3

26万m3 3.5万m3

補助基準点４

最下流端からの水平距離(m) 

基 補基1 補基2 補基3 補基4

0

2

4

6

8
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12

14

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

水
深

(ｍ
)

仮の堤防高(余裕高0.5m)

最大水深

0.44m
水位超過

0.77m
水位超過

0.78m
水位超過

0.61m
水位超過

1.12m
水位超過

1.28m
水位超過

0.16m
水位超過

1.35m
水位超過 3.58m

水位超過

0.05m
水位超過

0.42m
水位超過

基 補基1 補基2 補基3 補基4

0

2

4

6

8

10

12

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

最
大

水
深

(ｍ
)

仮の堤防高(余裕高0.5m)
短期+中期の最大水深
短期の最大水深

中期最大水深が短期
最大水深を上回る箇所

短期 

中期 

長期 

図－2 短期・中期・長期の一次元河床変動計算結果 

基 補基1 補基2 補基3 補基4

0

2

4

6

8

10

12

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

水
深

(ｍ
)

仮の堤防高(余裕高0.5m)
現況又は計画断面の堤防高
長期の最大水深長期的に大きな河床上昇を続ける

平常時に土砂堆積した状況で短期出水が発生し
た場合、被害が拡大する可能性がある

長期の最大水深が、現況堤防高を上回る箇所
平常時に土砂堆積した状況で短期出水が発生した場合、
被害が拡大する可能性がある
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亀の瀬地すべり地における開削等影響検討業務 

 

近畿地方整備局 大和川河川事務所 

 

１．はじめに 

本年度は、大和川河川改修計画による河道掘削が行われた場合に、亀の瀬地すべり末端部斜面が

受ける安定度の影響について把握する事を目的として検討を実施した。検討にあたっては、平成 16

年度に別途実施した土質試験等の調査結果、平成 16～17 年度の概略検討結果を踏まえて、更に詳細

に河道掘削による斜面の安定度を解析した。尚、河道掘削の検討にあたっては学識経験者、有識者

の意見聴取を行い、ここでの意見をも踏まえ、G ブロック末端を中心とした三次元修正ホフランド

法による概略安定度の算出、及び３次元 FEM 解析による詳細な検討を行った。 

また、亀の瀬地区における直轄地すべり対策工事完了を視野にいれた完了報告書等、引継ぎ資料

の作成準備として、基礎資料となる既往観測データをとりまとめ、現況の地すべり移動状況等につ

いて確認した。 

更に、近年の大規模地震発生に伴い地すべり・がけ崩れ・土石流等の土砂災害が多発している現

状を考慮し、今後亀の瀬地すべり周辺において想定される地震に対し、その地震動が地すべりに対

して与える影響を検討していく上での基礎資料として、既往地震、特に新潟県中越地震に関する文

献・資料を中心として収集し、とりまとめた。 

 

２．河道掘削における地すべり安定度の影響 

① 3 次元安定解析（修正ホフランド法） 

   1). 平成 16 年度に算出した 1/100 確率降雨時の地下水位を用いて 3 次元安定解析を実

施した。対象とするすべり面は昭和 7 年の想定すべり面とし、解析ケースは以下の 4

ケースとした。 

解析対象 
地形条件（河道断面） 

ケース数 
現況 1850m3/s 2200m3/s 3600m3/s

G ブロック         4 ケース 

  2200m3/s 掘削断面での G ブロックの安全率は FS＝1.04 となり、概ね安定度が保たれ

る結果であったが、3600m3/s 掘削断面での安定度は FS=0.95 と 1 を下まわる結果とな

った。現況のスベリ面と比較すると、昭和 7 年の想定すべりの安全率は高く、以後の詳

細な掘削解析検討の際には、最もクリティカルな条件として現況のスベリを対象とする

こととした。 

  この結果を踏まえ、深礎杭を地形上可能な限り追加配置（20 基）した場合の抑止力

を設定し、安全率が FS＝1.05 程度となる断面（2800m3/s）を算出した。 

② 3 次元 FEM 解析（G ブロック） 

  昨年度迄の学識経験者の意見、前項「①」の解析結果をも踏まえ G ブロックについて、

極限平衡法では求められない地盤内の応力やその作用方向、変位、歪み、局所安全率が

得られる 3 次元 FEM 解析を実施した。掘削解析は、条件設定時に有識者の意見を踏まえ

て実施し、河道掘削後の斜面の応力・歪み分布を整理し、ブロック安定性を評価した。 

結果、河川掘削法面周辺の土塊のゆるみは生じるものの、G ブロック全体としての安

定度に影響を及ぼすことはなく、追加の深礎工を 20 基実施すれば 2800m3/s 同等の断面

までは掘削されても、概ね安定度は保たれると判断できた（図-1）。 
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図-1 3 次元 FEM 掘削解析結果 （2800m3/s 断面掘削） 

３．地すべりデータとりまとめ 

 直轄工事完了の目安は、「地すべり防止工事基本計画に基づいて一定の運動ブロックごとに実

施した地すべり防止工事が完成、或いは完成が見込まれる時に、地すべり防止施設の効果によ

り、対象の地すべりブロックが地下水等に起因してすべる現象、または移動する現象を生じな

くなり、観測データが次の条件を一定期間満たした場合を完了の目安とする。地表地盤の伸縮

において累積変動量が１０mm/年（日平均変動量０．０３mm/日）以下の場合」とされている事か

ら、近年の地すべり観測データ等についてとりまとめた。 
主たるとりまとめ観測データ等 
・地盤伸縮計 
・降水量 
・地下水位 
・各ブロック地質概要 

 

４．おわりに 

 3 次元 FEM 解析を用い掘削解析を実施した結果、2800m3/s 相当の断面迄は、追加深礎を施工すれ

ば実施が可能であるとの結果を得た。しかしながら、掘削法面近傍は土塊のゆるみが生じるため、

法面対策は検討せねばならない。また、G ブロック以外の掘削領域（DE、I ブロック）の 3 次元 FEM

解析による確認検討は実施する必要性がある。 

また、既往の検討資料を整理し、現況の地すべり移動状況について、近年の状況を見てみると地

すべり活動は沈静化の方向であると思われる状況であった。次年度以降は、新規の観測データ等を

追加し、地すべり移動状況評価の精度を向上させる必要がある。 

また、現在国土交通省では、芋川流域地すべり、及び由比地すべりで地震を考慮した地すべり検

討が実施されている。今後は亀の瀬地すべりにおいても、地震時の地すべりの挙動、及び対策施設

への影響等を検討・想定しておくことが必要である。  
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亀の瀬地区

大
阪
湾 

生
駒
山
地 

金
剛
山
地 

奈良盆地 大和川河川工事事務所 

大阪平野 

大和川

図－１ 亀の瀬地すべりの位置・概況 

亀の瀬地すべり概成移管に伴う地すべり地の管理手法検討業務 

近畿地方整備局 大和川河川事務所 

１． はじめに 

亀の瀬地すべり地における直轄地すべり対策事業は、地すべり防止工事基本計画に基づく対策工事

が進捗しており、地すべり対策事業完了後の地すべり防止区域の管理は大阪府へと移管されることと

なる。亀の瀬地すべり地は奈良盆地出口に当たる大和川狭窄部に位置し、その上下流域は高度に都市

化が進んでいる治水上の要衝であることから、直轄地すべり対策工事の完了後も地すべりの安定を確

保し続けることは地域の安全・安心確保上の至上命題となっている。（図－１）。 
本業務は亀の瀬地すべり地の長期的な安定を確保するための地すべり管理手法を検討し、とりまと

めるとともに、地すべり地について大阪府・柏原市の利活用の方針も踏まえて地すべり管理を実効性

あるものとする上で有効な整備計画を検討することを目的として実施するものである。 
平成 18 年度は資料収集整理および現地概査に

よる区域状況の把握、現行管理状況の把握を行い、

移管後の施設・区域管理、利活用地の整備を実施

するにあたる課題を明確にした。地すべり防止区

域の利活用については、直轄による整備方針（基

本コンセプト）を定め、国、大阪府、柏原市の意

見・要望を整理し、総合的な計画策定資料を作成

した。 

 

２．地すべり管理手法の検討 

２．１ 地すべり管理の現況と課題 

地すべり管理に必要と考えられる項目と関連する書類・台帳類及びデータベースを整理し、亀の瀬

地すべり地における地すべり管理に必要な管理項目、データベースと整備状況を整理した。 
亀の瀬地すべり地においては GIS システム、ボーリングデータベース、及びテレメーターシステム

によってある程度のデータベースが構築されている。GIS システム及びそのデータベースは膨大なデ

ータの管理と効率的な地すべり管理を実現する上で有用であるが、現状の課題としてデータの更新や

リンクのあり方、とりまとめ台帳の整理等について明確な運用マニュアルを定める必要がある。今後、

管理項目毎の点検票や台帳類とのリンク、システムの汎用性、動作環境変化への対応、及び管理移管

先である大阪府の要望も踏まえた管理システムとその運用マニュアルの整備を検討する。 
２．２ 対策工施設の現況 

目視点検による概略調査の結果、水路工の漏水箇所や横ボーリング工の排水不良、集水井工の附帯

施設の腐食や破損など、対策工施設の機能に係る問題が確認されたほか、水路工会所蓋の不備や集水

井工のフェンス未設置など、第三者を含む安全管理上の問題も確認された。 

今後、集水井工内部の状況や、地中埋設施設の状況把握のための詳細調査を行い、機能維持および
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移管後の安全管理のための具体的手法について検討する。 

２．３ 管理対象施設の選定 

地すべり観測機器のうち地盤伸縮計と地下水位計について、過去の地すべり活動時の観測データや

解析・対策工設計時の活用状況等に着目して現段階で必要と考えられる機器を選定した。 
今後、近接し合う計器間のデータの相関性等に着目してさらに管理対象施設を絞り込み、移管後の

維持管理の効率化を図ると共に、管理対象外となる施設の活用の可能性などを検討する。 
２．４ 地すべり防止区域内における開発行為の監視 

亀の瀬地すべり地ではこれまでも地すべり防止区域内における開発行為の事前申請・協議や許可・

指導といった対応がなされているが、申請書類や手続きの流れ、対応体制等は体系的に整備されては

いない。今後、地すべり防止区域内の利活用の要望がさらに増加することも考えられることから具体

的な行為と規制の内容を整理して行政と住民、地権者とで情報を共有することを検討する。また、事

前申請・協議を経ない開発行為を防止するための定期的な巡視・点検手法・体制の整備が必要である。 
 

３．地すべり防止区域の利活用 

地すべり防止区域の維持管理を徹底するために必要な地すべり防止施設の維持管理機能と学習・教

育・研究など地域防災力向上機能を兼ね備えた施設を含む利活用計画の検討を行った。 

具体的には区域内の用地買収が進み、利活用可能な土地が分布する清水谷地区を現段階での検討対

象とし、整備の目的と機能毎に整備施設を整理した。 

今後、施設建設及び管理のあり方、具体的な施設及びその規模、内容等について大阪府、柏原市と

も協議を行なって検討する。 
 

４．おわりに 

直轄地すべり事業の工事完了後も恒久的な地すべり地の安定性を確保し続けるためには、施工され

た地すべり防止工施設の機能維持と不用意な地形改変や地下水条件といった開発行為の規制の徹底が

求められる。こうした管理を徹底するためには地すべり地の状況について積極的な情報発信を行ない、

地域の安全を確保し続ける上での地すべり管理の重要性について、行政と地域住民が認識を共有する

ことが重要であり、地すべり施設・区域管理と利活用計画を有機的にリンクさせた総括的な地すべり

管理手法を構築していくことが求められる。 

今後、具体的な管理移管対象施設の選定を行い、地すべり防止工事施設、観測施設等の個々の管理

事項について具体的な維持管理マニュアルや点検様式等を検討し、地すべり防止区域の行為の規制も

含めた総括的な「地すべり管理マニュアル」が必要である。 

地すべり防止区域の利活用については、平成 18 年度検討結果を踏まえて大阪府、柏原市と調整を行

い、具体的な整備計画を検討する必要がある。 
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すべり面

現地下水位

深礎工

シャフト工

計画排水トンネル

a

b

（仮称）スーパードレーン工法

集水井

既設排水トンネル

排水トンネル工

集水ボーリング工

集水ボーリング工

集水井

排水トンネル工

集水ボーリング工

集水ボーリング工

集水井

平成 18年度亀の瀬峠下部地区地下水排除工概略設計業務 

近畿地方整備局 大和川河川事務所 

１.はじめに 

亀の瀬地すべり防止区域の内、清水谷地区では地

下水排除工の効果で地下水位の低下が顕著に見られ、

計画安全率を満足している。しかし、峠下部地区に

おいては、依然地下水位が高い区域が多く残ってお

り、計画安全率を満足していない。（図.１） 
また、大和川に近接しその水位に影響を受けやす

い区域である。 
本業務は大和川水位を考慮した地下水位の低減方

法を検討することを目的として実施するものである。 
 

２．地下水排除工の検討     図.１地下水位が高い区域 
２．１配置位置 

峠下部地区では上部等か

ら流入する地下水位が既設

深礎工の影響によって滞留

し易い状態であると想定さ

れるため、配置位置は深礎

工より山側の地下水動水勾

配が急な箇所で抜本的に地

下水を排除できる位置に排   図２.地下水排除工の配置 
水トンネルを計画するのが望ましい。また、計画する排水トンネルは安全面・維持管理面から原則と

して不動地盤内に配置する。（図.２） 
２．２構  造 

地下水遮断工の事例として、兵庫県南部地震

で地すべりが生じた仁川地区では地すべりブロ

ックの頭部を取り巻くように深度１０ｍ程度の

トレンチを実施している。当地区では、地すべ

り面が深度４０ｍ規模と深いため、トレンチの

代わりに新旧の排水トンネルを縦列に配置して

更に集水井を立体的に組み合わせた工法により

効果的な排水を実現する方法を選定した。（図.
３）       図３.地下水排除工の構造 
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大和川水位 大和川水位

集水井 集水井 集水井

排水トンネル 排水トンネル

単一の地下水排除工では、地下水位を極度に低下させる必要があり、大和川の水を呼び込むことに

なる。（図.４） 
今回採用する工法では、地下水位を広範囲で浅く低下させることが可能となり、大和川の水位に影

響をうけない地下水位の低減が可能となる。（図.５） 
 
 

 
 

 
図.４単一の地下水排除工の場合   図.５今回採用した地下水排除工 

 

３.地下水シミュレーションによる効果の確認 

３．１再現解析 

解析モデルについては、より詳細なシミュレーション結果を算出するために、２０ｍメッシュから

５ｍメッシュへ変更し、境界条件（大和川水位）、涵養条件等を変更して現況再現を実施した。解析期

間は既往最大降雨を経験した平成１６年１月１日から１年間である。 
 地下水位平面分布：実測水位と計算水位の地下水面形状はほぼ近似しており、解析モデルは実

際の地下水流動系を再現していると判断される。 
 地下水位時系列変化：実測水位と計算水位の変動状況は一部の観測孔を除きほぼ近似している。

全体として地下水位変動状況は解析モデル上に十分再現していると判断される。 
 地下水排除量：実測と計算

による地下水排除量はほぼ

近似しており、モデルの再

現性は高いと判断される。 
３．２計画地下水排除工の効果 

３．１により再構築した解析モ

デルを用いてシミュレーションを

行い、平成１６年の既往最大降雨

に対する地下水位低下の効果を確

認した。 
結果は、図.６に示すとおり、峠

下部地区において顕著な地下水位

の低下を図ることが可能となり、

工法の有効性が示された。   図.６地下水シミュレーション結果 
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雲川法面対策無人化地質調査検討業務 

近畿地方整備局 福井河川国道事務所 

 

１．はじめに 

 荒廃した渓流や災害地などで二次災害が懸念される砂防工事では、作業員等の安全を確保するため

作業現場の無人化施工が数多く実施されている。最近では、火山現場等の劣悪な作業環境おいてもロ

ボット化・ＩＴ化等の新技術を活用して完全無人化施工の研究・開発が順次進められている。ところ

が工事の前段階に相当する地質調査段階では、無人化施工に関する研究がこれまであまりなされてい

ない。これは、崩壊地の地表面直下の地質状況を把握するには物理探査の測線設定時等に斜面に立ち

入ることが多く無人化作業になりにくかったことによる。 

 本業務では、１級河川真名川上流域の雲川右岸の岩盤崩壊斜面（雲

川法面）を対象に、斜面対策工の設計・施工段階に利用するため、危

険な箇所でも安全に効率よく地盤情報を把握できる無人化地質調査手

法について検討を行ったものである。以下は、その検討内容について

報告する。 

２．崩壊斜面の概要 

 崩壊斜面は、雲川の攻撃斜面にあた

り斜面高 200ｍ、幅 100ｍの急崖斜面を

形成する。地質は、飛騨外縁帯に位置

し、火砕岩・堆積岩、船津花崗岩類が

分布する。斜面上部の基盤岩は割れ目

が発達し風化が進行しており、斜面下

部には崩土が厚く堆積する。斜面は平

成 13年度に大規模崩壊が生じ、対策と

して無人化施工により斜面末端に鋼製

カゴ枠が設置された。しかし、平成 16 年度の豪雨時に下部斜面の再崩壊に伴い対策工の大半が流出し

た。現在は崩土の前面にコンクリートブロック護岸が平成 17 年度に新たに無人化施工されており、雲

川流路部の護岸部の浸食はみられない。 

３．無人化地質調査の必要性 

 斜面対策工としては、既往設計資料によると、斜面上部では吹付工＋アンカー工（風化防止）、斜面

下部でのり面整形＋植生工（浸食防止）が提案されている。このことから切土勾配やアンカー工の必

要性や定着長など設計に具体的に反映させるためには、不安定層を形成する風化層厚、割れ目状況お

よび崩土層厚等を含めた地質状況を詳細に把握する必要がある。しかし、崩壊斜面は落石・崩壊が発

生する非常に不安定な斜面状況にあることから、崩壊地内の作業による落石や埋積災害（生き埋め）

の危険が伴う。以上のことから、崩壊地内に立ち入らない地質調査手法（無人化地質調査）が求めら

図-1 調査位置図 

図-2 雲川法面の現況 
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れ、斜面全般に急崖斜面であることからも現地作業も安全で効率的な調査手法が必要である。 

４．無人化地質調査の検討 

 無人化地質調査手法の検討は、崩壊箇所の地形・地質や既設対策工の現況

から選定の条件として①崩壊地に立ち入らない、②対策工の検討に必要な地

盤情報（特に深度方向）を取得できることを課題とし、斜面崩壊調査に関連

する学会基準図書、公的機関基準図書及び一般書籍等の図書(14 文献)および

「新技術情報提供システム(NETIS)」による手法の抽出・整理を行った。結果

としては、崩壊斜面調査法として 143 手法を抽出し、①および②の課題から

無人化地質調査として「空中電磁法」および「ジオトモグラフィ」を選定し

た。ただし、「ジオトモグラフィ」は、地表面に測線設定できないことから表

層 20ｍ程度の探査ができないため最終的に「空中電磁法」を採用した。 

「空中電磁法」は、「ヘリコプターを利用して空中から人工的に発生させた交流磁場が地中を透過する

際に生ずる電磁誘導現象を利用して、地盤の比抵抗分布を求める」手法である。崩壊地直下を含めた

深度 5～150ｍ間の地盤情報を３次元的に取得できる。比抵抗値分布から不安定地盤の層厚の推定が可

能である。また、理論式により比抵抗値から弾性波速度を算出できる。しかし比抵抗値からは地盤の

強度・物理特性を直接計測することはできない。これについては、崩壊斜面背後の安全な範囲で実施

するボーリング調査で対応する。「空中電磁法」と、「ボーリング調査」を組み合わせて実施し、相関

を取ることにより、対策工の設計に必要な地盤情

報を得ることが可能である。 

５．おわりに 

 無人化地質調査としては、「空中電磁法」採用した。今回の検討結果より、当該斜面のような急峻で

危険な斜面において無人化施工により単独の調査手法だけでは設計に反映する定量的な地質状況の把

握が難しいものの、調査手法の要する長所・短所を的確に把握し、機械ボーリング等の別の手法を組

み合わせることで対策工設計に必要な調査方法の提案が行えたと考えている。今後は、「空中電磁法」

と「ボーリング調査」を実施した結果の照査を実施して空中電磁法の適用性の再評価を行い、追加調

査の検討も踏まえてより確度の高い対策工設計に反映させていく必要がある。  

図-3 空中電磁法概念図

図-5 計画断面図 図-4 計画平面図 
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Ｈ１８年度天神川砂防土砂流出特性調査業務の成果概要 
 
１．業務の目的・概要 
 天神川水系直轄砂防区域において、降雨と土壌、斜面崩壊の関連性を調査し、それによ

り土砂流出機構の把握と土砂災害対策としての警戒避難基準の精度向上を図るためのモデ

ルとなる現地選定及び観測機器を設置した。 
 
２．実施の概要 
（１）業務全体の流れ 

Ｈ１８年度の実施概要を含め業務全体のフローを図―1 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
                図―1 業務の全体の流れ 
 
３．Ｈ18 年度の業務の成果概要 
（１）観測地点の選定 
 Ｈ17 年度の成果を踏まえ、直轄砂防区域の土石流危険渓流Ⅰの中から斜面崩壊の可能性、

斜面規模・形状・勾配、その他の要素を検討し、以下の渓流を観測地点として選定した。 
                表―１観測地点 

地区名 所在地 流域面積（ｋ㎡） 
原の谷川 東伯郡三朝町穴鴨 0.06 
堰谷川 倉吉市関金町関金宿 0.01 

 
 
 
 
 
 
 
 

①観測計画基礎調査  
・現地調査 
・観測計画 
 

H17 年度まで H18 年度 H19 年度 
①現地観測地点選定 
・地質状況の確認（地

形調査、土層構造調

査） 
・観測計画 
②観測機器設置 

①継続観測 
②観測結果の 
 解析 
 
 

原の谷川 
堰谷川 
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（２）地質状況の確認 
 選定した２地点において地形調査として現地調査、測量調査を実施し、斜面の崩壊に係

る微地形の観察（遷急線・遷緩線、崩壊に係る前兆現象、過去の崩壊地形等）、斜面形状・

規模等を把握した。また、土層構造調査として簡易貫入試験を実施し、対象斜面域全体の

崩壊に係る風化土層の厚さ、分布形状等を把握した。 
 
（３）観測計画の立案 
 （２）に示した調査の成果に基づいて、観測地点斜面での崩壊可能範囲、崩壊可能土層

深等を想定し、また中心測線を設定した。さらに、それに沿って、降雨と土壌、崩壊の関

係把握のための観測機器の種類、設置深さ、位置等を検討し、観測計画を立てた。 
 
              表－2 崩壊想定土塊一覧 
   
 
 
 
 
（４）観測機器設置 
 観測計画に基づき、現地の該当地点に以下の観測機器を設置し、稼動状態とした。なお、

観測データは各地区毎に 1 箇所のロガー（現地観測局舎）に集中することとした。 
 
             表－３ 設置機器一覧 

機器種類 原の谷川 堰谷川 
地盤傾斜観測機器 4 箇所 2 箇所 
土壌水分観測機器 2 箇所（3 深度/箇所） 2 箇所（3 深度/箇所）

地下水位観測機器 2 箇所 2 箇所 
渓流流量観測機器 1 箇所  － 
雨量観測機器  － 1 箇所 

 

地区名 風化土層厚（ｍ） 斜面長（ｍ）  幅（ｍ） 勾配（度）

原の谷川 1.0～1.5 30～35 15～20 35 
堰谷川 0.4～0.6～0.8 20～25 10～15 35～40 
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４．今後の予定 
 平成 18 年度に観測機器を設置し、観測を開始した。19 年度に継続観測と観測結果を基に、

雨量と土砂崩壊の関連解析を行う予定である。 

図－３ 堰谷川地区 計器配置

図－２ 原の谷川地区 計器配置図 
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設置場所 地点名 機器名称 製品名 設置時期 備考

S-1 ﾜｲﾔｰｾﾝｻｰ i-SENSOR伸縮計 H18/3
S-2 ﾜｲﾔｰｾﾝｻｰ i-SENSOR伸縮計 H18/3
B-1 地下水位計 プレッシャーメータ H18/3

SW-1 土壌水分計 　プロファイルプローブ H18/3 多深度(1m)
R-1 雨量計 転倒升式 H18/12

プロファイルプローブ H18/12 多深度(1m)
シータプローブ H18/12 単深度(2m)

K-1 地盤傾斜計 i-SENSOR地盤傾斜計 H18/12
S-3 ﾜｲﾔｰｾﾝｻｰ i-SENSOR伸縮計 H18/3
S-4 ﾜｲﾔｰｾﾝｻｰ i-SENSOR伸縮計 H18/3
B-2 地下水位計 プレッシャーメータ H18/3 7月豪雨により破損

SW-2 土壌水分計 　プロファイルプローブ H18/3 7月豪雨により破損

W-1 流量計 プレッシャーメータ H18/3 12/1に移設

T-1 濁度計 マルチ水質計 H18/3 12/1に移設

　　着色部は今年度業務で追加設置または移設した箇所

谷出口

崖上

SW-3 土壌水分計

谷部
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１．業務概要 

業務の目的は、白水川中流域での土砂生産・

流下実態と既設砂防施設の効果発揮状況を把

握し、今後の適正な土砂管理計画の方向性を検

討すると共に、土砂災害の警戒避難基準の高度

化に資する資料を得ることである。 
当業務は 4 ヶ年計画で実施し、平成 18 年度

は選定された調査試験サイトにおいて各種観

測機器の観測および土質試験を主として行っ

た。 
 
２．観測機器の配置および増設 

調査試験サイトにおける計測機器の配置・数

量は、図-1および表-1に示したとおりである。 
H18 年度の観測では、7 月豪雨に土砂流出が

発生し、谷部の観測機器が土砂に埋まって破損

し、観測を中止した。 
一方、崖上部の S-2 では、7 月豪雨時に地山

変位が観測されたことで、今後、有用なデータ

が得られることが期待され、観測機器を増設し

た。また、谷出口付近の濁度計・流量計につい

ては、水路の勾配が急で観測値のバラツキが大

きく、より精度良く観測するために、砂防堰堤

の上流側に移設した。 

 
３．崖上平坦地表層の地質状況 

S-1 等多数の観測機器を設置している崖上

平坦地では、モニタリング箇所の地質状況把握

のため、トレンチ掘削および土質試験を実施し

た。 
トレンチで確認した崖上平坦地表層の地質

状況は、GL-0.4m までは黒ボク、GL-0.55m
以深は風化火砕流堆積物で、中間の GL-0.4～
0.55m は両者の漸移帯である。 

 
４．室内土質試験結果 

土質試験の結果、粒度はほぼ一様な砂

質細粒土からなるが、GL-2.0m では粗粒

で細粒分質礫質に分類され、深部では風

化火砕流堆積物中に未風化礫が残ってい

るようである。 
密度（単位体積重量）は深部で大きく、

地表部で小さい傾向があり、自然含水比

は GL-1.6m より表層は 50％、GL-2.0m
では 30％程度を示す（図-2）。 

大山砂防日野川流域土砂流出機構調査業務 平成 18 年度業務の概要 

2007 年 5月 中国地方整備局日野川河川事務所

図－１ 観測機器設置位置図 
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表－１ 観測機器設置数量 

図－２ 深度と密度、自然含水比の関係 
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一面せん断試験は飽和度を変えた供試

体を作成して行った。粘着力については、

飽和度が大きいほど粘着力が小さな値を

示す傾向が顕著に出ており、内部摩擦角

は飽和度に関係なく 35°前後の値を示し

ている（図-3）。 
保水性試験により得られた土壌水分特

性曲線を図-4に示す。GL-1.0mの試料T-3
は、体積含水率が 40％以下になると急激

にマトリックスポテンシャルが増加する

が、GL-0.2m の試料 T-1 では、やや緩や

かに立ち上がっている。 
 
５．計器観測結果 
 H18 年度の観測結果について、土壌水

分計、伸縮計の観測結果と、大坂雨量観

測所の雨量データを図-5 に示した。 
 伸縮計においては、７月豪雨時には

S-2 地点において大きく変動したほか、

土壌水分計でも水分量の変化が見られ

た。この時、下方の谷部の観測地点では、

斜面堆積物を起源とする約 30m3の土砂

流出が発生した。今年度も観測を継続し、

データ収集を行う予定である。 
 

図－３ 飽和度と粘着力、内部摩擦角の関係 

図－４ 土壌水分特性曲線 

図－５ 各種観測結果一覧図 

７月豪雨時の変位

７月豪雨 
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砂防ソイルセメント工法におけるマサ土の強度特性に関する調査 

 

中国地方整備局太田川河川事務所 

 

1 はじめに 

 砂防ソイルセメント工法は，セメント・水と混合する現地発生土砂の土質特性や配合方法な

どに応じて発現強度が変化する．近年，この方法を用いた砂防構造物の施工事例が増加してい

るものの，各施工現場では本施工に先立ち各種の試験を実施して施工時の強度管理が行なわれ

ている場合が多く，現地発生土砂の種類毎に目標強度の推定指標などが整理された資料は少な

いのが現状である． 

 本調査は，現地発生土砂の現場外への搬出を極力少なくすること，コスト縮減，施工の効率

化などの観点から砂防ソイルセメント工法の活用を検討している広島西部山系管内を対象に，

INSEM 工法による室内配合試験結果の評価を行うと共に，花崗岩地域の現地発生土砂（マサ土）

を用いる場合の粒度分布から目標強度を推定する指標について検討したものである． 

 

2 配合条件の検討 

2.1採取土砂の特徴 

 配合試験に使用した土砂は，広島西部山系管内を代表する広島型花崗岩を有する宮園地区か

ら採取を行った．採取土砂は 5mm 以下の粒径が 80%

以上を占める粒度分布である．図 1 は，砂防ソイル

セメントの材料特性に関する調査（平成 18 年 8 月）

に示される単位セメント量を 150kg とした場合の

目標強度レベル 1）に応じた粒度適用範囲図に採取

土砂の粒度分布を重ね合わせたものである．  

 採取土砂は 0.075mm 以下 10%未満，2mm 以下 55%

程度であるため，目標強度レベルⅡ（σ=1.5～

3N/mm2）程度の発現が期待できる（図 1，図 2 参照）． 

2.2配合条件 

 採取土砂の配合は，コンクリートアプローチ（以

下，CA と表記する）とソイルアプローチ（以下,SA

と表記する）の 2 通りの方法で実施した． 

 単位セメント量は， INSEM 工法の活用実績から

100kg～175kg の範囲で設定した．また，加水量は，

CA では VC 試験結果により単位水量を設定し，SA では

セメント，土砂，水を混合した材料の突固め試験によ

る最適含水比から設定した．CA の単位水量は VC 値が

10，20，30 秒の 3 ケース，SA の含水比は最適含水比

と±2%の変動幅を考慮した 3 ケースを設定し，合計

24 ケースの配合条件とした（表 1 参照）． 

3 配合試験結果 

3.1採取土砂の試験結果と評価 

室内配合試験結果は，設計強度に割増し係数を乗じ

た値で評価した．図 3 によると，CA，SA 共に単位

セメント量が 125kg 以上の場合に目標強度レベル

Ⅱ（2.25N/mm2）以上の圧縮強度が発現しているこ

とが分かり，採取土砂の圧縮強度は図 2 に示したフ

ローによって判断できることが確認できた． 

YES  

ＳＴＡＲＴ

目標強度レベ
ルⅢ以上

が期待できる

目標強度レベ
ルⅡ

程度が期待で
きる

目標強度レベ
ルⅡ・Ⅲが期
待できない

2mm以下含
有率が

55％未満

YES NO

NO

0.075mm以
下の

含有率が
10％未満

図 1 現地発生土砂の粒度分布 

図 2 現地発生土砂適用フロー（案） 

表 1 配合ケース一覧 

：採取土砂

100kg/m3 150kg,160kg,180kg

125kg/m3 150kg,160kg,180kg

150kg/m3 150kg,160kg,180kg

175kg/m3 150kg,160kg,180kg

100kg/m3 12.8%,12.8±2%

125kg/m3 12.6%,12.6±2%

150kg/m3 12.5%,12.5±2%

175kg/m3 12.0%,12.0±2%

工法ケース 単位ｾﾒﾝﾄ量
単位水量

または含水比
ｹｰｽ数

INSEM
工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｱﾌﾟﾛｰﾁ

12

ｿｲﾙｱﾌﾟﾛｰﾁ 12
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SA の場合，含水比と圧縮強度に着
目すると，単位セメント量 125kg まで
は最適含水比で圧縮強度が最大とな
り締固め特性が反映される結果とな
ったが，単位セメント量 175kg では，
含水比の増加に伴い圧縮強度が増加
し，締固め特性が反映されない結果と
なった（図 3 参照）． 

なお，単位セメント量を 175kg 以上
とした場合，①SA では含水比を 12～
14%で管理すること，②CA では VC 値
10，20，30 秒を満たす単位水量を確保
することによって，目標強度レベルⅢ
（σ=4.5～9N/mm2）の圧縮強度を発現
していることが確認できた． 
3.2花 崗 岩 地 域 の強 度 試 験 結 果 との

比較 
 今回の結果と，六甲，多治見(四ツ目)
で実施された INSEM 工法における粒度分
布，および室内圧縮強度試験結果との比
較を行った． 

図 5 より六甲(H7）・六甲一王谷では，
他よりも大きな圧縮強度が発現してい
る．これは，粒度分布図(図 4)から 5mm
以下の含有率が 55%程度であり，他のデ
ータに比べ全体的に粗い粒度構成であ
るためと考えられる．また，図 5 から今
回の採取土砂，六甲（H6），四ツ目（H12）
の 3 事例をみると，単位セメント量に対
する発現強度は同様な傾向を示してい
る．これらの粒度分布は図 4 よりほぼ同
様であることが分かる． 

以上のことから，マサ土を対象とする
砂防ソイルセメント工法においても，圧
縮強度の発現は土砂の粒度分布に大き
く関係していることが分かる．なお，今
回対象としたデータからは，図 2 に示し
たフローの 2mm 以下含有率よりも 5mm 以
下含有率の方が圧縮強度の発現に高い
影響を及ぼす結果となった． 
 

4 まとめ 
室内配合試験によると，単位セメント

量が少ない範囲では最適含水比付近に最
大の圧縮強度が発現し，密度が圧縮強度
を支配すると考えられる．一方，単位セ
メント量が多くなると，含水比が高くな
るにつれ圧縮強度が増加する傾向となり，
セメントとの水和反応が圧縮強度を支配
する要因になるものと考えられる．この
傾向は，土砂の粒度構成が細くなるほど
顕著になるものと思われる． 

一方，粒度分布からの強度予測につい
ては，今回対象としたデータによると，
発現強度に影響すると思われる 0.075mm 以下の細粒分含有率（10%以下），および 5mm 以下の含
有率に着目することで，マサ土を用いる砂防ソイルセメントの目標強度設定を効率よく行える
可能性がある． 

ただし，マサ土の粒度分布は砂防現場ごとに異なると考えられるため，今後もデータのさら
なる蓄積と分析を継続することにより，さらに分かりやすい砂防ソイルセメント（INSEM 工法）
の設計手法を検討することとしたい． 

 
引用・参考文献 1) 砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ活用研究会：砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ活用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ,p.16,2002 

図 3 含水比と圧縮強度（σ28）の関係 

図 4 花崗岩地域の土砂の粒度分布 
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土砂流出抑制効果の検討 
四国地方整備局 四国山地砂防事務所 

１．目的 

近年、降雨による崩壊地の発生・拡大や，表面侵食により発生した土砂が河川に流入して生じる濁水

や下流域での微細粒子の堆積による河川の水産資や利水への影響が懸念されている。例えば、濁水が水

生生物の生息環境悪化をもたらしたり、飲料水や農業用水として利用する際に支障をきたしたりするこ

とが挙げられる。このような問題を解決するために、山地流域における土砂流出過程や崩壊他からの土

砂生産機構を把握する必要がある。 

これまで、複数の土砂生産源から流出する Wash load（粒径 0.2mm 以下の微細粒子） 濃度と比流量の関

係を実測データから求め，各生産源における侵食速度を解析されている。その際，濁度（流量に含まれ

る Wash load 量の割合）をパラメータとして，侵食速度と比流量の関係式を求めている。 

今研究では、流域規模を対象にして精度の高い侵食土砂量の推定を行うために、上記手法で侵食速度

の推定をすることでデータの蓄積と改善点を検討した。 
 
２．対象流域の概要 

対象地は、高知県大川村の吉野川上流域の朝谷川流域に位置する。朝谷川流域は、流域面積 7.11km2

であり、標高差が 500ｍ程度の中起伏地に属する、急峻な地形となっている。 

地質は、三波川変成岩類に属し、石英変岩・緑色変岩・黒色変岩が多くみられる。 

植生は、一部スギやヒノキ等の人工林がみられる。天然生林では、上層部ではヒノキ、モミ、マツ、コ

ナラ、クヌギ、中層部ではコバノミツバツツジ、リョウブ、サカキ、低木はヤブツバキ、カヤ、下層植

生としては、ササがみられる。 

 

３．対象流域の設定 

対象流域は、朝谷流域にあるＤ，Ｆ渓流（図-1）を対象

渓流とした。概要を（表-1）に示す。また、Ｄ流域の崩壊

地と渓岸の２地点土砂サンプルを採取し、土質試験により

生産土砂の粒度分布を調べた結果を（表-2）に示す。 

 

 

 

 

 

 

４．観測体制の概要 

 平成 17 年 8 月より、雨量計を朝谷第２堰堤、Ｂ渓

流、尾根部の３箇所に設置し、パーシャルフリューム

を崩壊地の存在する D 渓流、崩壊地をほとんど存

在しないＢ渓流及びＥ渓流の 3 箇所、濁度計をＢ，

Ｄのパーシャリュフリューム箇所及びＤ渓流及びＥ

渓流の合流部に当たるＦ渓流の 3 箇所に設置した。

その後、18 年度に雨量の観測精度向上のためＢ，

Ｄ，Ｆ渓流へ 3 箇所追加し、Ｆ渓流へパーシャルフリ

ュームを 1 箇所追加し観測を行った（図-1）。 

 

 

 

表-2 D流域における地質調査結果 表-1 流域の概要 

図-1 観測体制の概要 
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林内雨量の計測のため
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表-3 ９月１７日～１８日の濁度と比流量の関係 

５．解析結果と考察 

 本検討において得られた比流量と濁度データについては特殊な動きをするものが多い結果となった。 

例えば，濁度と比流量の間に時間のずれが生じたり、濁度の急激な上昇と下降が見られる期間や比流量

が極小であるにも関わらず濁度が発生する場合があり、通常の降雨イベントでは考えられない現象が観

測された。本研究の目的である侵食速度に関するデータを蓄積するためには，通常考えられる波形を示

す濁度と比流量のデータを用いて解析を行う必要がある。よって，通常の降雨イベントで見られる動き

に類似した事例である９月 17日～18 日のデータを用いて解析を行った。その結果を以下に示す。 

 
 

 

 

崩壊地   ： Ｅ０＝８．４２・１０－８（Ｑ／Ａ）１．０４ 

崩壊地以外 ： Ｅ１＝１．０４・１０－９（Ｑ／Ａ）１．５７
 

 

Ｃ：濁度(ppm)  Ｑ／Ａ：比流量（m3／ｓ／ｋｍ２）  Ｅ：浸食速度（m／ｓ）  
 

崩壊地における侵食速度が崩壊地以外の場における侵食速度より大きいことから，土砂生産が崩壊地か

ら起こっていると考えられる。また，上式から侵食速度式のベキ係数が崩壊地より崩壊地以外の場の方

で大きくなっていることがわかる。渓岸は比流量が大きくなると，侵食量が大きくなることから，ベキ

係数が大きくなったことが渓岸侵食に起因すると考えられる。これから崩壊地以外の場からの土砂生産

は渓岸侵食によるものが大半を占めることが示唆される。 

 

６．今後の課題と検討 

今回の検討では、比流量と濁度データについては不整合なものが多く、多くの誤差を含んでいると考

えられる。この原因として 

 ①各観測機器の時刻が同調していない。 

 ②それぞれの流域が小さいので，個々の小さなイベント（例えば，小さな崩壊や落石）に左右されて

いる。 

 ③濁度計周辺に土砂の堆積や滞留水の中に藻などが入り，正確な濁度が求められていない可能性があ

る。 

などが挙げられる。正確なデータ取得のためには，このような計測箇所や計測機器から発生すると考え

られる不具合を修正し，さらに下流域の流況が安定した箇所での計測が必要である。また，下流域での

降雨イベントごとの土砂採取は行われておらず，今回求めた侵食速度式がいかほどの整合性を有するか

は判断しかねる。侵食速度の整合性を高める手段として，長期（年単位）の観測や土砂発生源における

ビデオ観測を行うことで崩壊地拡大の傾向をつかみ，濁度，比流量，降雨量の各ピークのずれを小さく

することが考えられる。 
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砂防えん堤堆砂量調査業務 
 

九州地方整備局 川辺川ダム砂防事務所 
                                
１．目的          

総合的な土砂管理計画及び砂防計画策定の調査の一環として、生産・流出・堆砂のうち堆砂につい

て、川辺川流域の既設えん堤の堆砂量調査を実施した。 

また、既往堆砂量調査の結果を整理し、砂防えん堤の規模や条件ごとの堆砂と流出の特性について

まとめる。 

 
２．調査方法 

著しく堆砂が見受けられるえん堤について、定期縦横断測量を行いえん堤の堆砂量及び累計堆砂量

を計測した。 

また、過去に実施された93基の砂防えん堤の既往堆砂量調査資料を収集し、流出特性のついて解析

した。 

 
３．調査結果 

えん堤堆砂量の結果 

  既存のえん堤の65基の堆砂量測量を行った。堆砂の変動が大きく見受けられたえん堤を下記に示

す。 

                                    （H19.3） 
台帳番号 えん堤名 竣工（年月日） 堆砂量（ｍ3） 

 ３２ 樅木砂防えん堤 S４９.  ３.３０ －１２６,８００

 ８０ 樅木川砂防えん堤 H  ６.  ２.２２ －７,８００

 ５６ 朴木砂防えん堤 S５７.  ３ －２３,９００

  ７１ 葉木川第３砂防えん堤 S６３.１０.２０   ９,１００

 １３ 久連子川第２砂防えん堤 S４５. ９.２０ －２１,５００

 ３０ 久連子川第３砂防えん堤 S４９. ３. ９ －１０,２００

 ６６ 久連子川第５砂防えん堤 S６１. ５.２４ －３０,６００

 ３４ 入鴨川第５砂防えん堤 S４９.  ７    ６,８００

 ２４ 空舎砂防えん堤 S４７.  ９   ２０,５００

 １１   竹の川第３砂防えん堤 S４４.１２    １０,７００

 ６１ 宮目木川砂防えん堤 S５８.  ６    ５,２００

    堆砂量：Ｈ１８年３月とＨ１９年３月との比較 
    堆砂量±５０００ｍ3 以上を抜粋 
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  樅木砂防えん堤上流４００ｍ地点状況 

 
      
４ 堆砂縦断の特徴 
   昭和４２年度から平成１４年度にかけての既往測量成果のうち、現存した測量主簿の横断デー

タから各断面の最深河床高を抽出し、新たに堆砂縦断面図を作成して堆砂状況の推移を調査した。 

 その結果、満砂の砂防えん堤でも堆砂形状の縦断形は、上流側が急勾配、下流側が緩勾配の指

数関数的な線形状で（1/2）ｉ勾配の直線形ではなく、堆砂縦断が計画堆砂勾配線まで達していな

い。また、縦断の変動が顕著な砂防えん堤は、３４基ある。また、最上流に位置している砂防え

ん堤は２９基あり、そのうち変動が見られるものは２０基、見られないものは９基である。 

 
 ５ 土砂の堆積及び流出 

   流域単位で見ると、川辺川最上流域に土砂堆積の顕著な砂防えん堤が集中している。     

樅木川、葉木川、川辺川本川上流域、小原川、久連子川、宮目木川流域で土砂移動が活発である

とみられる。 

   また、樅木砂防えん堤、朴木砂防えん堤、宮目木川砂防えん堤から、下流への土砂流出が多い。 

 
 ６．河床材料調査 
   ！）川辺川河床材料調査結果 
     平成14年度と今回調査での最大粒径は、２00～500ｍｍ程度あり変化はない。また、粒度

分布特性についても特徴的な変化は見られない。 
   ２）砂防えん堤堆積敷材料調査結果 
     砂防えん堤付近は、定性的には比較的細かい粒径土砂が流下し堆積しており、各砂防えん

堤とも堆積土砂の粒度分布範囲は、１～100ｍｍの範囲となっている。粒径加積曲線も比

較的直線的であり様々な粒径分布が均等に含まれている状況となっている。 
 
 ７．おわりに 

    今回、川辺川流域の既設砂防えん堤の堆砂現象を把握するため、川辺川流域における30年間に

及ぶ砂防えん堤堆砂量調査結果と水文観測資料をとりまとめ、降雨と堆砂量との関係等を把握す

ることができた。今後は、近年多発している土砂災害を踏まえ、数ヵ年の出水で及ぼす土砂移動

現象について検討する予定である。 

平成１８年３月 平成 19 年 3 月 
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大淀川水系砂防環境検討業務 

九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 
                                
１．はじめに 

直轄砂防事業を実施している大淀川水系高崎川流域には、土砂生産の激しい霧島山系の火山荒廃地

が存在し、これまでに下流域で災害を引き起こしてきた。これらの災害を防ぐことを目的に、砂防基

本計画に基づき砂防施設の整備を行ってきた。近年、流砂系で起きる諸問題に対処し、総合的な土砂

管理を進めていくために、土砂の時空間的な連続性、量と質、洪水との関連等を把握することが重要

となっている。これに対して、高崎川水系の砂防基本計画については、平成13・14年度に検討が実施

され、流域の土砂流出実態や土砂移動特性の把握、土砂流出実態を考慮した土砂移動モデルの作成や

現行砂防基本計画の根拠整理等が行われている。 
本業務は、今後の砂防事業計画の基礎資料とするため、これまでの成果に基づき、土砂移動の実態

を把握し、流砂系を一貫として時間の連続性、量と質について明らかにし、新砂防計画の策定に資す

るものである。 
２．調査方法 
上記の目的を達するため、土砂生産の活発

な(一般荒廃地域)大幡川、矢岳川、高千穂川

合流後に位置する花堂橋(図-1参照)において

自動観測と直接観測を行った。 
２．１ 自動観測 
平成12年8月より花堂橋上流に護岸を利用

して観測装置(図-2参照)が設置され、計測を

行っている。観測装置は出水時に２つの水深

から濁水をポンプアップし、浮流砂の量を濁

度として観測するものである。 
２．２ 直接観測 

花堂橋地点においてバケツ採水により流心、左岸、右岸の3箇所で観測を実施した(図-3参照)。 
 
 
 
 
 
 

 
 

一般荒廃地域 

花堂橋 

図-1 調査対象流域 

図-2 自動観測装置 

自動観測装置 

図-3 直接観測の実施状況 
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２．３ 観測状況の整理 
平成18年までの観測実施状況を表-1に示す。 

表-1 平成 18 年度までの観測実施状況 

年度 実施内容

H12 8 月に機器設置，その後出水がなく観測データは得られず。

H13 6/21 出水時に水位・濁度データ取得し，直後に採水した検体を回収。採水した検体によ
り濁度-SS 関係を整理。 

H14 出水がなく観測データは得られず。

H15 3/16，4/1，4/12，6/11～14，6/16～18 の出水時に水位・濁度データを取得。
8/6～11/19 機器故障のため、代替濁度計により河床部の濁度を計測。 

H16 3/22，4/19，4/22，4/27，5/16，6/20～21，8/18～8/19，8/29～31，9/6～8、9/29、10/20
～26、10/30、11/12、12/4～5 に水位・濁度データを取得し、9/10 に採水した検体を回
収。濁度―SS 分析を実施し、流量 Q～流砂量 Qs 関係を整理。 

H17 2/16、5/1、5/6、7/6～10、9/4～7 に水位・濁度データを取得し、9/5、9/7 に直接観測を
実施。濁度―SS 分析を実施し、流量 Q～流砂量 Qs 関係を整理。 

H18 6/15、7/21～7/25 に水位・濁度データを取得し、6/15、9/7 に直接観測を実施。濁度―
SS 分析を実施し、流量 Q～流砂量 Qs 関係を整理。 

３．観測結果と考察 
高崎川花堂橋地点におけるこれまでの観測結果から流量Qと

浮遊砂量Qsをプロットし、図-4に示す。自動観測による式と直

接採水による式では差が見られるものの、全国平均で見ると図

-5に示すとおり自動観測も直接採水も全国平均に近い値とな

っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．今後の予定 
 高崎川における今後の土砂流出を予測するためには、流出実態を反映した流砂量式を求め、今後の

予測に用いることが必要になる。具体的な今後の検討予定は次のとおりである。 
① 直接観測結果と差が見られる自動観測結果を補正し、観測結果による流砂量式とこれまで提案され

ている流砂量式をもとに高崎川に適合する流砂量式を提案する。 
② 観測結果を基に定式化した流砂量式を1次元河床変動計算モデルに反映し、既往出水等を用いて再

現計算を実施してモデルの妥当性を検証する。 

花堂橋
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1.0 10.0 100.0

流量 Q　(m3/s)

浮
遊

砂
量

 Q
s 

(m
3
/
s)

06/6/15(直接)

06/9/17(直接)

04/8/30～8/31(自動)

04/9/29～05/7/10(自動)

06（自動）

05/9(自動)

直接（2005～2006）

Qs=1.294×10
-6

Q
2

相関係数R=0.85

自動（04/4～06/8）

Qs=4.418×10
-6

Q
2

相関係数R=0.76

直接観測 

自動観測 

図-4 花堂橋 Q～Qs の関係 図-5 花堂橋観測結果と全国平均の比較 
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桜島噴火対応砂防計画検討 
 

九州地方整備局 大隅河川国道事務所 

 

１．はじめに 

桜島の噴火に伴う、降灰・噴石・溶岩流・岩屑流・火砕流等による被害を軽減

するため、噴火災害シナリオをシミュレーションで想定し、応急あるいは恒久的

なハード対策並びにソフト対策の検討を行い、新たな火山砂防計画立案の基礎資

料とする。 

検討に際しては、関係機関との連携が重要であることから、桜島火山防災対策

検討委員会を開催し、総合的な防災対策について協議を行いつつ、その中での砂

防部局の噴火への対応として検討を進めていく。  

２．桜島の火山活動に起因する現象について 

桜 島 の 過 去 の 主 な 噴 火 発 生 年

と発生現象について表 1 に示す。 

桜島では大正噴火以降、大規模

な噴火は発生していない。しかし、

過去の主な噴火発生をみると、今

後 も 大 規 模 な 噴 火 が 否 定 で き な

いことから、平成１６年度までに

様々な噴火災害を想定し「噴火災

害シナリオ」を検討している。 

そ れ を 受 け 平 成 １ ７ 年 度 は 大

正 噴 火 を 想 定 し た 噴 火 時 の 行 動

マニュアルとして作成したが、試

行 的 な も の で あ る た め 改 善 の 必

要性を要求された。平成１７年度

においては、情報量が多く煩雑で

あり対策期毎の行動や関係する機関の把握が困難、地域住民に対する行政機関の

対応など防災対応上もっとも関わりが大きい市町村との関係を示しにくくなり

省略される傾向が生じているなどの問題が生じていたため平成１８年度は目的

行動を行いやすくするための改善を行った。そこで、上記の①から④に対して平

成１７年度時点での問題点及び平成１８年度にて改善した点を述べる。 

３．各事項の問題点及び改善点 

①ドリルの分割 

   噴火時のシナリオ毎に対応するための基本的な体制を確立するために各関係機

関及び砂防部局としての対処法として作成した。現行の防災計画に基づく体制で

の対応上の課題を検討し、現行の防災対策での課題の把握とその中での砂防事業

での対応の可能性を検討した。  

●平成１７年度の問題点 

・情報量が多く各段階での行動・関係機関の把握が難しい。 

・関連事項との対応関係を線で結んだ結果、輻輳・交叉する。 

●  平成１８年度の改善点 

・ドリルの活動時期による分類を行うことでステージ毎に目的行動の把

握、防災部局としての対処法を確立した。 

 

平成１８年度の改善点について

②共通となる部分のユニット化

①ドリルの分割（対策期毎に分ける）

③被害想定図の付加

④関係機関の並び順の変更  

表１　噴火発生年と発生現象

噴火(ﾃﾌﾗ)名

1468 ～ 1478 文明
○ ○ ？ 　 ？ ○ ○

休止期を挟む
長期的活動期

1779 ～ 1799 安永
○ ○ ○ 　 ？ ○ ○

休止期を挟む
期的活動期

大正 ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○
休止期を挟む
長期的活動期

昭和14 ○ 　 ？ 　 　 ○ ○ 断続的活動期

昭和21
○ ○ 　 　 ○ ○

断続的活動期

崩
壊

噴
石

降
灰 対象となる活動期

火
砕
流

溶
岩
流

土
石
流

岩
屑
流

1914

1939

1950

噴火年
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②共通となる部分のユニット化 

噴火対応ドリルについて、全体を一枚でみることを基本として作成されており

全ての対策期を一つに納めるようにしていたため、各対策項目や関係性が煩雑化

した。 

●平成１７年度の問題点 

・噴火対応ドリルについて、対応の流れを重視し簡易な構成としていが、

実際の対応では詳細な動きを示す必要が生じた。 

●平成１８年度の改善点 

 ・部分ユニットを３ユニット作成し、ユニット毎に詳細対応図を作成した。

③被害想定図の付加 

ユニット化することで煩雑さもなくなり、また、ドリルの内容を理解しやすく

するために想定被害の図をつけることとした。 

●平成１７年度の問題点 

・対応ドリルを一枚で表現したことで情報伝達が煩雑する。 

●平成１８年度の改善点 

・噴火時の対応を行う際にその時点での対応を直感的理解に繋がるように

想定被害の図をつけることとした。 

④関係機関の並びについて 

  平成１７年度の成果では地域住民は関係機関として扱われていないため防災対

応上でもっとも関わりが大きい市町村との関係がわかりにくい。 

●平成１７年度の問題点 

・地域住民と関わりの大きい市町村との関係が把握しにくい。 

●平成１８年度の改善点 

 ・市町村との関係が強いため地域住民の欄を市町村の下に配置した。 

４．今後の課題について 

  平成１８年度に策定した噴火対応ドリルにおいて危機管理部会の検討及び、平成

１８年６月の昭和火口の噴火の事例に照らし合わせて検証した結果、今後は(1)から

(4)の４項目について検討する。 

(1)関係機関の役割の整理 

・各ステージの関係機関毎の行動目標及び役割を一覧表にまとめ確認を得る。

 

(2)噴火対応ドリルによる時系列対応 

・各ステージでの連携課題（噴火直前対策期の火山情報・爆発連絡会議等と

防災活動の対応関係、噴火直前対策期の住民への情報提供及び災害時要援

護者への対応、小規模噴火の対応、復興期に向けた防災対応事項）の整理。

 

(3)情報共有に対する検討 

・各ステージ別に各機関の行動にあわせた情報連携関係を整理する。 

・国土交通省及び鹿児島県の情報伝達事項を整理し概要をまとめて住民から

の視点で必要な情報を整理し、公表される情報についてまとめる。  

 

(4)広域での被害に対する対応の整理 

・対象となる現象と解説、対応事項一覧、対応の補足説明資料など広域被害

に対する対応事項一覧を危機管理部会に諮る。  
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雲仙普賢岳荒廃地における樹林整備指針策定業務 
九州地方整備局 雲仙復興事務所 

１．業務目的 

砂防工事の究極の目的は、荒廃した地域をその地域にあった森林に回復させることで土砂流出を抑制し、緑豊

かな環境を創出することである。 
平成２年から始まった雲仙普賢岳の噴火活動は、山麓の森林約1,600haを焼失させた。平成７年に噴火活動は

ほぼ停止し、荒廃地の自然緑化が進みつつあるものの、山麓には依然として約１億７千万ｍ３もの火砕流堆積が

存在し、上流域ではガリーが発達するなど、火山噴火による影響は未だに残っている。 
本業務は、中尾川と比較して荒廃地の回復が遅れている水無川について、山腹工などにより火砕流堆積物表面

の侵食防止や浸透能の回復を図り、土砂生産を抑制することを目的とした植生回復計画（案）を作成した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1 業務の流れ 

２．調査・検討結果 

２．１ 下流域の状況 

水無川第１号堰堤下流において導流堤、管理用道路、遊歩道、われん川の利活用整備等について、これまでの

利活用構想に基づき、植生の状況や砂防設備点検を実施した。 
調査の結果、植栽樹の生育不良の個所がみられ、一部では下草の巻き付きによる枯死もみられるなど、植栽の

維持管理に課題がみられた。また、今後、利活用を図るにあたっては、利用者の安全面で問題が発生する箇所や

雨水による基盤の浸食が課題として確認された。 
 

 

(1)現地調査 

・ 植生繁茂期の状況把握 
・ 下流域現状把握 

(2)山腹工等の事例収集及び整理 

・ 他地区の山腹工等の事例収集 
・ 施設整備計画の確認 
・ 島原における在来種の確認 

(3)荒廃地植生回復の検討 

・ 山腹工施工区域の検討 
・ 目標樹林の検討 
・ 植栽樹種の検討 
・ 山腹工の工法の検討 

(5)植生回復計画（案）の作成 

(4)土砂移動抑制効果調査 

・ 植物群落調査 
・ 土壌成分調査 
・ 表面侵食状況調査 
・ 土砂流出状況調査  等 

過年度までの 
モニタリング調査 

調査結果の反映 

雨水による基盤侵食 ブロック穴の危険性 植栽地の下草刈り 
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２．２ 荒廃地植生回復の検討 

ハード対策の位置、モニタリング調査結果、火山砂防計画の緑の復元範囲を考慮した荒廃地における山腹工施

工区域について検討し、山腹工施工区域ゾーニング図を作成した。このうち導流堤周辺部においては、土石流の

越流防止を補助する緩衝樹林帯として積極的に緑化を実施する方針とし、植栽平面図・横断図を作成した。 

【山腹工施工区域ゾーニング図】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【植栽パターン及び標準断面図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

２．３ 土砂移動抑制効果調査 

モニタリング地点の比較を行うことにより、植生の回復が良好なほど流

出土砂量が少なくなることが確認され、植生の土砂移動抑制効果は現れて

いる（右図）。しかし、荒廃地及びその周辺においては順調な植生遷移進行

が確認された地点は乏しく、比較的良好な場所でも若干の遷移進行傾向が

見られるに留まった。調査対象地周辺で観察された遷移遅延は、「土壌が未

発達で保水性及び保肥性が乏しい」「クズの繁茂」「タケ、ササ類の侵入繁

茂」などの起因が推測される。 
３．今後の課題 

３．１ 植生遷移に係わる課題 

砂防指定地全体の植生図を作成し、土壌、クズ、

タケ・ササ類の遷移の問題点をかかえる区域を把握

し、その対処方法を検討する必要がある。 
３．２ 植栽木に係わる課題 

導流堤等に植えられた修景木についても衰弱・枯

死がみられるため、土壌改良、下草刈りの調査検討

を行う必要がある。 クズの繁茂の状況 

（中尾川右岸） 
荒廃地の状況 

水無川：ススキ等のまばらな草地

植被率合計と土砂流出量
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白浜川火山砂防工事植生工追跡調査

北海道 函館土木現業所

１．はじめに

平成19年２月に「砂防関係事業における景観形成ガイドライン」が公表され、今後の砂防事

業においては良好な景観形成への取り組みが必要となってきている。また、生物多様性保全へ

の配慮や外来生物法施行により、これまでの急速法面緑化工法で使用されてきた外来緑化植物

や、同種でも遺伝子型が異なる外国産在来緑化植物の使用について、見直しを図る議論が進め

られつつある。ここでは白浜川火山砂防工事において、平成９年度より自然公園区域内で実施

してきた、在来緑化植物を用いた各種植生工による景観形成への取り組みについて報告する。

２．白浜川植生工の概要

北海道南西部の恵山火山を流域に抱える白浜川では、火山砂防事業として土砂災害を防ぐ目

的で、崩壊地の山腹工や、砂防えん堤、砂溜工等の施設整備を進めてきた。当該地は道立自然

公園第二種特別地域に指定されており、環境庁発行「日本の重要な植物群落」に特定植物群落

として記載されている、サラサドウダンやヤマツツジ等の火山植生が有名な観光地である。こ

のため、砂防事業実施にあたっては、自然景観や生態系保全への配慮が必要となり、山腹工等

の急斜面と、砂防施設周辺部において、対象地周辺と同等な樹林植生の回復を目標とした植生

工を在来種を用いて実施することとした。

３．山腹工等の法面での植生工

対象地では、斜面にミズナラ林、渓谷沿いの崩壊地周辺にタニウツギ等の低木林植生が分布

している。このため、山腹工や砂防施設工事の勾配 35～45°の急斜面については、低木林植生

の復元を目標とした。

３．１ 現地採取種子から育苗した苗を用いた植生工(ポット苗吹付工)

厚層基材吹付工とあわせて、法面に設置した土のうに苗を差し込

む植生工を実施した(図-1)。周辺斜面に自生するタニウツギ、ノリ

ウツギ、エゾヤマハギ、サラサドウダンの低木４樹種の現地採取種

子から、ペーパーポットを用いて、当年～２年生苗を育苗した。

平成13年度に実施した植栽苗の生残率を示したのが図-2である。

施工開始当初(平成11～12年度)は、苗の品質や併用した牧草との競

合等の課題があったため、植栽した苗の生残率は15％以下と低かっ

70％たが、課題が解決した平成13年度以降の初期生残率はおおよそ

図-1 ポット苗吹付工以上となった。４年目での生残率は樹種毎にバラツキはあるものの、

平均生残率62%を確保しており、周辺樹林の立木本数密度(本 ㎡)を上回る密度を確保できた。当/
年生苗と２年生苗を比較すると当年生苗の生残率が高かった。樹高生長(図-3)は、最も良いタ

ニウツギでも４年で50cm程度と遅く、これはエゾシカによる食害などが原因と考えられた。

図-2 ポット苗生残率変遷 図-3 ポット苗樹高変遷
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３．２ 埋土種子を含む表土吹付（表土吹付工）
ポット苗育成は、前年度の種子の豊凶に左右されるケースも想定されることから、別途工法

。 、 、も検討した 植生の回復を早める工法として 在来樹種の埋土種子を含む表土を現地で採取し

牧草種子を10％配合した基材を用いる吹付工法(表土吹付工)を平成14年度より試験的に実施し

。 。た 図-4に表土吹付工での法面植被率の経年推移を示した

植被率は１年目で５～25％、２年目で30～40％であり、植

生で法面がほぼ被覆され、表面侵食防止効果が十分植生で

確保されるまでには４年程度かかった。出現種は一部外来

種も確認されたが、周辺にみられる在来の草本類と木本類

が多く確認された。

以上のように、ポット苗吹付工では外来牧草併用と苗育

成の難しさ、表土吹付工では法面を被覆するまでに数年を

要する課題があったが、いずれにしても植生工の目標とし

図-4 表土吹付工植被率変遷た低木林に向けて植生回復が進んでいることは確認できた。

４．砂防施設周辺の工事跡地でのリサイクル緑化
砂防施設周辺の工事跡地についても景観への配慮から、周辺にみられるミズナラやツツジな

どの在来種による中高木林植生の復元を目標とした植生工を実施した。緑化対象箇所は勾配が

比較的緩やかであることから、通常は廃棄される資源の活用も考慮し、工事予定区域内に生育

する既存樹木を移植する「リサイクル緑化」を実施した。工種としては、稚樹や低木を掘り取

り移植する「稚樹移植」と、萌芽再生能力の高いツツジ類やミズナラなどの特性を生かし、伐

採後の樹木根系を移植する「根株移植」を実施した。これらは、工事工程の関係上、初夏に採

取、仮移植を実施し、砂防施設の施工の終わった秋季に本移植を行った。

稚樹移植、根株移植での樹高生長の推移結果を図-5に

。 、示した 稚樹移植や移植した根株からの枝の萌芽により

初年度から50cm程度の樹高は確保されるが、その後の生

長は遅く、４年でも樹高70cm程度であった。また根株や

稚樹を移植する際に、周辺の表土もあわせて採取移植し

、 。た結果 樹木だけでなくササなどの林床植生も回復した

一方いくつかの課題も確認された。工事工程との調整

の関係上、採取した稚樹や根株は２回移植することとな

、 。 、るため 仮移植によって歩留まりが低下した このため

図-5 移植工樹高変遷仮移植での苗木管理や仮移植が発生しないような工程の調

整方法が課題として残された。

５．おわりに
以上で述べた、様々な在来種を用いた植生工を実施した成果の概要を表-１にまとめた。植生

工はそれぞれに特色と課題があることから、在来種による緑化を実施するにあたっては、これ

らを考慮した上で、工法の選定と実施を図ることが重要である。

表-1 植生工の成果概要

植被率変遷

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

１年目 ２年目 ３年目 ４年目

経過年数

植
被

率
（
％

）
移植工　樹高変遷

30
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80

１年目 ２年目 ３年目 ４年目

経過年数（年）

樹
高

（c
m

）

A工区　稚樹 A工区　根株 B工区　稚樹 B工区　根株

実施箇所区分 植生工法 特徴と成果 課題
ポット苗吹付工 現地に自生する在来樹種から当年生苗

を育成
苗育成、前年度に必要数量把握

表土吹付工 在来植物の埋土種子を含む現地表土を
採取して吹き付ける

植生による法面被覆までに数年必要

稚樹移植工

根株移植工

急斜面

緩斜面・平坦面 工事区域内の樹木をリサイクル活用
根株移植は、萌芽再生を期待して伐採
後の根系を移植

仮移植による歩留まり低下
本体工事と植生工での工程調整
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雪崩災害に対する警戒体制強化に係る調査 

 
   新潟県 砂防課 

 
１．調査概要 

新潟県内における雪崩危険箇所（砂防課、道路管理課、治山課所管の雪崩危険箇所）の全体像を把

握し、今後の雪崩災害に対する警戒、避難等の雪崩安全対策検討のための基礎資料に資することを目

的として雪崩危険箇所位置図（（砂防課、道路管理課、治山課所管の雪崩危険箇所を明示）を作成した。 

２．調査方法 

既存の砂防課所管雪崩危険箇所資料、道路管理課所管雪崩危険箇所資料、治山課所管雪崩危険箇所

資料を統合し、砂防課、道路管理課、治山課の全データを表示した雪崩危険箇所図を作成した。 

３．調査結果 

下記に作成した雪崩危険箇所図（新潟県魚沼市の一部）を示す。 

 

４．調査結果の活用 

今回の調査により新潟県内における雪崩危険箇所（砂防課、道路管理課、治山課所管の雪崩危険箇

所）の全体像を迅速に把握することが可能となった。本調査結果を今後の雪崩災害に対する警戒、避

難等の雪崩安全対策検討のための基礎資料とするとともに、関係地域住民への雪崩危険箇所周知のた

めの資料として活用した。 
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高知県における過去の降雨データを用いた土砂災害警戒情報の検証 

 
高知県土木部防災砂防課 

 
１ はじめに 
 土砂災害警戒情報は、平成 17 年９月に運用を開始した鹿児島県をはじめ、平成 19 年４月 30 日現在

では 14 府県において運用されている。 

現在、高知県においても平成 19 年６月１日の運用開始を目指して準備を進めており、本運用開始に

あたっては、マスコミや住民に対して情報の目的、内容の周知を実施していくこととなる。その説明資

料の一つとして、過去の降雨及び災害資料等に基づき、想定される土砂災害警戒情報の発表状況と、土

砂災害の発生、市町村及び住民の避難状況についてとりまとめたので、その内容について報告する。 

なお、高知県では提言案（AND/OR 方式）で当面は運用を行うこととしている。 

２ 土砂災害警戒情報 

 平成 17 年６月に示された、「都道府県と気象庁が共同して土砂災害警戒情報を作成・発表するための

手引き」にあるとおり、土砂災害警戒情報は、市町村長の防災活動や避難勧告を適時適切に行うための

支援とともに、住民の自主避難の判断にも利用できることを目的としており、土砂災害発生の危険度が

高まった場合に気象台から発表され、県、市町村、マスコミ等を通じて住民に伝達されることとなる。 

３ 過去の降雨データによる検証 

高知県は台風や集中豪雨により毎年のように土砂災害を被っている。そこで、土砂災害から住民の生

命を守るため、避難勧告や自主避難の判断材料として有効に活用されることを目的として、住民の記憶

に新しい過去の豪雨災害を例とし、土砂災害警戒情報の発表と災害発生のタイミングからこの情報の有

効性を検証することとした。 

なお、検証にあたっては近年特に大きな土砂災害を被った、平成 10年、13 年、16年の豪雨について
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検証した。 

図－１の’98高知豪雨（高知市）では、時間 100mm を超える降雨により土砂災害が多発したが、時間

帯が夜間であったこと、また、浸水被害が始まっていたこともあり、避難行動に遅れが生じた。 

また、平成 13 年の西南部豪雨（土佐清水市）においては、避難勧告がなされたこと、住民同士のつ

ながりによる自主避難がなされたことにより、土砂災害による犠牲者は無かった。 

この２つのケースにおいては、想定される土砂災害警戒情報発表の２～３時間後に土砂災害が多発す

るという結果が得られた。このことから、災害発生前に的確に情報を提供できたと考えられることから、

市町村の避難勧告、住民の自主避難のための判断材料として、非常に有用な情報であると考えられる。 

図－２の早明浦豪雨（大川村）においては、避難勧告、避難指示がなされたこと、住民が土砂災害の

前兆現象をとらえ自主避難がなされたことにより、こちらも土砂災害による犠牲者は無かった。 

このケースでは、前兆現象的ながけ崩れや土砂流出後の発表となったが、18 時以降の土砂災害多発前

には情報を提供できたと想定される。しかし、実際は土砂災害警戒情報の発表を受けてからの避難行動

では、時間的な余裕が少ない場合も想定されることから、土砂災害警戒情報のみではなく、補足する情

報である土砂災害警戒避難基準雨量や土砂災害の発生状況等の提供、活用も必要であると考えられる。 

また、これらの情報が活用され、市町村及び住民の避難行動の後押しをすることができるよう、この

情報の意味、目的を周知し理解していただくことにより、非常に有用な情報となり得るものと考える。 

４ 今後の取り組み 

 土砂災害警戒情報は全国的にも始まったばかりでもあり、情報のより一層の周知を進めていくことと

したい。また、運用開始後においても監視基準の検証を続けるとともに、情報の利用者である市町村や

住民へのアンケート調査を実施し課題を把握するなど、さらにより良い情報提供が可能となるような取

り組みに努めていきたい。 

また、行政だけの取り組みに止まることなく、ハザードマップを活用した防災学習会や防災訓練等と

組み合わせ、地域住民を広く巻き込む取り組みを積極的に進めることにより、行政と住民が一体となっ

た、災害に強い体制づくりを進めて行くこととしたい。 
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2．平成 18 年度に実施した砂防関係調査リスト 
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平成18年度に実施した砂防関係調査リスト

調査機
関名

調査名
調査
期間

調査区域
平成18年度の調査の種

別
(平成18年度以前から行

調査方法 調査の必要性 調査結果 調査の活用
キーワー

ド

北海道
開発局

旭川開発
建設部

砂防ソイル
セメント材
特性と凍結
融解特性
に関する調
査

H17
～
H19

石狩川（ﾘ
ｸﾏﾝﾍﾞﾂ
川）

砂防事業における施設
設計に当たり、現地発生
材の有効利用による環
境負荷の軽減、コスト縮
減を目的とした調査

積雪寒冷地及び小規
模施行地における砂
防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ工法の適
用拡大を目的として、
H17年度にはリクマン
ベツ川において母材
の賦存量調査及び配
合試験を実施した。
H18年度は昨年度結
果を踏まえ、配合試験
及びテストピースを用
いた凍結融解試験を
行い、最適配合及び
母材の管理手法につ
いて検討を行った。

渓流はその成り立ちから河岸
段丘面に沿って性状の異なる
土質が混在することが多く、小
渓流等の小規模施行地におけ
るｿｲﾙｾﾒﾝﾄへの実施において
は多くのセメント量を必要とし、
コスト的適用が困難な場合が
多い。上記課題の解決手法の
１つとして母材の管理を行うこ
とにより、強度増加、セメント量
縮減を図り、小規模施工地に
おけるｿｲﾙｾﾒﾝﾄの適用拡大を
図るものである。

ｿｲﾙｾﾒﾝﾄの強度及び凍
結融解に対する耐久性に
ついてはセメント添加量
以上に母材の細粒分含
有量が大きな要因であ
り、母材の品質管理を適
切に行うことでセメント添
加量の縮減が可能要とな
るとともに強度及び凍結
融解に対する耐久性の向
上も図られるとの結果と
なった。

積雪寒冷地及
び小規模施行
地における砂防
施設設計検討
の基礎資料。

砂防構造
物

石狩開発
建設部

風倒木影
響検討調
査

Ｈ１８
～Ｈ２
０

豊平川直
轄砂防区
域のうち
都市砂防
区域

(622km2の

内194km2)

高解像度デジタルカメラ
で空中撮影を行い、デジ
タルオルソ画像を作成す
る。デジタルオルソ画像
からの判読の他に、画像
処理ソフトを用い、自動
抽出により風倒木・流木
の分布・材積量の把握
する。
今後は、土砂流出に及
ぼす影響検討、データ管
理・モニタリングの手法
検討を行い、モニタリン
グマニュアルの作成、砂
防計画・流木対策計画
への反映を図る。

高解像度デジタルカメ
ラでの空中撮影を行
い、デジタルオルソ画
像を作成し、判読を行
う。また撮影したデー
タを基に画像処理ソフ
トを使用して画像処理
を行い、RGBおよび
CIR（近赤外）のデジタ
ルオルソ画像を作成し
た。倒木の推定にはデ
ジタルデータから樹木
１本１本の濃淡を抽出
するエッジ抽出処理を
行う。

H16年の台風18号が風倒木を
発生させたため、今後の豪雨
による土砂災害、流木災害等
の発生が懸念されることから、
対策を検討するために風倒
木・流木の分布、材積量等の
把握が必要である。これまで
はアナログ撮影を行い、現像、
スキャニング、判読等の工程を
経て材積量等を把握したが、
デジタル撮影によるオルソ画
像の作成、画像処理、自動抽
出により、工程を省略すること
でコスト縮減、工期短縮を図る
ものである。

材積量は、倒木本数、累
積長に依存するもので、
実際の倒木本数・累積長
には差が見られたが、サ
ンプル数が少ない中でも
ある一定の比例関係が認
められ、材積量の推定の
可能性が示唆された。

風倒木・流木の
影響による土砂
災害等の対策
検討の基礎資
料。また今後の
コスト縮減、工
期短縮に向けた
検討基礎資料。

風倒木・
流木

帯広開発
建設部

札内川砂
防基本計
画検討

Ｈ１３
～Ｈ１
８

札内川
戸蔦別川
岩内川

H17までの調査種別：
生産土砂分布、土砂移
動実績調査結果を用い
た土砂生産・流出解析手
法の検討、H18の調査種
別：モニタリング調査検
討

現地調査 ・砂防基本計画のシナリオや
モデルの妥当性検証に必要な
モニタリングの手法・位置等を
検討する必要がある。

モニタリング調査位置、手
法、頻度等の立案

新砂防基本計
画の検証、流域
土砂管理計画
等

砂防計画

室蘭開発
建設部

樽前山火
山砂防水
理模型実
験

Ｈ１８
～Ｈ１
９

樽前山直
轄区域

砂防遊砂地における土
石流及び泥流発生時の
流木捕捉工検討

遊砂地における流木
捕捉工の有無による
模型実験

土石流及び泥流による被害の
中でも流木による被害が多い
事から流木捕捉対策が必要。

捕捉工について実験の結
果明らかとなった問題点
を修正するため今後引き
続き改良案の実験をおこ
なう。

砂防堰堤工事 火山砂防

樽前山自
然環境調
査業務

Ｈ１８
～Ｈ２
０

樽前山直
轄区域

砂防事業の対象流域に
おける自然環境特性を
把握する。

魚類・底生動物調査に
ついては１４箇所、植
物調査については２１
９ha実施。

自然環境と防災整備との共生
に資する基礎データ集積

今後は他の地点での調
査及び時期をずらしての
調査が必要。

砂防堰堤工事 火山砂防

東北地
方整備
局

新庄河川
事務所

鮭川流域
外鳥類調
査

H7～
H18

事務所管
内

砂防施設周辺（施工中、
計画）のイヌワシ、クマタ
カの生息調査

行動圏調査及び営巣
地調査の実施。また、
影響予測、保全措置
等に関する検討委員
会の開催

イヌワシ、クマタカの保全措置
を行いながら砂防事業を推進
するため

イヌワシ、クマタカの繁殖
成否及び行動条項、行動
圏等を把握

イヌワシ、クマタ
カの生息に配慮
した砂防事業の
実施

環境砂
防、猛禽
類

朴木沢地
区外環境
調査業務

H13
～

事務所管
内

砂防施設周辺(施工前、
施工後）の環境モニタリ
ング調査

動植物相調査及び水
質・底質動物

砂防工事が周辺に与える影響
や、既設砂防えん堤のスリット
化による環境改善効果を把握
し、今後の砂防事業に活かし
ていく

各渓流において貴重種と
指標種、環境緩和方法例
を提示。スリット化による
環境改善効果の考察

自然に配慮した
砂防事業の推
進

環境砂防

渓流環境
評価検討
業務

H18
～

事務所管
内

渓流環境に対しての定
量的評価手法の検討

既往の河川環境調査
評価手法の整理。仮
手法の設定及び評価
対象種、評価指標の
検討

適切な環境保全計画の策定及
び今後の砂防計画に取り組む
ため

渓流環境評価マニュアル
（案）の策定

自然に配慮した
砂防事業の推
進

環境砂防

土砂災害
警戒避難
にかかる警
戒基準検
討業務

H17
～
H18

事務所管
内

赤川水系赤川流域の土
砂災害警戒避難基準雨
量の設定ならびに土砂
災害警戒避難システム
案の作成

土砂災害警戒避難基
準雨量の検討及び気
象台との調整

現在、土砂災害の発生状況を
踏まえた基準雨量が設定され
ていないことから、速やかな防
災体制を取るため

土砂災害警戒避難基準
雨量案の策定、既存シス
テムとの整合整理

警戒避難基準 警戒避難

地すべり地
における維
持管理手
法検討業
務

H18
～

平根地す
べり地、豊
牧地すべ
り地

地すべり地における、補
助事業及び直轄事業で
の維持管理を行うため
の手法検討

地すべり地の維持管
理調査、事例収集。法
令等による管理水準
の検討

地すべり抑制等の施設機能を
維持するため

地すべり地維持管理手法
マニュアル（案）の策定

地すべり地の維
持管理

地すべ
り、維持
管理

砂防計画
基礎資料
検討業務

H18
～

事務所管
内

最上川水系寒河江川流
域の新しい砂防計画の
策定に必要な資料の収
集整理。最上川水系角
川流域の砂防施設効果
の検証。

二次元氾濫シミュレー
ションの実施。砂防施
設効果検証検討

新しい砂防計画素案の検討・
策定を行い、適切な砂防事業
の執行を行うため

寒河江川流域の計画妥
当性評価及び対策方針
案の策定。角川流域の概
成判定の検証及び検討

新砂防計画案
の策定。概成判
定手法案の策
定

砂防計
画、概成
判定

砂防情報
共有化検
討業務

H18
～

事務所管
内

砂防指定地、砂防施設
等の情報管理及び他行
政機関との情報共有化
の検討

砂防情報の保存方法
の検討、共有化方針
案及び実施要領案の
策定

砂防情報を他行政機関と共有
し、円滑かつ適切な事業執行
を行う必要があるため

砂防情報共有ツール案の
策定、他行政機関との共
有方法案の作成

砂防情報共有
ツール（砂防ＧＩ
Ｓ）

砂防情報

月山地区
地すべり検
討業務

H18
～

事務所管
内

月山地区において、大規
模地すべりの傾向が見
られるため、現地状況の
調査及び機構解析

月山地区全域におい
ての現地調査、被害
想定検討及び実現象
機構解析

月山地区において、基礎調査
を行った結果、より大きな地す
べり地形があることが懸念され
ており、その対策を行う必要が
あるため

月山地区現地状況把握、
地すべり機構解析

地すべり対策基
本計画

砂防計画
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平成18年度に実施した砂防関係調査リスト

調査機
関名

調査名
調査
期間

調査区域
平成18年度の調査の種

別
(平成18年度以前から行

調査方法 調査の必要性 調査結果 調査の活用
キーワー

ド

福島河川
国道事務
所

松川流域
自然環境
調査業務
（松川清流
づくり整備
計画）

H18
～
H20

阿武隈川
水系松川

砂防事業の対象流域に
おける自然環境特性の
把握及び平成６年調査と
の比較検討

９地区で、魚類・底生
動物・植物・陸上昆
虫・鳥類・ほ乳類・水
質のいずれかを調査

松川上流での採掘停止により
濁水が改善され、現状の渓流
環境を把握し、砂防施設整備
計画策定に反映するため

酸性河川が一部で中性
化傾向にあり、魚類確認
箇所が増えた。また下流
では市街地化が進み外
来植物の進入が進んでい
る。

市民参加型の
「松川清流づくり
整備計画」の策
定にあたって、
「渓流環境整備
計画」との整合
性を図るための
基礎資料

砂防環境

阿武隈川
水系砂防
施設整備
計画検討
業務

H18
～
H19

阿武隈川
水系、荒
川、須川、
松川

昨年度まで実施した砂
防微地形判読から算定
した当面発生する土砂
量をもとに、計画流木量
を追加して砂防施設の
配置計画検討、及び砂
防施設の構造検討。、平
成１８年度は荒川流域と
松川遊砂地を検討

松川遊砂地では模型
実験結果をもとに一次
元河床変動計算を行
い整備量を特定。荒川
流域では流木量調査
及び現地調査により当
面整備すべき砂防施
設の配置と構造検討

当面の砂防施設整備計画の
策定と、砂防施設の概略・詳
細設計に向けた基礎資料とす
るため

松川遊砂地の構造比較
及び整備土砂量の算定、
荒川流域の計画流木量
の算定及び当面整備す
べき砂防施設の配置・構
造を検討

当面の砂防施
設整備計画の
策定

砂防計
画、砂防
構造物

岩手河川
国道事務
所

岩手山周
辺環境調
査

H13
～

岩手県：
雫石町、
滝沢村、
八幡平市

砂防施設配置を計画し
ている渓流における希少
猛禽類の生息分布状
況・繁殖状況調査

行動圏調査、営巣地
調査

砂防事業実施にあたり、希少
猛禽類の生息状況・繁殖状況
等を把握し保全措置を講じる
ため。

各希少猛禽類の行動圏・
営巣地を把握

希少猛禽類に配
慮した砂防事業
実施のための基
礎資料

希少猛禽
類、共生

自然環境
モニタリン
グ調査

H13
～

澄川第２
砂防堰堤
周辺（岩
手県八幡
平市）

砂防事業実施箇所を対
象に、自然環境の経年
変化及び多様性を調査

経年変化調査、多様
性調査

砂防施設を設置することによる
自然環境の経年変化と施設周
辺の多様性を把握するため。

各項目・種について調査
票及び確認位置図を作成

自然環境に配慮
した砂防事業実
施のための基礎
資料

自然環境

八幡平山
系砂防被
害想定検
討業務

H18
～

八幡平山
系全域

各砂防計画の基本事項
の整理及び水系砂防計
画における被害想定検
討

一次元河床変動検
討、二次元氾濫計算

八幡平山系の総合的な事業評
価を行うため。

想定氾濫範囲 事業便益算出
の基礎資料

砂防計
画、事業
評価

湯沢河川
国道事務
所

八幡平山
系希少鳥
類調査

H14
～Ｈ
18

仙北市 砂防事業内における希
少鳥類（イヌワシ等）の
生息を調査し、砂防施設
及び工事の影響を調査

４渓流の希少鳥類生
息を調査

希少鳥類の生息状況を継続的
に調査し、砂防工事による影
響を最小限に抑えるため

継続的な調査から砂防事
業による希少鳥類への影
響が無いことが確認され
た。

環境に配慮した
砂防施設及び
工事時期を計画
する

砂防環
境、希少
鳥類

八幡平山
系火山砂
防計画調
査業務

H18
～

仙北市秋
田駒ヶ岳

八幡平山系砂防事業の
一環として秋田駒ヶ岳の
火山砂防施設計画を策
定

既往の計画に基づき
計画を修正、火山砂
防計画を検討

新たな砂防基本計画及び火山
噴火緊急対策の資料とするた
め

火山砂防施設計画、施設
効果検討、火山対策にお
ける優先順位

今後砂防事業
計画の優先順
位を位置付け、
効率的に事業展
開をする

砂防計
画、火山
砂防、土
石流、砂
防構造物

関東地
方整備
局

利根川水
系砂防事
務所

根利川環
境調査業
務

Ｈ１３
～

利根川水
系
根利川流
域

砂防施設の設置による
自然環境（動物界・植物
界）への影響を定量的に
把握

現地調査
ヒアリング調査

自然環境の保全措置等に必
須なデータ

多様性調査による生物種
の把握

経年変化調査
種の特定

環境砂防
環境調査

管内魚道
機能調査
検討業務

Ｈ１７
～

利根川水
系砂防管
内流域

既設魚道の現況調査及
び魚道評価手法の検討

資料収集整理
現地調査
ヒアリング調査

既設魚道の機能調査等に必
須なデータ

魚道評価手法の策定と管
内の特性にあった魚道タ
イプの検討を行うのため
の現況把握

既設魚道の機
能調査に活用

魚道
環境砂防

榛名川環
境調査業
務

Ｈ１４
～

利根川水
系
榛名川流
域

砂防施設の設置による
自然環境（動物界・植物
界）への影響を定量的に
把握

既往資料収集整理
現地調査
ヒアリング調査

自然環境の保全措置等に必
須なデータ

多様性調査による生物種
の把握

経年変化調査
種の特定

環境砂防
環境調査

管内両生
類・ほ乳類
調査業務

Ｈ１８
年度
（５年
に１
回）

利根川水
系砂防管
内流域

管内における両生類及
びほ乳類の生息状況調
査（水と緑の渓流調査）

資料収集・聞き取り調
査を行い、併せて両生
類及びほ乳類の分布
状況を把握するため
現地調査を実施した

自然環境の保全措置等に必
須なデータ

調査地点における両生類
及びほ乳類の生息状況
把握

環境に配慮した
砂防施設計画
の基礎資料

環境砂防
環境調査

積雪挙動
による土砂
生産検討
業務

Ｈ１５
～

利根川水
系
片品川流
域

今後の砂防計画に取り
込む土砂移動現象の検
討

対象流域における土
砂生産・流出の実態整
理、積雪地域の土砂
生産要因の抽出、土
砂生産・流出量計測手
法の検討

積雪挙動による土砂移動現象
を今後の砂防計画に取り込む
ための基礎資料とする

雪崩発生危険箇所図
対象流域における積雪に
起因する土砂生産・流出
実態とその誘因
積雪挙動による土砂の生
産・流出量計測手法

砂防基本計画
の策定に活用

砂防計画

浅間山火
山対策検
討業務

Ｈ１４
～

群馬県・
長野県

浅間山の火山活動に伴
う土砂管理に対する総
合的な対策の検討

ハード対策の検討、ソ
フト対策の検討、新た
な手法によるハザード
マップの検討、噴火時
の防災体制検討

浅間山火山対策事業の基礎
資料とするために必須となる

火山噴火緊急減災対策
の定義付け、緊急減災
ハード対策の基本方針の
設定、火山監視システム
整備方針、リアルタイムハ
ザードマップの改良

浅間山火山対
策事業への反
映

火山対策
緊急減災

管内土砂
移動検討
業務

Ｈ１５
～

利根川水
系
砂防管内
流域

砂防基本計画の検討 利根川水系直轄砂防
事業の効果評価、一
部流域における計画
対象現象による影響
の検討、砂防事業の
到達目標に関する検
討、群馬県の災害発
生傾向に関する検討

砂防基本計画策定に必須とな
る

基本計画策定に向けての
基礎資料
一部流域における土砂処
理方針

砂防基本計画
の策定に活用

砂防計画

砂防危機
管理に関
する検討業
務

Ｈ１７
～

群馬県 大規模災害時における
行動計画を検討

資料収集整理
ヒアリング
大規模土砂災害時に
おける対応手順の検
討

危機管理計画策定に必須とな
る

大規模土砂災害時におけ
る行動計画策定の素案

危機管理計画
策定に活用

危機管理

水文観測
データ評価
検討業務

Ｈ１８ 群馬県 八斗島上流域における
雨量データを整理し、砂
防計画上必要な確率雨
量を算出した。また、適
正な雨量観測所の配置
計画を検討した。

降雨解析
資料収集整理
降雨特性検討
雨量観測所配置計画
検討

砂防計画を策定に基礎資料と
するために必須となる

砂防計画策定に向けての
基礎資料
雨量観測所の統廃合に
向けての基礎資料

砂防基本計画
の策定に活用
雨量観測所の
統廃合に活用

砂防計画
確率雨量
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キーワー

ド

譲原地す
べり対策の
事業効果
に関する検
討業務

Ｈ１７
～

群馬県藤
岡市譲原
地区

譲原地すべりの対策工
検討、地下水解析、安定
解析、対策工の効果判
定

現地調査
資料収集整理
地下水解析
安定解析

譲原地すべり対策事業に必須
となる

地下水解析
安定解析
効果判定
対策工検討

譲原地すべり対
策事業への反
映

地すべり

日光砂防
事務所

Ｈ１８稲荷
川第９上流
砂防堰堤
詳細設計
業務

H18 利根川水
系鬼怒川
支川大谷
川左支稲
荷川

稲荷川中流部における
砂防堰堤の詳細設計

既存の予備設計に基
づく詳細設計

砂防堰堤の施工に当たって実
施設計が必要

透過型砂防堰堤（Coス
リット）１基

砂防堰堤の施
工に活用

砂防構造
物、土石
流

Ｈ１８水の
谷沢第２砂
防堰堤詳
細設計業
務

H18 利根川水
系鬼怒川
支川大谷
川左支水
の谷沢

水の谷沢における砂防
堰堤の詳細設計

既存の予備設計に基
づく詳細設計

砂防堰堤の施工に当たって実
施設計が必要

透過型砂防堰堤（鋼製ス
リット）１基

砂防堰堤の施
工に活用

砂防構造
物、土石
流

Ｈ１８慈観
地区山腹
工詳細設
計業務

H18 利根川水
系鬼怒川
支川大谷
川左支荒
沢

荒沢中流部慈観地区に
おける山腹工の詳細設
計

既存の予備設計に基
づく詳細設計

山腹工の施工に当たって実施
設計が必要

山腹基礎工 １式、木柵工
１式、吹付工 １式

山腹工の施工に
活用

砂防構造
物、斜面
崩壊、緑
化

渡良瀬川
河川事務
所

Ｈ１８大谷
川中流部
低水護岸
設計業務

H18 利根川水
系鬼怒川
支川大谷
川

大谷川中流部における
低水護岸の詳細設計

大谷川の水理条件等
基本事項に基づく詳細
設計

低水護岸の施工に当たって実
施設計が必要

低水護岸、片岸
L=277m、両岸　L=418m

低水護岸の施
工に活用

砂防構造
物、

水と緑の渓
流づくり調
査業務

H13
～
H18

当事務所
砂防管内

砂防事業の対象流域に
おける自然環境特性の
把握及び施設による自
然環境への影響調査

１５箇所の一般調査
（植物）。河川環境基
図作成調査。

生態系に配慮し、渓流を貴重
な財産として次世代に受け継
ぐにふさわしい保全整備を図っ
ていくための基礎資料とする。

植物調査と環境調査の結
果より砂防事業時の配慮
事項を取りまとめた。

環境に配慮した
砂防施設計画と
する。

砂防環境

渡良瀬川
流域砂防
基本計画
検討業務

H9～
H18

当事務所
砂防管内

草木ダム上流域の砂防
基本計画書を策定。草
木ダム下流域の計画対
象現象を設定し、砂防基
本計画書を策定

既往の検討結果に基
づき土砂処理方針の
検討。計画シナリオの
精度向上。短期・中
期・長期の計画対象現
象の設定。

新たな砂防基本計画の策定。 草木ダム上流域及び下流
域の砂防基本計画書の
策定

新砂防基本計
画に基づく事業
計画。

砂防計
画、土砂
計画

渡良瀬川
及び川口
川航空レー
ザー計測
業務

H18 川口川流
域、渡良
瀬川本川

航空レーザー計測を用
いた土砂動態の検討

航空レーザー計測に
よる土砂動態の把握。

流域の土砂移動現象の把握
及び環境影響の調査を行い、
今後の砂防計画の基礎資料と
する。

土砂移動量、土砂移動特
性、土砂動態解析手法の
整理をとりまとめた。

土砂動態を考慮
した施設計画

砂防計
画、土砂
動態

富士川砂
防事務所

Ｈ１８釜無
川流域砂
防施設整
備計画検
討業務

H18 釜無川上
流域
流川流域
神宮川流
域
尾白川流
域

土砂災害危険区域の設
定及び施設配置計画

微地形分類図による
図面解析

土砂災害危険区域より発生す
る土砂の早期対処

土砂災害危険区域から発
生する土砂に対し、早期
に整備しなくてはならない
施設についてとりまとめ
た。

施設整備の優
先度の設定。

砂防計画

砂防基本
計画検討

H11
～H1
８

富士川砂
防事務所
管内

砂防基本計画検討調査 早川流域の整備計画
を検討する。土砂モニ
タリングの結果を踏ま
えて基本計画及び整
備計画の精度向上を
図る。

新基本計画では土砂移動実績
と時間的・空間的な土砂の分
布を踏まえた，わかりやすい砂
防基本計画を作成する。

富士川流域砂防基本計
画書(案)，早川流域砂防
施設整備計画(案)の策
定，説明資料の作成。

今後の砂防計
画に活用。

砂防計画
基本計画

北陸地
方整備
局

松本砂防
事務所

自然環境
調査業務

H14
～
H18

管内 砂防事業箇所(新規)に
おける動植物（貴重種
等）の生息状況の把握。
工事による影響と保全方
策の検討

事業箇所における自
然環境調査

環境に配慮した砂防事業を実
施する為の基礎資料

保全対象・生息状況と特
性の把握

工事影響の予
測、保全対策の
検討

自然環境
調査

姫川温泉
源泉調査
業務

H17
～
H18

姫川流域 砂防事業実施に伴う、温
泉源泉への影響把握調
査

３次元地下水シミュ
レーション解析、水
質、水温、湯量調査

工事実施に伴う、温泉源泉へ
の影響範囲把握の為の基礎
資料

温泉源泉の現状把握、影
響範囲の予測

影響範囲の検
討資料、工事施
工方法の検討

地下水実
態調査、
地下水流
動モデル

梓川上流
域土砂移
動実態検
討業務

S57
～
H18

梓川流域 梓川上流域の土砂移動
実態の検討

土砂移動実態の整
理、流域区分の検討、
土砂移動現象の想定

土砂の時間的・区間な移動を
考慮した砂防基本計画策定の
為の基礎資料

短期的及び長期的な土砂
移動の分析、砂防計画を
行うための流域区分の整
理、過去の土砂移動現象
の試算

時間的・空間的
な土砂移動現象
を考慮した新砂
防基本計画の
策定

砂防基本
計画、流
域区分

高標高雨
量計観測
検討業務

H17
～
H18

管内 高標高部における雨量
観測の問題点の把握及
び観測手法の検討

既往資料のまとめ、高
標高雨量計の設置・観
測

高標高部の雨量観測精度向
上の為の基礎資料

高標高部の雨量観測の
現状把握、高標高雨量計
の精度確認

高標高部の雨
量観測精度向
上の検討

雨量計観
測、降雨
特性

湯沢砂防
事務所

管内猛禽
類調査業
務

H9～ 管内 砂防事業箇所（予定）に
おける現状把握調査

事業箇所におけるモニ
タリング調査

希少猛禽類の生息実態を把握
し、砂防事業を実施する上で
の基礎資料とする。

生息域、繁殖状況の把握 環境に配慮した
砂防事業を実施
する上での基礎
資料

希少猛禽
類

管内土砂
移動モニタ
リング検討
業務

H15
～

管内 土砂移動現象の実態把
握調査

モニタリング調査 効果的な砂防施設設置計画の
立案のため

土砂移動現象の実態の
把握

砂防計画立案
の基礎資料

砂防計画

清津川水
理模型実
験業務

H15
～

清津川 砂防施設設置の検討 水理模型実験 清津川における治水対策検討
のため

砂防施設配置計画 砂防施設配置
計画

砂防計画

管内雪崩
防災対策
検討業務

H16
～

管内 雪崩による斜面への影
響度調査、雪崩発生確
率及び到達範囲の検討

空中写真・植生判読及
び現地調査

砂防施設への雪崩による影響
度を評価するため

砂防施設への雪崩による
影響度を評価する手法の
策定

砂防施設への
雪崩による影響
度評価手法の
施行

雪崩
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平成18年度に実施した砂防関係調査リスト

調査機
関名

調査名
調査
期間

調査区域
平成18年度の調査の種

別
(平成18年度以前から行

調査方法 調査の必要性 調査結果 調査の活用
キーワー

ド

マス沢砂防
堰堤群及
び工事用
道路設計
業務委託
(マス沢堰
堤整備を考
えるワーク
ショップに
ついて)

H17
～

水無川(マ
ス沢）

ワークショップによる砂
防事業実施の合意形成

ワークショップ 砂防事業実施の必要性を理解
してもらうため

事業実施の合意形成が
図れた

環境の保全と周
辺施設の利用に
配慮した砂防堰
堤施設計画

砂防事業

管内環境
調査方針
検討

H18 管内 環境調査方針検討 既往調査報告書整理・
検討

自然環境に配慮した砂防事業
推進のため

環境調査方針・調査計画
の策定

環境に配慮した
砂防事業を実施
する上での基礎
資料

環境砂防

風土資産
調査業務

H18 湯沢地域 地域が有する風土資産
の基礎調査

文献調査・現地調査及
び現地ヒアリング調査

各地域のアイデンティティを明
らかにし、地域特性と調和した
砂防事業を展開するため

風土資産基礎報告書の
作成

地域特性と調和
した砂防事業を
展開するため基
礎資料

砂防事業

芋川流域
土砂災害
対策検討
業務

H18 芋川流域 芋川流域における中越
地震後の土砂移動実態
の把握と今後の砂防計
画にかかる検討

空中写真判読またはＬ
Ｐ計測結果の解析と施
設配置計画の検討

今後の土砂処理計画あるいは
施設配置の優先度評価

土砂移動実態の把握及
び今後の施設配置の順
位付け

事業化に向けた
施設配置の順
位確定

砂防計画

地震力を考
慮した芋川
流域の斜
面対策検
討業務

H18 芋川流域 芋川流域の地すべりに
対し、地震波による動的
応答解析と、地震力を考
慮した安定解析を実施
し、対策工の地震力に対
する効果を定量的に検
討

既往地すべり対策状
況と地震被害状況確
認、既往地すべり土塊
活動の再現検討

地すべり対策基本計画の策定
の基礎資料とする

地すべり対策工の効果予
測

地すべり対策基
本計画の策定

地すべり

立山砂防
事務所

スリット砂
防堰堤水
理模型実
験業務委
託

H17
～
H18

常願寺川
流域

シャッター付き砂防堰堤
の効果についての検討

現地調査、模型実験、
現象解析

下流に対して危険と考えられ
る土砂移動の防止

シャッターの効果、閉鎖時
期の確認

大規模透過型
砂防堰堤への
応用

砂防計画

立山砂防
管内工事
用軌道雪
崩対策検
討業務

H18 常願寺川
流域

雪崩危険箇所の特定と
メカニズムを明らかにし、
施設損傷の軽減対策及
び安全対策を検討

地形・植生・雪崩履歴
資料収集整理、危険
度評価

砂防専用軌道の早期開通 雪崩危険度の判明、対策
工法の概略検討

雪崩対策手法
の基礎資料、安
全対策

雪崩、軌
道

高標高雨
量観測及
びデータ解
析業務

H17
～
H18

常願寺川
流域

高標高での雨量観測手
法の検討及びデータ解
析

高標高雨量観測機器
での計測、データ解析

高標高での雨量観測精度の向
上

カルデラ内における降雨
状況の的確な把握

立山カルデラに
おける安全対策
の基礎資料

危機管
理、水文

金沢河川
国道事務
所

手取川上
流部掃流
砂量調査
解析業務

H16
～

柳谷、尾
添川

牛首川及び尾添川での
掃流砂量の調査解析

移動土砂量観測手法
として、音響法を利用
したハイドロフォン手
法を用いて移動土砂
量を検討した。

砂防計画の流出土砂量検討
の基礎資料として必要である。

ハイドロフォン観測値から
移動土砂量（掃流砂量、
浮遊砂量）及び移動礫径
の推定方法について、ハ
イドロフォン観測と同時観
測している掃流砂観測桝
による捕捉土砂量及び礫
径との関係からキャリブ
レーションを行い、さらに
物理モデルを使用した音
響解析結果を用いて結果
を捕捉して検討した。。

観測を継続し、
解析を行い流出
土砂量検討に活
用する。

砂防計画

手取川上
流監視シス
テム検討業
務

H17
～

手取川流
域

砂防及び地すべり防止
工事に対する安全管理
のための情報提供並び
に事務所注意体制・警戒
体制の判断基準とする
ために土砂災害に繋が
る土砂移動現象を早期
に検知するために設置し
た大規模土砂移動検知
システムの検知精度向
上を図る。

降雨解析によって得ら
れた降雨指標を用い
て手取川上流域での
土石流発生ポテンシャ
ルを検知する基準案
を検討する。

災害への対応のため、監視基
準の明確化が必要である。

大規模土砂移動検知シス
テムの検知精度向上を図
り、手取川上流域の監視
基準案を見直しを行った。

災害への対応を
迅速・的確にす
るために活用す
る。

警戒避難

牛首河上
流域におけ
る歴史的砂
防施設補
修方針検
討業務

H17
～
H18

牛首川上
流域

牛首川上流域での歴史
的砂防施設の復旧工法
及び山腹水路工の施工
方法の検討を行う。

文献調査、現地調査
を実施し、既存施設機
能低下の評価や機能
確保の方策を検討し、
対策工法・施工方法に
ついて検討する。

砂防計画策定や砂防施設の
適正な管理のために、施設の
状況を把握し、復旧する必要
がある。

砂防施設の歴史性等を考
慮した対策工法につい
て、施工方法の検討を
行った。

砂防計画策定
や砂防施設の
適正な管理のた
めに活用する。

砂防計画

神通川水
系砂防事
務所

渓流再生
試験工（人
工産卵場
の設置）

H16
～

既設堰堤
下流

環境保全調査 イワナやヤマメの産卵
環境の改善の検討及
び構築

砂防施設の設置による生物棲
息環境の改変に対するミチ
ゲーション手法の構築

実施中 砂防施設（落差
工）の設置によ
るミチゲーション
手法の確立

環境砂防

黒部河川
事務所

黒部川流
砂量観測
検討業務
委託

H15
～

黒部川 出水時における掃流砂
及び浮遊流砂の直接採
取により、土砂動態の把
握及び分析を行う。

1.　定期採水、2.　直接
採水

総合土砂管理計画の一環とし
ての土砂流出の実態把握のた
めに必要。

出水時における土砂移動
の量、質、タイミングを把
握することができ、さら
に、定期採水のSSと出水
時の直接採水による平均
SSには相関関係が認め
られたことから、今後の
データの蓄積状況によっ
ては、定期採水結果より
土砂動態の推測が可能と
なる。

下流河道の土
砂動態実態えお
把握することに
より、総合土砂
管理を踏まえた
新砂防基本計
画策定の基礎
資料とする。

土砂管理
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平成18年度に実施した砂防関係調査リスト

調査機
関名

調査名
調査
期間

調査区域
平成18年度の調査の種

別
(平成18年度以前から行

調査方法 調査の必要性 調査結果 調査の活用
キーワー

ド

飯豊山系
砂防事務
所

土砂移動
モニタリン
グ調査計
画検討業
務委託

H18 関川村、
小国町

透過型砂防堰堤が連続
して配置されている荒川
水系上ノ沢において、土
砂移動の実態を調査す
るための土砂移動モニタ
リング計画の策定

土砂移動モニタリング
研究事例の収集、現
地調査等を実施し、立
地・制約条件にあった
モニタリング項目設
定、観測機器配置計
画の検討を行う

連続する透過型砂防堰堤にお
ける土砂移動実態をモニタリン
グから行い、今後の既設不透
過型砂防堰堤の透過化等に
活用するため

土砂移動モニタリング調
査実施に向けた調査方針
等をとりまとめた

事務所における
調査方針を基に
モニタリング調
査を実施し、実
現象の把握、数
値解析等の妥
当性を検証する

砂防計
画、土砂
流出

管内自然
環境調査
業務委託

H17
～

小国町、
関川村、
胎内市、
新発田市

砂防堰堤計画予定地に
おける希少猛禽類の生
息、営巣状況の調査を
行い、その結果を踏まえ
た上での施工時の影響
予測、繁殖保全対策の
検討

希少猛禽類に着目し、
砂防堰堤計画予定地
付近における定点調
査及び営巣地調査を
行う

砂防堰堤計画予定地における
希少猛禽類の生息、営巣状況
を把握し、それらが確認された
場合には施工時の影響予測、
繁殖保全対策を検討する

希少猛禽類の生存、営巣
地が確認された地区があ
り、その地区については、
施工時の影響予測及び
繁殖保全対策をとりまと
めた

今後の砂防堰
堤工事施工時
の希少猛禽類
への影響予測、
繁殖保全対策に
活用する

砂防事
業、環境
砂防

下赤谷沢
土石流捕
捉工詳細
設計業務
委託

H18 胎内市 下赤谷沢に計画されて
いる土石流対策施設の
詳細設計

予備・詳細設計 施設計画を進めるため 土石流対策施設予備・詳
細設計1基

砂防堰堤工事 砂防事業

胎内川水
系砂防施
設効果評
価検討業
務委託

H18 小国町、
関川村、
胎内市

胎内川及び荒川におい
て、砂防施設整備による
費用便益分析を行い、
砂防施設効果を評価す
る

無施設時、計画全施
設配置時等で氾濫数
値計算、被害額の算
定を行い、費用便益分
析を行う

胎内川、荒川の砂防事業を評
価する

胎内川、荒川のこれまで
の砂防事業、及び今後の
砂防事業の投資効果の
妥当性把握

胎内川、荒川の
砂防事業の方
針を進めるため
の基礎資料

砂防計画

荒川水系
砂防施設
検討業務
委託

H18 関川村、
小国町

荒川の水系砂防計画の
検討

現地調査、土砂生産
ポテンシャルの検討、
施設配置候補地の抽
出

荒川の水系砂防の整備優先
順位を明確にし、今後の施設
計画作成の基礎資料とする

荒川の水系砂防におい
て、整備優先流域を設定
し、施設配置計画を策定
した

荒川水系砂防
事業

砂防計画

砂防関係
防災教育
検討業務
委託

H18 小国町、
関川村、
胎内市、
新発田市

小学生を対象とした防災
教育の副読本作成

学識者、教職員を交え
た防災協議会の設置

土砂災害に関する防災教育の
しくみづくりを策定するため。

小学生を対象とした防災
教育の副読本作成

土砂災害に関す
る防災意識の向
上

砂防事
業、警戒
避難

阿賀野川
河川事務
所

滝坂地す
べり対策検
討業務

Ｈ１８ 福島県耶
麻郡西会
津町（滝
坂地すべ
り地区）

地すべり観測結果より、
北部ブロックの機構解析
及び対策検討を行うとと
もに、３次元安定解析手
法の検討を実施。

地すべり観測結果よ
り、地すべり機構を総
合解析する。

大規模な地すべりである滝坂
地区での地すべり機構の解明
を行う。

地すべり主法線の変更。 効果的な地すべ
り対策工を検討
する。

地すべり

近畿地
方整備
局

六甲砂防
事務所

平成１８年
度六甲山
系土砂動
態調査業
務

H14
～
H21

六甲山系 斜面調査、解析表面流
水・浸食土砂の発生・流
下メカニズムの検討、渓
流調査解析、水収支・土
砂収支の解析、土砂動
態の推定

コドラートでの表面侵
食土砂観測及び流砂
観測と、定量化を目的
としたモデル化検討

土砂動態の要因と現象との関
連の解明

小雨のため、解析に有用
なデータが得られず

砂防基本計画
の策定、グリー
ンベルト事業効
果評価

土砂流
出、グリー
ンベルト

平成１８年
度六甲山
系グリーン
ベルト景観
評価・公物
管理検討
業務

H16
～
H19

六甲山系 ・地域の良好な景観形成
を目的とした樹林景観の
評価手法の検討、・事故
発生のリスク軽減を目的
とした公物管理の対処方
針の検討

・現況の評価と予測を
行い、評価手法を検
討、・現地調査にて事
故課題を抽出し、管理
上の法的課題と対処
方針を検討

・GB事業の副次的効果の把
握、・用地管理における危機管
理

・望ましい樹林像として、
美しさや快適さを有する
落葉広葉樹を目標、・公
物管理者、土地所有者の
観点で、対処すべき事項
の他、神戸市や兵庫県な
どと連携すべき事項を整
理

・良好な樹林景
観の形成と維
持、市民への副
次的効果の周
知・広報、・事業
用地の管理

グリーン
ベルト、景
観、公物
管理

平成１８年
度六甲山
系斜面評
価検討業
務

H16
～
H19

六甲山系 グリーンベルト整備事業
の要対策斜面抽出法の
検討

山腹斜面整備区分の
細分化・再整理、土砂
生産ポテンシャルの算
定

広大な事業範囲における効率
的な斜面の評価

１０ｍメッシュでの危険度
評価

グリーンベルト
整備事業の効
率的・合理的な
推進

グリーン
ベルト、斜
面対策

琵琶湖河
川事務所

平成１８年
度瀬田川
水系砂防
基本計画
検討業務

H12
～
H18

瀬田川砂
防管内

大戸川における洪水氾
濫防止を目的とした支川
での土砂コントロール効
果の確認。

既往検討で得られた
モデルを使った河床変
動計算

新たな砂防基本計画策定の基
礎資料とする。

大戸川における洪水氾濫
箇所及びその解消に効果
のある整備流域

砂防基本計画
の策定

砂防計画

平成１８年
度歴史的
砂防施設
等の保存・
維持管理
に関する検
討業務

H17
～
H18

田上山直
轄管内

田上山の歴史的砂防施
設の評価と保存方針の
検討、田上山砂防施設
の維持管理の実態と課
題を整理し、保存・管理・
活用計画を策定する。

台帳未記載石積砂防
施設及び危険箇所、
利用実態を現地で調
査して整理

歴史的価値のある砂防施設や
山腹工の継続的管理のあり方
の検討のため。

砂防施設台帳にない石積
砂防施設の整理及び危
険箇所・利用実態を調査
し課題を整理した。

田上山の歴史
的砂防施設の
保存・管理・活
用計画とする。

砂防事
業、歴史
的砂防施
設

福井河川
国道事務
所

雲川法面
対策無人
化地質調
査検討業
務

H18 福井県大
野市中島
地先

雲川右岸斜面崩壊箇所
の無人化施工工法によ
る実施可能な地質調査
手法の選定および調査
計画

現地調査および既往
調査・設計・施工実績
等より現地制約条件を
考慮した最適な地質
調査手法の検討

崩壊箇所は落石・崩壊が発生
しやすい危険な斜面状況にあ
り、無人化施工工法による地
質調査を行う

空中電磁法を主体とした
地質調査計画の立案

斜面対策工設
計

無人化施
工

大和川河
川事務所

亀の瀬地
すべり概成
移管に伴う
地すべり地
の管理手
法検討業
務

H18
～
H19

亀の瀬地
区

概成後の地すべり地の
管理手法検討及びその
跡地利用について既存
整備計画の見直し検討

亀の瀬地すべり防止
区域の情報を全般的
に整理し、概成に伴う
移管作業、施設管理
のあり方、土地利用整
備の検討

円滑な管理移管を行うため。 移管管理マニュアル(案)、
跡地整備計画(案)

地すべり地の移
管

地すべ
り、管理
手法

亀の瀬地
すべり地に
おける開削
等影響検
討業務

H18
～
H19

亀の瀬地
区

亀の瀬地すべり末端部
斜面の安定度について
の検討、完了報告書に
かかる資料とりまとめ及
び地震による地すべり地
への影響検討基礎資料
とりまとめ

３次元修正ホフランド
法及び３次元ＦＥＭ解
析による詳細検討

地すべりの安定度を確認する
ため

各種条件による安定解析
及び完了報告書（案）の
作成

地すべり防止施
設

地すべ
り、安定
解析
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平成18年度に実施した砂防関係調査リスト

調査機
関名

調査名
調査
期間

調査区域
平成18年度の調査の種

別
(平成18年度以前から行

調査方法 調査の必要性 調査結果 調査の活用
キーワー

ド

亀の瀬峠
下部地区
地下水排
除工概略
設計業務

H18
～
H19

亀の瀬地
区

比較検討による効果的
な地下水排除工の選定
及び選定案に対する概
略設計

最適な地下水排除工
の選定とその概略設
計

詳細設計の基礎資料とする。 既設排水トンネルに併設
する排水トンネルを配置
し、集水井工と合わせた
立体的な地下水排除計
画

地下水排除工
計画の策定

地すべ
り、地下
水排除工

中部地
方整備
局

天竜川上
流河川事
務所

平成１８年
度　与田切
川河床変
動解析業
務

H17-
H18

与田切川 河床変動解析 航空レーザ測量と現
地調査による土砂移
動の把握

山岳流域における流出土砂モ
ニタリングの一環として航空
レーザ測量システムを用いて
土砂動態を把握する。

山岳流域における航空
レーザ測量システムを用
い、継続して土砂動態を
把握できた。

今後の土砂管
理計画の基礎
資料とする。

砂防計画

平成１８年
度　与田切
川土砂動
態解析業
務

H17-
H18

与田切川 土砂動態調査 流砂観測、流砂量式
の検証、流出モデル
作成、流域土砂動態
の検討

山岳部からの土砂移動と堰堤
上流の荒廃斜面の土砂生産・
流下モニタリングを行い、土砂
移動実態を把握。

河床変動モデルの構築・
精度向上に向け、基礎資
料の収集ができた。

今後の土砂管
理計画の基礎
資料とする。

砂防計画

平成１８年
度　与田切
川河床材
料調査業
務

H17-
H18

与田切川 河床材料調査 河床材料調査
（大規模サンプリング）

山地河川の土砂について粒度
や土粒子の密度等の把握

調査手法を改善し、土粒
子実態把握を行った。

流送土砂量算
定の基礎資料

砂防計画

平成１８年
度　地すべ
り地区地下
水流動分
析検討業
務

H18-
H19

天竜川上
流管内

地下水調査 地下水検層調査
水質分析
簡易温度検層

地下水の流動特性と地すべり
変動に伴う水質等の変化を把
握。

最も変動が大きいＧ－３
ブロックでのみ、鉱泉と類
似するＮａ－Ｃｌ型の水質
組成の地下水を確認し
た。

地すべり機構解
析の基礎資料と
する。

地すべり

平成１８年
度　小渋・
遠山川流
域希少猛
禽類保全
対策検討
業務

H18-
H19

小渋川・
遠山川

生態系調査 猛禽類の生息状況、
行動圏、繁殖状況等
を現地調査にて把握
する。

砂防堰堤計画地点付近に猛
禽類の生息が確認されたた
め、砂防施設整備に伴う影響
等について検討を行う。

適切な工事工程の調整を
図るため影響要因の解明
や有効な保全対策の検
討ができた。

猛禽類等に配慮
した、順応的な
施工管理手法
の基礎資料とす
る。

環境砂防

平成１８年
度　天竜川
流域砂防
情報検討
業務委託

H17-
H19

天竜川上
流管内

画像情報解析 土石流検知及び予知
を土石流監視カメラの
画像から動態解析の
検討する。

危機管理強化・有効活用 解析ソフトの抽出・分析 土石流監視カメ
ラの動態監視
（無人化検討）

防災

平成１８年
度　天竜川
上流域風
化深調査
検討業務

H16-
H18

天竜川上
流管内

風化深調査 地表地質調査
テストピット掘削
簡易貫入試験

風化の進行の把握、風化に起
因する崩壊のメカニズムの解
析、崩壊の進行及び発生予測
を行うための基礎資料に資す
る。

四徳川流域は、地形量と
風化深に相関関係が認
められ、崩壊発生予測を
行うための検討資料収集
ができた。

崩壊の進行及
び発生予測を行
い、今後の土石
流対策に資する
ことを目的とす
る。

風化深

平成１８年
度　天竜川
流域砂防
水理実験
業務

H17-
H19

天竜川上
流管内

水理実験 水理実験（遠山川）
現況通水、改良案Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ通水

昨年度の問題点から改良案を
３つあげ、改良案における課題
抽出　　（遠山川）

下流地区への影響、施設
の効果等総合的に判断し
位置を決定した。（遠山
川）

今後の砂防施
設配置計画の
基礎資料とする

砂防計画

平成１８年
度　天竜川
流域防災Ｇ
ＩＳ検討業
務委託

H17-
H19

天竜川上
流管内

防災GIS 意向調査
砂防GISの活用
IT防災
複合情報

危機管理としてソフト対策の新
しい情報共有化を目指す。

自治体のニーズを把握
し、複合的な防災情報
（ポータルサイト）が有効
と判断した。

砂防GISの有効
活用

防災

平成１８年
度　飯島第
６砂防堰堤
堆砂モニタ
リング業務

H17-
H18

天竜川上
流管内

土砂モニタリング 堆砂測量
流量観測
流下粒径観測
河床変動測量

砂防堰堤の堆砂過程をモニタ
リング調査により把握し、総合
土砂管理計画の立案に資す
る。

モニタリング項目の計画
立案

飯島第６砂防堰
堤の堆砂過程、
効果検証結果
を、今後の砂防
計画の基礎資
料とする。

砂防計画

静岡河川
事務所

砂防堰堤
堆積土砂
対策検討
業務

H16-
H19

安倍川 土砂移動実態把握のた
めの土砂移動実験

現地計測 土砂移動の実態把握のため 適正な土砂流送手法、流
送土砂の移動経路と流下
速度

総合土砂管理
既存砂防堰堤
のスリット化等

土砂移動

安倍川水
環境検討
業務

H17-
H19

安倍川 水環境（白濁現象の長
期化）の発生メカニズム
解明、対策事業検討、モ
ニタリング手法検討

現地計測 水環境の保全への取組のため 濁水対策事業、環境モニ
タリング

濁水対策事業 砂防事
業、
水文、
環境砂防

安倍川上
流部航空
レーザ測量
業務

H17-
19

安倍川 砂防計画基礎調査 航空レーザー測量 砂防計画基礎資料とするため 砂防管内地形データ 砂防施設配置、
予備設計、詳細
設計等

砂防計
画、
レーザ測
量

安倍川総
合土砂管
理検討業
務

H18-
20

安倍川 土砂サンプリング調査と
河道掘削方針及び総合
土砂管理方針の検討

現地土砂サンプリング
調査

総合土砂管理計画の策定 河床材料粒土分布、土砂
管理にかかる課題整理

山地、河川、海
岸における土砂
対策

総合土砂
管理計画

安倍川砂
防施設耐
震対策検
討業務

H18 安倍川 砂防耐震点結果をうけて
の金山砂防堰堤等の耐
震対策検討

現地調査 既往施設の耐震対策 耐震対策、補修対策 詳細設計 耐震対
策、砂防
構造物

安倍川砂
防土石流
危険渓流
対策検討
業務

H18 安倍川 管内土石流危険渓流に
おける土石流対策施設
の検討

現地調査 効率的な事業策定と安全確保 要対策箇所の抽出 砂防施設配置、
予備設計、詳細
設計等

砂防構造
物

大谷崩対
策検討業
務

H18-
19

安倍川 大谷崩における現状の
崩壊状況、土砂流出形
態、堆積状況を整理し、
土砂生産源対策計画の
見直し検討

対策実態整理、対策
効果評価

大谷崩壊地区事業計画の策
定

要対策箇所の抽出 砂防施設配置、
土砂生産源対
策計画

事業計
画、
対策効果
評価

多治見砂
防国道事
務所

多治見砂
防管内土
砂災害対
策検討業
務

H17-
H18

木曽川・
庄内川直
轄砂防流
域

豪雨発生時の対応行動
の評価

委員会の開催、現地
調査

危機管理計画の策定 ＲＰ方式危機管理演習実
施計画作成

危機管理計画
の策定

防災訓練
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平成18年度に実施した砂防関係調査リスト

調査機
関名

調査名
調査
期間

調査区域
平成18年度の調査の種

別
(平成18年度以前から行

調査方法 調査の必要性 調査結果 調査の活用
キーワー

ド

土岐川流
域グリーン
ベルト整備
計画検討
業務

H13-
H18

庄内川砂
防流域

土岐川流域グリーンベル
ト整備計画の検討

委員会・検討会の開催 樹林整備活動の支援のための
整備計画の具体化

樹林整備活動の立ち上げ 樹林整備活動
の支援

グリーン
ベルト

木曽川流
域風土資
産調査検
討業務

H17-
H18

木曽川流
域

風土工学手法を用いた
風土資産調査

既存文献調査及び現
地調査

風土資産を通じて砂防事業へ
の理解を深める

風土資産調書の作成 広報資料の作
成

風土工学

庄内川砂
防効果検
討業務

H16-
H18

庄内川・
木曽川直
轄砂防流
域

施設の効果検討 現地調査 事業評価の基礎資料の作成 一次元河床変動計算、二
次元氾濫計算

庄内川・木曽川
事業評価の基
礎資料

事業評価

木曽川砂
防流域土
砂移動実
態調査業
務

H16-
H18

木曽川流
域

土砂移動実態調査並び
に土砂移動モニタリング
の実施とその手法の評
価検討

インターバルカメラ設
置

今後のモニタリング計画の立
案

データとりまとめ 土砂移動状況
の把握

河床変動

多治見管
内渓流環
境整備計
画検討業
務

H17-
H18

事務所管
内

渓流環境整備計画の基
となる環境特性の評価
検討

既存データの整理、分
析。現地調査

既存の渓流環境整備計画の
更新と見直し

環境特性検討のための
資料整理

既存の渓流環
境整備計画の
更新と見直し

渓流環境
整備計画

多治見管
内情報設
備検討業
務

H17-
H18

事務所管
内

情報設備整備箇所の抽
出及び概略設計

既存データの整理、現
地調査

効果的な情報設備箇所の選定 情報設備整備箇所の抽
出

効果的な情報設
備箇所の選定

情報設備

多治見砂
防設備維
持管理検
討業務

H17-
H18

事務所管
内

砂防設備の維持管理に
関する実態把握、現状
把握調査

既存資料整備、実態
把握、現地調査

砂防施設の維持管理に関する
問題点・課題の把握

現状把握 砂防施設の維
持管理に関する
運用の作成

維持管理

多治見管
内砂防施
設検討業
務

H16-
H18

事務所管
内

砂防事業の必要性、緊
急性の高い区域の抽出

既存データの整理、解
析

新規事業箇所の抽出 新規事業箇所の抽出と概
略設計

事業計画 施設配置
計画

木曽川水
系土砂移
動調査検
討業務

H18 木曽川流
域

土砂移動等に関する資
料の収集、調査及びモニ
タリング計画等の検討

既存資料整理 新しい砂防基本計画策定に係
る計算モデルの精度向上

生産土砂量の推定 土砂移動モニタ
リング計画立案

土砂移動

多治見管
内歴史的
砂防施設
地質調査

H18 事務所管
内

歴史的砂防施設の内部
構造の把握を目的に、
ボーリング調査、FEM解
析を実施した

ボーリング調査
標準貫入試験
現場透水試験
トレンチ掘削
ファイバースコープ

歴史的砂防施設の構造把握
及び構造強度の把握

歴史的砂防施設の現行
基準における構造強度の
評価

同年代の施設に
おいての構造強
度把握や今後
の施設補修計
画の立案

歴史的砂
防施設

庄内川水
系砂防基
本計画策
定業務

H18 庄内川流
域全体

土砂移動特性の分析、
土砂移動現象の検討

資料収集整理、一次
元河床変動計算

庄内川流域における新しい砂
防基本計画策定

計画シナリオの追加検討 今後の庄内川
直轄砂防事業
の方向性の検
討

土砂移動

越美山系
砂防事務
所

平成１８年
度　越美山
系砂防危
機管理検
討業務

H17
～
H18

越美山系 危機管理体制の検討 資料収集
ヒアリング

過去の崩壊 資料収集とりまとめ 避難訓練 警戒避難

平成１８年
度　揖斐川
上流環境
モニタリン
グ調査業
務

H13
～
H18

越美山系 貯水池上流域における
砂防事業

現地調査
水質調査

砂防施設と環境 水質調査地点の抽出 貯水池上流にお
ける砂防事業展
開の基礎資料

土砂流出

平成１８年
度　越美山
系雪砂防
計画検討
業務

H15
～
H18

越美山系 雪崩や雪倒木等の雪に
よる観点から、積雪寒冷
地における砂防計画検
討のための調査

資料収集
ヒアリング
現地調査

積雪寒冷地の砂防計画検討 積雪寒冷地における特性
把握

雪の観点からの
砂防事業

雪崩
雪倒木

平成１８年
度　越美砂
防事業効
果検討業
務

H16
～
H18

越美山系 管内おける費用対効果
の検討

資料収集
データ整理

事業の経済評価 流域の概要 費用対効果の
分析

事業評価

平成１８年
度　越美砂
防管内風
土資産検
討業務

H16
～
H18

越美山系 根尾川流域における風
土歴史等調査

現地調査 歴史的砂防施設の実態把握 歴史的砂防施設の抽出 砂防施設の維
持管理、保存活
用

歴史的砂
防施設

富士砂防
事務所

富士山大
沢川源頭
域崩壊変
遷状況調
査業務

H15
～
H18

大沢川 砂防計画基礎調査 ・空中写真を用いた図
化機による標高計測
結果の前年度との比
較
・航空レーザ測量を実
施し、過年度までの計
測結果と比較

砂防事業を進める上での基礎
資料収集

大沢崩れの崩壊土砂量
及び形状等現状の把握

砂防計画策定に
必要な基礎資料

砂防計画

富士山南
西地区渓
流環境調
査業務

H17
～
H18

富士山南
西地区

環境モニタリング調査 ・動植物の生息調査、
砂防施設計画の環境
影響
・ハイドロフォンを使用
した調査

砂防施設（沈砂地工・えん堤工
群）が自然環境に与える影響
把握

砂防施設が自然環境に
与える影響について把握

砂防施設（沈砂
地工・えん堤工
群）設計に関す
る基礎資料

環境砂防

富士山南
西野渓施
設整備計
画検討業
務

H12
～
H18

南西野渓 砂防計画基礎調査 現地調査、図面判読、
基本土砂量把握

土石流危険渓流施設配置計
画の検討及び整備優先度の
検討

土砂処理方針策定、土石
流対策施設の配置計画、
優先施設の事業計画

南西野渓砂防
計画の基礎資
料

砂防計画

富士山南
西地区水・
土砂動態
観測業務

H17
～
H18

南西地区 土砂動態調査 ・既往土石流発生デー
タから土砂動態を整理
検討
・ハイドロフォン使用し
た調査

土砂動態の実態把握、水・土
砂のモニタリング検討

土砂動態整理、観測施設
の改良、モニタリング計画
立案

砂防計画策定に
必要な基礎資料

土砂動態
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平成18年度に実施した砂防関係調査リスト

調査機
関名

調査名
調査
期間

調査区域
平成18年度の調査の種

別
(平成18年度以前から行

調査方法 調査の必要性 調査結果 調査の活用
キーワー

ド

富士山土
砂災害地
域復興手
法調査

H17
～
H18

富士山 土砂災害復興事例調査 全国における復興事
例の収集

広域的かつ大規模な災害が発
生した場合の被災地の復興施
策

土砂災害復興事例の教
訓集の策定

砂防計画策定に
必要な基礎資料

砂防計画

富士山周
辺の地震
土砂災害
特性解析
業務

H17
～
H18

富士山周
辺

地震調査 富士山周辺の地震、
土砂移動の事例を収
集、整理

今後起こりうる地震関連災害
に対する危機管理

地震災害事例、天然ダム
事例、土砂災害カルテ

砂防計画策定に
必要な基礎資料

砂防計画

富士山沼
川事業効
果検討業
務

H18 沼川 砂防計画基礎調査 ・想定氾濫区域の確
定。それを基に費用対
効果分析

検討・分析結果を基に事業効
果を検討

砂防事業効果の算出。
費用便益費B/Cの算出

砂防計画策定に
必要な基礎資料

砂防計画

富士山南
西地区春
季渓流環
境調査業
務

H17
～
H18

南西地区 環境調査 動植物の生息生育を
把握。保全重要性が
高いと判断される注目
種の存在の明確化

建設工事が自然環境に与える
影響を軽減するための検討に
資する基礎的なデータ収集

生息生育する動植物及び
注目すべき環境への影響
の概略把握

砂防計画策定に
必要な基礎資料

環境砂防

富士山宝
永噴火の
風土工学
的手法によ
る評価業務

H18 富士山 火山砂防事業の啓発活
動

宝永噴火とその影響
に関する風土資産を
風土工学的手法によ
り分析・評価

富士山噴火対策の啓発手法
の立案

火山噴火対策啓発手法と
して10項目の素案、概要
を作成

火山砂防事業
の啓発

火山砂防

富士山活
火山対策
基本計画
検討業務

H18 富士山 火山噴火時における巨
大自然災害（溶岩流・火
砕流・火山泥流等）を対
象とした、富士山火山砂
防計画基本構想の策定
及び基本計画の検討

火山ハザードマップで
示された火山現象や
規模を元にソフト・
ハード対策を検討

富士山火山砂防事業を展開し
ていくため富士山火山砂防基
本計画策定の基礎資料とする

富士山火山砂防計画基
本構想の策定及び基本
計画の検討

富士山火山基
本砂防基本計
画としてハード・
ソフト対策の策
定に活用

火山砂防

富士砂防
土砂災害
対策マニュ
アル策定
検討業務

H18 富士砂防
管内

由比地すべりを含めた
危機管理計画の見直し
に向けた役割分担、情
報管理、被害想定区域
等の整理、及び防災計
画の見直し、及び訓練シ
ナリオの作成

既存資料、ＲＰ演習結
果に基づき危機管理
計画の検討を実施し
防災計画の見直

現行防災計画に由比地すべり
現象を加えた、防災計画見直
しの基礎資料とする

地すべりを含めた防災計
画の見直し、訓練シナリ
オの作成

防災業務計画
への反映、訓練
への活用

土石流
地すべり

富士山情
報共有ネッ
トワーク検
討業務

H18 富士山 富士山で火山噴火、土
砂災害が発生した際に、
国、県、地方公共団体等
が防災情報を一元化し
効率的な災害対策を行
うための、ネットワーク、
コンテンツ等の検討

関係機関等の既存情
報整理し、緊急時に有
効となる新規にシステ
ム構成、コンテンツを
検討

効果的な災害対策を行うた
め、国、地方公共団体等の防
災情報の一元化するための基
礎資料とする

防災情報の一元化に必
要なネットワーク機能、伝
送方式、コンテンツを整理
し取りまとめた

防災情報の共
有、伝達に向け
た整備計画の策
定の基礎資料と
して活用

砂防計画

由比地す
べり環境詳
細設計調
査業務

H17
～
H18

由比地す
べり

環境調査 現地調査による環境
調査、及び地すべり対
策工事による影響予
測

地すべり対策事業における自
然環境等に与える影響を回
避・低減させるため

目録の作成
景観シミュレーションによ
る予測

地すべり対策計
画の基礎資料

地すべり

由比地す
べり機構解
析検討業
務

H18 由比地す
べり

施設計画調査 地質調査結果などに
基づく地すべり機構解
析（地震時検討も含
む）

重要交通網を保全する地すべ
り対策計画の策定。

大久保ブロックの機構解
析及び代表断面における
地震応答解析

地すべり防止工
事基本計画の
策定

地すべり

中国地
方整備
局

倉吉河川
国道事務
所

土砂流出
特性調査

H16
～

天神川水
系直轄砂
防区域

流出土砂解析（降雨と土
砂崩壊の相関の把握、
中小洪水時の土砂移動
実態の把握）のための観
測機器設置

観測地点（2地点）にお
いて、雨量計、土壌水
分計等を設置し観測
開始

砂防施設配置及び高精度な警
戒避難基準の設定

観測データの入手 土砂災害警戒
避難基準の精
度向上

砂防計
画、土砂
流出、警
戒避難

太田川河
川事務所

砂防ソイル
セメント工
法における
マサ土の
強度特性
にに関する
調査

H18
～

直轄砂防
事業区域

花崗岩地域の現地発生
土砂（マサ土）を砂防堰
堤の材料として用いる場
合、粒度分布等から目
標強度を推定する指標
について調査を行った

現地調査・配合試験 砂防堰堤の必要強度の推定 目標強度の推定指標の
検討

効率的な堰堤工
事の推進

砂防ソイ
ルセメント
マサ土
配合強度

日野川河
川事務所

土砂流出
機構調査

Ｈ１７
～Ｈ２
０

日野川水
系白水川

流出土砂解析（降雨と土
砂崩壊の相関の把握、
中小洪水時の土砂移動
実態の把握）

H17に選定した調査箇
所において観測を実
施

砂防施設配置及び高精度な警
戒避難基準の設定

観測データの入手 土砂災害警戒
避難基準の精
度向上

砂防計
画、土砂
流出、警
戒避難

砂防自然
環境調査

日野川水
系直轄砂
防区域

自然環境調査（陸上昆
虫類調査、事業箇所モ
ニタリング境影響の把握

現地調査 砂防事業の環境影響の把握 自然環境状況を確認 砂防事業及び
工事施工に反映

環境砂
防、自然
環境、生
物

四国地
方整備
局

四国山地
砂防事務
所

吉野川上
流斜面崩
壊検討

H13
～
H18

吉野川上
流

吉野川上流域の地すべ
り対策事業基本計画を
検討

既存の調査観測結果
に基づいた地すべり対
策事業基本計画の検
討

新たな地すべり対策事業基本
計画の基礎資料とする

地すべり対策事業基本計
画基礎資料

地すべり対策事
業基本計画の
策定

地すべり
計画

中山間地
域の砂防
事業のあり
方検討

H15
～
H18

吉野川上
流

林相等による土砂流出
抑制の検討及び上下流
交流による水源地対策
の必要性啓発

・斜面状況の違いによ
る流出調査、・意識調
査

林相等による土砂流出抑制の
検討及び下流住民の砂防事
業に対する意識調査をおこな
い、今後の砂防計画の基礎資
料とする。

砂防事業 砂防基本計画
の基礎資料

砂防計画

九州地
方整備
局

川辺川ダ
ム砂防事
務所

砂防えん堤
堆砂量調
査券業務

H16
～
H18

川辺川流
域

土砂調査 既往水文観測資料を
整理し、出水と堆砂の
関係について整理す
る。また、川辺川の流
域の既設えん堤の堆
砂量調査も実施する。

総合的な土砂管理計画及び砂
防計画策定の調査の基礎資
料となるため

既往水文観測資料を整理
した。また、既設えん堤の
堆砂量調査を実施したと
ころ、大きな出水等はな
かったため、土砂移動に
関しては流出傾向であっ
た。

総合土砂管理
及び砂防計画
の基礎資料とす
る。

土砂調査
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平成18年度に実施した砂防関係調査リスト

調査機
関名

調査名
調査
期間

調査区域
平成18年度の調査の種

別
(平成18年度以前から行

調査方法 調査の必要性 調査結果 調査の活用
キーワー

ド

宮崎河川
国道事務
所

土砂流出
調査

H11
～
H19

高崎川流
域

基本計画調査 土砂移動モニタリング
を実施した。

新たな砂防基本計画策定の基
礎資料となるため必要である。

昨年度までの調査結果に
追加してQ～Qs式を作成
した。

新たな砂防基本
計画策定のため
の基礎資料とす
る。

土砂流出

霧島火山
噴火対策
検討

H16
～
H20

霧島山系 基本計画調査 火山の活動特性調査
を実施した。

火山砂防計画策定の基礎資
料となるため必要である。

活動特性の調査を実施
し、火山砂防対策方針を
検討するため、継続調査
を行う。

火山砂防計画
の基礎資料とす
る。

火山砂防

大隅河川
国道事務
所

桜島降雨
対応砂防
計画

H16
～
H20

桜島 基本調査計画 土石流流出解析モデ
ルを作成する。

・降雨対応火山砂防計画で進
めている施設に対し，定量的
かつ客観的に効果を表現する
ため，土石流流出解析モデル
を作成する。

・キネマティックウェーブ法
による土石流流出解析モ
デルを作成（但し引ノ平川
については改善の必要あ
り）

・無施設時と現
況施設配置時
の状況をモデル
で再現すること
により，これまで
の事業効果（施
設効果）が確認
できる。、・改修
計画や維持管
理（除石）は，モ
デルを使って検
討が可能であ
る

砂防計画

桜島噴火
対応砂防
計画

H14
～
H19

桜島 基本調査計画 火山防災という事象に
対して、砂防部局の役
割を検討する。（委員
会形式）

噴火時の被害軽減を図る。 ・災害予想区域図集作
成、・桜島火山防災マップ
島内版及び広域版作
成、・危機管理部会にて
噴火時における行政の役
割表と噴火対応ドリルの
作成。

・住民向けの啓
発活動を行
う。、・有事の際
の防災対応（行
政機関間の連
携対応及び避
難計画）に活用
できる。、・「砂
防計画及び緊
急減災対策計
画」等の事業計
画に反映でき

火山砂防

桜島砂防
事業評価

H17
～
H18

桜島 基本計画調査 ・直轄１０河川毎の費
用対効果(B/C)の算
出、・桜島直轄砂防事
業全体の(B/C)の算出

土石流費用便益分析ﾏﾆｭｱﾙ
(案)が適用できない特殊な地
区であるため桜島の流域特性
を反映させる新たな評価手法
の確立が必要とされた。

・桜島島内の費用対効果
(B/C)、現況　(B/C)＝2.2

・九州地方整備
局事業評価監
視委員会（第３
回）にて提示。
事業評価を定量
的に表現。

事業評価

雲仙復興
事務所

防災体制
の現状把
握調査

H17
～
H18

雲仙山系 基本計画調査 資料収集調査、監視
機器等の現地調査
等

雲仙普賢岳の危機管理計画を
検討するため、現状把握・課題
の整理をする必要がある。

国、自治体等の防災計画
書等の資料を収集し、監
視機器等の配置状況や
課題を整理する基礎資料
が作成された。

雲仙普賢岳の
危機管理計画を
検討するための
基礎資料とす
る。

防災計画

植生遷移
状況解析
調査

H17
～
H18

雲仙山系 基本計画調査 コドラート調査、土砂
移動抑制効果調査

雲仙普賢岳の噴火災害により
焼失した森林の回復状況を把
握するとともに、回復した植生
の土砂移動抑制効果を把握す
ることで、基礎資料とする。

比較的良好な場所でも、
植生遷移の進行は若干
にとどまっていることが確
認され、「土壌が未発達で
保水性・保肥性に乏しい」
などの原因が推測され
た。

回復した植生の
土砂移動抑制
効果を把握する
ための基礎資料
とし、砂防事業
の推進に役立て
る。

植生遷移

北海道
建設部
砂防災
害課

月浦川火
山砂防工
事植生調
査

H16-
H18

洞爺湖町
月浦

試験地を含む現地植生
状況調査

現地踏査、植生追跡
調査

砂防工事現場が国立公園内で
あるため、工事跡の裸地に在
来植生を回復させる。

在来種での植生回復状
況を把握し、対策工法を
検討した。

在来種による緑
化工法の決定

緑化

ウェンテシ
カン川砂防
工事土砂
流出形態
調査

H16-
H18

日高町
（旧門別
町）字正
和
新冠町字
里平

生産土砂量調査、流出
土砂量調査

レーザプロファイラ測
量による土砂移動量
調査

流域内の土砂移動状況をモニ
タリングし砂防施設計画に反
映させる。

大きな出水がなく土砂移
動は軽微であった。浸食
区間、堆積区間が明確に
なった。

砂防施設計画
への反映

土砂流出

元浦川砂
防工事環
境調査

H17-
H18

浦河町野
深

植物調査、鳥類調査、両
生類調査、は忠類調査、

現地踏査、分布調査 砂防施設計画区域内におい
て、貴重動植物の分布と植物
移植方法の検討のため。

動植物調査において、貴
重種が分布していること
がわかった。

一部植生の移
植試験

緑化

富良野川
火山砂防
工事植生
追跡調査
解析

H2-
H21

上富良野
町

植生回復状況調査、種
子採取調査、解析考察

現地踏査、植生追跡
調査

砂防工事現場が国立公園内で
あるため、工事跡の裸地に在
来植生を回復させる。

在来種での植生回復工
法のデータを得る事が出
来た。

在来種による緑
化工法の決定

緑化

暑寒別川
砂防工事
魚類調査

H17-
H18

増毛町 魚類調査 定点密度観測 在来種であるサクラマスの個
体数の把握を行い、砂防工事
による影響を小さくする。

サクラマス幼魚の生息密
度、産卵床数のデータを
得られた。

砂防施設配置
計画への反映

環境砂防

暑寒別川
砂防工事
濁水対策
工設計

H17-
H18

増毛町 濁水対策計画、施工計
画作成

現地踏査、対策工検
討

砂防工事現場が保護水面であ
ることから、濁水対策を検討す
る。

現地調査結果を基に施工
計画及び濁水対策施設を
設計した。

砂防施設仮設
工設計

環境砂防

白浜川火
山砂防工
事植生工
追跡調査

H9-
H18

函館市柏
野町

現地在来種を用いた緑
化試験及び追跡調査

現地踏査、植生追跡
調査

各工法の問題点を把握し最適
な緑化工法の選定を行うた
め。

植生の復元には多少時
間がかかるが、埋土種子
吹付工法が最適であるこ
とが確認された。

山腹工の緑化
工法の決定

緑化

沼田奔川
砂防工事
環境調査

H18-
H19

沼田町 底生動物調査、粒度試
験、水文・水質調査

現地踏査、底生動物
数と種の調査

堰堤改良により環境の変化が
予想されるため、改良前の調
査を実施する。

堰堤改良前のデータを取
得した。

堰堤の改良計
画

環境砂防

学校の沢
川砂防工
事環境調
査

H18 足寄町、
本別町

魚類調査、植物調査、動
物調査

現地踏査、分布調査 砂防施設堆砂域内の貴重種を
確認し、対策を検討する。

ニホンザリガニをはじめと
する貴重種の分布域を確
認した。

移植試験等の
実施計画作成

環境砂防

新潟県
砂防課

矢代川砂
防流域調
査検討業
務委託

Ｈ１８ 矢代川 流域荒廃状況調査 現地調査 近年の山腹崩壊による現砂防
計画への影響を確認

現在の土砂量を把握し、
整備率と砂防計画の整合
を確認

今後の砂防事
業を進める基礎
資料

砂防計画
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平成18年度に実施した砂防関係調査リスト

調査機
関名

調査名
調査
期間

調査区域
平成18年度の調査の種

別
(平成18年度以前から行

調査方法 調査の必要性 調査結果 調査の活用
キーワー

ド

中央川魚
道遡上調
査

Ｈ１８ 中央川 魚類遡上調査 イワナ放流採取し環境
について調査

魚道の効果評価 イワナの遡上確認 今後の魚道計
画・設計の参考
資料として利用

環境砂防

雪崩災害
に対する警
戒態勢強
化に係る調
査

Ｈ１８ 新潟県 雪崩危険箇所調査 雪崩危険箇所位置図
作成

雪崩災害に対する警戒、避難
等の雪崩安全対策検討のため
の資料

新潟県内における雪崩危
険箇所の全体像を把握

今後の雪崩災
害に対する警
戒、避難等の雪
崩安全対策検
討のための基礎
資料として利用

雪崩

東京都
建設局
河川部
計画課

伊豆大島
岡田（２）地
区急傾斜
地対策基
本計画策
定委託

H1８ 東京都大
島町

斜面崩壊対策の基本計
画策定

地質調査、測量調査と
ともに基本計画を策定

新たな事業の基礎資料となる のり枠工等の施設整備計
画の基本諸元、概略工事
費等

急傾斜地崩壊
対策事業

斜地崩壊
対策構造
物

笛吹地区
地すべり基
本計画策
定委託

H18 東京都西
多摩郡桧
原村

基本計画について、既往
の動態測定結果等を勘
案し策定。

既往の調査結果に基
づき基本計画を策定

新たな事業の基礎資料となる 抑止杭工等の施設整備
計画の基本諸元、概略工
事費等

地すべり対策事
業

地すべり
対策構造
物

長浜地区
地すべり基
本計画策
定のため
の検討委
託

H18 東京都小
笠原村母
島

既設施設の機能保全の
ための対策と併せて、今
後必要な施設整備計画
の策定

既設の施設の劣化状
況調査とその対策を
含む地区全体の基本
計画策定

新たな事業の基礎資料となる 既設の施設の改修と新規
に必要な施設整備計画の
基本諸元、概略工事費等

地すべり対策事
業

地すべり
対策構造
物

神奈川
県砂防
海岸課

平成18年
度地すべり
対策工事
設計業務

H18
年度

愛川町田
代

田代地区地すべり区域
におけるＢブロック対策
の詳細設計

ボーリング、弾性波探
査及びアンカー引き抜
き試験等の土質調査
に基づいた抑止工の
詳細設計。

工事の費用を積算するための
詳細設計

アンカー工53本 地すべり対策工
事

抑止工

滝の入鳥
類調査

H17̃
H19

南足柄市
狩野

砂防えん堤の計画区域
におけるオオタカの生息
状況の把握及び行動圏
の解析や保全対策の検
討のための調査

１月～８月にかけての
１～２回／月の現地調
査；（内容）営巣木の
調査、②繁殖状況の
確認、③行動圏の把
握

「絶滅のおそれのある野生動
植物の種の保全に関する法
律」をはじめ国や神奈川県の
レッドリストにより準絶滅危惧
種に選定されている希少猛禽
類であるオオタカの保全を図
り、自然豊かな渓流環境を次
世代に受け継ぐ。

オオタカの生息を確認し
たが、繁殖が失敗した１
営巣期の結果のみである
ことから生息状況には不
明な点が残っている。この
ことから、当初計画のとお
り２営巣期の生態状況の
把握のため今後も調査を
継続する。

オオタカの保全
に配慮した砂防
えん堤の実施計
画を策定する。

砂防計
画、オオタ
カ

長野県
土木部
砂防課

環境調査 H16
～

佐久市
瀬早川

砂防えん堤計画地にお
ける
猛禽類（鳥類）影響調査

現地調査 猛禽類の営巣地、行動圏を把
握して、事業計画に反映させ
必要により保全対策を検討し
ていく。

H18.2月～3月の定点観測
により、オオタカ、ハイタ
カ、ノスリの3種類の猛禽
類を確認。また、営巣地
確認調査では5箇所の古
巣を確認。今後、繁殖期
の定点調査を行い、確認
された古巣の利用状況の
把握に努めたい。

工事の影響確
認
及び保全対策
等の検討

環境砂防

環境調査 H12
～

小諸市
栃木川

砂防えん堤計画地にお
ける
猛禽類（鳥類）影響調査

現地調査 猛禽類の営巣地、行動圏を把
握して、事業施行に反映させ、
必要により保全対策を検討し
ていく。

砂防堰堤予定地周辺でノ
スリの造巣行動が確認さ
れる。工事の一時中止を
行い経過観察を行った。
その後営巣の可能性が
殆どなくなった時点で工
事を再開した。

工事の影響確
認
及び保全対策
等の検討

環境砂防

環境調査 H17
～

佐久市
女石川

砂防えん堤計画地にお
ける
猛禽類（鳥類）影響調査

現地調査 猛禽類の営巣地、行動圏を把
握して、事業施行に反映させ、
必要により保全対策を検討し
ていく。

砂防堰堤予定地周辺で
猛禽類が使用したと思わ
れる古巣が確認された。
またノスリの飛翔も確認さ
れた。

工事の影響確
認
及び保全対策
等の検討

環境砂防

環境調査 H16
～

佐久市
本沢川

砂防えん堤計画地にお
ける
猛禽類（鳥類）影響調査

現地調査 猛禽類の営巣地、行動圏を把
握して、事業施行に反映させ、
必要により保全対策を検討し
ていく。

砂防堰堤予定地周辺でノ
スリの飛翔を確認するも、
営巣は確認されていな
い。

工事の影響確
認
及び保全対策
等の検討

環境砂防

猛禽類生
態調査

Ｈ16
～

長和町
戸陰沢

現地調査 猛禽類の営巣地、行
動圏を把握し、専門家
の指導を得ながら工
事の施工計画に反映
させる

Ｈ16、17、18 年調査で、ハチク
マ、オオタカ、ハイタカ、サシ
バ、ノスリの行動が確認され、
ハチクマ、ノスリについては、
工事現場から半径500m以内
に営巣活動が確認されたが、
工事の影響は認められなかっ
た。今後も、工事期間中はモニ
タリングを行う。

工事の影響確認及び対
策の策定

環境砂防 環境砂防

地下水調
査

H13
～

東御市
祢津沢

地下水影響調査 地下水調査 砂防えん提建設に伴い、下流
で取水する水道水源に与える
影響を監視するため

えん堤工事の着手前から
工事期間中において、地
下水の状況を監視してい
る

工事期間中にお
いて、地下水に
異常が現れた場
合の判断材料と
する

地下水

温泉調査 H17
～

上田市
大塩

温泉影響調査 温泉温質分析 本堤施工箇所直下流に温泉
の源泉があるため、工事によ
る影響について把握するため

着工前と比べて現在のと
ころ異常なし

今後、源泉に異
常が出た時に、
工事と因果関係
を判断する材料
にする

温泉

環境調査 Ｈ８～
Ｈ１０
Ｈ１３
～Ｈ１
８

大町市
乳川

砂防えん堤計画地にお
ける
底生動物、猛禽類への
影響調査

現地調査 砂防えん提計画地付近の動植
物分布の現況を把握し、事業
計画立案に反映させる（特に
底生動物、猛禽類等重点調
査）

ニホンアミカモドキ等の底
生動物が、砂防えん堤の
施工後に直下流で確認さ
れ、工事の影響がなかっ
たことを確認した。次のえ
ん堤施工に向けて、継続
調査中。
猛禽類は、７月～９月にク
マタカ等の飛翔を確認し
た。工事の影響について
継続調査中。

工事の影響確
認

環境砂防
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平成18年度に実施した砂防関係調査リスト

調査機
関名

調査名
調査
期間

調査区域
平成18年度の調査の種

別
(平成18年度以前から行

調査方法 調査の必要性 調査結果 調査の活用
キーワー

ド

環境調査 Ｈ１７
～Ｈ１
８

大町市
唐沢

砂防えん堤計画地にお
ける
猛禽類への影響調査

現地調査 砂防えん提計画地付近の動植
物分布の現況を把握し、事業
計画立案に反映させる（特に
猛禽類等重点調査）

６月～８月にノスリ等の飛
翔を確認したが、営巣を
確認できなかった。２月～
８月に調査を実施して営
巣位置を絞り込むことが
必要。

工事の影響確
認

環境砂防

環境調査 H10
～

山ノ内町
二の沢

鳥類生態調査 モニタリング 絶滅危惧種クマタカ、イヌワシ
の生態調査

行動圏、高利用域、生活
サイクルを確認した。

工事の影響確
認および対策工
法

環境調査

水質・土壌
調査

H11
～

山ノ内町
渋湯

土壌調査・水質分析調
査

サンプリング 掘削土砂の成分分析等を行
い、残土処理先への影響を評
価する必要があるため

影響なし 工事の影響確
認および対策工
法

水質
土壌

温泉影響
調査

H11
～

山ノ内町
渋湯

温泉影響調査 水質・湯量・水位観測 斜面切土に伴い、周辺温泉
（源泉）に与える影響を評価す
る必要があるため

影響なし 工事の影響確
認および対策工
法

水文

地すべり調
査

Ｈ１７
～

長野市
三ッ出

地すべり地の移動及び
水位調査

孔内傾斜計及び
地下水位観測

検証を行い対策工の再検討を
行うため。

継続的な調査から検証を
行い、現在は変異が終息
してきている状況。

地すべり対策の
検証及び危険
の予知等。

地すべり

地下水調
査

Ｈ１８
～

長野市園
沖団地

現場透水試験
水位観測
機械ボーリング

砂防堰堤建設に伴
い、当該流域で地下水
の影響を評価し、事業
計画立案に反映させ
る。

堰堤工事完了するまで、地下
水の状況を監視する。

堰堤工事着手前から工事
完了までの地下水の監視
をしている。

工事の影響確
認及び対策の
策定

地下水

環境調査 H18.4
～
H19.3

野沢温泉
村
赤滝川

砂防堰堤計画箇所にお
ける猛禽類の営巣確認
調査

現地調査にて猛禽類
の飛翔状況、営巣状
況及び繁殖状況の有
無を確認

砂防堰堤計画箇所付近の生
息状況を把握し、事業計画立
案に反映させる。

イヌワシの営巣及び繁殖
を確認、工事施工期間等
の検討に反映する。

現地周辺の自
然状況、生態系
への負荷を最小
限とする検討資
料に活用

環境砂防

環境調査 H18.4
～
H19.3

栄村
坪野

砂防堰堤計画箇所にお
ける猛禽類の営巣確認
調査

現地調査にて猛禽類
の飛翔状況、営巣状
況及び繁殖状況の有
無を確認

砂防堰堤計画箇所付近の生
息状況を把握し、事業計画立
案に反映させる。

クマタカの繁殖とその位
置を確認した。

生態系への負
荷を最小限とす
る工事着手時期
に反映させた。

環境砂防

環境調査 H12
～

白馬村
月夜沢

砂防えん提計画地にお
ける自然環境への配慮
事項を調査（植物、昆
虫、猛禽類等）

現地調査により、自然
環境の状況を把握す
る

砂防えん提計画地付近の動植
物分布の現況を把握し、事業
計画立案に反映させる（特に
植物移植、蝶等重点調査）

保全対策を行った
植物：移植し、生育状況も
良好
猛禽類：工事の影響はな
かった

現地周辺の自
然状況にあった
計画及び事業
の実施

環境砂防

環境調査 H18
～

白馬村
中　沢

砂防えん提計画地にお
ける自然環境への配慮
事項を調査（植物、昆
虫、猛禽類等）

現地調査により、自然
環境の状況を把握す
る

砂防えん提計画地付近の動植
物分布の現況を把握し、事業
計画立案に反映させる（特に
植物移植、蝶等重点調査）

保全対策を行った
植物：移植作業を実施
猛禽類：工事の影響は特
になかった

現地周辺の自
然状況にあった
計画及び事業
の実施

環境砂防

環境調査 H12
～

白馬村
北股入沢

工事による植生への影
響把握調査

現地調査により、自然
環境の状況を把握す
る

中部山岳国立公園内特別保
護地区であるため、学識経験
者の指導を頂き崩壊対策計画
地付近の植物分布の現況を把
握し、事業計画に反映させる

工事施工により、非在来
種の侵入等は確認され
ず、植生の量、種数の増
加により施設効果が確認
できた。

現地周辺の自
然状況、生態系
への負荷を最小
限とする検討資
料

環境砂防

崩壊対策
検討

H13
～

白馬村
北股入沢

構造モニタリング 構造物の変移状況、
傾斜計、歪計等の
データの収集・解析

国立公園内の高地における施
工であり、国内に事例がない
ため、工法の選定の妥当性に
ついて追跡調査を行い、工法
決定の選定資料とする。

施設の一部に損傷が見ら
れる為、材質を今後変更
予定。

今後、高山地帯
における工法検
討の資料として
活用

斜面崩壊

環境調査 H14
～

白馬村
峰方沢
白沢

砂防えん提計画地にお
ける自然環境への配慮
事項を調査（植物、昆
虫、水性生物、猛禽類、
等）

文献・現地調査によ
り、自然環境の状況を
把握する

砂防えん提計画地付近の動植
物分布の現況を把握し、事業
計画立案に反映させる（特に
水生動物、植物、蝶等重点調
査）

場所によっては貴重種が
発見され移植等が必要と
確認

現地周辺の自
然状況、生態系
への負荷を最小
限とする検討資
料

環境砂防

地すべり調
査

H18.4
～
H19.3

中条村御
山里、角
井、下奈
良井

地すべり地内の移動量、
地下水位の調査

パイプ歪計の観測、地
下水位の観測

現状の判断、概成判断に反映
させる。

対策工の効果により地下
水低下が確認された箇所
や、累積性歪変動があり
依然として動きがあること
が解った箇所があった。

対策工の効果
判定、現状の把
握危険予知

地すべり

環境調査 H17
～

大町市美
麻
池ノ平

魚類生息調査 現地踏査 生息する魚類を把握し砂防堰
堤計画へ反映させる

調査中 砂防堰堤への
魚道設置

砂防事業

地すべり調
査

H17
～

大町市美
麻万中、
塩の川、
小川村古
山

地すべり地内の移動量、
地下水位の調査

パイプ歪計の観測、地
下水位の観測

歪みの動きを監視。 調査中 現状把握及び
危険予知

地すべり

広島県
土木部
砂防室

通常砂防
工事に伴う
業務委託

Ｈ１８ 高下川において計画さ
れている砂防堰堤の設
計

詳細設計 工事の費用等を予定するため
の詳細設計

砂防堰堤詳細設計１基 砂防堰堤工事 砂防構造
物

通常砂防
工事に伴う
業務委託

Ｈ１８ 大丸目川において計画
されている砂防堰堤の
設計

詳細設計 工事の費用等を予定するため
の詳細設計

砂防堰堤詳細設計１基 砂防堰堤工事 砂防構造
物

通常砂防
工事に伴う
業務委託

Ｈ１８ 大神川において計画さ
れている砂防堰堤の設
計

詳細設計 工事の費用等を予定するため
の詳細設計

砂防堰堤詳細設計１基 砂防堰堤工事 砂防構造
物

特定緊急
砂防事業
に伴う業務
委託

Ｈ１８ 白糸川において計画さ
れている渓流保全工の
設計

詳細設計 工事の費用等を予定するため
の詳細設計

渓流保全工設計 渓流保全工工
事

砂防構造
物
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平成18年度に実施した砂防関係調査リスト

調査機
関名

調査名
調査
期間

調査区域
平成18年度の調査の種

別
(平成18年度以前から行

調査方法 調査の必要性 調査結果 調査の活用
キーワー

ド

高知県
土木部
防災砂
防課

警戒避難
基準雨量
検証委託
業務

H18 高知県高
知市他

高知県における過去の
豪雨災害について、土砂
災害の発生時刻、避難
時刻、土砂災害警戒情
報の発表時刻の関連を
調査

過去の豪雨災害にお
ける資料を用いて、土
砂災害の発生時刻、
避難時刻、土砂災害
警戒情報の発表時刻
の関連を調査

土砂災害警戒情報が活用され
るよう、情報の有用性、緊急性
を調査

土砂災害警戒情報の発
表後に土砂災害が多発し
ており、有用性、緊急性
が確認された。また、土砂
災害警戒避難基準雨量
等の補足情報を活用する
必要性も確認された。

土砂災害警戒
情報が避難勧
告、自主避難の
判断材料として
活用されるよう、
この結果を周知
する

警戒避難

国土技
術政策
総合研
究所砂
防研究
室

土砂災害
警戒避難
基準雨量
設定高度
化に関する
調査

H17-
H19

全国 ・警戒避難基準雨量設
定の検証、・土壌雨量指
数の地質別タンクモデル
パラメータの検討

・実際に災害が発生し
た箇所における基準
雨量の精度を検証す
る、・水文データを用
いて流出解析を行いタ
ンクモデルのパラメー
タを設定する

・降雨を用いた精度の高い警
戒避難基準設定手法の確立

・がけ崩れの発生と警戒
避難基準はおおむね良好
であった。、・花崗岩以外
のデータは少ないが地質
別パラメータを設定した

・降雨を用いた
精度の高い警戒
避難基準設定
手法の確立

警戒避難

先端技術を
活用した社
会資本の
新管理シス
テムの開発

H17-
H19

全国 ・現地調査ツールの基本
アーキテクチャーの検
討、・避難行動につなが
る事象とその影響要因
に関する解析方法の検
討

・災害時の心理・行動
とモデル化手法につい
て既往調査・研究文献
調査、・土砂災害を既
存事例と避難行動モ
デルの比較検証

・土砂災害の兆候や発生など
の情報を迅速に伝達し、警戒
避難に活用できる方法の確立

・避難時の行動のモデル
としてサイバネティックス
モデルの妥当性の確認

・効果的な土砂
災害情報伝達
手法の提案

警戒避難

土石流等
による土砂
災害に対
するリスク
監視手法
の開発に
関する調査

H17-
H19

全国 ・土石流の氾濫計算モデ
ルの検討

・土石流氾濫シミュ
レーションモデル作
成、・土石流の発生確
率と土石流による被害
の検討

・ハード・ソフト対策を合わせた
リスク評価手法の確立

・仮想渓流におけるリスク
カーブの作成

・土石流等によ
る土砂災害に対
するリスク・モニ
タリングガイドラ
イン（案）の作成

土石流

山地流域
における環
境影響評
価に関する
調査

H17-
H19

全国 ・山地環境の自然度評
価手法の検討

・自然環境評価のため
のモニタリング手法の
検討

・砂防工事等の山地流域への
影響評価手法の確立

・自然環境評価のための
モニタリング項目の設定

・砂防事業にお
ける自然環境の
モニタリング手
引

環境砂防

流砂系の
総合的な
土砂管理
作成支援
システムの
開発に関
する調査

H18-
H20

全国 ・総合的な土砂管理作成
支援システムの検討

・土砂移動モニタリン
グ

・流砂系の健全な状態へ回復・
維持

・総合的な土砂管理ガイド
ライン等の試案作成

・総合的な土砂
管理作成支援シ
ステムの構築

土砂流出

土砂災害
発生箇所
の実態調
査

H14-
H18

全国 土砂災害実態調査結果
データベースシステムの
作成

・DBシステムの検討 ・土砂災害データの効率的な
蓄積・利用

・土砂災害実態調査結果
データベースシステムの
作成

土砂災害実態
調査結果データ
ベースシステ
ム」の開発

土石流、
地すべ
り、斜面
崩壊

大地震時
等に発生
するがけ崩
れ等への
対処体制
に関する調
査

H16-
18

全国 大規模地震動等により
河道閉塞が形成された
場合、決壊可能性の有
無、決壊した場合の対応
方法等について、早期に
的確な判断が必要とされ
る。本調査においては、
災害時を予防・減災
（Mitigation）、緊急対応
（Response）、復旧・復興
（Recovery）の各局面に
分類し、それぞれの局面
において実施すべき項
目について抽出作業を
行った。

既存文献により天然ダ
ム系盛時における防
災対応の事例を収
集，整理し，問題点に
ついて抽出した．

地震に伴う天然ダム対応は緊
急性を要するため，対応につ
いて事前準備をしておく必要性
がある．また，関係諸機関との
調整事項についても事前抽出
しておく必要がある．

検討結果を「天然ダム形
成時における緊急対応支
援計画基本方針（案）」と
してとりまとめた。

大地震に伴う天
然ダム系政治の
行動指針

天然ダ
ム、緊急
対策、応
急対策

リスク解析
に基づいた
土砂災害
対策に係
わるアカウ
ンタビリティ
向上に関
する調査

H16-
H18

全国 土砂災害の規模を一般
にわかりやすく伝達する
ための表現方法の検討
ならびに土砂災害に関
する基礎データの蓄積・
運用方法に関する検討
を行った．具体的には土
砂移動現象の体積と移
動距離に着目し、土砂移
動現象の規模を土砂移
動マグニチュードとして
表現することを提案する
とともに、土砂災害レベ
ルを定義し、土砂災害を
土砂移動マグニチュード
と土砂災害レベルで表現
することを提案した.

文献調査ならびに数
値計算

現在、土砂災害発生の危険度
に関する情報を広く周知するこ
とを行っているが、従来の土砂
災害関連情報は、一般に降雨
を指標としており、そのひっ迫
性を適切に伝達するものとは
なっていないため．

土砂災害の規模を「土砂
移動マグニチュード」と
「土砂災害レベル」として
表現することができた．

住民への情報
提供へ活用可
能である

土砂移動
マグニ
チュード、
土砂災害
レベル

植生と土層
構造を考慮
した長大斜
面崩壊対
策に関する
調査

H17-
H19

全国 ・土砂災害防止法を考慮
した合理的な急傾斜地
崩壊対策技術基準の検
討

・土砂災害防止法と各
対策工法の関係を整
理する。、・がけ崩れ
対してリスクマネジメン
ト的な概念を導入する

・急傾斜地崩壊対策の合理的
な効果評価手法の確立

・新工法を含めて土砂災
害防止法に適合できる工
法選定フローの試案を作
成した、・既往のがけ崩れ
データベースを用いて崩
壊土砂量に関するリスク
分析を実施した

急傾斜地崩壊
対策に関する技
術指針に反映

斜面崩壊

ソフト対策
を考慮した
合理的な
雪崩対策
施設に位
置に関する
調査

H17-
H19

全国 ・海外で実施されている
雪崩のソフト対策の事例
収集、・雪崩データと危
険箇所データによる危険
度範囲の設定

・実際の雪崩データか
ら形態別の危険度範
囲の傾向を把握する

雪崩の到達範囲、危険区域及
び危険度、警戒避難基準など
のソフト対策を考慮した施設配
置計画の確立

・落差が小さいほど到達
距離が短く（見通し角が大
きく）なる傾向にあった、・
表層雪崩については落差
によって到達距離（見通し
角）の超過確率は異なる
が全層雪崩では差異が
みられなかった

ソフト対策を考
慮した施設配置
計画の立案

雪崩

（独）土
木研究
所土砂
管理研
究グ
ループ

火山・土石
流チーム

火山灰浸
透能低下と
堆積厚が
土砂流出
に与える影
響に関する
研究

H18-
H20

東京都三
宅島、ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ国
ムラピ火
山

火山灰透水性調査手法
の開発

透水試験、現地浸透
試験、室内浸透実験

噴火後の火山において適正な
計画規模を定めるために必要
である。

火山灰の透水性と粒度分
布、間隙比の関係を明ら
かにした。

泥流発生危険
度に関わるクリ
ティカルな火山
灰堆積厚等の
解明

火山灰、
浸透能、
泥流
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平成18年度に実施した砂防関係調査リスト

調査機
関名

調査名
調査
期間

調査区域
平成18年度の調査の種

別
(平成18年度以前から行

調査方法 調査の必要性 調査結果 調査の活用
キーワー

ド

高精度空
間情報を用
いた崩壊・
土石流発
生危険度
評価手法
に関する研
究

H17-
H19

宮崎県鰐
塚山周
辺、愛媛
県

土砂生産量予測 微地形判読、分布型
表層崩壊発生予測モ
デル、簡易貫入試験

土石流危険渓流の危険度ラン
ク付けをする手法を開発する
ために必要である。

深層崩壊発生のおそれの
高い地域の抽出手法を開
発した。

深層崩壊の発
生のおそれの高
い流域の抽出マ
ニュアルの作
成、・渓流単位
の土石流発生
危険度評価マ
ニュアルの作成

生産土砂
量、表層
崩壊、深
層崩壊、
危険度評
価

土石流・斜
面崩壊発
生予測にお
ける斜面変
動に関する
研究

H18-
H21

広島県広
島市

斜面崩壊・土石流発生メ
カニズムの検討

現地斜面モニタリン
グ、室内崩壊実験

斜面崩壊・土石流発生予測の
高度化のために必要である。

室内人工崩壊実験および
現地観測による、降雨時
の斜面の挙動を把握し
た。

警戒避難基準
の高度化

斜面崩
壊、土石
流、斜面
変位、警
戒避難

地震動によ
る山地流域
の安全度
評価手法
に関する研
究

H18-
H21

新潟県中
越地方芋
川流域

芋川流域における土砂
生産量の把握、河道閉
塞監視・観測マニュアル
の作成

レーザー計測データを
活用した地形変化量
把握

地震後の流域における土砂災
害対策技術の高度化をするた
めに必要である。

中越地震後の芋川におけ
る崩壊生産土砂量の経年
変化が明らかになった。、
河道閉塞監視・観測マ
ニュアル（案）を作成した。

①大規模地震
後の流域からの
生産・流出土砂
量の変化予測
技術の提案、②
河道閉塞の監
視システムのマ
ニュアル作成、
③砂防施設の
合理的設計手
法の提案、④地
震による土砂災
害ハザードマッ
プ作成に関する
提案

地震、土
砂生産、
河道閉
塞、耐震
設計

地すべり
チーム

地すべりの
被害評価
技術の開
発に関する
調査

Ｈ17
～20

被害項目の抽出・整理と
被害評価手法の検討

既往災害資料・マニュ
アル等の取りまとめ

地すべり災害による被害を最
小限にするため、被害の実態
解明と適切に被害を評価する
手法が必要である。

間接被害には、行政管理
者の負担など定量化が難
しい項目があることが判
明した。また、被害の程度
は、社会的注目度の影響
を受けることが分かった。

地すべり災害の
直接的・間接的
被害の評価手
法の提案

地すべ
り、影響
評価

初生地す
べりの計測
評価に関
する調査

Ｈ17
～19

レーザープロファイラか
ら得たDEMデータの解析
を基に、地すべりの判読
およびそれらの発達度
評価手法の検討

DEM地形解析、地す
べり判読、現地調査

構造物の建設計画・維持管理
において明瞭な地すべり地形
を呈さない斜面において地す
べりを早期に認識する事が重
要であり、初生地すべりの計
測評価手法が必要である。

初生を含む地すべり地形
の判読や地すべりの発達
度の評価に有効な、レー
ザープロファイラ起源の
細密DEM解析手法を提案
することができた。

初生地すべりの
特定に向けた地
形調査技術の
提案

初生地す
べり、地
すべり発
達度、
レーザー
プロファイ
ラー、
DEM地形
解析

動態観測
に基づく地
下水排除
工の計画
手法に関
する調査

Ｈ15
～18

地下水排除工の効果を
評価する指標について
検討

現地観測、観測データ
解析

長期に及ぶ地すべり対策を合
理的に実施するため、地すべ
りの動態観測に基づいて地下
水排除工の効果を評価し、計
画規模を逐次修正する手法が
必要である。

観測データの統計処理に
よる雨量指標が、対策工
効果確認の指標として有
望である。

地下水排除工
の計画規模を逐
次修正する手法
の提案

地下水排
除工、動
態観測

複数の工
種を併用す
る場合の地
すべり抑止
工の抑止
機構と設計
手法の研
究

Ｈ18
～20

複数の工種を併用した
地すべり対策事例を収
集・分析し、設計方法の
実態を解明、※特に杭
工とアンカー工を併用す
る事例に注目

事例収集・分析 複数の工種を併用する場合の
地すべり対策では、地すべり
抑止力の分担割合や配置計
画などについて定まった設計
方法がないため、抑止工を併
用した時の地すべり抑止機構
の解明と合理的設計手法の確
立が望まれる。

地すべり抑止力の分担割
合や配置位置など、事例
により様々で、複数の工
種を併用する場合の統一
された設計手法がない実
態が分かった。

複数の工種を併
用する場合の、
地すべり抑止工
の合理的設計
手法の提案

地すべり
抑止工の
併用、合
理的設計
手法、事
例分析、
遠心載荷
模型実
験、3次元
FEM解析

地すべり災
害箇所の
応急緊急
対策支援
技術の開
発

Ｈ17
～20

応急対策の効果的実施
方法の検討および、地す
べり斜面の遠隔計測手
法の開発

事例収集・整理、現地
調査・解析

地すべり災害発生後の迅速な
地すべりの移動状況の把握と
応急対策実施により地すべり
災害拡大を防止するため、応
急対策工の効果的な実施方法
と不安定斜面の遠隔監視シス
テムが必要である。

地すべり類型別および地
すべりの進展に応じて必
要な調査・対策が整理さ
れ効果的な緊急調査手
法と対策工の提案が可能
となった。また不安定斜面
の遠隔監視システムの開
発として遠隔計測手法を
開発した。

地すべり災害箇
所の応急緊急
工事の最適化
手法の提案、お
よび２次災害防
止のための斜面
遠隔監視技術
の提案。

崩壊斜
面、地盤
変位観
測、すべ
り面推
定、段階
施工、光
波測量

高精度地
表面変位
計測による
迅速な切
土地すべり
の規模推
定手法に
関する調査

Ｈ15
～18

地すべり移動土塊内の
地表面変位ベクトルから
すべり面形状を推定する
プログラムの作成し、そ
の適用性を検討

プログラム作成、プロ
グラム試行

切土地すべり発生時に早期対
応するため、地すべり地内の
ボーリング作業を縮減し、地す
べり変状の規模を早期に把握
する技術が必要である。

実際の地すべり地で計測
された地表面変位ベクト
ルからすべり面を推定し、
調査で求められているす
べり面と比較した。その結
果、概ね妥当なすべり面
推定が可能なことが分
かった。

切土地すべりの
迅速なすべり面
推定手法（すべ
り面推定プログ
ラム）の提案

切土地す
べり、す
べり面推
定、地表
面変位ベ
クトル

地すべりに
よるトンネ
ル等構造
物被災の
回避・軽減
手法に関
する研究

H18
～20

道路計画における課題
の整理、および地すべり
地の地形判読の可能性
について検討

トンネル被災事例の収
集・分析、レーザープ
ロファイラによる数値
地図を用いた地すべり
地形判読

地すべり地内に構造物が計画
され、施工段階や完成後に地
すべり対策に苦慮する事例が
あることから、計画段階で地す
べりを把握し、構造物を適切に
地すべりから回避するための
手法が必要である。

路線選定の段階（計画段
階）で地すべりを認識する
事が重要である。また、地
すべり地形分布図や高精
度の地形図を用いること
で、地すべり地を認識でき
る可能性がある。

トンネル等の計
画段階での地す
べりによるトンネ
ルへの被災を回
避・軽減する手
法の提案

トンネル、
道路計
画、地す
べり判読

雪崩・地す
べり研究
センター

地震に伴う
地すべり土
塊の強度
変化特性
に関する研
究

Ｈ17
～Ｈ
19

新潟県中
越地方

中越地震発生時に再滑
動した地すべりの機構及
び発生条件の解明

①中越地震により滑
動した代表的な地す
べりの現地調査、ボー
リングコア観察、空中
写真判読による挙動
及び要因の解明及び
土質的検証、②芋川
流域における地震前
後の全地すべりを対
象としたＤＥＭを用い
た地形解析

中越地震時に中山間地に長期
にわたり大きな影響をもたらし
た再滑動した地すべり災害の
多発に対し、地震により急激に
再滑動する地すべりの危険度
評価方法が未確立

①H17は代表箇所の地
形、地質特性を解明した。
②芋川流域におけるすべ
ての地震前後の地すべり
地形のＤＥＭを用いた解
析を行い、地震による地
すべりの主に地形的な特
性と既存地すべりとの相
関についてとりまとめた。

中越地震の事
例をもとに、さら
により活動的な
地すべりが集中
する上越地方に
おける地震によ
る地すべり危険
度の推定に展開

地震、再
滑動した
地すべ
り、発生
条件、発
生危険度
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平成18年度に実施した砂防関係調査リスト

調査機
関名

調査名
調査
期間

調査区域
平成18年度の調査の種

別
(平成18年度以前から行

調査方法 調査の必要性 調査結果 調査の活用
キーワー

ド

地すべり地
における地
下水調査
技術の高
度化に関
する研究

Ｈ14
～Ｈ
17

福島県滝
坂地すべ
り

酸素溶解式地下水追跡
法の改良

地下水調査精度の向
上及び効率化のため
当センターが開発した
地下水検層及び地下
水追跡調査方法を導
入した現地試験

地下水排除工事の基礎となる
地下水調査精度の向上及び
効率化のため

H.17に実施した加熱式地
下水検層と酸素溶解式地
下水追跡を導入した地下
水調査現地試験では、結
果として降雨による変動
も捉えるほど精度が向上
した。さらに地下水の溶存
酸素濃度のバックグランド
値の変化を確認し、3次元
的な地下水流下状況の
把握方法を考案した。

精度が高く簡便
で環境に負荷の
掛からない本調
査法を、地すべ
り地における地
下水調査に広く
普及させる。

地すべ
り、地下
水追跡法

激甚な地
震後におけ
る融雪期の
地すべり特
性に関する
研究

Ｈ18
～Ｈ
19

新潟県中
越地方

中越地震により激烈な震
動に見舞われた地すべ
り地の、融雪期を中心と
した地すべり挙動及び地
下水の変化等の変状の
把握。地震後の地すべり
危険区域の評価手法の
検討。

芋川流域での融雪期
における地すべり挙動
に関して、地表面変状
及び移動状況の現地
調査及び関係機関に
よる地すべり挙動に関
わる観測結果に合わ
せ、航測によるDEMの
分析、変状把握等によ
る検討を行った。

中越地震で激甚な地震力に見
舞われた地すべり域におい
て、地震後の地すべりの変状
把握及び危険度の評価手法
が未確立

地すべり動態観測機器の
モニタリング結果では、激
烈な余震が多発したため
地震後の変状は小さいこ
とが分かった。また、地す
べり発生直後と2005.5上
中旬のDEM比較から、地
震後の移動は移動土塊
本体ではなく周辺で生じ
ていることが分かった。

今まで報告事例
がほとんどない
地すべり地域の
激烈な地震後の
豪雪を経た地す
べりの挙動が把
握された。この
結果を、地震後
の地すべり危険
度評価に資す
る。

地震後、
地すべ
り、危険
度評価
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